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午前 ９時００分 開会  

（出席議員 ２０名） 

───────────────────                
◎開 会 宣 告 ・ 開 議 宣 告           

○議長（平田喜臣君） 御出席まことに御苦労に存

じます。 

 ただいまの出席議員は、２０名であります。 

 これより、平成１４年第２回上富良野町議会定例

会を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

──────────────────                
◎諸 般 の 報 告           

○議長（平田喜臣君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等、諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 御報告申し上げます。 

 今期定例会は、６月１４日に告示され、当日、議

案等の配付をいたしました。 

 今期議会運営につき、４月２６日、５月３０日、

６月１４日に議会運営委員会を開き、会期日程等を

協議いたしました。その内容は、お手元に配付の議

事日程等のとおりであります。 

 今期定例会に提出の案件は、町長から提出の議案

が議案第１号ないし第１１号までの１１件、報告第

４号ないし第７号の４件であります。議員からの提

出案件は、発議案第１号ないし第３号の３件であり

ます。 

 各常任委員会合同の町内行政調査報告がありまし

た。 

 総務常任委員長より、所管事務調査報告として、

先進市町村行政調査の報告がありました。 

 平成１４年第１回定例会において付託の、議案第

２４号上富良野町廃棄物の処理及び清掃に関する条

例について、教育民生常任委員長より審査の結果の

報告がありました。 

 監査委員から、監査・例月現金出納検査の結果報

告がありました。 

 町長から、今期定例会までの主要な事項について、

行政報告の発言の申し出がありました。その資料と

して、工事発注状況一覧表をお配りいたしましたの

で、参考資料としていただきますようお願い申し上

げます。 

 ５月３０日までに受理いたしました陳情要望の件

数は１２件であります。その要旨は、さきにお配り

したとおりであります。議会審議の資料としていた

だきますようお願い申し上げます。 

 町の一般行政について、村上和子議員外６名の議

員から一般質問の通告があり、その要旨は、本日お

手元にお配りいたしましたとおりであります。あら

かじめ執行機関に質問内容を通告しております。 

 なお、質問の順序は、通告を受理した順となって

おりますので、御了承賜りたいと存じます。 

 また、質問の日割りにつきましては、さきに御案

内のとおりであります。 

 今期定例会までの議会の主要な事業は、別紙配付

のとおりであります。 

 今期定例会の議案説明のため、町長以下関係者の

出席を求め、別紙配付のとおり出席いたしておりま

す。 

 以上であります。 

○議長（平田喜臣君） 以上をもって、議会運営等、

諸般の報告を終わります。 

──────────────────                
  ◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 

○議長（平田喜臣君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より議長において、 

 ６番  西 村 昭 教 君 

 ７番  石 川 洋 次 君 

を指名いたします。 

──────────────────                
◎日程第２ 会期決定の件 

○議長（平田喜臣君） 日程第２ 会期決定の件を

議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から６月２０日までの３

日間といたしたいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 

 よって、会期は、本日から６月２０日までの３日

間と決しました。 

──────────────────                
◎日程第３ 行政報告 

○議長（平田喜臣君） 日程第３ 行政報告を行い

ます。 

 今期定例会までの主な行政執行経過について、町

長より報告がありますので、発言を許します。 

 町長尾岸孝雄君。 

○町長（尾岸孝雄君） 議員各位におかれましては、

公私ともに何かと御多用のところ、第２回定例町議

会に御出席いただき、まことにありがとうございま

す。 

 この機会に、去る３月定例町議会以降における町

政執行の概要について報告させていただきます。 



 

 

 初めに、本年４月からの新体制でありますが、定

年退職を含む欠員の１１ポストに対して、医師２名、

看護師２名、また、近い将来、建築確認申請受付業

務を直接処理するために、建築技術職員１名の新規

採用を行うとともに、行政運営の効率化を図るべく、

浄化センター管理業務の委託、また、一部において

は臨時職員による対応を図り、さらに係長職以上の

職員からレポートの提出を求めての人事異動を行

い、職員総数２３３名として、新たなスタートをい

たしたところであります。 

 次に、平成１３年度から１５年度の３カ年を実施

期間として取り組んでおります行財政改革実施計画

の実践効果についてでありますが、平成１３年度に

おける実施効果額は１億２,５２９万円と試算した

ところであります。行財政改革実施計画においては、

一般財源創出額の目標を３億２,０００万円と設定

したところであり、約３９％の達成率となったとこ

ろであります。 

 次に、昨年１０月１日に施行した情報公開条例及

び個人情報保護条例の平成１３年度における運用状

況についてでありますが、情報公開条例に伴う請求

件数は１件で、全部公開の決定をし、対応したとこ

ろであり、個人情報保護制度に伴う請求等の件数は

０件でありました。また、両条例の施行にあわせて、

役場庁舎１階の町民ホールに町政情報提供コーナー

を設置し、情報の共有化に努めているところであり

ます。 

 また、昨年１２月１９日に、２０００年国勢調査

の結果を受けて、衆議院議員選挙区確定審議会が、

総理に対し、衆議院議員選挙区割り見直し案、５増

５減案を勧告いたしました。この案は、北海道にお

ける小選挙区選出の衆議院議員定数を１３から１２

に１減する内容で、とりわけ宗谷、留萌、上川の道

央圏の政治的発言力を著しく低下させる内容となっ

ていることから、５月８日に上京し、首相官邸、自

由民主党本部、関係する各議員に対して、衆議院議

員選挙区割り見直しに関する要請活動を行ってきて

いるところであります。 

 次に、自衛隊関係でありますが、４月２１日から、

第１高射特科団、第３地対艦ミサイル連隊、第２師

団、上富良野駐屯地、北海道補給所島松駐屯地開庁

記念行事に出席をいたしました。 

 次に、平成１５年度の防衛施設周辺整備事業の要

望関係でありますが、４月１１日から、陸上自衛隊

上富良野駐屯地、第２師団、北部方面総監部、札幌

防衛施設局、防衛施設庁、陸上幕僚幹部など、関係

機関に対し、新規５事案、継続事案７事案の事業の

促進と、新規採択を図るよう、議会議長並びに上富

良野基地対策協議会構成関係団体長の同行のもと

に、要望をいたしてまいりました。 

 また、５月２４日に、旭川開発建設部、富良野道

路維持事業所長に対し、国道２３７号線の整備要望

を行うとともに、旭川土木現業所富良野出張所所長

に対し、道路改良、街路事業整備促進について、ま

た、十勝岳の防災対策としての改修整備などの促進

要望を行いました。 

 また、５月２８日には、６３市町村で構成する北

海道基地協議会総会が上富良野町で開催され、開催

地を代表して歓迎のあいさつをいたし、防衛施設周

辺整備対策に対する要望などの決議をし、今後、国、

関係機関に運動を展開することといたしました。 

 次に、農業関係であります。 

 今年の融雪期は、平年に比べ１０日以上も早く、

春先の天候のよさから農作業も順調に進み、水稲に

おいては昨年より２日早く移植を終了しています。

畑作物については、ビート、バレイショ、豆類、タ

マネギなどは、例年より２日から１２日も早く定植

を終えていますが、５月に入ってからの降水量は平

年の半分以下で、ビートなど一部の作物の生育に影

響が出てきており、懸念をいたしております。さき

に発表されました３カ月の天気予報によると、平均

気温、降水量とも平年並みですが、６月から７月に

かけて、北日本は天気が周期的に変わり、低温の続

く時期もあると予報されておりますので、関係機関

と連携を密にし、営農技術対策に万全を期してまい

ります。 

 次に、５月３０日から３１日にかけて、美瑛町長、

しろがね地区土地改良事業連合期成会とともに、国

営土地改良事業の負担金について、上京し、農林水

産省、総務省に対し、負担軽減措置が図られるよう

に要望をしてまいりました。 

 最後に、建設工事の発注状況でありますが、お手

元に配付しました建設工事発注状況のとおり、５月

２９日現在で、事業審査係で入札執行した建設工事

は２８件で、事業費総額で３億４,４９２万５,００

０円となっております。また、昨年より試行実施し

ております予定価格の事前公表につきましては、本

年度の発注予定から３０件を抽出して、既に１０件

の事業について実施したところであります。 

 以上をもちまして、行政報告といたします。 

○議長（平田喜臣君） 以上をもって、行政報告を

終わります。 

──────────────────                
◎日程第４ 報告第１号 

○議長（平田喜臣君） 日程第４ 報告第１号監査・

例月現金出納検査結果報告の件について。監査委員

より、監査・例月現金出納検査結果の報告を求めま

す。 



 

 

 代表監査委員高口勤君。 

○代表監査委員（高口勤君） それでは、監査・例

月現金出納検査結果報告について、御報告を申し上

げます。概要のみ申し上げますので、御了承を賜り

たいと思います。 

 定期監査でありますが、地方自治法第１９９条第

４項の規定により執行したものであります。 

 １ページをお開きください。 

 定期監査（貯蔵品検査）結果報告でございます。 

 監査概要。平成１４年４月１０日、病院事業の棚

卸を監査の対象として、平成１３年度末に係る貯蔵

品調査等、関係諸帳簿を検閲し、貯蔵品の実地点検

を行いました。 

 検査の結果。棚卸はおおむね適正であると認めま

した。 

 次に、２ページをごらんください。 

 定期監査（車両検査）結果報告でございます。 

 監査概要。平成１４年６月３日、公用車両の整備

及び管理状況を監査の対象として、公用車８５台中

７６台の実地検査を行いました。 

 監査の結果。公用車両の整備及び管理の状況はお

おむね良好であると認めました。 

 次に、３ページから１２ページの例月現金出納検

査の結果について御報告申し上げます。 

 地方自治法第２３５条の２第１項の規定により執

行したものであります。 

 平成１３年度２月分から４月分及び平成１４年度

４月分について、概要並びに検査結果を一括して御

報告いたします。 

 例月現金出納検査を別紙報告書のとおり執行し、

いずれも各会計の出納の収支状況は別紙資料に示す

とおりであり、現金は適正に保管されていることを

認めました。 

 なお、資料につきましては、御高覧いただきたい

ものと存じ、説明を省略させていただきます。 

 また、税の収納状況につきましては、１３ページ、

１４ページに添付してございますので、参考として

いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（平田喜臣君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） 御質疑がなければ、これを

もって監査・例月現金出納検査結果の報告を終わり

ます。 

──────────────────                
◎日程第５ 報告第２号 

○議長（平田喜臣君） 日程第５ 報告第２号町内

行政調査の報告を行います。 

 本報告は、各委員会合同の調査でありますので、

事務局長より報告書を朗読いたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 町内行政調査報告書を

朗読いたします。 

 平成１４年第１回定例会において、閉会中の継続

調査として、全議員による調査項目とした町内行政

調査の経過と結果を次のとおり報告する。 

 各常任委員長より提出されております。 

 記。 

 １、調査の経過。 

 平成１４年５月８日、全議員による合同調査項目

である町内行政調査として、町内公共施設等の現況

を視察し、町理事者及び所管課長等から説明を求め、

調査を行った。 

 ２、調査の結果。 

 施設等の把握をすることを重点とし、９カ所の現

地調査を行ったところ、その実態により、今後の議

会審議の糧とすることとしたため、特に調査の意見

は付さないこととした。 

 なお、調査した施設等は次のとおりである。 

 ①保健福祉施設建設予定地現況。 

 ②新町１丁目４条通道路改良舗装工事。 

 ③東２線道路街路灯整備工事。 

 ④山加川改修工事（その２） 

 ⑤旧白銀荘現況。 

 ⑥衛生センター施設解体処理。 

 ⑦日清地区道営緊急畑総合整備事業。 

 ⑧清富地区飲料水供給施設整備事業。 

 ⑨国営畑地帯総合土地改良パイロット事業しろが

ね地区（栽培ハウス） 

 以上でございます。 

○議長（平田喜臣君） ただいまの報告に対し、各

委員長から補足説明がありましたらお願いいたしま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） なければ、以上で報告を終

わります。 

──────────────────                
◎日程第６ 報告第３号 

○議長（平田喜臣君） 日程第６ 報告第３号委員

会所管事務調査の報告を行います。 

 本件の報告を求めます。 

 総務常任委員長中川一男君。 

○総務常任委員長（中川一男君） 総務常任委員会

所管事務調査報告書。 

 本委員会は、所管事務調査として、閉会中の継続

調査に付託された事件について、調査の経過及び結

果を次のとおり報告いたします。 



 

 

 記。 

 付託事件名。 

 １、先進市町村行政調査の件。 

 １、調査の経過でございますが、総務常任委員会

は、平成１４年４月２日から４月５日まで、先進市

町村である岩手県湯田町及び秋田県山本町を視察

し、調査を行いました。 

 ２、調査の結果でございますが、１、先進市町村

行政調査の件ということで、調査のテーマは、湯田

町及び山本町において、行政改革について、市町村

合併についてのテーマとして調査を行いました。岩

手県湯田町、それから秋田県山本町の概要、また、

調査の概要、そういう点は御高覧いただいていると

思いますので、省かせていただきます。 

 ３番目、まとめでございますが、行財政改革につ

いて。 

 両町とも平成８年から５カ年で、行政効率の向上、

公平性の確保、人材育成と組織機構について改革を

行い、近隣町村による人事交流や財務会計処理シス

テム導入による財政状況の即時把握と分析が挙げら

れる。厳しい財政状況の中で、経費の節減と職員の

人材育成による行政効果の拡大を図るため、既存制

度の整理と改善が進められておりました。 

 行財政改革は、住民の欲求や社会経済情勢の変化

に機敏に対応し、適切で効率的な行政運営を進める

ため、常に危機感を持った健全財政を維持しつつ、

意識改革、職員の育成と、民間企業等からの中途採

用、負担の公平化など、行政課題の整理と改善の取

り組みが必要と考える。 

 次、２番目は、市町村合併についてでございます

が、岩手県、秋田県ともに、知事の意向は合併に向

けられており、両町とも職員による学習会が庁内に

広域圏単位に設けられ、合併に関する研究や情報収

集と、住民への周知活動が積極的に進められており

ました。 

 合併問題は、住民に対し、健全な財政や自治体運

営など、各分野にわたる長所、短所の情報提供はも

とより、地域の特殊性や将来性を見据えた意識づく

りが必要である。 

 本町においても、早急に住民の判断材料に資する

ため、関連する自治体の現状の財政を初め各分野に

わたる比較資料を作成し、住民へ情報の提供と課題

の周知を行うことが必要である。地域に生活する住

民の利益を最大限に考慮し、独自存続、あるいは合

併のいずれかにしても、生活への不安が最小にとど

まる新しいまちづくりに向け、理事者、町民、議会

が、それぞれの立場で問題の整理と課題の解決への

取り組みが必要と考え、報告いたします。 

 以上でございます。 

○議長（平田喜臣君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） 御質疑がなければ、これを

もって委員会所管事務調査の報告を終わります。 

──────────────────                
◎日程第７ 報告第４号 

○議長（平田喜臣君） 日程第７ 報告第４号専決

処分（上富良野町税条例の一部を改正する条例）の

報告を行います。 

 本件の報告を求めます。 

 税務課長。 

○税務課長（越智章夫君） ただいま上程いただき

ました専決処分の報告につきまして、初めにその概

要を説明申し上げます。 

 国におけます平成１４年度の税制改正法案の成立

が３月末になりますことから、３月定例町議会にお

きまして、町税条例の一部を改正する条例につきま

して、町長の専決処分事項としての指定の議決をい

ただきました。３月２７日、国会におきまして税制

改正法案が成立し、３月３１日公布されましたので、

平成１４年４月１日をもちまして町税条例の一部を

改正する条例の専決処分をいたしましたので、ここ

に御報告を申し上げます。 

 今回の税制改正の一部改正について、その主な部

分について御説明を申し上げます。 

 第１点目としまして、個人町民税の均等割及び所

得割におきまして、控除対象配偶者または扶養親族

を有する者の非課税限度額をそれぞれ４万円引き上

げるものでございます。 

 第２点目としまして、固定資産税の情報開示の推

進といたしまして、課税台帳の閲覧並びに記載事項

の証明制度を設けるものでございます。 

 第３点目としまして、土地の譲渡益に対します個

人町民税の課税について、８,０００万円を超える部

分の６％税率を廃止するものであります。 

 第４点目としまして、上場株式等の譲渡におけま

す課税の特例といたしまして、期間を特定いたしま

した軽減税率の適用、申告不要並びに譲渡損失繰越

控除の特例を設けるものでございます。 

 以上が、主な改正点でございます。 

 以下、議案を朗読し、御説明を申し上げます。 

 報告第４号、専決処分報告の件。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会

において指定されている次の事項について、別紙の

とおり専決処分したので、同条第２項の規定により

報告する。 

 記。 

 処分事項、上富良野町税条例の一部を改正する条



 

 

例。 

 次のページをお開き願います。 

 専決処分書。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、議

会の議決により指定された町長の専決処分事項につ

いて、次のとおり専決処分する。 

 記。 

 上富良野町税条例の一部を改正する条例（別紙の

とおり） 

 平成１４年４月１日。上富良野町尾岸孝雄。 

 上富良野町税条例の一部を改正する条例。 

 上富良野町税条例（昭和２９年上富良野町条例第

１０号）の一部を次のように改正する。 

 この後につきましては、条例の朗読を省略させて

いただきまして、条を追って内容の説明をいたしま

すので、御了承を願いたいと思います。 

 第２４条につきましては、個人町民税の非課税の

範囲を定めており、第２項は、均等割の非課税とな

る所得の限度額の規定でありまして、控除対象配偶

者または扶養親族を有する者の加算額を１６万円か

ら２０万円に引き上げるものであります。 

 第３６条の２につきましては、町民税の申告を定

めており、地方税法施行規則の改正に伴い、申告書

に別表の様式が加わったものであります。 

 第６８条につきましては、固定資産税の徴収の方

法を定めており、地方税法の改正に伴います条例の

整備でございます。 

 第７３条の２並びに第７３条の３につきまして

は、固定資産課税台帳の閲覧並びに記載事項の証明

についての手数料を定めたものであります。なお、

縦覧期間においての納税義務者の閲覧につきまして

は、手数料を徴収しないものとするものであります。 

 附則第５条の第１項につきましては、個人町民税

の所得割の非課税の範囲を定めており、非課税とな

る所得の限度額について、控除対象配偶者または扶

養親族を有する者の加算額を３２万円から３６万円

に引き上げるものでございます。 

 附則第６条の２につきましては、特定居住用財産

の買いかえ等の場合の譲渡損失の繰越控除を定めて

おり、地方税法施行規則の改正に伴い、申告書に別

表の様式が加わったものであります。 

 附則第１０条につきましては、固定資産税の読み

かえ規定でありまして、地方税法の改正に伴います

ところの条文の整備であります。 

 附則第１５条につきましては、特別土地保有税の

読みかえ規定でありまして、地方税法の改正に伴い

ます条例の整備でございます。 

 附則第１５条の２につきましては、特別土地保有

税の課税の特例を定めたもので、地方税法の改正に

より、運輸施設整備事業団の事業に対する土地の特

例が設けられまして、これを第８項として加え、以

下、項の繰り下げと条文の整備でございます。 

 次のページをおめくりください。 

 附則第１７条につきましては、長期譲渡所得に係

る個人町民税の課税の特例を定めたもので、平成１

７年度から適用としておりました課税長期譲渡所得

金額の８,０００万円を超える部分の税率６％を廃

止するものであります。 

 附則第１９条につきましては、株式等の譲渡所得

に係る個人町民税の課税の特例を定めたもので、地

方税法の改正により、長期所有の上場株式譲渡所得

から１００万円を控除する特例を平成１７年１２月

３１日まで延長する等の条文の整備でございます。 

 附則第１９条の２につきましては、上場株式の譲

渡所得に係る個人町民税の課税の特例を定めたもの

で、所得の申告分離課税としまして、上場株式等の

課税譲渡所得について、税率は３.４％とするもので

あり、また、平成１６年度から平成１８年度までに

限り、所有期間が１年を超える上場株式等の課税譲

渡所得についての税率は２％とするものでありま

す。 

 次に、附則第１９条の３につきましては、特定口

座を有する場合の町民税の課税の特例を定めたもの

で、特定口座におけます上場株式譲渡所得とそれ以

外の上場株式譲渡所得の区分をして、金額を計算す

るものであります。 

 附則第１９条の４につきましては、上場株式等取

引報告書が提出される場合の町民税の申告に係る特

例を定めたもので、町民税の申告を要しないものに、

前年度中の所得が証券業者等から提出される上場株

式等取引報告書による所得しかない者、また、その

所得と給与所得か公的年金所得のみの者についても

適用するものであります。 

 次のページをお開き願いたいと思います。 

 附則第１９条の５につきましては、上場株式等に

係る譲渡所得の繰越控除を定めたもので、譲渡損失

が生じ、控除ができなかった金額については、その

後の年度において連続して申告書を提出していると

きに限り、３年間にわたり控除ができるものであり

ます。 

 附則第２０条につきましては、特定中小会社の発

行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の譲渡所得

の課税の特例を定めたもので、地方税法の改正並び

に附則第９条の２から附則第１９条の５の４条が加

わったことによる条文の整備でございます。 

 附則、施行期日、第１条、この条例は、平成１４

年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定、次のページをお開き願います。当該各号に



 

 

定める日から施行する。 

 (1)第６８条の第２項の改正の規定、附則第１９条

の改正規定、同条の次に４条を加える改正の規定及

び附則第２０条（同条第１項及び第５項に係る部分

を除く。）の改正の規定並びに次条第２項から第４項

までの規定、平成１５年１月１日。 

 (2)第７３条の次に２条を加える改正規定、平成１

５年４月１日。 

 次の第２条につきましては、町民税に関します経

過措置の規定であります。 

 第３条は、固定資産税に関します経過措置の適用

規定であります。 

 第４条は、特別土地保有税に係ります経過措置の

適用規定であります。内容の説明は省略をさせてい

ただきます。 

 第５条は、上富良野町国民健康保険税条例の一部

改正であります。この中の１４条につきましては、

国民健康保険税に関します申告の規定でありまし

て、申告を要しないものについての条文の整備であ

ります。 

 附則第６項の追加の規定は、上場株式等に係る譲

渡所得の繰越控除に係る国民健康保険税の課税の特

例であります。 

 第６条は、国民健康保険税の一部改正に関する適

用区分の規定であります。 

 以上をもちまして、上富良野町税条例の一部を改

正する条例についての専決処分の報告といたしま

す。 

○議長（平田喜臣君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） 御質疑がなければ、これを

もって本件の報告を終わります。 

──────────────────                
◎日程第８ 報告第５号 

○議長（平田喜臣君） 日程第８ 報告第５号専決

処分（交通事故に係る和解及び損害賠償の額を定め

る件）の報告を行います。 

 本件の報告を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（田浦孝道君） ただいま上程いただき

ました、報告第５号専決処分報告の件につきまして、

先にその概要を申し上げます。 

 本件は、本年２月１日、午前１０時ごろ、農業振

興課の職員が、ふらの農協上富良野支所において業

務の打ち合わせを終え、役場庁舎に戻るため、市街

地内旧国道を走行中、通称マルイチ交差点の赤信号

を見落としてしまったことから、直前でブレーキを

かけましたが、雪道でとまりきれず、スリップして

交差点内に入ってしまいました。その際、十勝岳方

面から来て、同交差点を江花方向へ通り抜けようと

していました相手方、大型トラックの側面に衝突し、

損傷させてしまったものでございます。その後、相

手方と示談交渉を進めておりましたが、結果としま

して、役場車両が赤信号を見落とすなど、一方的な

行為であることから、相手方の車両修理代全額を損

害賠償することで、４月１日に示談成立し、同日で

専決処分を行ったところでございます。 

 本件のように、相手方に損害を与えてしまう交通

事故に至ったことにつきましては、まことに申しわ

けなく、心から深くおわび申し上げます。 

 今後、職員に対しましては、十分に注意を喚起し、

交通事故の防止にさらに一層の努力をしてまいりま

す。 

 以下、朗読をもって説明にかえさせていただきま

す。 

 報告第５号専決処分報告の件。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会

において指定されている次の事項について、別紙の

とおり専決処分したので、同条第２項の規定により

報告する。 

 記。 

 処分事項、交通事故に係る和解及び損害賠償の額

を定める件。 

 裏面をごらん願います。 

 専決処分書。 

 町が運行する自動車の事故に係る和解及び損害賠

償の額を定めることについて、地方自治法第１８０

条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 平成１４年４月１日、上富良野町尾岸孝雄。 

 記。 

 １、和解の相手方。紋別郡湧別町●●●●●●●

●、●●●●●●●●、●●●●●●●●●。 
 ２、和解の内容。 

 (1)上富良野町は、相手方、●●●●●●●●に対
し、金８万８５０円を支払う。 

 (2)相手方、●●●●●●●●は、上富良野町に対
し、本件に関し、今後、上記の金員を除き一切の請

求をしない。 

 以上、専決処分報告といたします。 

○議長（平田喜臣君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

 ８番仲島議員。 

○８番（仲島康行君） これ、前回報告をいただい

たのですが、考えてみると、本議会のたびにこうい

う専決処分の報告があるような気がするわけなので

すが、そのたびに町長の場合は、今後二度とないよ

うにという言葉を何回も繰り返しているのですが、



 

 

今回の場合も単純なミスだろうと思うのです、信号

見落としということは。非常にたるんでいる証拠で

あろうというふうに私は思うのです。総務課長も、

指導するにしては、余りにも指導の仕方がまずいの

ではないかなという思いがするのですが、その点、

今後どのように考えるのかなと。処分も考えなけれ

ばならないのではないかと私は思うのですが、どう

なのでしょうか、町長。 

（「関連」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） ３番福塚議員。 

○３番（福塚賢一君） ただいま同僚議員から同様

な質問があったわけですけれども、ただいま議題と

なっております本報告が承認されないからといっ

て、専決処分の効力には大した影響はないというこ

とは私は承知いたしております。その考え方に立っ

て、この機会に問題提起としてさせていただきたい

と思います。議席を持って過去２年間、総務委員会

の席を有していたときに、この種の事案に対しては

その都度、町長に質問して、経過してきているとこ

ろであります。本件は、極めて全体の奉仕者、また

公僕として自覚が欠如していると思うのです。ただ

いま同僚議員から質問ありましたけれども、全く今

の提案理由の説明の総務課長、突然赤になったと、

こういう交通安全管理者の立場にある者が、軽々に

提案理由を、突然赤になったと。その前に黄色がつ

くはずなのです、注意の。その辺がどうも軽いと私

は思うのです。いわゆる前方不注意、交差点の事故

は自殺行為だと思うのです。また、責任度合いが１

００％公用車が悪い、これは全く言語道断、気のた

るみ、問題意識欠如、緊張感が足りないと思います。

幸い人身事故でなくて済んでおりますけれども、不

幸中の幸いと思えばよいのですが、今日までこの種

の報告は、議席を持ってから、定例会で７回、臨時

会で１回、単独事故が日の出山から運転手が１人滑

り落ちた件、これは保険対象になっているのかいな

いのか。それから、救急車が側溝に落ちて、いずれ

も対応の費用が支払われていると思います。保険で

処理できるという考えではないと思うのです。一遍

して物損で終わっていますけれども、人身事故、死

亡事故が起きたら、町長、町民に対してどういう申

し開きをされるかと考えたことがあると思うのです

けれども、流暢なことではないと思うのです。つい

ては、本件に限らず、そういう経過をたどってきて

おりますので、町長、総務課長の提案理由の反省の

弁は、全く録音されていた決まり文句で、一過性で、

その議会が終わればやれやれと安堵感を持っている

と思いたくありませんけれども、真剣にこの案件に

対して、今後、人間ですから、車社会ですからとい

っても、余りにも、定例会で７回、臨時会で１回、

これは異常と言ってもいいのではないかと思ってい

るのです。 

 つきましては、最後になりますけれども、今回の

事故に対する職員に対する町長のとった顛末、それ

と、この６月から道交法の見直しをされて、厳しく、

酒酔い運転、酒気帯び、無免許等、改正されたよう

ですけれども、この機会に、現行制定されておる町

の交通法令違反処分基準に関する訓令が、職員が知

らないのではないかと。そんな観点を思うときに、

町長、この現行存在している訓令の見直しをする考

え方があるのかないのか、その点お伺いして、質問

を終わりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（平田喜臣君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） ただいま仲島議員と福塚議

員から、このたびの交通事故専決処分に当たりまし

ての御叱責を賜ったところでございます。たび重な

るこういう状態で、本当に申しわけないなというふ

うに思っているところでございます。私も過去、総

務課長をやっておりまして、安全運転管理者という

職務の中で、たびたびこういうような形の中で御報

告させていただきまして、この点、重々、こういう

起こることにつきまして心を痛めていたところでご

ざいます。現行、福塚議員の方からもお話ございま

したとおり、訓令はございます。この訓令につきま

しては、三悪を中心とした職員の処分というような

ことで、いわゆる故意的な形の中で起きた場合に処

罰をするという内容になっているところでございま

す。こういうことには至ってございませんが、たび

たびこういう物損等にかかわる事故が非常に多いと

いうことで、この辺、職員には厳重注意を与えなが

ら対処してきたところでございます。しかしながら、

こういうたび重なる状況におきまして、私といたし

ましては、この辺の物損事故等におきましても、厳

しい措置を考えていかなければならないというよう

なことで、ただいま担当の方にその辺の規定等の設

け方につきまして研究をさせていただいているとこ

ろでございます。いわゆる職員を責めるというので

なくて、みずから戒めるということを基本に置いて、

そういうような措置を考えていかなければいけない

のではないか。極めて、保険でというお話もござい

ましたけれども、安易性がそこにどうしても結果と

して出ているというような状況でございますので、

その点、厳しく考えていきたいというようなことで、

今後の対応について考えているところでございます

ので、この点、御理解を賜りまして、本件に関しま

して御承認方を賜りたいというふうに思うところで

ございますので、よろしくお願い申し上げたいと思

います。 



 

 

○議長（平田喜臣君） ３番福塚議員。 

○３番（福塚賢一君） 助役の答弁を賜りまして、

気持ちは私も及ばすながら全く同じなのです。でも、

今回の１０回、単独２件、これらに対しては、もう

いい加減に、やっぱりムチを与えなければ、アメで

はだめだと思うのです。 

 最後にお尋ねしたいのですけれども、現行存在、

制定されている訓令を見直す考え方があるのかない

のか。まして、私はそう思いませんけれども、職員

の中で、いわゆる酒気帯び運転をしている職員がお

るやに仄聞しておりますので、この際、やはり徹底

して、訓令を見直したぞと。かかることのないよう

に運転業務に当たっていただきたいという意味を含

めて、現行制定されている訓令を見直す考え方があ

るのかないのか。道路交通法も６月からその点厳し

くなったので、あわせてお尋ねしておきたいと思い

ます。 

○議長（平田喜臣君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 福塚議員の再質問にお答え

申し上げます。 

 基本的に私申し上げましたのは、議員もおっしゃ

るとおり、道路法の改正等もございまして、罰則等

が相当厳しくなってきてございます。今の訓令等に

関しましては、３悪を中心にした罰則規定になって

ございます。あわせまして、こういった専決処分で

物損事故等の関係もございますので、その辺のとこ

ろを総合的に勘案しまして、現在の規定を改正して

いく考えでございます。御理解を賜りたいと思いま

す。 

○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。 

 １２番米沢議員。 

○１２番（米沢義英君） 専決処分ということで、

議会等から委任されているということがうたわれて

います。その内容というのは、議会が議決したと同

じ意味で、いわゆる議会そのものがこれを認めるか

認めないかというような、極めて重要な専決処分事

項という内容を盛り込んでいるのがこの趣旨の意義

であります。そういう意味では、そういうことも踏

まえて、やはり今後、この問題については、やはり

私は、臨時議会を開いて、きっちりとこの問題を、

たびたびこういう状況でありますから、開いて、物

事をどうだったのか、そのいきさつはどうだったの

かというところまで、やはり区別した中での議会設

定というのも考えなければならないし、また、そう

いう対応も町の方で考えてもらわなければならない

というふうにも考えております。この間、何回もそ

ういう規定については見直すということも話し合わ

れてきて、今回、同じようなことを何回も言ってい

るわけなのです。そういうことも含めて、見直すと

いうことも含みを入れて答弁しておりますが、もう

一度、こういった専決処分の重みをどのように感じ

て、また、町民に対してどのようにこの問題につい

ておわびを申し上げようとしているのか。また、内

部的にもどういう職員に対する訓示等を詳細にやっ

たのか、この点について改めてここで明らかにして

いただきたい。 

○議長（平田喜臣君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 米沢議員の御質問にお答え

申し上げたいと思います。 

 極めて専決処分がたび重なるというようなこと

で、その安易性ということを私どもに指摘されてい

るということでございます。基本的には、内容的に

見ますと、本当に注意を怠っている状況がその主な

内容でございます。そういう観点からも、庁内会議

等におきましては、課長会議等開きまして、その辺

の、常に車を運転するにときに当たりましては、や

はり安全運転という意識を持って運転していただく

ということを、乗るときにやっぱりそういう気構え

というものを持ってもらうというようなことで、し

ばしば課長会議の中で私の方から注意をしていただ

くように努めて、最近特にそういう面につきまして

は、毎月の会議の中でそういうことを申し上げてき

ているところでございます。 

 今、米沢議員がおっしゃるとおり、こういうたび

重なる中で専決処分ということは、非常に私ども、

本当にこうやって提案することが本当に心苦しい、

本当に申しわけないなということで思っておりま

す。保険で措置されるからという中で、そのまま放

置された状態でいいのかという点も、ただ町長から

厳重注意をやって、それでいいのかという点も、非

常に反省点として持ってございます。そういう点も

含めまして、先ほど申し上げましたけれども、みず

からを、自己を戒めるのだという点から、一つのこ

ういう訓令等をもちまして、厳しい措置を考えてい

かなければならない。そういう中で、やはり交通事

故に対する町民への信頼、また、逆に町民への交通

安全に対する啓蒙等を進めていかなければならない

のだろうというふうに思っておりますので、この点、

言葉を申し上げてもなかなかその辺のところを、何

回となくこうやって繰り返している中で、その誠意

というのが見られないというふうに受けとめられま

すけれども、執行側といたしましては、その点、十

分注意していきたいというふうに思っておりますの

で、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） 御質疑がなければ、これを

もって本件の報告を終わります。 



 

 

──────────────────                
◎日程第９ 報告第６号 

○議長（平田喜臣君） 日程第９ 報告第６号平成

１３年度上富良野町一般会計繰越明許費繰越計算書

報告を行います。 

 本件の報告を求めます。 

○議長（平田喜臣君） 総務課長。 

○総務課長（田浦孝道君） ただいま上程いただき

ました、報告第６号平成１３年度上富良野町一般会

計繰越明許費繰越計算書報告の件につきまして、先

にその概要を申し上げます。 

 本件は、北海道農業開発公社が事業主体の畜産基

盤整備事業１件及び北海道が事業主体の耕地関係事

業３件並びに町が事業主体の橋梁架換事業１件の、

あわせまして延べ５事業にかかわる予算につきまし

て、条件的に年度内に事業の進行見通しが立たない

ことから、本年３月の補正予算として繰越明許費の

設定をしておりました。このたびの平成１３年度会

計決算を迎えました際に、予算で設定しておりまし

た金額と同額の金額を平成１４年度に繰り越しまし

たことから、地方自治法の規定に基づき、その内容

を報告するものでございます。 

 それでは、以下、朗読しながら御説明いたします。 

 報告第６号平成１３年度上富良野町一般会計繰越

明許費繰越計算書報告の件。 

 地方自治法第２１３条第１項の規定により、平成

１３年度上富良野町一般会計歳出予算の経費を別紙

繰越計算書のとおり繰り越したので、地方自治法施

行令第１４６条第２項の規定により報告する。 

 それでは、裏面の繰越計算書をごらんいただきた

いと思います。 

 この表では、冒頭申し上げました五つの事業につ

きまして、事業ごとに繰り越した額と、あわせまし

てその財源内訳を記載してございます。繰り越しし

ました金額、総額では１億６１６万８,０００円であ

りますが、その財源といたしまして、国及び道支出

金初め諸収入や町債など、総額で９,１８８万円の特

定財源を見込んでございます。残りにつきましては

１,４２８万８,０００円でありますが、一般財源と

なっているところであります。特に特定財源は未収

入となっておりますが、それぞれの事業完了時期を

見極めながら受け入れることといたしております。 

 以上、報告第６号の説明といたします。 

○議長（平田喜臣君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） 御質疑がなければ、これを

もって本件の報告を終わります。 

──────────────────                

◎日程第１０ 報告第７号 

○議長（平田喜臣君） 日程第１０ 報告第７号法

人の経営状況の報告を行います。 

 本報告の説明を願います。 

 初めに、上富良野町土地開発公社の報告を求めま

す。 

 企画調整課長。 

○企画調整課長（中澤良隆君） ただいま上程いた

だきました、上富良野町土地開発公社の経営状況に

つきまして御報告を申し上げます。 

 １ページをお開きください。 

 平成１３年度上富良野町土地開発公社事業の御報

告を申し上げます。 

 １、報告事項でありますが、土地開発公社の経営

状況として、平成１２年度事業報告、決算、また、

平成１３年度の事業計画、予算などについて、６月

１９日、第２回定例町議会で報告をいたしたところ

であります。 

 次に、２の承認事項ですが、平成１２年度事業報

告、決算並びに平成１３年度の事業計画、予算等に

ついて、町の承認を５月２８日にいただいたところ

であります。 

 ３の理事会の議決状況でありますが、理事会は都

合３回開催をいたしました。 

 第１回理事会は４月１９日に開催し、平成１２年

度事業報告、決算、１３年度の事業計画、予算など

について可決いただきました。 

 第２回は７月１７日に開催し、事業計画及び予算

の一部変更、また、宅地分譲の募集要項について協

議をいたしました。 

 １０月の２３日、第３回目の理事会を開催し、前

田中理事長の後任として、植田耕一氏が選任された

ほか、上期の報告、また、下期の事業計画について

協議し、可決をいただきました。 

 ２ページをお開きください。 

 南町２丁目、旧武道館跡地でありますが、この宅

地分譲の状況を御報告申し上げます。 

 分譲区画は全体で８区画。下の方に図面がついて

おりますが、南２条通側が６区画、南２丁目１番通

側が２区画となっております。Ａ－③が平成１４年

３月２２日の売買契約締結により、全区画の８区画

が完売となったところであります。なお、Ａ－③の

土地引き渡しにつきましては、平成１４年４月３０

日をもって引き渡しを完了しているところでありま

す。なお、現在の建築状況についてでありますが、

８区画のうち、既に入居しているのが２戸、ただい

ま建築中が４戸、未着手が２戸となっておりますが、

この未着手２戸につきましても、３年以内には建築

されるものと承知をいたしているところでございま



 

 

す。 

 次に、３ページをお開き願います。 

 貸借対照表について御説明いたします。 

 平成１３年度につきましては、先ほど報告いたし

ましたように、南町２丁目の宅地分譲を行いました

ので、これらにかかわる決算となっているところで

あります。 

 まず、資産の部でありますが、流動資産のみで、

現金・預金が５,８００万８,７９６円、未収金４７

８万８００円。この未収金については、２ページで

説明をいたしましたが、Ａ－③の土地分譲の分で、

平成１４年４月３０日に完済されておりますが、平

成１３年度決算におきましては未収金として処理を

させていただいております。 

 資産の部合計は６,２７８万９,５９６円でありま

す。 

 負債の部ですが、負債はありません。 

 資本の部。 

 資本金３００万円につきましては、上富良野町の

出資金であります。 

 次に、剰余金でありますが、当期未処分利益は５,

９７８万９,５９６円で、そのうち９３万６,８４７

円が当期の利益となってございます。 

 資本の部合計は６,２７８万９,５９６円となった

ところであります。 

 次に、４ページをお開きください。 

 損益計算書でありますが、まず、経常損益の部の

事業収益でありますが、分譲売上合計で３,７９９万

６,０００円、事業費用としては、売上原価３,６７

９万３,０００円、売上総利益１２０万３,０００円

が内訳でございます。 

 次に、事業外損益の部でありますが、当期未処分

利益は総額で５,９７８万９,５９６円であります。 

 販売費及び一般管理費３１万３,２３８円の内訳

でありますが、需用費が３,００３円、公租公課費７

万円につきましては、法人町民税、道民税の均等割

分であります。旅費５,５００円、報酬２０万４,０

００円と費用弁償３万円は、理事会等の開催による

ものであります。また、雑費７３５円が販売費及び

一般管理費の内訳となってございます。 

 次に、剰余金の処理でありますが、当期未処分利

益の５,９７８万９,５９６円は、次年度の準備金と

して繰り越すものであります。 

 次に、５ページの事業収益明細表、事業原価明細

書、６ページの完成土地明細表等につきましては、

説明を省略させていただきます。 

 ７ページをお開きください。 

 平成１４年度上富良野町の土地開発公社事業計画

でありますが、現在、事業予定はありません。今後、

町からの依頼等があった場合に対処することといた

しております。 

 平成１４年度上富良野町土地開発公社の予算であ

りますが、収益的収入につきましては、収入予定は

なく、第２款事業外収益は５万５,０００円で、受取

利息４万円と雑収益１万５,０００円の内訳となっ

ております。 

 次に、支出でありますが、第２款販売費及び一般

管理費の１８５万９,０００円の支出を予定してお

ります。 

 資本的収入及び支出につきましては、いずれも執

行予定はありません。 

 以上で、上富良野町土地開発公社の経営状況につ

いての御報告とさせていただきます。 

○議長（平田喜臣君） 次に、株式会社上富良野振

興公社の報告を求めます。 

 商工観光まちづくり課長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） ただい

ま上程いただきました、株式会社上富良野振興公社

の経営状況につきまして、御報告を申し上げます。 

 経営状況に関する書類の１ページ目をお開き願い

ます。 

 初めに、平成１３年度の事業報告といたしまして、

会議等の開催、審議状況についてでございます。 

 まず、株主総会関係では、平成１４年４月２３日

に定時株主総会を開催し、議決をいただいたところ

であります。 

 内容といたしましては、平成１２年度の事業報告、

決算及び平成１３年度事業計画、事業予算について

でありました。 

 また、１３年１０月１０日には臨時株主総会を開

催いたしまして、取締役田中伴幸氏の辞任に伴い、

植田耕一氏の選任を行いました。 

 取締役会では２回の開催をいたしております。 

 平成１３年の１０月１０日に開催の第１回の取締

役会議におきましては、代表取締役の選任を行い、

植田耕一氏が選任され、就任をいたしました。上半

期の事業につきましての報告を行いました。また、

１３年度１２月から、町営スキー場リフト運行管理

の受託についての審議と、オートキャンプ場の冬期

間の開設につきましての審議を行いました。 

 平成１４年３月２８日の第２回の取締役会議にお

きましては、平成１３年度の事業報告並びに決算方

針について及び日の出公園、島津両公園の受託管理

につきましての審議をいただき、あわせて、１４年

度の経営方針などの審議を行ったところでございま

す。 

 ２ページをお開き願いたいと存じます。 

 部門別の事業報告でございます。 



 

 

 (1)の保養センター白銀荘につきましてでござい

ます。 

 入館者につきましては、全体で１２万５,１５５人

となりました。その内訳は、日帰り客が、前年１２

万７９９人に対しまして１１万４,９７７人で、９

０.５％と若干減ったところでございます。これに対

しまして、宿泊客は、前年９,２０６人に対しまして

１万１７８人となりまして、１１０.６％となったと

ころでございます。これら、当初入館予定者の１３

万３,０００人と比較しますと、率で９４.１％とな

っておりますが、宿泊者の利用の伸びによりまして、

利用売上金の対比では９９.９９％、切り上げて１０

０％というところになったところでございます。ま

た、開業から５年１カ月の平成１４年２月２３日に

は、入館者７０万人をお迎えすることができました。 

 次に、町内在住の７０歳以上の方、障害のある方

に、２月に行いました無料の入館者につきましては、

１,０１５人の利用をいただいたところでございま

す。 

 年間利用者と売上げにつきましては、７ページの

表を御高覧願いたいと存じます。 

 次に、(2)の日の出公園オートキャンプ場でござい

ます。 

 オートキャンプ場は、７月１日にオープンをいた

したところ、近隣に類似施設がないことや、地理的

な利便性から、当初計画を大きく上回る利用となり

ました。また、試行的に実施しましたコテージの冬

期間の開設は、ＰＲ不足などもございまして、予定

の３９２人に対しまして１５５人と、３９.５％の利

用となったところでございます。 

 次に、開設から３月３１日までの入場人員、件数、

売上金につきましては、総入場者人員は１万６２３

人で、うち、有料入場者数が８,３７６人となってお

ります。売上げにつきましては、１,１０１万１,３

５０円となりました。 

 (3)の日の出公園の町民スキー場でありますが、例

年、１２月の上旬にリフトの開設を行うところでご

ざいましたが、昨年は降雪不足で、開設が１２月の

２１日となりまして、３月１０日までの運行となり

ましたところでありますが、無事故で、多くの町民

の利用があり、ほぼ予定した利用でシーズンを終え

ることができております。 

 イのリフトの利用券の販売状況でございますけれ

ども、リフト利用券の販売につきましては、２,７６

０枚の枚数で、売上金が１４２万４,６４４円となっ

ておりまして、予算額１５０万円に対しまして９５.

０％となったところでございます。 

 次、４ページをお開き願いたいと存じます。 

 貸借対照表について御説明をいたします。３事業

合算となっております。 

 資産の部、流動資産としまして、総額で１,９４２

万７,９０６円、その内訳は、定期預金１,０００万

円、現金・預金６９１万８,７８１円、売掛金１,０

００円、期末商品２５０万８,０２５円。固定資産と

しまして、旭川信用金庫などに対する出資金３万円

でございます。資産合計は１,９４５万７,９０６円

となるところであります。 

 負債の部でありますが、流動負債合計では５８４

万８,５４３円となっており、内訳としましては、商

品、売掛金、未払金、預り金、入湯税預り金などで

あります。 

 次に、資本の部では、上富良野町、ふらの農協、

上富良野商工会、旭川信用金庫の資本金が１,０００

万円、法定準備金２５０万円、剰余金は、前年度の

未処分利益７５万６,０２５円に当期利益の３５万

３,３３８円を加えました１１０万９,３６３円とな

っております。資本の部の合計は１,３６０万９,３

６３円となり、負債・資本の合計は１,９４５万７,

９０６円となります。 

 次、５ページに移らせていただきます。 

 損益計算書について御説明いたします。 

 営業収益の部でありますが、施設利用収益と売店

収益をあわせた売上げ合計が１億２,１６５万４,４

４２円となったところであります。その内訳といた

しまして、白銀荘においては１億９２１万８,４４８

円、オートキャンプ場が１,１０１万１,３５０円、

スキー場が１４２万４,６４４円となっております。 

 次に、営業費用につきましては、売上原価として、

期首の商品、当期商品仕入れ２,３８０万１,０４９

円から、期末商品・棚卸高２５０万８,１２５円を差

し引いた２,１２９万２,９２４円となっておりま

す。売上総利益では１億３６万１,５１８円となりま

す。 

 次に、販売費及び一般管理費についてでございま

すが、トータルで９,０１７万９６４円となっており

ます。その内訳といたしまして、白銀荘につきまし

ては６,９３１万１,１６８円、オートキャンプ場に

つきましては１,５００万円９,９５７円、スキー場

につきましては５８４万９,８３９円であります。こ

れらを差し引いた営業利益は１,０１９万５５４円

となるところでございます。 

 次に、営業外の収益につきましてでございますが、

受取利子、配当金、雑収入、管理受託収入を含めま

して、１,１４３万４,８８４円となっております。

管理受託収入の内訳といたしましては、白銀荘が１

８３万１,５７９円、オートキャンプ場が４７９万４

７８円、スキー場が４７５万３,５１５円となってお

ります。 



 

 

 営業外費用につきましては、町への寄附金２,１０

０万円を行いました。内訳といたしましては、白銀

荘から２,０２５万６,３６８円、オートキャンプ場

が４１万５,２８７円、スキー場が３２万８,３２５

円となっております。これらを差し引いた経常利益

は６２万５,４３８円となるところでございます。さ

らに、法人税など２７万２,１００円を差し引き、３

５万３,３３８円が当期利益となっております。これ

に前年度繰越利益の７５万６,０２５円を加えまし

た１１０万９,３６３円が、当期未処分利益となりま

す。 

 ６ページをお開き願いたいと存じます。 

 販売経費及び一般経費の内訳でございます。御高

覧をいただきたいと存じます。 

 次に、８ページをお開き願います。 

 平成１４年度の事業計画について御説明を申し上

げます。 

 まず最初に、保養センター白銀荘につきましては、

景気の低迷が続く中、温泉の特質を生かし、旅館協

会などと連携し、宣伝に努め、利用促進に努めてま

いります。 

 あわせまして、１０ページをお開き願いたいと存

じます。 

 入館者につきましては、前年度とほぼ同数の１３

万人を予定いたしまして、売上高を１億１,２５４万

９,０００円を計上しております。 

 営業費用といたしまして、当期商品仕入れ２,２８

７万５,０００円、販売、管理費７,３２５万円を予

定いたしております。これらの営業利益が１,６３６

万９,０００円となります。 

 営業外利益では、受取利子、施設管理受託収入な

ど、１８２万円で、合計１,８１８万９,０００円を

見込んだところでございます。 

 なお、販売費及び管理費につきましては、１１ペ

ージを御高覧いただきたいと存じます。なお、括弧

書きにつきましては、前年度の決算額を載せており

ますので、御高覧をいただきたいと存じます。 

 次に、日の出オートキャンプ場でございます。 

 日の出オートキャンプ場につきましては、本年は

４月に正式に北海道オートリゾートネットワーク協

会の会員に認められまして、各種共済などの利用指

定を受けました。開設は４月の下旬から１０月まで

の営業を予定しております。 

 利用者数につきましては、前年度の実績を参考に、

有料入館者８,２００人、売上高を１,０４５万円と

予定いたしております。販売費及び一般管理費につ

きましては１,３６９万２,０００円を見込んでおり

まして、差し引き営業損益の３６９万２,０００円を

町からの受託収入として予定をいたしたところでご

ざいます。 

 なお、販売費及び管理費につきましては、１３ペ

ージを御高覧を願いたいと思います。 

 次に、日の出スキー場につきましてでございます。 

 町民に親しまれるよう、また、安全な運行管理に

努めてまいりたいと存じております。 

 営業に関しましては、前年度の実績を参考に、リ

フト利用者が１０万８,０００人、営業収益１５０万

円と予定したところでございます。すみません、１

４ページの収益を見ていただきたいと存じます。販

売費及び一般管理費につきましては１,０８１万８,

０００円を見込んでおります。差し引きの営業損益

９３１万８,０００円を町からの受託収入として予

定をいたしております。 

 なお、販売費及び管理費につきましては、隣の１

５ページを御高覧いただきたいと存じます。 

 続きまして、本年度から管理業務を行うこととな

りました島津、日の出両公園の件でございます。 

 まず、島津公園でございます。島津公園につきま

しては、町民の憩いの場、またレクリエーションの

場としての機能を確保しつつ、サービスに努めてま

いりたいというふうに思っております。 

 営業収益は１万円でございます。一般管理費につ

きましては３５８万７,０００円を見込んでおりま

して、差し引き営業損益３５７万７,０００円を町か

らの受託収入として予定しております。１６ページ

にこの部分の説明が載せてあります。 

 なお、同じく管理経費につきましては、１７ペー

ジに記載してございますので、御高覧を願いたいと

存じます。 

 次に、日の出公園につきましても、町の観光の拠

点施設といたしまして、管理運営を図っていかなけ

ればならないということで思っております。 

 営業収益につきましては、公園の使用料４５万円

です。それと、一般管理費につきましては１,９９８

万５,０００円を見込んでおりまして、差し引きの営

業損益１,９５３万５,０００円を町からの受託収入

として予定をいたしております。 

 これらの収支につきましては、１８ページ、１９

ページに記載しておりますので、御高覧をいただき

たいと存じます。 

 戻りまして、１０ページを御高覧願いたいと思い

ます。 

 １０ページの白銀荘の平成１４年度の損益計算書

に寄附金１,８００万円と計上いたしておりますが、

これら額の決定につきましては、今後の取締役会に

おきまして審議をいただきますので、よろしくお願

いをいたしたいと存じます。 

 また、同じく当期の経常利益を１８万９,０００円



 

 

と計上いたしておりますので、あわせてよろしくお

願いをいたしたいと存じます。 

 以上で、株式会社上富良野振興公社の平成１３年

度の経営状況についての報告とさせていただきま

す。 

○議長（平田喜臣君） ただいまのそれぞれの報告、

説明に対し、御質疑があれば賜ります。 

 １５番村上和子君。 

○１５番（村上和子君） 平成１４年度事業計画及

び予算でございますが……。 

○議長（平田喜臣君） どちらの報告ですか。 

○１５番（村上和子君） ８ページ、日の出公園、

オートキャンプ場の１４年度の計画でございますけ

れども、どうして前年１万２３人の実績を持ちなが

ら、今年度の計画は１万人と、売上高も１,０００万

円。私は民間で長く働いてまいりましたが、計画と

いうのは、前年実績を踏まえて、そしてせめて前年

実績の計画を立てるといいましょうか、何かこれ、

端数整理をしたような低い計画を立てまして、どう

して昨年実績を上回ることができるのでしょうか。

行政の計画というのは、何か消極的だと思うのです

けれども、そうしまして、ただいまの報告では、前

年度はＰＲ不足でもあったと。こういう課題を残し

ながら、なぜこういう計画、これではちょっと昨年

実績を上回るというのは大変難しいのではないかと

思われますけれども、その事業計画、いかがでござ

いますか。どのようにお考えでございましょうか。 

○議長（平田喜臣君） 商工観光まちづくり課長、

答弁。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） １５番

村上議員の御質問にお答えいたしたいと存じます。 

 平成１４年度におきましての日の出オートキャン

プ場の計画の件でございますけれども、昨年は新規

オープンということでもございまして、当初計画を

大きく上回る利用があったということでございま

す。本年は２年目を迎えまして、それらの人気がま

た一段と落ちつくのではなかろうかといった見通し

も立ててございます。 

 それと、最後のＰＲ不足の件でございますけれど

も、ここにつきましては、昨年、試行的に実施しま

した１１月から３月までのコテージの開設でござい

ますけれども、この開設がＰＲ不足等もありまして

利用が減ったということの御説明でございまして、

本年度につきましては、まだ冬期開設につきまして

の部分は計画を今のところしておりませんので、御

了解を賜りたいと思います。 

○議長（平田喜臣君） 他に。 

 ３番福塚議員。 

○３番（福塚賢一君） ただいま議題となっており

ます振興公社の件でお伺いしたいと思います。 

 これから質問する案件、内容につきましては、１

３年一般会計補正予算で町長の権能責任において適

切に専決処分報告されておりますことは理解をして

おります。たまたま振興公社の役員構成については、

助役が代表取締役であるということでありまして、

そのゆえをもって、２点ほどこの機会に質問させて

いただきたいと思います。 

 ページ数は、振興公社の５ページの損益計算書中、

営業外損益の部、営業外費用、寄附金２,１００万円

についてであります。私は、予算の執行にあっては、

秩序ある財政支出が基本であると思っております

し、また、総務委員会のさきの閉会中の所管事務調

査報告にあっては、支出管理の適正化ということで

議長に報告して経過しておるところであります。つ

いては、公社の役職員のふだんの御苦労に対しては

頭の下がる思いをいたしておりますが、寄附金２,

１００万円を一般会計にしたと。オートキャンプ場

の運営について、一般会計の１３節委託費で５００

万円の契約をなさっている。その根拠は、需用額８

００万円必要であるけれども、収入は３００万円し

か見込まれないと。不足する５００万円については

一般会計でフォローしてくれないかということで委

託契約が結ばれた経過にあると思うのです。それは

オープンの時期でありましたけれども、順調に客を

迎えることができて、収入と支出のバランスが本会

計で確保される見通しが立ったにもかかわらず、採

算性がとれている、見極めがつくのに、１０月の精

算払いをしているのが今日の会計の状況なのです。

このことについては、速やかに解除をして、見極め

が立った、採算性がとれた時点で、早い時期に、精

算払いをしないで、契約を解除して、戻入されるこ

とが、財政法上、財務規則の精神に触れないのでは

ないかと、私はかように考えるわけですけれども、

代表取締役を兼ねて助役の考え方をお伺いしたいと

思います。今後にあって、このような方法をとると

いうことは、いたずらに寄附金の額を増すだけであ

って、理解もできませんし、評価できるものであり

ませんので、適正な会計処理をするためには、この

方法がベストであったのかなかったのか。私はなか

ったと思って質問させてもらっているわけですけれ

ども、聡明な助役の見解を賜りたいと思います。 

 それから、２点目でありますけれども、これも代

表取締役、助役としての考え方を賜っておきたいの

ですけれども、振興公社の営業活動の中で、必要と

する物資の調達にあっては、従来、振興公社にあっ

ては、町内の既存の商店からものを求めてきた、買

ってきた、また買っていただいたと。それが少なく

とも町長の言っている商店街の活性化、商工振興に



 

 

直接、間接的にかかわって、商店街の経済活動も活

発化されていたと思いますが、最近は、仄聞すると

ころ、Ａコープ一辺倒で調達していると。これが事

実とすれば、これは考え方を改めてもらわなければ

ならない。少なくともＡコープ含めて、広く町内で

調達できるものは調達していくような考え方を、代

表取締役の責任において、その趣旨を徹底される考

え方が配慮されるかどうか、その考え方に対して、

この機会に御意見を賜っておきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（平田喜臣君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） ３番福塚議員の御質問にお

答え申し上げたいと思いますが、基本的には、私、

この場というのは代表取締役での発言にはならない

というふうに思っておりますので、御提案しており

ますこの経営状況報告については助役の立場で、裏

に代表取締役の看板があるということでお答えさせ

ていただきます。 

 まず、寄附金のお話でございますが、これまで白

銀荘を経営したときから委託をして今日までやって

きて、こういう形の中で寄附金の取り扱いをしてき

たところでございます。議員おっしゃるとおり、こ

の取り扱いについて、税法上の関係等の懸念も頭に

あって、その辺のことがあるのかなというふうに思

います。従来、決算を過ぎた中で、公社としての意

思決定でやっていた経緯がございます。その辺、１

３年度におきましては、その１年の経営状況の判断

の中から、年度内に、この剰余金の取り扱いについ

て、基本的に町の要請を受けた中で、どれぐらい対

応できるのかという判断をいたしまして、会社の取

締役会の中でそういう意思決定をさせていただきま

して、このような措置をしてございます。３月の下

旬の段階で仮決算を起こしまして、その辺の意思決

定をいたしてございます。以後、決算を迎えた段階

で、その辺の数字が変わることの御了解を賜った中

で、そういう寄附金の対応の措置を内部的にはやっ

ているという状況にございます。 

 そういう中で、オートキャンプ場とのお話もござ

いました。最終的には、それぞれ１３年度におきま

しては三つの事業をやってございますが、トータル

的に会社としては、個別に事業計画等におきまして

はそれぞれ損益計算書等をつくりまして、わかりや

すいようにということで御説明申し上げているとこ

ろでございますが、決算を迎える段階におきまして

は、これは全部集約しまして決算報告をさせていた

だいているところでございます。それで、最終的に

は、この三つの事業をあわせた中で最終の判断をす

るというのが、いわゆる株式会社における経理上の

適正な取り扱いになるのではないかなというふうに

思っております。議員のおっしゃる中におきまして

は、オートキャンプ場については、利益が出た中の

時点で、もう事業も終わっているのだから、そこで

精算してということで、町の方へそういうものを戻

入してはというような御意見だったと思いますの

で、その点、前段申し上げました決算処理の中で取

り扱っているということで御理解をいただきたいな

と思います。 

 それから、２点目の、いわゆる町内への振興公社

としての調達の関係でございますが、１社に偏った

中であるとすれば、これは即改めなければいけない

というふうに思っておりますし、議員の御発言のと

おり、町内の商店街で幅広く調達していくようなこ

とで、私として指示をしていきたいというふうに思

っておりますので、御理解をいただきたいと思いま

す。 

○議長（平田喜臣君） ３番福塚議員。 

○３番（福塚賢一君） ２点目は、今後十分、町の

商店街の活性化、購買力の向上のために行政努力を

されることを期待いたしますが、１番目の質問です。

私はそんな内容で聞いているわけでないのです。全

く助役の、聡明という失礼な言葉を使わせてもらっ

たけれども、全く答弁と思われない。単純なのです、

自分が聞いているのは。要するにオートキャンプ場

ができました。係る経費は８００万円係ります。収

入は３００万円しか見込めないから、一般会計でひ

とつフォローしてくれと。では５００万円を、委託

契約を結んで支払いますと、こういうことで５００

万円が１０月の時点で、収支のバランス、採算性が

とれるという観点に立っているにもかかわらず、前

段で申し上げました秩序ある財政の支出、前総務委

員会の財政に関する議長に対する報告、その点を踏

まえていくならば、少なくとも契約を解除して、５

００万円を戻入すれば、２,１００万円が１,６００

万円で、助役、この件に関しては、田中助役のとき

に、自分は税対策ということで、それは行政として

おかしくないかということで最後に言葉をもらいま

したけれども、私は、それは税法上こだわっている

わけではないのです。その考え方が、理事者が、あ

るいは代表取締役なのですから、それが、それでい

いのです、税金を納めたくないから寄附したいと、

わかりやすく言わせてもらえれば。それならそれで

もいいのです。だけど私が言っているのは、８００

万円かかるから、３００万円しか利益がないから、

５００万円足りないからやったと。１０月で１,００

０万円上がったのです。それで、振興公社の役職員

の方には頭が下がると、素直な気持ちで申し上げて

いるのです。昨年は２,０００万円の寄附を一般会計

に受けている。ことしは２,１００万円というけれど



 

 

も、５００万円はいっているわけです。それで差引

額１,６００万円なのです。先ほどの趣旨説明、課長

の答弁で、１,８００万円、１４年。それは先ほど同

僚議員から質問あったけれども、僕は、予算は少な

めに、支出は多めにという基本原則があると思うの

です。その精神にのっとっていないのではないかと。

要するに５００万円の１３節委託料、振興公社と一

般会計でした、それに対して僕は必要ないのではな

いかと。やはり財政の秩序ある支出ということだけ

考えれば、解除して、戻入させるべきであったので

はないか、こういうことを助役、１点目に聞いてい

るわけですから、税がどうのこうの、それは偉い、

偉いと言ったら大変失礼ですけれども、それは助役

なり町長の考え方だから、これ以上僕は言及しませ

んけれども、端的にそのことを聞いているわけです。 

 以上です。お答えいただければ幸いです。 

○議長（平田喜臣君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 福塚議員の再質問にお答え

申し上げます。 

 私、余分なことを申し上げました。本当に申しわ

けないと思いますけれども、基本的には、日の出オ

ートキャンプ場につきましては、いわゆる夏期間を

営業するということの中で見積もりをしたところで

ございます。そういう中で委託契約を結んだわけで

ございます。結果的に収入を上げたというようなこ

とになりました。その後、こういう状況の中で、冬

期間を開催すべきということで、これは町長として

町民の皆さんに広くここの施設を使っていただこう

という中で利用を考えたという中で、冬期間の経営

に踏み切ったところでございます。そういう中で、

収支につきましては、残念ながら夏期間で余剰が出

てきた中で、冬期間が、先ほど課長もお話ありまし

たとおり、ＰＲ不足等の点もあって、なかなかお客

さんが予定より下回ったというような状況の中で、

収支につきまして、冬期間は赤字というようなこと

になったところでございます。そういう中で、経費

を使った中で、最終的には決算の中で処理させてい

ただいたという内容になってございます。基本の、

福塚議員のおっしゃるとおり、その事業の時期等が

変わらなければ、福塚議員言うようなことで、町が

委託に係る裏負担は見るということになってござい

ますので、そういう点が一つの方法かなというふう

に思いますけれども、現行の１３年度におきまして

は、前段申し上げた中で執行させていただいたとい

うことを御理解いただきたいと思いますし、福塚議

員のお話の中にありましては、夏期間を一つの事業

期間とする場合におきましては、趣旨を踏まえた中

で検討させていただくということでお願いを申し上

げたいと思います。 

○議長（平田喜臣君） ３番福塚議員。 

○３番（福塚賢一君） 助役の自分に対する答弁、

コメントは、できるだけ理解したいという観点に立

っておりますが、であれば、少なくとも５００万円、

冬期間やったというときの営業の何がしの収入があ

るわけです。その経過に対して、いわゆる概要報告

の中で、いわゆる行政配慮、説明がないということ

は、いささか問題、指摘をさせていただきたいと思

うのです。一応シーズンオフについてはやらない考

え方であったけれども、やったけれども、これだけ

収入があってこれだけ不足したと。町の方から５０

０万円もらったけれども、この分に使いましたと、

そういう、きょうの事業報告の中になぜ説明を入れ

る配慮をしないのか。したがって、今の自分の時間

は、その内容をちゃんと文字であらわしてくれれば、

時間を費やすこともなかった。非常に残念でありま

す。この辺、私はそう思いますけれども、助役の考

え方があれば、これが最後ですから、聞かせてくだ

さい。 

○議長（平田喜臣君） 商工観光まちづくり課長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） ３番福

塚議員の御質問にお答えいたします。 

 先ほども説明の中で、冬期間の開設につきまして

は予定額の３９.５％の利用実態でございました。そ

の中で、費用等の数字を上げておりませんでしたの

で、ここで御報告させていただきます。 

 冬期間の売上げにつきましては４１万６,３００

円、予定していました収入は１０２万円でございま

した。１０２万円の予定に対しまして４１万６,３０

０円の冬期間の利用収入となったところでございま

して、この対比でいきますと４０.８％の予定額に対

します収入となったところでございます。最終的に、

先ほども２,１００万円の内訳で御説明しましたと

おり、最終的に町からいただいた５０３万円と売上

げをもって支出の経費を差し引いた残りが、オート

キャンプ場につきましては４１万５,２８７円の残

となっておりますので、この部分を寄附金の方に入

れたということでございます。 

 以上であります。 

○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。 

 １８番向山議員。 

○１８番（向山富夫君） 白銀荘の件について１点

お聞きしたいと思いますけれども、白銀荘、直接的

ではないのですが、実は過日、報道で、道道、白銀

荘のところから美瑛の方に抜ける道路の冬期の閉鎖

期間を短縮してほしいというような要望を道に出さ

れているというふうにお聞きしているのですが、私

もぜひ冬期の閉鎖期間が短縮されると、十勝岳の温

泉地区のみならず、とりわけ白銀荘には非常に利用



 

 

率を高めるためにいいことではないかなというふう

に思うのですが、現在どのような見通しであるのか、

またどういうような経過にあるのか、お聞かせいた

だければと思います。 

○議長（平田喜臣君） 企画調整課長、答弁。 

○企画調整課長（中澤良隆君） １８番向山議員の

御質問にお答えをさせていただきます。 

 通称横断道路の関係についての御質問であります

が、昨年までは５月の１６日ごろからのオープンに

なっていました。それ以前から、なるべく早く開通

をというようなことで、今年度につきましては、連

休前の４月の２７、２８日ぐらいにあいたところで

ございます。ただ、土現や何かとのお話の中では、

やはりあそこは山の地帯であるというようなこと

で、通常、昼間はかなり雪が溶けていて、下から行

ってもそんなに支障はないのですが、その時期には、

やっぱり雪が降ったりとか、それから、下では夏タ

イヤで、それがそのまま上がっていって、冬タイヤ

で管理をするのが非常に難しいとか、いろいろなこ

とがありましたものですから、今年度につきまして

は、蛇足になるかもしれませんけれども、昼間だけ

のオープンになりました。ただ、その中で、さらに

今、４月の２７、２８日ごろから今回開通したわけ

ですが、なるべく通年を目指してというようなこと

で、町として土現の方にさらに要望を加えていきた

いというふうに考えています。また、その結果、今

年度、白銀荘の入り込み等については、その期間、

やっぱり前倒しすることによってかなり効果があっ

たというふうに報告も受けているところでありま

す。 

 以上であります。 

○議長（平田喜臣君） １８番向山議員。 

○１８番（向山富夫君） 非常に展望が持てる展開

になっているのかなというふうに、さらに推進、道

の方に強くお願いしていただきたいと思いますが、

あわせて、今回、こういう形で、少しでも開通期間

が長くなるようにという中で、美瑛町の方と連携を

とられておられるのか、その点、もう一度お尋ねし

ます。 

○議長（平田喜臣君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（中澤良隆君） 正式には美瑛町の

方との連絡、連携についてはとってございませんが、

今後につきましては、やはり通年を目指していくと

きには、美瑛と、また白金温泉郷との連携というの

は必要になってこようかと思います。ただ、ちょっ

とここで一言お話をしておきたいのですが、やはり

通年あけるということには、かなりいろいろな問題

点が生じてくるというようなことも土現サイドから

言われておりますので、そこら辺の解消を含めて、

なるべく早くそういうことが実現できるようには努

力はしていきたいと思いますが、やはりかなり時間

も要するのではなかろうかなというふうに考えてい

るところでもあります。 

○議長（平田喜臣君） １番中村議員。 

○１番（中村有秀君） 振興公社の関係で、平成１

３年度の吹上温泉の関係は、月別仕分け集計表とい

うのが出て、収入は細分化して明らかになっており

ます。したがいまして、オートキャンプ場、スキー

場の関係も、単なる項目だけではなくて、このよう

な月別な形での集計表の資料提出をお願いしたいと

いうことをまず要望したいと思います。 

 それから、冬期間のコテージの利用は、昨年の１

０月の議会で非常にもんだのです、実際に冬期間必

要かどうかということで。私ども、できれば、例え

ば社会教育関係団体にこういう周知をして、１泊研

修だとか、いろいろな形の手立てを十分やりながら

やるべきだと。せっかく上がった利益を冬の間につ

ぶすのではないかという多くの議員の意見があった

わけです。それがこの２行程度のＰＲ不足だったと

いうことでおさめられているということに対して、

非常に遺憾の意を感じます。 

 それから、三つ目、吹上温泉の夜間電話のことで

す。１０時以降の関係。これはどのような管理人と

の取り扱いに、いうなれば就業規則か何かあると思

いますが、それらについてお伺いをいたしたいと思

います。というのは、年間１万１７８人の宿泊客が

いると。そういうことで、私はたまたま友人から宿

泊の関係の、札幌から問い合わせがあった。そのと

きに、電話をしたのだけれども、１０時以降は出な

かったと。そういうことで、一体どうなのかなとい

う疑問を感じております。それで、それらの体制が

どうなっているかということでお伺いをいたしたい

と思います。 

 以上です。 

○議長（平田喜臣君） 商工観光まちづくり課長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） １番中

村議員の御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目のＰＲ不足の件でございますけれど

も、まず公社を通っていきまして、すぐ近くに民間

の同じような施設もございますので、いわゆる大々

的なＰＲを避けてきたところもございます。また、

文化連盟等々に対しましても、会長さんの同行を願

いまして、コテージの施設案内もいたしておりまし

て、こういうところがこういう料金で使えますとい

うことで、そういった冬期間の打ち合わせとか、そ

ういった研修にぜひ使ってほしいというようなこと

で、そちらの方にも働きかけをいたしております。 

 ２点目の、白銀荘の１０時以降の対応でございま



 

 

すけれども、一応１０時で消灯ということになって

おりまして、一応当番制で職員が対応しております。

たまたま議員の事例でございますけれども、当日は

お客さんの入りが少なくて、通常、１０時から行う

掃除を、１０時前に風呂の掃除に行っていたという

ことで、電話番がちょっとその間、１５分か２０分

だと思いますけれども、ちょっとついておらなかっ

たというところに、タイミング悪くお電話がかかっ

てきて、電話に出られなかったということで、大変

申しわけなく思っております。そんな事例で、たま

たま電話に出られなかったということの事情でござ

いました。今後そんなことのないように、きちっと

１０時以降は電話の対応をするようなことで、職員

に対して指示をしてまいりたいというふうに思って

おります。 

 以上であります。 

 資料につきましては、後ほどスキー場とオートキ

ャンプ場につきましての月別の資料をお出ししたい

と思います。 

○議長（平田喜臣君） １番中村議員。 

○１番（中村有秀君） 今、課長が事例ということ

であれなのですけれども、現実に私が電話をした。

この電話番号が４１２６と３２５１、２件あるので

すけれども、これを交互に僕はかけていたのです。

それで、どうしても電話が出ないので、武山さんの

ところに電話したのです。そうしたら、彼はこう言

っていました。午後１０時以降は管理人しかいない

ので、電話応答はしないことになっているとの返事。

それでもう一つ、緊急時にはどうなるのか。それま

で詰めて考えていないという返事なのです。それで、

武山さんは、今出ないのだから、私が電話しても管

理人は出ないでしょうねという返事です。これは１

０時７分、僕と武山さんとの応答です。先ほど言っ

たように、１万人以上の人が宿泊していて、町内、

町外から緊急時に何かあるときに、こんな感覚でや

っていていいのかどうかという、非常に心配をした

のです。ですから、風呂の掃除云々は、それはいい

ですけれども、だれかそうやって応答ができるよう

な体制になっていないかどうかという問題と、もう

一つは、内部は私わかりませんけれども、それでは

夜中、仮眠中にそういう緊急電話があった場合の切

りかえだとかそういう装置がどうなっているのか、

それまで不安になってくるのです。いうなれば、第

三セクターというから、公的な宿泊施設で、夜間が

連絡できない、応答しなくてもいい、緊急時は何も

詰めていませんということで済むかどうかという問

題なのです。それらについて、就業規則か何か、ど

ういう形になっているか、それを明らかにしていた

だきたいと思います。 

○議長（平田喜臣君） 商工観光まちづくり課長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） 中村議

員の御質問にお答え申し上げます。 

 先ほどもお答えいたしましたが、１０時以降は電

話に出ないというようなことにはなっておりません

で、緊急等もございますので、１０時以降の部分に

ついては当直の者が対応することとなっておりま

す。 

 それから、別の宿直室に電話が引かれているかと

いうことでございますけれども、あそこの場合は２

本あるのでございますけれども、相当音が大きく設

定されておりまして、対応できるような状態となっ

ておるところでございます。先ほど申しましたよう

に、ちょっと１５分、２０分間、持ち場を離れたと

いうことにつきましては、まことに対応が不適切と

いうことでございますので、そういったことで、今

後はそういったことのないようなことの対応をさせ

ていただきたいというふうに思っております。 

 以上であります。 

○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。 

 １２番米沢議員。 

○１２番（米沢義英君） この機会ですから、なか

なかふだんは聞けないところもありますので、お伺

いいたしますが、今のそれぞれの、いわゆる振興公

社で受け持っている所管のいわゆる雇用実態は、役

員から含めてどのようになっているのかということ

です。近年、いわゆる農協の退職者がふえつつある

というような話が出てきております。そういう誤解

があっては困りますので、やはりこういう雇用の厳

しい中で、やはり等しく、仕事を求めている方もお

られます。そういう意味では、こういう状況の中で

も、やはり対応できるものは、雇用の拡大という形

の中で、やはり公平に物事を配分できるような、や

はりそういう施設管理を行う、また人員配置を行う

と。確かにそれぞれの与えられた能力等や力関係も

ありますから、一律にいかない部分もあるかと思い

ますが、そういった部分の配慮がなされているのか

どうなのか含めてお伺いいたします。 

 それと、管理ということで、トイレ等の管理も委

託等行っているかと思いますが、やはり住民からも

苦情の多いのが、隅々まできれいにされていないと。

トイレに至ってもクモの巣が張っているというよう

な状況が、ずっと見ましたら、やっぱり実態はそう

なのです。やはりそういうことを一つ一つ、観光の

まちということの裏づけにふさわしいような、やは

り施設維持管理体制を強化すると。高齢者事業団に

委託しているのであれば、そういったところもきち

っと徹底するというような管理体制をきちっととる

必要があると思いますが、こういう実態は御存じな



 

 

のか。前からも何回も出ておりますが、いまだに改

善されていないということになれば、やはり管理体

制が疑われると思いますが、この点、もう一度確認

しておきたいと思います。 

○議長（平田喜臣君） 商工観光まちづくり課長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） １２番

米沢議員の御質問にお答え申し上げます。 

 １点目の、これら施設の対応の人事配置でござい

ますけれども、白銀荘におきましては、常務、それ

から次長、それから職員がそこに４名で、計６名で

ございます。そのほかに臨時職員が、女性が４名と

いうことでございます。それから、キャンプ場につ

きましては、ことしから職員ということで２名と、

それから次長ということで１名の３名と、あとは女

性の臨時が２名ということと、それから繁忙期に手

伝っていただく男性の方が１名、そのほかに、前年

からおります日の出公園とオートキャンプ場の芝の

そういった刈り取り作業で２名の方々が閉鎖時期ま

での清掃作業に従事をいたしておるところでござい

ます。 

 それから、２点目のトイレの清掃の件でございま

すけれども、まず、十勝岳の一番上にあります駐車

場公園のトイレ、それから無料の露天の湯の簡易ト

イレ、それから白銀荘の前にあります北海道が建設

しましたトイレにつきましては、白銀荘に委託をし

て清掃をさせております。これらにつきましては、

それらに従いまして適正に行われております。それ

から、そのほかの町のいわゆる公園等々の施設につ

きましても、今年度から島津公園と日の出公園につ

きましては公社の方に委託ということでございまし

て、早速島津公園につきましてもペンキの塗りかえ

などを行って、最小の費用できれいで気持ちのよい

トイレの使用ができるようなことで、職員、公社、

それぞれ努力をいたしておりますけれども、なおま

た議員が御指摘のような、そんなことがないような

ことで、一層の気をしめてそういった清掃に当たっ

てまいりたいというふうに思っておりますので、御

理解をいただきたいと存じます。 

○議長（平田喜臣君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 米沢議員の雇用の関係につ

きましてお答えさせていただきたいと思います。 

 ただいま課長の方から、雇用の人数等申し上げた

ところでございます。この雇用の採用状況といいま

すか、そういう点につきましては、やはり今の経済

状況の中で、失業がふえている。そういう中で、我

が町におきましてもそのような形態の実態があると

いうようなことも踏まえまして、その辺のところを

判断いたしまして、幅広く雇用ができるような形を

というふうに思ってございます。中には、やはり能

力的な関係もございますから、たまたまオートキャ

ンプ場の方で農協の職員が固まったということで、

御批判を受けているところでございますが、私もそ

の辺のところは承っておりますが、そうした内容の

中での話ということで御理解賜っておきたいという

ふうに思っております。全体としては雇用の公平化

ということをやはり考えていかなければならないと

いうふうに思っておりますので、御理解をいただき

たいと思います。 

○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。 

 １１番梨澤議員。 

○１１番（梨澤節三君） せっかくの機会ですから、

日の出公園、非常にきれいになってきているのです

けれども、８ページです。焼却炉がキャンプ場の方

に設置してあるのですけれども、もうあれは不要な

ものではないかと思いますので、これの撤去。 

 それからもう一つは、上っていく方の車止めがひ

ん曲がっているのです。やっぱりこれからラベンダ

ーのシーズンになって、お客さんも多くなりますか

ら、細かいところも気配りをして、施設管理をやっ

ていただきたいなというように思いますが。 

 以上です。 

○議長（平田喜臣君） 商工観光まちづくり課長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） １１番

梨澤議員の御質問でございますが、１点目の焼却炉

につきましては、もう使用はしておりませんけれど

も、議員御指摘のとおり、施設がまだ残っておりま

す。コンクリート並びにブロックでつくってござい

ますので、速やかにとはまいりませんけれども、何

とか使用はもちろんのこと、撤去の方向で壊してま

いりたいというふうに思っております。 

 ２点目の、パーゴラに上がっていくところの車止

めの１本が曲がっております。多分何かの事情で曲

げられたというふうに思っておりますので、これは

特殊なものでございますので、現在、同じものの発

注をして、お祭りの部分には間に合わせたいという

ふうに思っております。 

 以上であります。 

○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。 

 ８番仲島議員。 

○８番（仲島康行君） さっき中村議員の質問の中

で、課長、冬期間使用するときに、既存の施設もあ

るので余り大々的にやらなかったというようなこと

をちらっと言ったようなつもりでいるのだけれど

も、始めるときにはそういうことを十分にＰＲをし

ながら冬期間やりたいということでたしか始まった

と思うのです。今回、この中にもそう書いてあるの

に、そういう答弁をするということは一体どういう

ことなのかなと思うのです、僕は。整合性がなって



 

 

おらんのではないかと。実際、ＰＲをしてやるのか、

ＰＲしてやると既存の施設に影響があるからしない

のか、どちらかでなければならないと思うのです。

中途半端な答えをしておったらだめなのです。そこ

をきちっとわかるように説明してください。 

○議長（平田喜臣君） 商工観光まちづくり課長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） ８番仲

島議員の御質問にお答えいたします。 

 確かに議員おっしゃるとおり、冬期間の開設に当

たりましての御審議の中でのことでは、ＰＲに努め

てまいりたいというふうなことで始まったところで

ございます。それで、町報の広報誌の方にも記載を

して周知をしていたところでございます。先ほど私

が答弁しました、付近にということでございますけ

れども、一応同じような施設ということで、１店、

同じような宿泊施設でありますので、そういったと

ころの部分も、すぐ近くにございますので、近傍で

ございますので、これらの部分にも配慮しなければ

ならないということが、後になって申しわけないの

ですけれども、わかったところでございまして、そ

れ以降、余り積極的なＰＲを行ってこなかったとい

うところでございますので、当初、そういうところ

の部分の配慮か抜けていたということで、まことに

申しわけなく思っております。 

 以上であります。 

○議長（平田喜臣君） ８番仲島議員。 

○８番（仲島康行君） 答えだめよ。整合性がなっ

ておらないというのだ、僕は。そうでしょ。ＰＲし

てやると一生懸命言っているのに、なぜそれができ

ないのか。答え方が違うでしょ、あなた。前年もそ

ういうふうにしてやりますよと。ことしもＰＲして

一生懸命やりますよと書いてあるわけだから。だけ

れども、近所にあるからそれはできないのだと。で

きないならやめたらいいのではないですか、それは。

どっちかにならなければだめでしょ、それは。人が

質問しているときに手を挙げるな。何考えているん

だ。 

○議長（平田喜臣君） 商工観光まちづくり課長、

答弁。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） 仲島議

員の御質問にお答えします。 

 ＰＲ不足云々の部分につきましては、通常の４月

から１０月までのオートキャンプ場の運営につきま

しては、１４年度の運営方針の中で、いろいろな関

係機関の協力も支援もいただきながらＰＲしていき

ますよということでございます。ＰＲ不足だったと

いうところの部分につきましては、冬期間のコテー

ジの開設につきましてはＰＲ不足の面もあったのか

なということの部分を述べておりますので、御理解

をいただきたいと存じます。 

○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） 御質疑がなければ、これを

もって法人の経営状況の報告を終わります。 

 この際、暫時休憩いたします。 

──────────────────                
午前１１時１２分 休憩 

午前１１時２９分 再開 

──────────────────                
○議長（平田喜臣君） 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

──────────────────                
◎日程第１１ 発議案第３号 

○議長（平田喜臣君） 次に、日程第１１ 発議案

第３号衆議院議員小選挙区割り見直しに関する要望

意見の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 ２番中川一男君。 

○２番（中川一男君） 発議案第３号を朗読をもっ

て提案理由といたします。 

 発議案第３号衆議院議員小選挙区割り見直しに関

する要望意見の件。 

 上記の議案を、別紙のとおり会議規則第１４条第

２項の規定により提出いたします。 

 提出者、上富良野町議会議員、中川一男。 

 賛成者、同じく清水茂雄、同じく西村昭教。 

 送付先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、

総務大臣。 

 衆議院議員小選挙区割り見直しに関する要望意見

書。 

 平成１３年１２月１９日、２０００年国勢調査の

結果を受け、衆議院議員選挙区確定審議会が総理に

対して、新たな衆議院議員選挙区割り見直し案、（５

増５減案）を勧告しました。この勧告によると、北

海道の議員定数は１人減となっております。現状の

北海道経済が依然として厳しい状況にあることを考

慮すると、この克服のためには、政治の場における

発言力の拡大、政治力の結集がより強められており

ます。しかし、今回の削減により、北海道の政治的

発言力を著しく低下させることや、東京都に次いで

議員１人当たりの対応人口が全国第２位になること

などから、１票の価値が低く評価されることにもな

ります。 

 したがって、政府においては、宗谷、留萌、上川

という不可分一体の経済圏、文化圏、生活圏を考慮

し、地方への配慮であるはずの基礎定数配分は、逆

に北海道にとって不利な取り扱いになっていること

などを踏まえ、区割り見直し案を撤回し、現状の１



 

 

３定数を維持されていくよう強く要望します。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書

を提出いたします。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、発議案第３号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

──────────────────                
◎日程第１２ 町の一般行政について質問 

○議長（平田喜臣君） 日程第１２ 町の一般行政

について質問を行います。 

 質問の通告がありますので、順次発言を許します。 

 まず、１５番村上和子君。 

○１５番（村上和子君） 本日は、早朝よりワール

ドカップサッカー、日本チームベスト８に向け、日

本中、大変盛り上がっておりますが、私は勝ってく

れることを念じながら、さきに通告してあります３

項目について質問いたします。 

 まず１項目目は、３年目を迎える介護保険制度の

問題点、課題と、介護予防事業対策の効果について

お尋ねします。７点ございますので、１点ずつ、よ

ろしくお願いいたします。 

 １点目は、介護サービスの利用状況は現在どのよ

うになっているのか。 

 ２点目は、介護サービスの月平均利用料金は幾ら

ぐらいであるか。 

 ３点目は、介護保険料の収納率は。 

 ４点目は、家族介護慰労金の状況はどのようにな

っているのか。 

 ５点目は、問題点があるとすればどういう点なの

か。それらの対応はどのように取り組まれているの

か。 

 ６点目、介護認定は来年４月から、８５項目から

１２項目減って７９項目に減り、痴呆の判定は軽く

認定されていましたために、６項目ふえる予定だそ

うでございますので、そうなりますと、３年ごとに

改定される介護保険料金やヘルパー確保など、今後

の見通しとしてはどのようになるでしょうか。 

 それから、７点目は、介護予防対策としていろい

ろ事業を展開しているが、寝たきりゼロ作戦、閉じ

こもり健康運動指導、虚弱高齢者や地域ふれあいサ

ロンなど、介護予防事業が高齢者を取り巻く生活面

や環境面などで考慮しながら幅広く取り組まれてい

るが、それらの実態と効果はどのようになっている

のか、お尋ねいたします。 

 ２項目目は、子育て支援事業、また、少子化対策

を考えてはどうか。 

 日の出山公園を２カ年計画で植林を進める計画が

あるが、子供の誕生日を祝っての記念植樹など考え

てみてはどうでしょうか、お伺いいたします。 

 ３項目目は、環境問題として、空き地の適正管理

条例を制定してはどうか。 

 今、上富良野町も市街の街路に大変花が植えられ

まして、だいぶきれいになってきておりますけれど

も、その反面、現在、土地の所有者が町外に移住し

たり、高齢化して管理が行き届かない等の理由で、

だれの所有地かもわからない空き地が方々にありま

して、雑草などが繁茂している。火災や病害虫の発

生の原因になったり、廃棄物の不法投棄を誘因して

いるので、それらを防ぐためにも空き地の適正条例

の制定をしてはどうかと考えますが、いかがでござ

いましょうか。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ただいま１５番村上議員の

御質問にお答えいたします。 

 最初に、３年目を迎える介護保険制度と、介護予

防対策に関する７項目の質問についてであります。 

 まず１点目の、現在の介護サービスの利用状況に

ついては、要支援及び要介護の認定者は、今年３月

末現在で、在宅が２９１人、施設が８７名、あわせ

て３７８人おられます。介護サービスの利用状況に

つきましては、現在、在宅サービスにおいては、訪

問、通所系のサービスを利用されている方が一番多

く、６０％。続いて、短期入所の１６％。残り、住

宅改修、福祉用具購入等のその他のサービスの順と

なっておるところであります。施設を利用されてい

る方では、老人福祉施設、老人保健施設、介護療養

型医療施設の三つの介護保険施設に８７人がそれぞ

れ入所、利用されている状況にあります。 

 次に、２点目の、介護サービスの月平均利用料金

でありますが、在宅サービス利用者で約５,６００

円、施設入所者は、食費も含めて約５万５,６００円

の負担となっております。 

 ３点目の、介護保険料の収納率については、前年

度実績で９９.５％であります。 

 ４点目の、家族介護慰労金については、在宅にお

ける介護認定者の要介護４または５に相当する町民

税非課税世帯の方で、かつ、過去１年間、介護保険



 

 

サービスを利用しなかった方を対象として金品を支

給する制度でありますが、現在、その該当者はおり

ません。 

 ５点目の、介護保険制度上の問題点はあるかとの

御質問でありますが、本町においては、介護の必要

な方が要介護度の範囲内で必要な介護サービスを利

用できるよう、介護サービス各事業所とケアマネー

ジャーとが連携を密にしており、また、在宅サービ

ス利用促進補助制度など、町独自の利用者負担の軽

減策を講じていることから、一人一人の利用回数も

伸びているので、現在のところ特に大きな問題点も

なく、順調に推移している状況にあります。介護保

険制度が始まって３年余りであり、成熟するまでに

時間を要しますので、今後、課題が生ずる都度、改

善、見直しが行われ、よりよき制度として定着して

いくものと考えておるところであります。 

 ６点目の、要介護認定における調査項目の見直し

に伴う介護保険料やヘルパー体制など、今後の見通

しについての御質問でありますが、国では、平成１

５年度から痴呆性高齢者に対する１次判定の調査項

目を見直すこととしております。このことにより、

要介護認定者の介護度が変わり、介護サービスの利

用回数が増加することも予想されますが、サービス

の提供は利用者の希望に沿って行われ、都度変化し

てまいりますが、大幅に保険給付費が伸び、介護保

険料に影響を及ぼすとは考えておりません。なお、

現在、介護保険事業計画の見直し作業を進めており

ますが、今後、介護サービスの見込み量を把握する

とともに、利用者の意向を十分に見極めながら、総

合的に検討を加えてまいりたいと考えております。 

 また、ヘルパーの確保については、町で平成１０

年度から３カ年間、３級ヘルパーの養成講座を開設

しており、自衛隊曹友会主催による２級ヘルパー養

成講座も２カ年行っており、資格取得者が約１６０

人おられます。このうち、社会福祉協議会、介護保

険施設に介護職として就職されている方が約３０

人、その資格を生かした職についていない方が約１

３０人おられますので、介護サービスの利用が増加

したときには、その方々に担っていただくよう考え

ておるところであります。 

 ７点目の、介護予防対策の実態と効果についてで

ありますが、町では、高齢者の方々が要介護の状態

で暮らす期間を短くし、健康寿命を延ばすために、

新寝たきり予防事業や生活習慣の改善とあわせ、社

会的交流を確保するための地域ふれあいサロン事業

など、さまざまな予防対策に取り組んでいるところ

であります。本年度は、さらに高齢者の身体機能の

維持、向上を図るために、生活に運動を取り入れる

ことを主眼とした介護予防事業を重点的に行ってお

り、老人クラブや介護予防教室、運動セミナーなど

の参加者に対して健康運動を指導し、理学療法士な

どの専門職を活用した中で、年１００回程度の教室

などを予定しております。これらの事業展開により、

ボランティアや福祉推進員など、住民の参加による

活動も広がりが出てきている点と、他には、介護認

定者のうち、要介護２までの軽度の方の割合は、富

良野沿線の他市町村に比べても高くなっており、ま

た、平成１２年度、１３年度に比べても年々伸びて

おりますので、その事業効果があらわれていること

で認識しておるところであります。 

 次に、２番目の、記念植樹の御提言についてであ

りますが、平成１３年４月２９日の緑の日にも、町

制施行５０周年を記念し、あなたの記念植樹として、

１１８名の方々により、桜の苗木４８２本を日の出

公園に植林した経緯があります。植栽地は、平坦部

と緩斜面を選定し、植樹が安易な場所で行っており

ます。ここへは、植林した人が木の育成観察などに

訪れているのをしばしば見かけているところであり

ます。本年より施行の日の出公園整備事業は、西側

斜面にラベンダー園、園路、あずまやなどの整備及

び森林部の植林を行うものであります。この森林予

定地の大部分は、傾斜が大きく、また、将来、木の

手入れにより伐採等もあることが予想されますこと

から、この場所での記念植樹は困難であると考えて

いるところであります。しかし、ほかの公共の場所

に、御提言いただきました住民参加による子供の誕

生を祝う記念植樹を行うことも選択肢の一つである

と思います。これから、植栽が容易な場所で植林の

予定がある場所には、取り組みを検討したいと存じ

ますので、御理解を願います。 

 次に、３番目の御質問の、土地の管理保全につき

ましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第５

条で、土地または建物の占有者は、その占有し、ま

たは管理する土地または建物の清潔を保つように努

めなければならないと定められますとあり、あくま

で所有者によりまして自己管理が行われるものであ

り、近隣への悪影響などに関しましては、積極的に

地域からの発信が解決への早道と考えております。

町といたしましても、広報等の媒体を通じまして、

町民の皆様の御協力を求めていきますとともに、不

在地主の方々で目に余る状況のある場合につきまし

ては、地域からの情報等をいただきながら、対応を

進めてまいります。したがいまして、法に定められ

ていることもあり、御提言の条例制定につきまして

は、その考えはありません。まお、御指摘の廃棄物

の不法投棄に関しましては、法に触れることもある

ことから、しかるべき対応で臨んでまいりたいと考

えておりますので、御理解をいただきたいと思いま



 

 

す。 

○議長（平田喜臣君） 再質問があれば賜ります。 

 １５番村上議員。 

○１５番（村上和子君） １項目目の介護保険の件

でございますが、１点目、２点目ということで、再

質問させていただきます。 

 １点目の利用状況ですが、認定を受けている人が

２９１人だということで、在宅、通所あわせて６０％

ということでございますけれども、通所と在宅の割

合は何人と何人なのか。例えば１２年度４月では４

４人、１３年度４月では６４人、２０名ぐらいふえ

ているのです。そういうことですので、お尋ねした

いと思います。 

 それから、２点目の料金でございますが、５,６０

０円というのは、身体、それから家事援助あわせて、

１カ月の利用時間３０分から１時間未満とすれば、

私は１５日ぐらいの利用になるかと思うのですが、

これが果たして多いのか少ないのかわかりません

が、これは利用度としてはいかがなのでしょうか。 

 それから、５点目の今後の問題点について、現在、

特に大きな問題もなく、順調に推移しているととら

えておられるようですけれども、私は、介護を受け

ている人に、サービスの供給量、質がどのようなも

のなのか、アンケート等で介護の実態調査をしてみ

る必要があると考えますけれども、これらについて

はどのようにお考えになるのか、ちょっとお聞かせ

いただきたいと思います。 

 それから、６点目の認定項目の見直しの件でござ

いますが、今後につきましては、今まで痴呆症の人

はどちらかというと軽く認定されていまして、今後、

認定が６項目ふえることによりまして、今度は厳し

く判定されると考えますので、そうなりますと、こ

れらの人に対して訪問回数とか、時間的にも利用が

ふえると思うのでございますけれども、身体介護、

家事援助等の料金改定も厚生省では見直すと、こう

言っておりますので、そうなれば、当然利用者の負

担もふえると考えられるわけですが、今現在、認定

は富良野地区広域でやっておりますけれども、その

ほかも何かこういう広域で取り組むとか、そういう

状況が現在あるのかどうか、お尋ねしたいと思いま

す。 

 ７点目の、介護予防対策としていろいろ取り組ん

でいらっしゃるわけですが、地域ふれあいサロンも、

希望地区が大変ふえまして、６地区から今１０地区、

申し込みがあると。結構なことだと考えますけれど

も、社会福祉協議会に任せっきりにしないで、保健

福祉課としても連携を密にとって、しっかり被保険

者が要介護状態になることを防止するのだという目

的をはっきりさせて、効果を求めてやっていただき

たいと、こういうふうに考えるのですけれども、い

かがでございましょうか。 

 それから、２項目目の子育て支援事業、少子化対

策でございますけれども、日の出山の植林予定場所

は傾斜が大きくて、記念植樹が困難だということで

ありましたならば、私は上富良野町で生まれたお子

さんが健やかに成長することを願って、上富良野町

でのお子さんの誕生を記念して記念植樹をするの

も、これも一つの子育て支援事業と考えられるので

すけれども、町として、全体の都市計画の中で、緑

の森なるところを設定しまして、継続的に知恵を出

しまして、お子様誕生に向けての記念植樹を考えて

いただきたいと思うのですけれども、いかがでござ

いましょうか。 

 それから、３項目目の、空き地条例がちょっと町

では制定を考えないと、こういうような今答弁いた

だきましたけれども、法律第５条で、こういう所有

者が土地とか建物の清潔を保つように努めなければ

ならないと定めているのだそうでございますが、な

かなかそれらが守られておりませんし、ただいまの

町長の答弁でありましたら、そういう事態があれば

地方から発信してくれと。そうすればすぐ解決する

のだとおっしゃいますけれども、そうもなっていな

いものですから、私はこのような条例を制定すれば、

町長が雑草の除去や管理を勧告しやすくなるのでは

ないかと考えられるのですけれども、現在、そのよ

うな条例の考えはないということでございますの

で、地域からそのような情報の発信があれば、即ス

ピード、現在行われておりませんので、地域から発

信すれば即やるのだと、これが解決だとおっしゃい

ますけれども、そうもなっておりませんし、法律が

あったとしても守られておりませんので、こういう

ものがあればかえってそういうことがやりやすいか

と思ったのですけれども、そういうことがありまし

たら、雑草の除去などを速やかに適正な管理をして

いただきたいと思うのですけれども、その点、もう

一度ちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １５番村上議員の再質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、介護保険制度の問題でありますが、他のこ

とにつきましては計数的な部分でありますので、所

管課長の方からお答えさせていただきます。 

 まず、５番目の問題点、これらにつきましては、

これから、３カ年終わりまして、１５年からまた３

カ年、新たな介護保険制度の中で新たな見直しをし

ていくわけでありますが、その見直し作業を今町は

とり進めている最中でありまして、この３年間の実

績とその状況を見極めた中で、今後の１５年からの



 

 

見直しをして対処していきたいと思っております。 

 議員から御質問のありました、利用者のアンケー

ト、これはもう既に実施をしておりまして、所管委

員会の皆さん方には御報告を申し上げておりますの

で、これらのアンケートの実施の経過につきまして

も、担当課長の方からまた御説明をさせていただき

たいと存じます。 

 ７番目の問題でありますが、これらにつきまして

も、今、町がとり進めております大部分については、

社会福祉協議会の委託等々の中で対応しております

けれども、担当課として、それらの状況、内容の把

握、また、実態を十二分に認識して対処していかな

ければならないというのは議員の御質問のとおりで

ありまして、これらにつきましても担当の方では十

分対処しているということで、委託しているから担

当所管は状況が把握でき得ていないということでは

なくて、把握しているということで御理解をいただ

きたいなというふうに思っております。 

 それから、他の介護関係につきましては、御質問

の部分につきましては、担当所管からお答えさせて

いただきます。 

 次に、子育て支援事業の問題で、植樹の問題であ

りますが、これは私も議員のお考えに賛同しており

ます。我が町で生まれた子供が我が町にそういう記

念のものがあるということになると、町を離れても、

またこの上富良野町を訪れてみようかというような

ことも考えていただける、そういうものがあるとい

うふうに認識しますので、これは考えさせていただ

きたい課題だなというふうに思っておりますけれど

も、ただ、今議員からお話ありました、町の緑の森

的な部分をどういうふうに位置づけし、そしてこれ

らの記念植樹につきましては、永久に対応でき得る、

途中で伐採だとか、邪魔になるとかということにな

らないような場所を選定しなければならない。そう

いうようなことも含めながら、今後の課題として考

えてまいりたい、研究してまいりたいというふうに

思っております。 

 それから、もう１点の空き地の問題でありますが、

これはさきにも申し上げましたように、もう既に法

的な根拠がなされております。今、町の方では、御

案内のとおり、町には今、環境整備係長が１人で、

ごみの方から何からすべてを対応しているというよ

うな、人員不足というとちょっとあれですが、そう

いう対応でありまして、空き地等々を見て歩くとい

うことには難しい問題がございます。それで、近隣

の方が、先ほどもお答えさせていただきましたよう

に、悪影響を及ぼすような空き地の管理体制がある

ものにつきましては、この担当の方にひとつ連絡を

いただければ、町として地主に対して善処方を申し

上げるということで、解決が促進されるものという

ふうに認識いたしております。 

 しからば、議員のおっしゃるように、何ぼ言って

も対処しない地主に対してどう処理するかというこ

とにつきましては、当然、先ほども申し上げました、

占有者の責任で管理をしていただかなければならな

いわけでありますから、それらの対応については最

善を尽くして対処していただくように努めてまいら

なければいかんというふうに思っておりますので、

何はともあれ、やはり近隣の方々がこれらの対応を

図っていただき、それらについてどうしても処理を

できない、あるいは町外の地主等々の問題につきま

しては、町の方にお申し出いただきたいなというふ

うに思っておるところでありますので、御理解をい

ただきたいと思います。 

○議長（平田喜臣君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） １５番村上議員の

介護保険に関する再質問にお答えさせていただきま

す。 

 まず、１点目の在宅の利用状況に関してでござい

ますが、これにつきましては、在宅通所系が６０％

ということでございますけれども、この在宅サービ

スの中でも、訪問介護とか、あるいはデイサービス

とか、いろいろなサービスの組み合わせた中で御利

用いただいてございます。特にその中で訪問介護に

つきましては、昨年の、１３年の４月と本年の４月

と比較しますと、本年の４月が９０人ということで

ございます。前年度と比較しますと１.４倍に訪問介

護のサービスが伸びている状況にございます。 

 それから、２点目の利用者の方の負担の御質問で

ございますが、これにつきましても、これは先ほど、

在宅におきましては月平均お一人が約５,６００円

というお答えをさせていただきましたが、これにつ

きましては、訪問介護のみならず、すべての在宅サ

ービスの月平均が、先ほどお一人の負担が５,６００

円ということでございますので、これにつきまして

も、今後、介護報酬額の見直し等もされる想定の中

で、これにつきましてはそれぞれの利用者の方が介

護サービスを自分で選択し、都度、自分の体の状態

に応じてサービスを選択していくことになりますの

で、これらについては、負担増の関係については、

それぞれの利用者の意向の中で御負担となっていく

ことになろうかと思います。 

 それから、次に６点目の、来年度、痴呆の１次判

定の調査項目がふえるようなことになってございま

すが、これに伴って、当然、判定が重くなると、訪

問回数や何かもふえるのではないかという御質問で

ございますが、これにつきましても、いろいろなデ

イサービスの組み合わせとか、そういう中で、一概



 

 

に訪問介護のみがふえるということでなくて、そう

いういろいろな組み合わせの中で、認定者の、利用

者の方がサービスを選択していくというようなこと

になろうかと思います。 

 それから、最後に、地域ふれあいサロンについて、

社協に任せっきりではないのかという御質問でござ

いますが、決してこれについては、社協と町とが連

携をしながら、それぞれの地区において専門職の派

遣の要請があれば、当然、町からも出かけさせても

らいながら、協力しあいながら、財政支援のみなら

ず、人的な派遣も協力体制もとってございますので、

そういうようなことで御理解を賜りたいと思いま

す。 

 それから、介護認定審査会のほかに広域でのとい

うお話でございますが、今、現状としては、５市町

村がそのような、それぞれの所管の部署では研究に

はまだ至ってございません。ただ、問題点はそれぞ

れの市町村によって持っている状況であります。 

 それともう一つは、利用者の意向把握をしてはと

いうことでございますが、これにつきましては、既

に利用者の方々の意向も把握させていただいてござ

います。その中で、今後、介護保険の計画の見直し

に参考とさせていただきたいなということで考えて

おります。 

○議長（平田喜臣君） 再々質問があれば賜ります。 

 １５番村上議員。 

○１５番（村上和子君） 介護保険につきましては、

順調に来ているということでありますけれども、今

後においては、認定項目も変更があり、また、介護

の料金も改定される予定でございますので、やっぱ

りそれらをしっかり、今度３年ごとに料金見直しも

ございますので、しっかり、誤ることがないように

見通しを立てて取り組んでいただきたいと考えます

けれども、今現在で、何か介護保険事業計画の見直

し作業を進めていると、こういう先ほど御答弁いた

だきましたけれども、それらについてどれぐらい、

ちょっとわかる範囲で聞かせていただきたいと思う

のですが。 

 それと先ほどの、ヘルパーも登録はたくさん、ど

んどん町の方でいろいろ講習もやっているのだと、

こういうことでございますけれども、実際にやって

くれる人が、お尋ねしましたところ少ないのだと。

社会福祉協議会の事務局長さんも、戸別訪問をして、

何とかヘルパーをやってくれないかと、このように

言っているのだと、こういうことを聞いておりまし

て、やはりこれからまた量的にもふえると思います

ので、それらのことの対策もしっかり踏まえてやっ

ていただきたいと思いますし、アンケートの実施の

資料、ございましたら後ほどお願いしたいと思いま

す。 

 以上の点で、再質問、よろしくお願いいたします。

どのようにお考えか、お願いいたします。 

○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） これから１５年からの介護

保険制度につきましては、まだ国の方で最終的な、

今議員のおっしゃるような利用料の見直しだとか、

そういった最終的な部分がどう動いてくるのかとい

う部分もありますし、今の状況の中で、町は現況を

十分見極めた中で、今、計画の見直しを図っている

ということで御理解いただきたいと思います。 

 他のことにつきましては、所管課長の方からお答

えさせます。 

○議長（平田喜臣君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） 利用者のアンケー

ト調査の内容でございますが、これは後ほどお示し

したいと思います。 

 それから、ヘルパーの体制の御質問でございます

が、これにつきましては、実際、町内にまだ介護職

として資格を持っている方が約１３０人おられます

ので、これらの方々のそういうサービス、それぞれ

社協等がそういうサービスが伸びることによって、

それぞれのサービス事業者がそれに見合った体制

を、町内に公募させてもらうことになるのですけれ

ども、これについては私ども、十分潜在的にそうい

う人材が町内にはまだおられるという認識を持って

ございますので、これらの方にそれぞれ担っていた

だくような働きかけというのは、当然それぞれの事

業所等での一つの取り組みの中でしていただくこと

になりますし、そんなことで御理解を賜りたいと思

います。 

○議長（平田喜臣君） 以上をもちまして、１５番

村上和子君の質問を終了いたします。 

 この際、昼食休憩といたします。 

──────────────────                
午後 ０時０８分 休憩 

午後 １時００分 再開 

──────────────────                
○議長（平田喜臣君） 昼食休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 次に、１１番梨澤節三君。 

○１１番（梨澤節三君） 私は、通告に従い、質問

いたします。 

 初めに、市町村合併についてお聞きします。 

 町の市町村合併への取り組みを見ますと、町広報、

今月の６月号から来年２月号まで、毎回「合併を考

える」を載せる計画となっており、真剣さがうかが

えます。わかりやすい判断材料を提供して、最後は



 

 

町民の皆さんの判断を受ける、これが最良かと思い

ます。 

 私も、昨年１０月、富良野管内５市町村の合併シ

ミュレーションを作成してみました。これですが、

このほかに資料として、栗山５町とか、ニセコ７町

村、こういうのと比較しながらつくってみました。

それで、ニセコ７町村と栗山５町とを比較してみま

して、地方債現在高ですが、要するに借金です。こ

れを見ますと、富良野圏は５市町村で約３７５億円、

ニセコ７町村は約４１０億円、それから、栗山５町

は約６５０億円と、これは非常に多いです。これか

ら比較しますと、富良野圏はまだまだ恵まれた方か

なと思います。 

 合併をした場合のシミュレーションはできるので

すが、しない場合に、透明性が見えない。ここのと

ころをわかる範囲でお答えいただきたいと思いま

す。３月の議員協議会で、元行政マンであった同僚

議員の質問に対し、結局そこのところがはっきりわ

からなかった。平成１９年、２０年のところが最も

知りたいところとなっております。 

 それで、質問に入りますが、一つ目は、平成１９

年、２０年ころの町の歳入はおおむね幾らと見積も

るのか。 

 合併５市町村では３９９億円、見えております。

この予算に見合う適正職員数は何名と見積もるの

か。合併シミュレーションで見ますと、５市町村で

９７７名おりますのを、１０年後を目標に適正職員

数５００名ということに見えております。 

 ３番目に、地方債現在高は平成１３年度末で幾ら

か。これにしろがねダムの償還金を加えると幾らに

なり、全体の償還方法についてはどのようにお考え

か。 

 四つ目は、地方分権の今日、現状でいくと、国、

道からの権限委譲を受けることは難しいと思います

が、その受ける可能性についての方法は。 

 ５番目は、現行でいくと、市町村には今、それぞ

れ執行機関として係がおり、管理職がおり、町長が

おる。議決機関として委員会があり、協議会があり、

議会がある。これを５倍すると、この地域は３０の

チェック機関となっています。さらに、広域として、

このほかに消防議会、衛生議会、串内議会等があり

ます。今、農協、土地改良区は合併し、商工会、観

光協会等も合併をささやかれております。このよう

なときに、自治体はどのようにあるのがよいのか、

お考えをお聞きいたします。 

 次、２番目に、教育行政についてお聞きいたしま

す。 

 一つ目に、現在、元気な高齢者がふえてきており、

大変喜ばしいことです。この方々は、夏はもちろん

ですが、冬も工夫をして、公民館、社教センターを

利用して、健康増進と交流に努めています。この方々

は、いつかはまち起こしになくてはならない存在に

もなることではないでしょうか。その中でも、一部

の方たちは個人で施設をつくり、これを利用して、

冬期間、パークゴルフをしています。道東に行きま

すと、さすがパークゴルフ発祥の地、ジャンボハウ

スを活用して、冬期パークゴルフを実施しています。 

 そこで、冬期間でもパークゴルフ、ゲートボール

等、これはお年寄りだけでなくて、これがあれば小

中学生がキャッチボールをしたり、バントの練習ぐ

らいはできるかと思います。それで、暖房とトイレ

を設備した大型ジャンボハウスの建設について、い

かがお考えか、お聞きしたいと思います。 

 次に、中国の瀋陽事件のテレビを見て感じさせら

れましたが、あの外交官であるところの国家公務員

にしてあのありさまです。日本人としての誇りもな

く、国家意識もなく、あげくの果てには世界で共通

の常識、男は女性と子供を守るという意識もない。

ですから、日本の常識は世界の非常識ということな

のです。それが当たり前になってきている日本であ

るということなのですが、年のころなら四、五十歳

代か、戦後教育の集大成を見せつけられたというよ

うな感じがします。日本の歴史と国家に対し、誇り

を持つ。誇りとまでいかなくても、正しい歴史認識

と国家意識を持った日本人を育てるには、これから

４０年から５０年はかかるかと思いますが、腰の引

けたあいまいな、あっちにいい顔、こっちにいい顔

の日本人の大人の姿勢、即瀋陽の外交官です。立場

にある者は腰を据えて立ち向かってほしい。そこで

お聞きしますが、瀋陽事件を見て、教育はどうあら

ねばならないのか、教育長のお考えをお聞きします。 

 大きな３番目で、議員協議会開会の依頼について

お聞きします。 

 議員必携第２編第８章、１７２ページ、全員協議

会。これは一般的に非公開であり、法的根拠を持た

ず、かつ会議録には記載されない会議であり、会議

規則に縛られることなく、お互い忌憚のない意見を

述べることができる。そして、これには三つの型が

あります。一つは、本会議審議中、これを中断して

議員のみで審議する。二つ目は、議会の行事運営活

動について議員のみで審議する。３番目が、これは

町長に関係ありますが、町長が意見を聞くための協

議会とありますが、現在は、議会提案予定の案件の

事前審議型ではないかと、そのように受けとめられ

ますが、これは議員必携を読みますと、必要最小限

に謹んではいかがですか、このように書いてありま

す。また、近隣の美瑛、中富、富良野においても必

要最小限ということでやっており、議会開会前にや



 

 

ることはないということでありました。美瑛の形は

ちょっと違いましたが。それで、協議会開会の依頼

は必要最小限にすることについて、町長、いかがお

考えか、お尋ねをいたします。 

 以上をもって終わります。 

○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １１番梨澤議員の御質問に

お答えいたします。 

 最初の市町村合併に関する１点目、平成２０年度

以降の歳入状況についてお答えいたします。 

 現時点で将来を予測することは極めて難しいもの

と感じております。御承知のように、従来の右肩上

がりの経済成長から大きく変化し、現在は大変に厳

しい状況にある中で、景気が回復に向けて動き出す

ことを期待しておるところであります。国において

は、地方公共団体の自主的、主体的な財政運営を促

すことなどを目的に、地方交付税の見直しに着手し

ており、その内容が今後どのようになっていくのか。

加えて、税源移譲や国庫補助制度の問題がどのよう

に議論され、結果、どのようになっていくかなど、

数多くの承知できない問題を考えると、平成２０年

度以降の歳入額を予測することは、現時点では困難

と考えております。 

 このことから、さきにお示ししておりますとおり、

国の経済財政諮問会議における今後５カ年の経営予

測数値をもとに試算した、平成１８年度までの５カ

年における町財政の中期見通しとしたところであり

ます。その後の見直しについては、経済状況の推移

いかんによって変動するもので、国の新しい経済財

政指数等を見極めながら、逐次財政の見直しを明ら

かにしていかなければならないと考えておるところ

であります。 

 ２点目の、歳入に応じる適正職員数につきまして

は、歳入の額を予測し、それにより適正職員数を求

めることについても極めて難しいことであります。

しかしながら、本町では、効率的な行政運営の実現

を図るべく、行財政改革実施計画を策定しており、

その課題の一つとして、職員数の適正化を図ること

にしておりますことから、当面は、その中で示して

おります三役を除く現在の一般職員数を、現行の２

３３名から、平成１８年度時点において２２０名の

目標数に削減することに鋭意努力してまいらなけれ

ばならないと考えております。 

 ３点目の、地方債現在高としろがねダムの償還金

に関してお答えいたします。 

 厳しい財政状況の中にあって、将来の見通しにつ

いての御説明をさせていただいておりますが、この

中で申し上げましたとおり、一般会計の地方債現在

高は９３億円、また、投資的経費となる国営しろが

ね土地改良区事業に伴う負担金総額は２７億円であ

ります。この経費の償還方法としては、地方債は約

定に基づき、国営事業については負担金総額の軽減

を図るために低利資金に切りかえし、年次計画で負

担をすることを前提としております。この内容は、

２月段階での御説明から大きく変わる状況になって

おりませんことから、行財政改革の推進を図ること

によって、さらなる財源の確保を求め、財政均衡を

図ってまいりたいと考えております。 

 ４点目の、北海道などからの権限の委譲について

の御質問でありますが、地方分権が平成１２年度か

ら実施に移行されており、北海道においては、現時

点では、限られた事務ではありますが、市町村への

権限委譲を進める予定となっております。その計画

に沿って、市町村との間において毎年度協議を繰り

返している状況にあり、権限委譲を受ける側として

の市町村が、受け入れる執行体制とその意思があれ

ば、権限委譲を受けることは十分に可能となってお

ります。 

 ５点目の、市町村自治体のあり方についての御質

問でありますが、地方自治体を取り巻く状況は、地

方分権、財政難、少子高齢化社会など、ますます厳

しくなることが予想されます。このような状況から、

本町においても、より効率的な行財政の運営を推進

していかなければならないとの考えから、健全財政

維持方針、行財政改革実施計画などを定め、あらゆ

る分野での改革に取り組んできているところであり

ます。 

 さて、上富良野町の将来のあり方についてであり

ますが、自治体の将来像につきましては、大別しま

すと、広域行政や行財政改革を積極的に推進するこ

とにより、自主自立の道を求めるのか、また、市町

村合併の道を求めるのかの二つになると考えており

ます。この平成１４年度という年度は、市町村の合

併の特例に関する法律の有効期限の関係から、大変

重要な年と考え、広報誌などを通じて、住民自身が

自立か合併かの選択をすることができるような情報

の提供を積極的に行うとともに、今後においてもま

ちづくりトーク等を開催し、上富良野町の将来のあ

り方について、住民の生の声を聞いてまいりたいと

考えております。いずれにいたしましても、常に申

し上げておりますように、市町村の将来像は住民の

意思により決定されるべきものと考えておりますの

で、御理解を賜りたいと思います。 

 ２番目の教育行政の御質問は、後ほど教育長の方

からお答えするとして、３番目の議員協議会の御質

問にお答えさせていただきます。 

 御承知のとおり、地方公共団体の長と議会は、そ

れぞれが町民の信託を受けた町民の代表機関であ



 

 

り、お互いに町民の意思を代表して行政運営に当た

らなければならない立場にあります。執行機関たる

町長においては、法令に基づく議会の議決を求めな

ければならない重要な案件や、実際の運営に関し重

要な意思決定を行うこととなる事項など、行政運営

上の必要な案件などについて、説明責任を果たす中

で、それぞれの立場での真剣かつ十分な協議を重ね、

また、両者が十分に理解を深めた上で、町の重要な

課題や将来方向を定めるための議論を尽くす場の一

つとなる議員協議会は重要であると考えておりま

す。過去からも大きな役割を果たしてきているもの

と認識いたしているところであります。 

 今後も、私といたしましては、行政運営上の大き

な課題などについては、全議員と十分に話し合い、

町の方針を決定する義務と責任がありますので、引

き続き必要に応じ、議員協議会を開催することにつ

いて議長に依頼し、開催していただくことといたし

たいと思っております。また、非公開かどうかにつ

いては、その協議案件の内容に応じて判断しなけれ

ばならないものと考えております。 

○議長（平田喜臣君） 次に、教育長、答弁。 

○教育長（高橋英勝君） １１番梨澤議員の教育行

政に関する１点目の御質問にお答えいたします。 

 町民の健康づくりや体力の維持、増進、スポーツ

を通した人とのふれあい活動は、高齢化や余暇時間

の増大等に伴い、日常生活はもとより、生涯学習の

観点からもますます重要になってきております。特

に高齢者の方々が、心身ともに健康で、人生の生き

がいを求め、生活していただくためには、日ごろよ

りみずからが健康づくりに心がけていただくことも

大切でありますが、高齢者の方々がスポーツ、レク

リエーション等を通じて健康増進を図るための施設

整備を行うといった行政配慮を推進することの必要

性についても認識しているところでございます。最

近は、多くの人が気楽に楽しめるスポーツが普及し、

その中でも、子供からお年寄りまでが楽しめるパー

クゴルフの愛好者は年々ふえている状況にあります

し、高齢者の方々の愛好者も増加しております。ま

た、ゲートボールにつきましても、世代間交流を行

うなど、高齢者のスポーツの普及にも力を入れてい

るところでございます。 

 御質問の、冬期でも使用可能なジャンボハウスの

建設につきましては、理想でありますが、町の財政

事情もあり、実現することは困難な課題だと思って

おります。現在、冬期間も、社会教育総合センター、

公民館の施設を利用していただいておりますが、こ

れからも現有施設の中で有効利用が図れるよう配慮

してまいりたいと考えておりますので、御理解をい

ただきたいと思います。 

 次に、２点目の質問にお答えさせていただきます。 

 先月、５月８日、中国瀋陽の日本領事館に亡命を

求めて駆け込んだ事件については、日本、中国の対

応について世界が注目しておりましたが、５月２３

日に１５日ぶりに解決が図られたわけであります。

この事件で、在外交官の対応や職員の意識、そして

外国の出先を指示すべき立場の外務省の危機管理の

あり方など、さまざまな問題が浮き彫りになり、他

人事ではなく、私も危機管理と職員の意識の改革等

について大きな教訓を得たところであります。 

 戦後、日本は世界でも類を見ないと言われるほど

の急激な経済発展を遂げてまいりました。そのこと

自体は喜ばしいことでありますが、反面、社会環境

も、人間の価値観もまた変化してきているように思

います。教育についても、学校教育法の学習指導要

領の中で、豊かな心を持ち、個性豊かな文化創造と

民主的な社会及び国家の発展に努め、進んで平和な

国際社会に貢献し、未来を開く主体性のある日本人

を育成する。その基礎として道徳性を養うという教

育指針が規定されております。 

 私は、幾らよい制度ができても、幾らよい指導指

針が紙の上ででき上がっていても、幾らよい教育方

法が考案されても、教育に携わるそれぞれの立場の

人たちの努力と情熱と指導力がなければ、よい教育

も意識改革も行われないのではないかと思っており

ます。教育委員会といたしましても、本町の教育向

上のため、新学習指導要領の着実な推進や、教育改

革のねらいと、その背景となる教育指標を十分見定

めた教育活動を展開し、成果を得るよう、また、危

機管理や、私どもも含め、教員、職員の意識改革に

ついても、今後より一層最善の努力をしてまいりた

いと考えておりますので、御理解をいただきたいと

思います。 

○議長（平田喜臣君） 再質問があれば賜ります。 

 １１番梨澤議員。 

○１１番（梨澤節三君） 教育行政から先にお聞き

します。 

 ジャンボハウスの件につきましては、また豊かに

なってからということで、了解をしました。 

 答弁の中で、主体性のある日本人を育成するとい

う、これは大事なところではないかと思います。 

 この瀋陽事件についてですが、さきの報道で、山

内東大大学院教授が講演した話ですが、闘争心を欠

いた外交エリートと、このように言われています。

確かにこういうところもあろうかと思いますが、私

は、あれを見たときに、頭をよぎったのは、入学式、

卒業式における小学生が、国旗・国歌斉唱のときに、

来賓が歌う、教員が歌わない、それをきょろきょろ

と見ている、あれが重なりました。そこで、これは



 

 

結局小学校に入ってから高校までというと１２年

間、一番大事なときにそれで育っていっております

から、大変だと思います、もとに戻すのは。それで、

国家公務員のあいまいな姿勢のみならず、地方公務

員の偏った思想、信条は非常に日本を危うくするも

のではないかというふうに思っているのです。 

 その一つは、ここに、私、これをもらったわけで

はないのですけれども、持っております。自治労上

富良野の組合だよりで、「梨澤議員、自治労は政治団

体ではありません」と書いてあります。私がつくっ

たのではありません。その中に、そもそも国旗・国

歌法は、日の丸・君が代を国旗・国歌と規定したに

すぎず、尊重規定も罰則規定もない。そして、思想、

信条の自由を侵すべきものではないとありますが、

これは公務員の言うことではないのです。先ほど同

僚議員が質問の中で、公僕であり全体の奉仕者と、

このように言っておりましたが、全くこういうこと

でいくと偏っているということになります。 

 その次に、これも同じく、「私たちは有事法制に反

対します」これは自治労北海道本部。ここに何で私、

こういうのを出すかというと、「今、悲惨な歴史を心

に刻み」と書いてあるのです、日本の歴史を。この

ように、そうではないと言う人もおります。それか

らこういうように言う人もおりますが、公務員です。

全体の奉仕者で、偏ってはいけないのです。ところ

が、国家公務員にしてあいまいな心の持ち方、それ

から地方公務員にしてこのように偏っている。これ

は日本というものを直すのは大変なものだと私は思

います。地方公務員２００万人とも言われておりま

す。そして、この自治労は、政治癒着、裏金の報告

もまだ終わっていないはずなのです。そういう組織

が、裏金でそういうことをやっている組織が、日本

の歴史とか国歌のことを言う資格があるのかという

ふうに思います。これは主ではありませんけれども、

私はそのように思います。 

 先日、礎大学の記念行事がございました。非常に

立派でした。記念誌をいただいた、その中で、荻野

昭一さんが「老爺の戯言」ということでこのような

ことを言っております。この中に、「老爺の戯言。先

日、ゲートボール連盟で大雪青年の家に研修をした。

朝夕の集いに、国旗の掲揚と降納があり、国歌を斉

唱する。我々のグループが声高らかに歌っているの

に、隣の小学生の集団はだれ一人と声を出さず、年

寄りの行為に好奇のまなざしを向けている。よくよ

く見ると、引率の教師たちもみんな口をつぐんでい

る」と、こういうことです。そして、国歌を知らな

い小学生が育ってきているということです。「歌うこ

とができない大人たちの姿を見て、彼らに日本国民

の誇りなど微塵もないように思われ、悲しささえ覚

えるものでありました」と、こう書いてあります。

私もそう思っている１人なのですけれども、私だけ

ではなく、このように思っておられる方がある。私

は思うのですけれども、小学校だけでもよろしいで

すから、礎大学を入学式、卒業式に御案内申し上げ

てはいかがですか。これは一つ、ちょっとお聞きし

ます。 

 それから、次は、これも歴史ということについて

になるのですけれども、この前の町の広報で、叙勲、

３名の方が出ました。大変おめでたいことで、心か

らお祝いを申し上げたいと思います。その広報を見

てみますと、内閣総理大臣から贈られたとあります

が、それは間違いです。叙勲は日本国天皇がだれだ

れを叙すということで、内閣総理大臣とか賞勲局長

というのは、しょせんはお手伝いをして、作業員み

たいなものなのです、はっきり言ったら。そういう

立場にはないのです、贈るという。ですから、これ

は訂正文を出すべきだと私は思います。なぜ私がこ

れを言うかというと、天皇という言葉が出てきます

と、日本の歴史が入ってくるのです。必ず歴史がこ

れに伴ってきているのです。ですから、私はこれは

大事にしたいというように考えておるので、これを

今出したわけです。 

 そこで、私は、ちょうど３歳の孫が２人おります。

この孫に、世界地図を広げてありますけれども、そ

こに、ここは日本だよと、日の丸の旗、これが日本

の旗だよと。そうすると、何の抵抗もなく受け入れ

て、ちょうど冬期オリンピック、そして今のワール

ドカップ、日本、日本とはしゃいでおります。そし

て、ワールドカップを見てもわかりますように、あ

の若い選手の方たち、君が代をきちっと歌っており

ます。あのように大きな日の丸が観客席いっぱいに

広げられております。それで、日本は法治国家であ

ります。日の丸は法制化されております。罰則とか

尊重は関係ありません。これは守るのが当たり前な

のですが、ワールドカップを見てわかるように、定

着もしておりますことですから、小学校で教師が国

歌を斉唱しないということについては、これは教育

長、どのようにお考えになるか。 

 それともう一つ、今、私、３歳の子供の話をしま

したけれども、幼児教育から、やっぱり国旗という

もの、国歌というものを、はっきり言ってわからせ

る。子供の人権などは関係ないのです、これは。子

供の人権などというものではないのです。当たり前

のことなのです、世界として。子供のときから自然

に受け入れて、小学校に行っても自然にいくという

ようになるのが普通ではないのかなというように思

っているのですけれども、この件について教育長の

お考えをお聞きいたします。 



 

 

 次は、議員協議会についてですが、これは３月定

例議会の議会だよりです。これの全般を見て、実は

議員協議会ということを質問したわけなのですが、

私も議員協議会については、他の委員会の情報も入

るということで、全面的に否定しているものではあ

りません。ただ、さきの３月定例議会前の議員協議

会では、同僚議員が、平成１９年、２０年の予算編

成について質問していたところ、議長が同僚議員の

質問をとめ、私は、なぜ質問を続けさせないかと言

ったところ、おまえは黙っていろと面罵されており

ます。そして同僚議員は、議会の名誉を傷つけたか

のように議会運営委員会に呼びつけられているとい

う状況が、町長司会の議員協議会であったわけなの

です。そこで、町長は難しい質問はさせないでくれ

というようなことを言っているのですか。もしそう

なら、最低の話です。そういうようなことは言わな

いということは万々思っておりますが、何ともここ

のところが納得のいかないところだったのです。こ

の議員協議会の司会進行は町長みずから実施してお

ります。ですから、混乱を起こすのも起こさないの

も町長みずからということになります。今後、この

ような混乱が起きない、起こさないということをし

っかり言っていただかなければ、無用な混乱は私と

しては迷惑な話でございます。そういう点、見地か

らも、議員協議会ということについての町長のお考

えを今一度お聞きいたします。 

 次は、市町村合併についてです。 

 同僚議員が平成１９年と平成２０年の予算編成に

ついて質問した、これが私も合併シミュレーション

をつくったのですが、ただつくっただけにしかすぎ

なかったのかなと思ったら一致できました。といい

ますのは、合併シミュレーションを見ますと、５年

後、１０年後の予算から借金払いから何から全部見

えます。ところが、町長言っておりますように、平

成１９年、２０年、このときの予算編成については、

答弁で言われておりますように、非常に不透明で、

構築することができないというように言われている

のです。片や、合併をすると１０年先が見通すこと

ができる。こちらは５年先が見通すことができない。

これは、私が今質問していることは、議会だよりに

載って町民の皆さんに行きます。町民の皆さんが何

ととるかなのです。非常に大切なところに来ている

のです、これは。５年先も読めないのかと。私、嫌

味で言っているのではありません。私も真剣に、大

変なことだということであるので、言わせていただ

いております。 

 それから、要するに予算編成を組むことができな

いということは、国を頼りにしているからのことに

ほかならないと思います。しかし、地方交付税も減

らされていくことでしょうし、それから、行政改革

で職員の削減もと言われておりましたが、そういう

中において、権限委譲ということの、これは受けま

すよという意思はあっても、恐らく物理的に無理で

はないかというように思います。 

 ここからですが、私の一番心配しているのは、町

の地方債、即借金のことです。一般財源の地方債は

９３億円、私のつくったのでは９１億円でしたが、

今９３億円になっております。それから、しろがね

ダムの町負担金が２７億円、合計１２０億円。さて

ここで、しろがねダムからの送水管の維持管理とい

うことについては、これはまた別に論議されること

であろうと思います。この１２０億円についてです

が、今、市町村合併という特殊な状況の来ていると

ころでの、一歩踏み込んで、合併という特殊状況の

中で、５市町村の地方債、今、３７５億円あります

が、４００億円を超えていくかと思います。これを

合併市で借金の、要するに地方債返還のための整理

組織を立ち上げ、一括返還して、あと１０年かけて

償還するということを、道、国に申し入れてはいか

がでしょうか。 

 以上、お尋ねいたします。 

○議長（平田喜臣君） 教育長、答弁。 

○教育長（高橋英勝君） 梨澤議員の再質問にお答

えしたいと思いますけれども、教育にかかわるいろ

いろな、議会のたびにいろいろ助言、御指導等いた

だいておりますけれども、基本的には梨澤議員とそ

んなに異なるものではないのですけれども、ただ、

道徳的価値観、先ほど私から答弁させていただきま

したけれども、指導要領の中に道徳という部分、そ

の道徳の中に、日本人としての自覚を持って国を愛

し、国家の発展に努めなければならないというよう

な項目がございまして、ただ、その中に、梨澤議員、

うちのいろいろな学校現場を直視して見ていただい

ておりますので、いろいろな違和感を持っているの

かなと思っておりますけれども、当然、法治国家で

ありますし、決めたことについては、日本人として

の自覚ということの、やっぱり履行してほしいなと

いうことの願いは同じであります。ただ、思想、信

条、言論の自由だとか、いろいろな中で、梨澤議員

もこの中に、これから意識改革するのに四、五十年

かかるよねと言っておりましたように、私たちも、

学校現場、また国のそういう指導指標、いろいろな

ものをイコールにするというのは時間がかかるなと

は思っておりますけれども、ただ、日本人としての

誇り、また、先ほど言いました自覚、そういうもの

については、学校現場、幼児教育から含めてどうあ

るべきかということについては、今後より一層、私

たちが意を用いて、そのことに意識を持って対処し



 

 

ていかなければならない課題だと思っておりますの

で、そういうことで、今後さらなる努力をしたいと

いうことで御理解いただきたいと思います。 

○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １１番梨澤議員の再質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、議員協議会の件でありますけれども、私と

いたしましては、先ほども申し上げましたように、

執行機関と議決機関がそれぞれ町民の代表として、

まちづくり、大きな行政課題、それらの案件につい

て十分に論議し合う場として、私は重要な場である

というふうに認識いたしておるところでございまし

て、そういった観点から、議員協議会の運営方法に

ついてはいろいろな問題があろうかと思いますが、

それらの改善、是正を図っていただきながら、今後

もこの協議会の継続をしてまいりたいというふうに

思っておりますので、御理解をいただきたいと思い

ます。 

 次に、市町村合併の関連する事項でありますけれ

ども、まず、財政の見通し、これにつきましては、

予算議会の中で幾度となく御説明を申し上げてまい

りましたように、先ほどもお答えさせていただきま

したが、国の経済財政諮問会議が、これから先５カ

年の経済予測数値をもとに、我が町は５カ年間の中

期財政計画を立てて、議員の皆様方に御説明を申し

上げたところでございます。それから先につきまし

ては、今、国の方向が全く見えてこないというのが

現状であります。 

 ただ、議員も御質問にありますように、合併すれ

ば、これから１０年間の財政状況というのは見極め

られて、また、その先５年間、段階的に減少してい

く、その５年間の数値も見極めることができるわけ

でありますが、合併しない、自主自立の道を歩んだ

自治体の財政状況というのが、現状ではどのような

対応を国が考えておるのかということにつきまして

は全く予測でき得ない。現在の交付税制度につきま

しても、減額措置を打ち出しております。補助金、

助成金制度につきましても、廃止の方向で進められ

ております。きょうの新聞報道を見てみますと、地

方分権委員会が、地方財源の確保のために、補助金

等々を廃止して税の配分を対応すべきであるという

ような報道が、地方分権委員会の中で審議されてい

る報道もなされております。今現在、国は、地方分

権の推進は進めましたが、地方財源の位置づけがま

だ不明確だ、ここが私どもにとりまして非常に厳し

い。今、北海道は、市町村合併に伴う財政的なシミ

ュレーションをつくり出して発表するということで

ありますが、これらにつきましても、私どもとして、

道は市町村の将来的な国の財政方向を見極めている

のかという御質問をさせていただきました。しかし、

道も私どもと同じように、先は見えていない、予測

の段階。 

 きょうのある新聞を見てみますと、ある町村では、

町長みずからが、将来の財政状況の予測について町

民に説明、報告をしたという報道も載っておりまし

た。しかし、安易に予測をすることが、果たしてそ

の予測どおりにいくのか。例えば、私ども地方財政

の最も重要な町村民税、これらにつきましては、景

気の動向によって、景気がよくなればふえてくる、

景気が悪くなれば下がってくる、ある程度景気の動

向を見極めながら、税収の予測はある程度の期間の

部分については予測できる。しかし、現在の交付税、

補助金制度、国からの部分については、全く予測が

つかないというのが現状でありまして、これからず

っと先の、５年先、６年先の部分まで予測するとい

うことは厳しいということで、御理解を賜りたいと。

財政見通しを立てるということは、非常に今、難し

いときにあるということを御理解いただきたいと思

います。 

 次に、道からの権限委譲の問題でありますが、私

は、ある程度というよりも、地方分権という基本は、

やはり権限の委譲であるということを思いますとき

に、権限の委譲は大いに受けるべきであると。しか

し残念ながら、私どもが望んでいる権限の委譲はな

かなか委譲していただけないというところが歯がゆ

い部分もあるわけでありますが、私は、権限の委譲

は大いに受けて、地方自治体として、町村として、

自主自立のまちづくりのためには権限の委譲は大い

に受けていくべきだ、それに対処していくべきだと

いうふうに考えておりますので、御理解をいただき

たいと思います。 

 次に、最後になりますが、地方債の問題でありま

す。議員も御指摘のとおり、非常に厳しい状況にあ

ります。今、９３億円の一般会計の地方債の償還は、

中期財政計画の中でも御報告させていただいており

ますように、計画的な償還をしてとり進めていきた

い。加えてまた、健全財政維持方針に基づいた起債

の枠の制限を図りながら、地方債が増額していかな

いようにとり進めて、財政運営をしていきたいとい

うふうに思っておるところでありまして、これ以上

の地方債の増額にならないような財政運営を図るべ

く、健全財政維持方針を立てて進めさせていただい

ておりますので、その地方債の償還計画に基づいた

中での対応を進めていきたいというように思ってお

ります。 

 また、しろがね償還、２７億円につきましては、

これは負担金として、今日までに整備された道路、

河川等々の負担金をお支払いすることに相なるわけ



 

 

でありますが、この負担金支払いにおけるしろがね

償還につきましては、これは財政計画の中でも位置

づけておりますように、投資財源の中で償還をして

いくということを基本に押さえております。５カ年

間の中期計画の中でもお示ししておりますように、

国営の償還はすべて投資財源の、公共事業投資の枠

の中で償還をしていくというふうに考えております

ので、これらの償還を図ることによって、公共事業

の投資の事業が減少していくということにつながっ

ていく場合もあり得るなと。財政状況においてはそ

うなるなということを認識しながら、しろがねの償

還を進めていきたい、計画的にとり進めていきたい

というふうに考えております。 

 それから、最後に、地方債の一括償還という部分

につきましての、道、国への働きかけをしてはどう

かということでありますが、この問題につきまして

は、町村会におきましても、常に国、道に、財政状

況、利息の軽減、そういうようなことを考えながら、

地方債の一括償還を働きかけております。しかし、

この門戸は、ある面では開かれておりますが、それ

を実施することによって、向こう３カ年、ちょっと

年数は間違えているかもしれませんが、私の記憶で

は、一括償還をすれば、向こう３カ年間だと思いま

すが、町債、地方債の発行を禁止すると。財政的に

健全であるから地方債を借りなくてもいいだろうと

いうようなことにつながってくるという部分もあり

まして、各自治体では、金利の高い過去の地方債を

一括償還して、金利の安いものに書きかえたいとい

う願いを持って、町村会としても国に働きかけてお

りますが、これが今なお、申し上げましたように条

件がありまして、それになって対応でき得ないとい

うのが現実であります。そういう中にありますので、

今後も町村会を通じながら、一括償還における書き

かえ等々の対応についても努力してまいりたいとい

うふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（平田喜臣君） 再々質問があれば賜ります。 

 １１番梨澤議員。 

○１１番（梨澤節三君） 再々質問で、さらなる懸

念事項についてお伺いをいたします。 

 この合併について、いろいろなことを国の方にお

尋ね、お聞きしている間は、結構親切に教えてくれ

ます。しかし、今言ったこと、一括返還、そういう

ようなことについて国に、これについてはどのよう

なものなのですかと言いますと、ぱっと手の平が変

わりますね。こちらが自主的に動き出すとぱっと変

わります。いずれここが壁になっていくということ

かと思いますが、合併については、とにかく国が強

いということが受け取れます。先ほども言いました

けれども、国も、あの官僚が、平成１９年とか２０

年の、もう終わっているときです、合併が。そのと

きの予算の配分など、彼らはむだな仕事はしないと

思いますよ、私は。もう少しすると、これが露骨に

はっきり見えてくる状況になるのではないかなとい

うふうに思っております。 

 それで、今、合併ということで、入り口論議でや

っているのです。そうすると、入り口論議というの

は、メリット、デメリットというのはぐるぐる回っ

てしまって、進まないのです、これは。メリットの

人を追ったらデメリットの人が出てきて。大切なこ

とは、一歩踏み込んで考えていかなければならない

のではないかなというように思います。私が、こう

いう特殊状況の中だから、合併市の地方債を一括返

還をしてはいかがですかということを言いました

が、実は、もう私の考えどころではないのです。こ

れはＰＨＰ総合研究所です。実効ある地域主権研究

プロジェクトということで、地域主権の確立に向け

た七つの挑戦ということで、このことで、北海道２

１２市町村とか、７００兆円の国債と地方債、これ

を新設する共同管理機構に移し、国と地方が分担し

て返済することを提案ということで、これだけでは

なくて、七つの提言が入っております。これは読み

ますと時間がかかりますから読みませんけれども、

この中では、交付金というようなものに縛られては

だめですよというぐあいに言っています。この件に

ついては、７００兆円ということになってきますと、

郵貯、簡保の金の流れが、動きにも影響が出るとい

うようなことだそうです。 

 それで、この前の委員会で、上川支庁から、市町

村合併支援に関する農道整備事業についてとか、そ

の合併支援の農道事業実施計画、これが５月２４日

に来ていますが、こういうような、はっきり言えば、

悪く言えば要らぬお世話ではないかなというように

思うのです。やる、やらないというようなことは、

これはこちらの、今はもうそういう時代になってき

ているのではないかなと思います。ただし、支庁も

道庁も、保身、延命に入っているのではないかとい

うことも考えられます。それと、どんどん合併施策

を進めていかなけばならないような状況にあるのか

もしれません。 

 それで、この地方債の件については、私でも、町

の借金はどうしようかなということを、このシミュ

レーションをつくったときからずっと考えておりま

した。そして先ほど言ったような一括返還というこ

と、これは日本中がいずれ考えてくるようになるか

と思いますが、一応たどりつきます。ですから私は、

町のベテランの職員グループに、この市町村合併の

研究会をしっかりやっていただきたい、やらせるよ



 

 

うにしていただきたい。やはり行政マンですから、

違います。これをしっかりやっていただきたい。そ

のときにはどうぞこれを使ってください。これは北

海道に一つしかありません。これは総務省が出した

もの、国が出したものを、私は取り寄せたのです。

来るかなと思いましたけれども、来ました。私のわ

からないものがいっぱいあります。しかしベテラン

の行政マンは見ればわかりますから、この中からと

って、ここが発信地になって、上富良野が発信地に

なって、要求、要望を出していただきたいなという

ように思います。 

 この前、片山総務大臣、５月１２日の報道では、

２００５年３月に迫っている特例法の期限は延ばす

つもりはないとはっきり言っています。そして、中

央がすることは、国防、外交などに限定して、あと

はすべて地方がやるべきであると、このように言っ

ております。ただ、これで、先ほど町長もちょっと

言いましたけれども、税源移譲のことについて総務

大臣が言いましたら、今度は財務大臣が補助金を減

らすぞというような、要するに市町村合併の我々を

抜きにした話をやるのです、必ず上で。このときに、

やはりしっかりした勉強をして、要求、要望という

ものをやっていただきたいなというように思いま

す。官僚が恐らく大きな壁になると思いますけれど

も。それで、これをやるときには道も一緒に、道も

いずれ道州制というようなことで、上川支庁はいず

れなくなるでしょうけれども、もしかしたら道庁も

なくなるのかもしれません。この辺はわかりません。

それで、道も一緒になって対策を立てて、そしてそ

れを逐次住民に出していただいて、安心感を与えて

いただきたいというように思います。今、地方に必

要なことは、とにかく勉強して、努力して、政府を

動かすことにあるのではないかというように思いま

すが、町長、いかがでしょうか。 

○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １１番梨澤議員の再々質問

にお答えさせていただきます。 

 地方分権についての御意見を承りました。議員も

懸念されておりますように、私自身も、これからの

地方自治はいかにあるべきなのかということを認識

した中で、やはり地方分権というのがとり進められ

てきている。これは私どもが願って、市町村も地方

自治を願って対応した地方分権でありますが、残念

ながら国の方は、地方財源についての位置づけをま

だ明確にしてもらえないというところに大きな課題

があるわけでありますが、私的な、私個人の考えで

ありますが、平成１７年３月３１日に向ける市町村

合併の特例措置、これらの時期が来るまでは、合併

しない自治体に対する地方財源というものがはっき

り国は示してくれないのかなと。ある面で、ここで

厳しく対応すれば、アメにムチ、ペナルティという、

国は地方自治からそう批判を受けるというようなこ

とも考えますと、この１７年３月３１日、この期限

が一つの大きな地方財源へ向かっていく転換期かな

というふうに思っておりますが、そういうことを考

えつつ、地方財源の位置づけ、国がどうするのか見

極めつつ、町としては今後も広域行政や行財政改革

などを積極的に進めて、自主自立の道を選ぶのか、

あるいは市町村合併の道を選ぶのか、ここらあたり

は、議員がお話ありますように、住民に対しては十

分に町村合併に関する情報を提供しながら、住民と

よく生の声を聞きながら、ことし１年かけて、私と

しては住民の声をまとめていきたいというふうに思

っておりますので、御理解をいただきたいなという

ふうに思います。 

 また、御提言ありました、内部の町村合併、広域

行政に関する研究、検討でありますが、これは既に

立ち上げながら、広域行政を推進し、町村合併につ

いてということで、今、内部で検討、研究会を組織

を挙げて進めているところでありますので、御理解

をいただきたいと思います。 

○議長（平田喜臣君） 以上をもちまして、１１番

梨澤節三君の一般質問を終了いたします。 

 次に、１６番清水茂雄君。 

○１６番（清水茂雄君） 私は、このたびの定例会

に当たり、過日通告いたしました課題について町長

の考えをただし、要望するものであります。質問は、

要点を絞り簡潔に行いますので、理事者におかれま

しては、要旨を御理解の上、実のあるお答えをお願

いします。 

 初めに、第６回ＤＰＩ世界会議札幌大会への当町

障害関係者の参加について伺います。 

 第６回障害者インターナショナル大会が、ことし

１０月１５日から１８日までの４日間の日程で、札

幌市開催がＤＰＩ世界評議会で決定され、世界各国

から多くの障害関係者が参加し、「すべての障壁を取

り除き、違いと権利を祝おう」をテーマに、大会ス

ローガンを「なくそうバリア、ふやそうこころのバ

リアフリー」をもとに、小泉首相出席予定を初め、

多くの要人が参列して開催されます。 

 当町には、障害認定者だけでも、３月３１日現在

６００名。うち、身体障害者協会加盟者１０６名。

こうした実情の中で、協会では、二度とない機会で

あり、代表者を参加させて、各国の社会における障

害者のあり方、施策などなどのノウハウに接し、社

会における障害者の生きるすべての権利について学

び、当町における福祉施策及び教育の運営に資した

く、参加を熱望しておられるが、現在の協会財政は、



 

 

実質、町助成金が７万円、社協よりの助成金が１２

万円、この中から上部団体等への負担金８万５,００

０円、残額１０万５,０００円、協会運営が精一杯で

あります。大会参加費支出は不可能である。以上の

点から、大会参加費については町が考慮すべきであ

ると考えます。町長の所信をお伺いいたします。 

 次に、学童保育についてお伺いいたしますが、完

全週休２日制実施に伴い、低学年児童を持つ保護者

を中心に、若いお母様方から、学童保育の必要性に

ついて切望の声が数多く上がっております。町とし

て、子育て支援施策の観点から、学童保育の充実を

図るべきであり、町長の施策についての考えを伺い

たい。 

 次に、交差点における安全対策について伺います

が、この点については、以前にも何度となく要望し

てまいっておりますが、最も危険と思われる国道西

１１線の変則交差点、国道基線交差点、西１線北２

７号のＪＲ路線を含む変則鍵型６差路交差点、道道

吹上上富良野線東１線交差点、北３条東１丁目交差

点などなどの対応策について要望しましたが、一向

に確たる改善が見えません。一瞬間違えば人命にか

かわる問題であり、早急に対応を図るべきでありま

す。経過及び今後の対策についてお伺いいたしたい

と思います。 

 ２点目に、ＪＲ上富良野駅前交差点に横断歩道の

標識がなく、非常に危険であり、ＪＲ利用者から強

い要望の声が上がっており、早急に改善すべきであ

ると考えるが、対応についてお伺いいたします。 

 以上であります。 

○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １６番清水議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 １点目の、ＤＰＩ世界会議札幌大会への町身体障

害者協会関係者の大会参加費を考慮してはどうかと

の御質問でありますが、この大会は、身体障害者の

みならず、知的障害者など、あらゆる障害者の集い

であり、議員も御質問にありましたように、「なくそ

うバリア、ふやそうこころのバリアフリー」をスロ

ーガンとして開催されることは、まことに意義ある

ものと認識いたしているところであります。 

 議員からの御質問の大会参加費につきましては、

町といたしましては、協会運営に対し助成を行って

いるところでありますが、このような臨時的な事業

に対する助成は配慮していないわけであります。協

会から要望があれば、どのような形の支援が望まし

いのか、町としても検討してまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、２点目の、完全週休２日制実施に伴う子育

て支援施策として、学童保育の充実に関する御質問

でありますが、町といたしましては、青少年の学校

外活動の充実を図るため、子供たちがゆとりを持っ

て過ごすことのできる環境づくりを着実に推進する

よう努力していくことが大切なことであると認識い

たしております。当面の具体的な取り組みといたし

ましては、教育委員会が中心となって、家庭教育の

充実やスポーツ少年団、子供会活動、児童館活動な

ど、地域におけるさまざまな団体との連携を深め、

学校休日における遊び、文化、スポーツ活動の場や、

機会の提供などの推進に鋭意努力しているところで

あります。 

 議員から御質問の、学童保育所の設置については、

二つの児童館の機能を最大限生かした効果的な運営

を望む多くの保護者の意見があることや、週休２日

制の普及により、各児童館で親子一緒に参加できる

行事や、児童が創造力、表現力を養うことができる

行事を、毎月土曜日の２回実施しておるところであ

ります。また、両親が労働等により、昼間家庭にい

ない留守家庭児童等の放課後対応も行っているな

ど、児童館運営の一層の充実に努めておりますので、

当面は学童保育を設置することは考えておりませ

ん。今後においては、平成１５年度に予定している

町の児童育成計画、いわゆるエンゼルプランで、児

童、家庭などの実態や、子育て支援に対するニーズ

調査を行い、放課後児童健全育成事業としての学童

保育について検証していく考えでおりますので、御

理解を賜りたいと思います。 

 次に、３点目の交通安全対策につきましては、ま

ず、国道西１１線の交差点は、既に分離帯が設置さ

れ、改善が行われたところでありますが、信号機の

設置については引き続き公安委員会へ要望いたして

まいります。 

 また、国道基線交差点の改善対策については、開

発局、公安委員会、町の３者で検討会議を開催して

検討を進めてきておりますが、現状では信号機の設

置は不可能であるとの見解が示されたことから、他

の改善案について、関係機関との協議を進めている

ところであります。 

 次に、西１線北２７号については、その後も地権

者との協議を進めておりますが、現在のところ全地

権者の同意を得るまでには至っていない状況にあり

ます。今後も継続的に地権者と協議を進めてまいり

たいと考えております。 

 また、北３条東１丁目交差点については、死亡事

故の発生、交差点内事故も多いことから、交通量調

査等を行い、信号機の設置を要望すべく、基礎資料

の整備を終えましたので、本年度内に関係機関に要

望してまいります。 

 信号機の設置、道路改良などの交差点安全対策に



 

 

関する整備については、予算や構造上の問題、また、

関係機関での考え方などがあることから、時間を要

している実態にありますことを御理解いただきたい

と思います。 

 ＪＲ上富良野駅前交差点においては、歩行者の安

全確保の観点から、横断歩道の設置について、平成

１２年４月、公安委員会と協議を進めたところであ

りますが、信号機の設置が伴わない横断歩道の単独

設置は行わないとのことから、現時点では、お互い

注意をいただきながら、安全の確保をお願いいたし

たいと思っております。 

○議長（平田喜臣君） 再質問があれば賜ります。 

 １６番清水議員。 

○１６番（清水茂雄君） 各項目について再質問さ

せていただきますが、初めに、ＤＰＩ世界会議札幌

大会における町障害者関係者の参加について、前向

きなるお答えをいただきましたが、以前に町担当部

署に要望があり、担当部署で、協会予算の中で配慮

するようにとの答えであったと聞いておりますが、

協会の財政事情及び大会の意義を熟慮の上、全面援

助すべきであると考えております。追って、協会よ

り要望があると思いますが、その節は特段の配慮を

お願いしたいと思います。参加の最も望ましい形と

しては、障害関係者数名及び社会福祉協議会または

町担当部署からの参加も望ましいと考えております

ので、あわせてお考えいただきたい。参考までに申

し上げますが、大会参加費用は、１名につき旅費７,

６６０円、これは滝川からの特急料金を含めており

ます。参加費２万５,０００円、さよならパーティ費

が５,０００円、滞在費が１万５,０００円掛ける４

泊、６万円。合計で９万７,６６０円。仮に３名参加

するといたしますと、２９万２,９８０円でありま

す。 

 次に、学童保育について伺いますが、児童の健全

育成事業は、行政の中で最も留意し、施行しなけれ

ばならない最重要課題であります。町長は、各団体

との連携を深め、さまざまな機会の提供に鋭意努力

している、また、各児童館で関連行事を毎月２回実

施と答えたが、詳細なる内容説明をいただきたいと

思います。今後、エンゼルプランで、放課後児童健

全育成事業として学童保育について検証と言われた

が、体制確立のめどはいつなのか。このような課題

については、完全週休２日制実施までに万全の体制

を整えるべきであったのでないかと思います。今後

にゆだねるなどはもってのほかであり、早急に万全

の体制を図るべきであります。再度、町長の誠意を

持った答弁を求めます。 

 次に、交通安全対策について伺いますが、１点目

の国道西１１線交差点は、道路改良に伴い、幅員が

非常に広くなり、観光シーズンに入ると交通量がふ

えまして、国道横断が困難になり、危険であります。

早急に解決をお願いしたいと思います。 

 ２点目の、国道基線交差点に信号機設置不可能の

関係機関見解の理由について説明を求めます。 

 ３点目の、西１線北２７号交差点は一向に進展し

ていない。解決を、地権者に同意を求めるばかりで

なく、ＪＲ側に解決策を求めるべきでないかと考え

ております。２７号道路は、現地で見たところでは、

踏切をまっすぐにしていただければ解決するのでな

いかと思われます。なかなか地権者の同意を得ると

いうことは、地権者におかれましては農地であり、

生活が係っているので、２年間もその点で努力され

たと思いますが、今後、その点が同意を得られると

は思われがたいと思います。 

 なお、先ほどのお答えの中で、１点、お答え漏れ

がありました。道道東１線交差点についてお答え漏

れがありましたので、この点についても見解を承り

ます。 

 ５点目の、北３条東１丁目交差点については、積

極的に取り組んでおられるようであるが、通学路で

もあり、早急に解決をお願いしたいと思います。 

 ６点目の、駅前交差点の安全対策については、お

互いに注意して安全確保という問題ではないのでな

いかと私は思います。ＪＲ利用者は、通学学生と高

齢者等が過半数を占めており、発車時間などの関係

から、注意が散漫になり、列車への走り込み乗車な

どなどで非常に危険な状況を呈しております。対応

について今一度お答えいただきたい。 

 以上であります。 

○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １６番清水議員の再質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、ＤＰＩ札幌大会の件でありますが、これに

つきましては、先ほどもお答えさせていただきまし

たように、通常、この会に対しましては、通常の運

営費に対しての助成しか行っていない。臨時的な部

分については、どの組織も同じでありますが、制度

の中で予算要求をしていただくなり何なりの対応を

していただいて、対処しているのが現状でございま

す。この大会があることにつきましては、先ほど議

員からの御質問にお答えさせていただきましたよう

に、協会からの要望があれば、町としては検討して

まいりたいと。しかし、すべてが１００％助成なの

か、あるいは一部負担なのかという部分につきまし

ては、例えばその事業内容によっては一部負担、あ

るいは自己負担という部分も生ずるのかなというよ

うなことも含めて、調整をさせていただきたいと思

います。しかし、これはあくまでも協会から正式に



 

 

要望があればということで、御理解賜りたいと思い

ます。 

 それから、学童保育につきましては、先ほどもお

答えいたしましたように、来年度予定しております

エンゼルプランに基づきました子育て支援全般にわ

たる計画を立てていきたいというふうに思っておる

ところでありますので、御理解をいただきたいと思

いますし、また、現在、議員の御質問にありました、

週休２日制が実施される以前にその対応を図ってお

くべきではないかという御質問でありますが、週休

２日制が実際に実施されて、児童の動向がどのよう

に変わっていくのかという実態というものも十分認

識して対処していかなければならないというふうに

思っておるところでありまして、ことし４月から始

まりました週休２日制の中で、今後、児童がどのよ

うな形の中で対処し、それを行政として、地域とし

て、家庭として、学校として、どうそれぞれに対処

していかなければならないのかを十分に検討しなが

ら、１５年を目指したエンゼルプランに取り込んで

まいりたいというふうに思っておりますので、御理

解をいただきたいと存じます。それまでの間は、先

ほど申し上げました２児童館におきまして体制を整

備しながら、十分にその受け入れを進めてまいりた

いというふうに思っておりますし、これらの中で、

基本的に学童保育という施設を重視するのか、ある

いは留守家庭のかぎっ子対策というものを重点に置

くのか、そういったことも含めながらエンゼルプラ

ンの中では考えてまいりたいなというふうに思って

おります。現在では、かぎっ子対策、すなわち留守

家庭における対応ということで、２児童館をフル活

動してまいりたいと。この２児童館が、もし施設的

に狭く、オーバーフローするような状況にあります

れば、例えば社会教育センター等々の中で対応でき

ないか、また、他の施設で対応できないか、そうい

った部分をも十分検討してまいりたいというふうに

思っております。現在は２児童館で十分な対応がで

きるという状況にあるということで、御理解をいた

だきたいと思います。 

 それから、もう１点の内容等々につきましては、

担当課長の方からお答えさせていただきます。 

 それから、交通安全の施設であります。これは議

員が何度も御質問をいただいておるところでありま

すが、今回の行政報告でも報告させていただいてお

りますように、常に関係機関には要望を展開してお

ります。しかし、そう早く解決ができ得ないという

ので、議員もお考えのとおり、私自身もいらついて

いるところでありますが、これらの部分につきまし

ては、さきにもお答えさせていただきましたように、

国道につきましては旭川開発建設部、道道関係につ

きましては旭川土木現業所、また、信号規制等につ

きましては公安委員会ということで対応しておると

ころでありますので、これらの是正ができるように、

今後もより一層要望を展開してまいりたいというふ

うに思っております。 

 まず、１点ずつ御説明申し上げますと、国道西１

１線の変則交差点につきましては、拡幅工事を終わ

って信号機の取りつけということでありますが、こ

れはさきにもお答えしましたように、公安委員会に

要請をしているところであります。何度も申し上げ

ておりますように、富良野警察署管内に信号機が設

置されるというのは数カ所しかないと、年間。そう

いう中で、最も危険な箇所から順次やっていくと。

公安委員会の予算も少ないというようなことから、

なかなか順番が回ってこないというのが現実でござ

いますが、そういったことを含めながら、公安委員

会には要望展開を継続して進めているところであり

ます。 

 それから、国道基線交差点、これにつきましては、

先ほどもお答えさせていただきましたが、開発、公

安委員会、町の３者で何度も煮詰め、何度も現地調

査をし、対応したところでありますが、跨線橋と交

差点の距離が短く、勾配が強いと。その中で信号機

を取りつけることは、追突事故を誘因させる危険性

がある。勾配度数と距離との関係から、公安委員会

としては信号機の設置については不可能であると。

いうならば交差点整備を進めていかなければ、現状

では信号機の設置は不可能であるという回答をいた

だいております。しかし、何らかの手法を考えてま

いりたいというふうに、これらの是正策を今後も開

発建設部並びに公安委員会、町として調整を進め、

対処してまいりたいというように思っております。 

 それから、西１線北２７号、ＪＲ路線であります

が、過去において、議員にも図面を見せて説明申し

上げました。これはＪＲから、これでなければだめ

だという法規定の中で示されたもので、ＪＲの認可

を得て設計した図面であります。あれを変えること

はでき得ないと。これはあくまでもＪＲさんの責任

ではなくて、これは町の道路管理者として対処しな

ければならない問題であると。ただ、踏切横断に対

しましては、交通安全上、こういうような部分、こ

ういうような基準という中で規制されているという

ことでありますので、あの提示しました図面で解決

する道しかないと。そのためには、地権者の了解を

今後も根気よくお願いをして、対処していかなけれ

ばならないというふうに思っているところでありま

す。これらにつきましても、早急に対応できるよう

に、議員のお力も、協力もいただければというふう

に思っております。 



 

 

 次に、道道吹上上富良野東１線交差点であります

けれども、これにつきましても、信号機等々の設置

を要請しておるところでありますが、横断歩道の設

置をしない限り、道路改修、縁石を落として横断歩

道の設置をしない限り信号機の設置ができないとい

うことでありますので、これは道に対しても要望を

いたしているところでありますので、こういった予

算措置というのは、なかなか今、公共事業予算とい

うのは、特に道路事業予算というのが、国も道も、

町も同じでありますが、減額されているというよう

な中で、非常に厳しいということでありますが、引

き続き要望を展開してまいりたいと思っておりま

す。 

 それから、北３条東１丁目交差点につきましては、

先ほどもお答えさせていただきましたように、それ

らの対応が、調査等々も終わったので、引き続き公

安委員会に要望を進めていくということでとり進め

てまいりたいというふうに思っておるところであり

ますので、御理解をいただきたいと思います。 

 答弁漏れがあったようであります。 

 ＪＲ駅前交差点につきましては、先ほども申し上

げましたように、これも道路構造を直さなければ信

号機はつかない、歩道もつかないと。歩道と信号機

は合体であるということでありますので、これらに

つきましても、今後、駅前周辺整備事業と絡みなが

らとり進めてまいりたいというふうに思っておりま

す。 

○議長（平田喜臣君） 次に、保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） １６番清水議員の、

児童館事業の週休２日制への対応の内容の御質問で

ございます。児童館事業としましては、児童に健全

な遊びを与えて、その健康を推進し、そして情操豊

かにするということを目的として児童館事業を運営

しているところでございまして、この週休２日制の

対応につきましては、毎週土曜日の２回の行事の内

容でございますけれども、茶道とか七宝焼きとか、

あるいはいろいろなお楽しみゲームや何かを、児童

館の構成員がいろいろ企画いたしましてやっている

事業内容でございます。 

○議長（平田喜臣君） 再々質問があれば賜ります。 

 １６番清水茂雄君。 

○１６番（清水茂雄君） ＤＰＩ世界会議札幌大会

参加については、大変に前向きな御答弁をいただき

ましてありがとうございます。この点については、

協会の方にも私からも報告しておきたいと思います

ので、要望があり次第、早急に対応をお願いしたい

と思います。なお、参考までに、７月１５日までに

申し込まなければ、何か参加費及び宿泊等について

保証しかねるということでありますので、できれば

その前に解決いただきたいなというふうに考えてお

ります。 

 次に、学童保育についてでありますが、現在の町

における学童保育については、いろいろな施策を講

じておられますが、不十分ではないかと私は思いま

す。というのは、多くのお母様方から、学童保育に

ついての設置を何とかお願いしたいという声が多く

上がっているということは、現状の施策ではまだ不

十分なのではないかというふうに考えますので、熟

慮の上、お考えいただきたいと思います。 

 なお、交通安全対策につきましては、一瞬間違え

ば人命にかかわる問題ですので、要望して、あとは

腕をこまねいているということでなく、もっともっ

と積極的に取り組んでいただきたいと思います。 

 例えば国道西１１線の変則交差点などは、どうし

ても信号機の設置が必要と思いますが、例えば手押

し信号等の設置ということも考慮に入れてはいかが

かなと。 

 また、基線交差点におきましては、前に一度申し

上げたことがあるのですが、あそこは基線側から国

道を横断する際に、非常に車が揺れます。ねじれる

ように揺れます。皆さんお通りになってわかってい

らっしゃるのではないかと思うのですけれども、非

常に車の走行が、困難とまでは言えないかもしれま

せんが、非常にスムーズに通り抜けができないよう

な実情にあります。特に冬などはスリップしますの

で、非常に危険です。というのは、国道側に轍がで

きております。そのために、ちょうど国道と基線と

の道路が幾分斜めになっている関係で、それで車の

左右の車輪の通行帯の轍に入る間隔が違う関係で、

車がよじれます。せめてああいう点だけでも、やは

り国の方に改善を強く申し入れるべきだと思うので

す。そうした点で、もう一度お考えを伺いたいと思

います。 

 また、先ほどの西１線２７号の交差点におきまし

ても、非常に車両の通行が、特に大型車両などは通

行に非常に支障を来しているというような状況にあ

りますので、早急に解決に向けて努力いただきたい

と思いますので、お願いいたします。 

 以上、再度改善についての答えをお願いしたいと

思いますが、何分にも、先ほども申し上げましたよ

うに、人命にかかわる問題ですので、解決に向けて

最善の努力をお願いしたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １６番清水議員の再々質問

にお答えさせていただきます。 

 まず、ＤＰＩ札幌大会につきましては、先ほど来、

お答えさせていただいておりますように、協会から



 

 

の要望があれば、その内容いかんによっては検討し、

対応していきたいというふうに思っております。 

 また、学童保育の問題につきましては、これにつ

きましては、過去に教育委員会が父母のアンケート

調査をした経緯もございますが、その中で、要望状

況が、議員皆さん方からの御意見と違った父母の反

応もありますが、さきに申し上げましたように、１

５年度につくりますエンゼルプランにおける対応の

中で、十分父母の認識等々もお受けしながら対処し

てまいりたいというふうに思っております。先ほど

もお答えさせていただきましたように、学童保育と

いう施設が必要なのか、それともかぎっ子対策とし

ての対応が必要なのか、ここらあたりで、同じ施設

をつくっても中身が相当変わってまいります。そう

いったことも含めて、今後の課題として検討してま

いりたいというふうに思っておりますので、御理解

をいただきたいと思っております。 

 それから、交通安全対策、これにつきましては、

決して要望したからそれで終わりというようなこと

ではなくて、常に公安委員会並びに道路管理者と調

整をしながら、現地調査をしたり、いろいろな対応

をいたしております。そういう検討を加えた結果の

回答をいただいておる部分、そしてまた、正式の回

答をいただけない部分、それと、さきに申し上げま

したように信号関係、財政投資の係る部分について

はなかなか難しいというお答えの中で、要望を展開

してきております。議員がおっしゃるように、人命

にかかわる問題でありますので、私といたしまして

も、これにつきましては滞りなく常に要望展開と実

施方の促進をお願いしております。 

 また、２７号の踏切につきましては、これは町に

とって重要な観光道路の一部であります。これは早

急に何とかしなければならないということでとり進

めているところでありまして、やっとＪＲさんの許

可を得たと。許可と申しますか、方向を定めていた

だいたということでありますが、なかなか地権者と

の調整がつかないというようなことで、滞っている

ということでありますが、このことにつきましても、

町の観光道路として、西側２７号道路は整備、充実

させていただきました。ところが、日の出公園に向

かう東側２７号道路の整備がまだ残っているという

ようなことも含めて、十分今後の対応を図っていき

たいというふうに思っておりますので、御理解をい

ただきたいと思います。 

○議長（平田喜臣君） 以上をもちまして、１６番

清水茂雄君の一般質問を終了いたします。 

 この際、暫時休憩いたします。 

──────────────────                
午後 ２時３６分 休憩 

午後 ２時５５分 再開 

──────────────────                
○議長（平田喜臣君） 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

 次に、１２番米沢義英君。 

○１２番（米沢義英君） さきに通告してありまし

た点について質問いたします。 

 近ごろでは、観光行政も大きくさま変わりしてい

ます。従来の名所旧跡回りから、体験型の観光など

を取り入れるなど、観光旅行そのものの内容が変わ

ってきているのが実態であります。例えば、農村観

光、自然体験型の観光等、多様な広がりが今あると

いう状況です。また、住民の中にも、そういう観光

のさま変わりをきちっとキャッチしながら、独自の

考えでまち起こしをしようとするグループ、あるい

は個人も出てきているという状況、新たな芽が出て

きています。そういう意味では、行政としても、そ

のような住民の思いや観光者のニーズをきちっとと

らえ、運営体制を強化するということが今求められ

ています。ところが、町においては、その運営体制

が必ずしも十分とは言えないという現状がありま

す。今、ラベンダー観光においても、全国的にラベ

ンダーが植栽されるという状況になり、特に上富良

野町でなくてもラベンダーが見学できるという状況

にもなってきています。しかし一方、上富良野町の

ラベンダー観光の地の利を生かす、これも本来の行

政の役割です。町においても、住民と、また関係機

関と一緒になって、将来の上富良野町の観光という

のはどうあるべきかという点でもきちっと話し合っ

て、見直しをする時期にかかっているというふうに

考えますが、この点についての町長の見解等につい

て求めます。 

 あわせて、近ごろでは日の出公園の出店調整のお

くれ、これが問題になっています。昨年、そしてこ

としという形の中で、相変わらず出店業者に至って

も調整がなかなかされないという不満の声が出て、

業者にしてみれば大切な収入源であり、さらにさか

のぼってみれば、仕入れから販売の計画のめどをき

ちっと立てる大切な時期であり、そういう時期に出

店の調整がおくれるということは、まさに業者にと

っても営業にとっても死活問題だと言わなければな

りません。今後、このようなことを二度と起こさな

いためにも、町においてこのような体制をすばやく

調整を行う、これが今求められていると考えますが、

どのような対応をされるのか、お伺いいたします。

このような対応のおくれについて言えば、この従来

型の観光に余りにもこだわりすぎるか、あるいは観

光旅行のさま変わりしたその現状をきちっとつかま

えていないか、あるいは行政の運営体制の人員配置



 

 

等の不備等がこういったおくれに拍車をかけるとい

う状況になっているものと考えます。 

 次にお伺いしたいのは、農業行政の問題で、ＢＳ

Ｅ対策の問題についてお伺いいたします。 

 ＢＳＥ対策のおくれが今でも尾を引いているとい

う状況の中で、農畜産物にいろいろなしわ寄せが起

きているという状況があります。当上富良野町にお

いても、畜産農家、酪農家初め、その風評被害の広

がり等も考えれば、大きな経営にも悪影響を及ぼし

て、価格の低迷という状況の中で、経営に深刻な、

また大きな打撃を与えるという状況であります。廃

用牛を初めその他の畜産価格においても、従来の高

い時期よりも価格が３分の１以上に低下するという

異常な事態で、廃用牛に至っては、地方の処理場に

運ばなければならない。この背景には、万が一ここ

の上富良野町でＢＳＥ、こういうものが発生すると

いう状況になれば、風評被害が広がり、このまち全

体のイメージ、富良野全体のイメージも崩れるとい

う状況の中で、処理場に忍びなく出しているという

のが実情であります。また、当然、出せば費用も１

頭４万円からかかりますから、その対策にも追われ

るという状況で、この富良野沿線においては、中富

良野町、富良野市において、この搬送費用にかかわ

る費用の半分等を補助するという状況になってお

り、当町においても早急な対策が必要と考えますが、

この点についての町の対応をお伺いいたします。 

 次に、保育行政についてお伺いいたします。 

 西保育所の民間委託の話し合いが、この間、保護

者と、３月１４日から３回持たれました。さらに保

育所の民間委託反対の署名が、約１カ月間で２,６８

２名の署名が町に提出されるという状況になりまし

た。この間の話し合いの中で、保護者は町の進めよ

うとしている民間委託に対してどうも納得できない

という状況があります。それは、保護者に十分な説

明もなく、一方的に平成１５年から民間委託をする

という話が保護者に伝わった途端、余りにも早急で

あり、心の準備もできない状況の中で、委託という

のは納得できないという声が上がりました。当然で

はないでしょうか。それにあわせて、事後対策とし

て、町においても保護者に対する説明会が開かれま

したが、しかし、これもお粗末なものであり、保護

者の納得できるだけの十分な説明がされない、こう

いったところにも大きな不満を抱かざるを得ないと

いう状況になりました。今問われているのは、保護

者に猶予期間をきっちり与えて、そして何年かかっ

ても、この西保育所の問題について、保護者の話し

合いをきっちり行う。平成１５年という委託期間を

撤廃、白紙に戻して、十分な納得できる期間を保証

する、これが開かれた行政のあり方ではないかと考

えます。 

 なぜここまでこういう問題がこじれたのか。その

原因は幾つかあると思いますが、私は、その点で言

えば、第１番目に、子育て支援の充実、そのために

必要な財源の移行を委託という形で行い、財源の確

保をして充実にあてるということを町の説明では強

調しておりますが、しかし、これは第２課題であり、

財源の確保を優先する、これから始まろうとするし

ろがね灌排事業や保健センターの建設、あるいは財

政の維持管理上に多額の費用がかかるという形の中

で、子育て支援は二の次であり、財源の確保を優先

する余りに、十分な保護者に納得できる説明が行わ

れなかった、ここに大きな問題点があり、また、保

護者との間でのいざこざが絶えないという状況にな

っているものと考えます。ここを根本的に見直すべ

きではないでしょうか。町長に改めてお伺いいたし

ますが、もう一度白紙に戻して、十分な話し合う期

間を設けるべきだと思います。 

 次にお伺いいたしますのは、子育て支援の強化と

いうことをうたっています。しかし、この間の保護

者への説明でも明らかなように、説明内容が一転二

転する。そして、保護者から初めて説明があって、

必要な書類も提出する、こういう状況であります。

また、担当者の話を聞いていても、子育て支援に対

する考えが定まっていないというのが状況でありま

す。ですから、こういうところにも見られるように、

子育て支援の充実をするのであれば、また、保育行

政の充実をするのであれば、それなりにふさわしい

話し合い、そして計画を持った後に、具体的なとこ

ろまで保護者に説明する、こういう対策がないもと

での委託というのは中止すべきだと考えますが、こ

の点についての町長の見解を求めます。なおかつ、

これでもやめずに１５年という限度で民間委託を進

めようとしているのか、答弁を求めます。 

 次に、名誉町民制度の問題についてお伺いいたし

ます。 

 町では、社会に貢献した方に対する表彰制度があ

ります。しかし、その制度の中にも、時の流れにあ

わない制度も出るという状況です。法の前には、私

たち人間はそれぞれ平等であり、等しいということ

が言われています。当然、社会に貢献した人に対す

る評価は大切にしなければならないと考えますが、

しかし、この表彰制度においても、過度の制度であ

ってはならないということではないでしょうか。今、

地方においても国会においても、特権を生かしたこ

の制度はなくすべき、これは当然のことであります。

我が町においても、名誉町民に対する四つの特例が

与えられています。その中でも緊急に見直しが、そ

して廃止が必要だと考えるものについては、年５０



 

 

万円の年金給付を見直し、そして廃止の方向で検討

すべきだと考えますが、この点についての見解を求

めます。 

 次に、生涯教育についてお伺いいたします。 

 今、若い世代の活字離れが言われています。本の

読み聞かせや、乳幼児の健診時に絵本を贈る運動、

ブックスタートが、自治体で今取り組まれています。

そして広がりを見せています。２００１年には２１

自治体だったのが、２００２年の６月に入って１６

９の自治体に広がり、今後、３００まで広がろうと

しています。その背景には、親子関係の希薄化が起

因すると思われる少年犯罪や児童虐待などの多発、

大きな社会問題となっています。こういう問題を少

しでも変えるために、赤ちゃんのときから絵本を読

んであげることによって、言葉かけの行為で親子の

絆とコミュニケーションを深める機会ともなるとさ

れて、今、大きな話題になっています。乳幼児健診

に参加したすべての参加者に、絵本や読み聞かせア

ドバイス集などが入ったブックスタートパックを、

図書館員と保健師さんが、説明の言葉と、そしてプ

レゼントするというものであり、赤ちゃんと保護者

が一生にわたり図書館を意識し、利用する、生涯学

習の下地を造成する機会となるという点でも大切な

ことではないでしょうか。町においても図書館の利

用頻度がふえてきており、また、子育て支援につい

ても、本の読み聞かせ初め乳幼児に対する子育て支

援の強化をうたって、生涯学習の一環として、今、

強調されています。そういう意味では、町としても、

この大切なブックスタート、これをきっちりと将来

の町の計画に入れて、実施検討をすべきだと考えま

すが、この点についての教育長の答弁を求めるもの

であります。 

○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １２番米沢議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、１番目の観光行政についてでありますが、

平成１３年度の我が町への観光入込客数は１００万

人を超え、前年比１２６.１％となったところであり

ますが、半数が国道沿いの大型施設の通過型観光客

であり、宿泊者数については７万１,３００人と、入

込数の７.１％程度になっている状況であります。景

気がなかなか回復しない中、観光目的も変わりつつ

あり、見る観光から、ウォーキングに代表される体

験型に、団体行動から小グループに、また、地場の

安全でおいしい食べ物に、あるいは体を癒してくれ

る効能の高い温泉にと変化してきております。 

 また、町を代表するラベンダー観光についても根

強い人気がありますが、バイオ技術により新品種が

開発され、どこでも栽培が可能となるとのことから、

ラベンダーを後継できるような観光資源を育ててい

くことも必要かと考えておるところであります。今、

全国的には富良野の中の上富良野でありますが、自

然景観、農畜産物、観光ボランティアの方々の温か

いおもてなしなどの資源を生かし、地域性豊かな通

年型の観光を目標に、町、観光協会、関係の事業者、

生産者が、それぞれの役割を担う中から、町のアピ

ール力を高め、新たな客層への対応と、リピーター

をふやしていくこと考えなければならないと考えて

おります。平成元年に策定いたしました町観光開発

基本計画も、時代の変化に沿ったものとなるよう、

また、まちの資源をもう一度見つめ直すことも必要

であることから、現行の計画を見直したいとも考え

ておりますので、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、日の出公園の観光売店の質問についてであ

りますが、例年、ラベンダーの開花時期の７月１日

から１カ月間、日の出公園内に店舗の出店を許可し、

営業いたしているところであります。例年、この出

店に際しましては、ラベンダーまつり実行委員会の

会議を経て、その後開催される出店者会議において、

留意事項、申し合わせ事項などについて協議を行い、

５月末までには調整を終えているところでありま

す。本年につきましては、事務局の対応がおくれて

おり、出店予定者に不安を与えたことを深くおわび

を申し上げる次第であります。なお、出店者調整会

議は、おくれましたが、昨日終了し、出店、営業に

支障のないよう取り計らったところでありますの

で、御理解をいただきたいと思います。 

 次に、２点目のＢＳＥ、いわゆる狂牛病対策につ

いてお答えいたします。 

 ＢＳＥについては、昨年、平成１３年９月に国内

で初めて発生し、本年５月には北海道で４頭目が発

生する中で、肉牛経営では牛肉価格の下落が続き、

経営に対する不安があるものと考えております。ま

た、酪農においても、廃用牛の出荷が停滞すること

で、乳牛の更新もおくれていくこととなり、生乳生

産の減少につながり、結果として経営を圧迫するこ

とになります。このことから、国、道、市町村、農

協などでは、経営圧迫解消の一端として、肉用牛肥

育経営安定対策事業、大家畜経営維持資金などの事

業を推進しているところであります。 

 御質問の、廃用牛の輸送費用に対する支援につき

ましては、酪農における廃用牛だけでなく、肉牛の

出荷についても検討しなければならない課題である

ことから、その推進策については、農協など関係機

関と協議、調整中であり、具体的提案ができるよう

考えておりますので、御理解を願いたいと思います。 

 次に、３番目の質問の保育行政についてお答えい

たします。 



 

 

 まず、１点目の西保育所の委託に対する反対署名

についてでありますが、２,６００余名の署名の重み

は強く認識しているところであります。委託に当た

っては、保護者の皆さんが持たれている不安や疑問

点をいかにして払拭し、御理解いただけるかが重要

でありますので、なお十分に話し合いを重ねながら、

委託事業について判断していく考えであります。 

 ２点目の、説明も十分でない中での委託は中止す

べきではないかとの議員のお考えにつきましては、

今後予想されます少子化の進行とともに、女性の就

業機会の増大や、社会情勢の変化に対応した総合的

な子育て支援施策の整備が必要なことから、町では、

国や道のエンゼルプランを基本に、平成１５年度に

児童育成計画を策定し、子育て支援策の充実を図っ

ていく考えであります。 

 西保育所の委託化計画については、行財政改革実

施計画に基づき、多様な保育サービスの対応や、子

育て支援事業の充実を図るために、民間活力を取り

入れることにより、限られた職員の配置や限られた

財源を効果的に、効率的に活用することができ、町

全体の子育て支援策を向上させることをねらいとい

たしており、引き続き保護者の理解と協力を得なが

ら進めていく考えであります。 

 次に、４番目の名誉町民の制度についての御質問

にお答えいたします。 

 名誉町民に対する年金の給付については、その功

績を顕彰することにふさわしいものと思っています

ことから、廃止する考えはありません。この名誉町

民制度は、地域の社会文化の交流または町の発展に

功績のあった方に対し、その功績を讃え、尊敬する

意味で、広く町民の意思をもって条例化された経緯

にありますことから、その趣旨に沿って、長く後世

に伝えていくことが責務であると自覚しておりま

す。 

○議長（平田喜臣君） 次に、教育長、答弁。 

○教育長（高橋英勝君） １２番米沢議員の生涯学

習に関する５点目の質問にお答えいたしたいと思い

ます。 

 乳幼児期は、生涯にわたる人間としての健全な発

達の基礎を培うとともに、能力を育むための極めて

大切な時期にあります。また、子供は国の宝であり、

地域の宝、町の宝でもありますので、今後、健やか

に育てるための乳幼児期教育の充実が望まれている

ところであります。また、近年、心の滅入るような、

親子関係の希薄化が起因すると思われる少年犯罪、

児童虐待などが多発し、大きな社会問題となってお

ります。このようなことから、町教育委員会におい

ても、子育て支援を目的に、保健福祉課との連携を

図り、幼稚園や保育所の入所前の子供と母親の教室

を開設し、また、１歳未満児や１歳６カ月健診のほ

か、心のケアを行うなどの家庭教育事業を実施して

いるところであります。 

 御質問の、赤ちゃんに対するブックスタートパッ

クの贈呈については、赤ちゃんのみならず、乳幼児

期に本を読んであげることによる言葉かけの行為

が、親子の絆とコミュニケーションを深める機会に

つながるばかりでなく、子育て支援のさまざまな情

報と機会の提供等に結びつき、効果を上げている他

市町村の実例もございます。また、読書への動機づ

けを図ることで、親子の健やかな生活を願い、効果

を上げられるのであれば、これから前向きに取り組

まなければならない大切な課題であると再認識して

いるところでございます。議員からの貴重な御提言

につきましては、単に保護者に本を贈呈するのでは

なくて、指導体制の問題等の条件整備の課題もあり

ますので、今後、事業効果を上げている他市町村の

事例を参考に検討させていただきまして、当町での

取り組みを明確にするよう努力してまいりたいと考

えておりますので、御理解をいただきたいと思いま

す。 

○議長（平田喜臣君） 再質問があれば賜ります。 

 １２番米沢議員。 

○１２番（米沢義英君） 最初に、名誉町民制度に

ついてお伺いいたします。 

 町長は、功績をふさわしい形で讃えている制度だ

から、廃止の意思はないということをおっしゃられ

ております。しかし、このような名誉町民制度とい

うのは、いろいろな形の中で、いわゆる表彰されて

いたとか、当然その気持ちというのが既にあらわさ

れています、自治功労賞とか。そういう意味では、

もう既にそういう時点で、名誉町民に至っても、き

ちっと尊い、いわゆるきちっと評価された形の中で、

やはりこういう思いを伝えて、伝わっているわけで

すから、そういう意味から考えれば、この年金を、

年額５０万円給付するという問題とは全く切り離し

て考えてもいい内容でありますし、また、そういう

時期だと私は考えています。今、国会等においても、

こういう特例はやめよう、そして年金制度は廃止し、

見直そうという形の中で、国民からも論議がわき起

こり、また、これに対する必要な対策をとらなけれ

ばならないという形の中で、今、見直しも行われて

います。 

 そういことを考えたときに、当町においても、今、

四つの制度がありまして、長くこの功績を讃えると、

これはとても大切なことです。町の施設使用につい

ても特典を与える。３番目には、年金給付をする。

そして４番目には、町の諸行事等についての招待を

するということの四つの特典が与えられています。



 

 

これだけの特典が与えられているわけですから、こ

の一つ一つを見てみればいろいろ課題もあります

が、当面、やはりこの年金制度というのは、住民の

感情からしてもなじまない制度になってきていると

いうふうに、やはり声も上がっています。そういう

意味では、もう一度確認いたしますが、町長独自の

判断も大切だと思いますが、この報奨審議会制度や、

あるいは何らかの形でこの問題をもう一度見直し

て、審議にかける必要があると思いますし、仮に、

どうなるかわからないとしても、もう一度廃止をや

はり前提とすべきだと思いますが、この点について

改めて町長の見解についてお伺いいたします。 

 次に、観光行政についてお伺いいたします。 

 この間の出店のおくれというのは、昨年もそうだ

ったのですが、いろいろ聞きましたら、人手不足だ

という話もあります。いろいろなホームページの開

設等もありまして、そういったところにいろいろと

対処するための手間がかかっているという話もあり

ます。そういう意味では、観光そのものに対する、

やはり町の思い、あるいは進め方等を見直すという

ところは町長話されましたが、どういう形の中で見

直されようとしているのか。体制も含めて、その点、

もう一度確認しておきたいと思います。この出店の

調整のおくれというのは、そういったところからも

来ておりまして、認識のずれですね。業者にしてみ

れば、仕入れから、もう年度当初から、いうなれば

昨年度から、来年度の出店は何月から始まるから、

それに対して何ぼの売上げが伴うだろうという予想

も含めて、仕入れから人の配置からやはり決めるわ

けなのです。そういうものがどんどんどんどんおく

れて、６月にずれ込むということになったら、当然、

その計画すらやっぱり根本から狂うことにもなりま

すし、また、ことしに至っては、ラベンダーの咲く

時期が早いという状況もありまして、もう既に一定

の観光客も来ているという状況もありますから、そ

ういう意味では、大きな精神的な痛手も被っている

という状況です。この答弁書を見ましたら、おくれ

もあって大変申しわけないが、それに十分対処した

ということが簡単に表現されておりますが、そうい

う簡単な話ではないということを町長御存じなのか

どうなのか、この点、大変な問題ですから、改めて

この点の認識等についてお伺いいたします。 

 ＢＳＥの問題については、対処するということで

ありますが、いつごろ、何月をめどに、この具体的

な対案が出てくるのか。そして、大体搬送費にかか

わるどのぐらい支援策を講じようとしているのか、

この点についても改めてお伺いしたいと思います。 

 次に、保育行政の問題についてお伺いいたします。 

 町長は、委託期間については、一定の判断が、十

分保護者の方々と話して、話し合いがなかなかつか

ない場合でも、１５年は、これは譲らないというこ

とをおっしゃっております。余りにもひどい話だと

思うのです。例えば東川町を見ますと、ここは幼保

一元化に向けて今スタートして、この１０月から施

設も完成して、子育て支援の強化に今スタートしま

した。ここの現状と上富良野の現状は違いますが、

子育てという点では、保護者の理解を得るという点

では同じです。当然、幼保一元化ですから、幼稚園

と保育所が一緒になるわけですから、これは保護者

の問題にとっても大事なものです。料金体系はどう

なるのか、４時で帰っていた子供たちはどうするの

かと、いろいろな話があります。ここはどうしたか

というと、約２年半前から、具体的に幼保一元化に

なったときにこういう問題があって、保護者にはこ

ういう点が不利です、メリットもこういうところが

ありますというような、具体的なやはり話し合いを

積み重ねて積み重ねて、ようやっとここまで到達す

るという状況になっているわけなのです。それから

したら、上富良野町のやり方というのは、財政改革

が先で、子育て支援というのは後なのです。だから、

この説明会に至っても、説明が十分できない、資料

も十分そろっていない、保護者にこういう問題の説

明資料がほしいと言われて初めて出すという状況な

わけです。ですから、そのことを考えてみても、や

はりきちっと話し合う期間を、最低限、必要最小限、

私は持つべきだし、そういう意味では、この１５年

の委託を白紙に戻して、もう一度組み立てから始ま

って、保育の問題、子育て支援の問題に対する組み

立てから始まって、どうするのかということをきち

っと展望ができた時点でもう一度話し合うというの

が筋だと思いますが、町長はこの点についてどうい

うお考えなのか、もう一度お伺いいたします。 

 確かにエンゼルプランを作成しなければ物事が進

まないという問題ではないと思うのです。基本的に

子育て支援に対するいろはがどこかしら欠け落ちて

いると。思いはあっても、それが強いか弱いか、こ

の違いによって、計画のおくれや、あるいは保育所

に対する問題提起、保護者に対する投げ方、こうい

う問題が後手に回っているというのが実態だという

ふうに私は考えています。児童館にしてもそうです。

学童保育所をやっているかと思ったらやっていな

い。アンケート調査をやった。そのアンケート調査

の中身も問題がある。こういうわけですから、こう

いった点で、引き続き私は中止すべきです。保健セ

ンターの建設もやめて、将来の財政が大変だという

のだったら、その財源をきちっと確保できるような

体制をきちっととるべきだというふうに思います

が、この点について、改めて町長の見解を求めます。 



 

 

 次に、教育長の答弁に対して回答をさらに求めた

いと思いますが、十分この趣旨については御理解も

されていると思います。もう既に恵庭市においては

こういう制度を使って、保健師さん、あるいは学校

図書司書等々と協力しながら、これはやはり子育て

支援には欠かせない、やはり充実するという点でも

大切だという認識の中で、一体感の中で、子育て支

援の強化の一つとして取り上げているというのが実

態です。よく聞きましたら、もう既に、赤ちゃんと

はいえ、０歳から９カ月の間で、言葉をかけ、色の

ついた絵本を見せることによって喜びの感情をあら

わす、そういうすばらしい赤ちゃんが表情を見せて

くれるというのです。そういうことを考えたときに、

きちっとやっぱりこういうものを上富良野町の子育

て支援の一つして位置づける、そして親子の関係を

きちっと成長させていく、そこには親も成長するし

子供も成長するだけではなくて、行政も成長する、

そして住民も成長するという、いわゆる循環型の、

今言われている循環型の子育て支援やつながりが生

まれるという点でも大切なことです。そういう意味

で、この問題等について、いろいろな課題があると

思いますが、今後、十分やはり検討し、その目的を

きっちり定めてやる値があると思いますし、今後、

どのような展開を心がけようとしているのか、その

課題もあると思いますが、改めて確認の意思を伺い

たいと思います。 

○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １２番米沢議員の質問にお

答えさせていただきます。 

 まず最初に、名誉町民制度の問題でありますが、

この問題につきましては、やはり名誉町民に、議会

の議決を得て対応させていただいた方々に対する町

民挙げての功労に対する感謝の気持ちというような

ことから、私としては、先ほどお答えさせていただ

きましたように、継続して実施をいたしていくつも

りでおるところであります。議員の方には廃止すべ

きという声が耳に届いているというお声であります

が、私のところには廃止すべきという声は届いてお

りません。これらにつきましても、これから町民の

皆さん方と十分話し合いをしながら、今後の課題と

してとり進めさせていただきたいと思いますが、今

現在、よその町村がそうだからこうだということで

はありませんが、上川管内２０カ町村の中で、２０

カ町村すべてが名誉町民制度を実施して対応してい

る。その中で３町だけが、功労金等々の中で名誉町

民の年金制度を実施していないところがあるという

ふうにお聞きいたしております。町といたしまして

は、この制度を、先ほどもお答えさせていただきま

したように、町民の多くの意思で制定された制度で

ございますので、私といたしましては、継続して対

処していきたいというふうに思っております。 

 それから、２番目の観光行政でありますが、出店

者の皆さん方には大変御迷惑をおかけしたと、深く

おわびを申し上げたいなと思っております。私とい

たしましては、この問題は単なる事務職員の事務の

対応のおくれということで認識いたしております。

職員の配置につきましては、過去におきましては、

商工観光係長という職務で、兼務で対応させており

ましたが、観光行政の推進と商工業の推進を図るこ

とを目的として、観光係長と商工係長と、１名増員

して、体制を整備し、進めているところでありまし

て、その増員して進んでいる中で、このような不始

末を起こしたということにつきましては、関係者に

深くおわびを申し上げるとともに、議員から御質問

ありましたように、私も商工会の中で、この対応に

つきましては、その役を務めさせていただいた経緯

もございますので、そのおくれがどのように商店の

出店者の皆さん方の気苦労があったか、心配があっ

たかということについては十分認識をいたしておる

つもりでありまして、深く反省をし、このことの問

題を承知した即指示をし、先ほどお答えさせていた

だきましたように、昨日、出店者が会議を開き、対

応を図れて、例年のとおり７月１日から対応でき得

るようにとり進めさせていただいているということ

で、御理解をいただきたいと思います。この点につ

きましては深くおわびを申し上げたいと思います。 

 それから、３番目のＢＳＥ対応についてでありま

すが、議員から御質問ありましたように、乳牛の廃

用牛等々の輸送につきましては、その輸送の費用の

一部負担を行政として対応していこうというような

ことを含めて、議員から御質問ある以前に、産業建

設常任委員会にこの問題につきましてお諮りをいた

して、説明を申し上げ、この論議を重ねさせていた

だいているところでございまして、これにつきまし

ては、関係機関との調整を済ませた上で、早急に補

正等々の対処をさせていただく予定でおりますの

で、御理解を賜りたいと存じます。 

 最後に、西保育所の委託でありますが、東川町と

同じように、町は保育一元化を図ろうとしているの

ではない。ただ単に、保育所を民間に委託をすると。

今、町が直接運営しておりますけれども、これを民

間の活力を導入し、民間にお願いするということで

ありまして、民間がやればサービスが低下する、あ

るいは行政がやればサービスがよいということには

相ならんと私は思っております。その辺の考え方が

議員とはちょっと違うのかなというふうに思います

が、私は、民間の活力を導入することによってでき

得る行政事業は、あらゆる面について民間に委託を



 

 

して対応していこうというのが私の行政推進の考え

方であります。そういう中にありまして、今回、こ

の西保育所につきましても、民間に委託をして経営

をしていただこうということでありまして、これら

につきまして父兄の皆さん方が御心配しているの

は、民間がやればサービスの低下につながらないか、

民間がやれば料金はどうなるのかというようなこと

の御心配、不安等々があるわけでありますが、これ

らにつきましては、議員御指摘のとおり、我々の説

明責任が十分果たされていないということを十分に

認識いたしておるところでありまして、今後、父母

の皆さん方に十分私どもの立場における説明責任を

果たして、父母の皆さん方の御理解を賜り、１５年

４月１日から委託対応ができ得るのかどうか、これ

らにつきましては基本的には父母の皆さん方の理解

をいただくということを前提とした中で、最終的な

判断を私としてはしたいと思っておりますので、御

理解を賜りたいと思います。 

○議長（平田喜臣君） 次に、教育長、答弁。 

○教育長（高橋英勝君） １２番米沢議員の再質問

にお答えしたいと思いますけれども、子育て支援の

中のブックスタートパック、これも名称を、初めて

議員から提言いただきまして、早速北海道の町村で

やっております恵庭市の資料をインターネットで引

っ張っていただきまして、中身も検討させていただ

きました。確かに０歳児から１歳児の中でこんなに

効果があるというようなことについては、僕も子育

てが終わっているものですから、余りあれだったの

ですけれども、いずれにいたしましても、今後の対

応につきましては、ただ本を買って母親にやるので

はなくて、本を読み聞かせることの指導体制の問題、

場所の問題、いろいろありますので、前向きに検討

させてくださいということで、条件が整ったら、私

も、うちの町はまだまだ子育て支援には力を注がな

いとならない課題だと思っておりますので、条件が

整い次第、また、保健福祉課の指導体制の問題もあ

りますので、私たち素人が、母親にブックをやると

きに、ただこれを赤ちゃんに読んであげなというこ

とにもなりませんので、保健課と十分連携をとりな

がら、条件整備を早期に検討してまいりたいと思っ

ておりますので、御理解いただければと思っており

ます。 

○議長（平田喜臣君） 再々質問があれば賜ります。 

 １２番米沢議員。 

○１２番（米沢義英君） 観光の問題についてさら

にお伺いしたいのは、単に事務職員の処理のおくれ

にとどまらない問題だと思います。この問題で片づ

けられたら、これはたまったものではないわけで、

そこにいるのは、当然、上司であり町長であるわけ

ですから、その指導監督はどうだったのかというこ

とが問われている問題だということなのです。事の

大小はあるかもしれませんが、ここだと思うのです、

町長。どうもここら辺が、町長の認識されていると

ころとはちょっと違うのではないかというふうに思

うわけですが、この指導監督がきちっと掌握されて

いれば、どういう手順でいわゆる事務手続は進めら

れているのかということが適時適所で掌握されてい

れば、こういうことが未然に防げるということだと

思うのです。簡単だと思うのです。ここがされてい

なかったからどんどんとおくれていったということ

で、その指導に当たった上司や町長はどうだったの

かというところを、私はもう一度、この反省に立っ

て、今後こういうことを二度としないと、やっぱり

全体の町政においても、やはり観光の進め方につい

ても、そういう認識を持つということ、これが大切

だと思いますが、この点についてもう一度町長の考

え方をお伺いいたします。 

 保育所の問題でありますが、たまたま東川町の事

例を挙げまして、私は幼保一元化をしろと言ってい

るわけではありません。何が問題だったのかという

ところを考えたときに、やはり下準備なのです。や

はりそういう手順を踏んだか踏まないか。町長は答

弁の中で、幼保一元化と保育委託というのはちょっ

と違うと。確かに内容的には違います。だけれども、

保護者にしたら同じなのです、保護者の立場から見

れば。やっぱりそういう立場から見れば、おのずと

行政は、委託に当たってもどうしなければならない

かというところを、やはり２年、３年かけて、こう

いう問題について、子育て支援について、その中の

保育所は、位置づけはこうですよというところを指

し示すというところが、委託する、しないは別とし

ても、必要最小限、ここがやはり行政が必要最小限

やるべきことだったのではないかと。だから、今か

らでも遅くない。もう一度この問題については、１

５年という期限を区切ることなく、白紙に戻して一

からスタートすべきだと思いますが、この点、確認

したいのと、なおかつ、町長は一定の時期に判断し

たいと言っていますから、１５年度からやりたいと

いうことだというふうに思いますが、これはそうい

う方向で進めたいという形の内容なのか、改めてお

伺いいたします。こういう体制の中でやりますと、

本当に子育て支援の保育所の充実が図れるかどうか

という点でも、大きな問題点があります。各都道府

県のいわゆる知事や市長さん等、自治体にあった保

育計画の指針の中にも、そういう地域の方々、やっ

ぱり家庭、子供たちとよく話し合った中で、保育行

政の指針というものをやはり立てなさいということ

が指導の中にもあるわけですから、こういういろは



 

 

をきちっとやらないで委託と言ったところに、十分

説明されなかったところに問題があるわけですか

ら、こういう通達すらも必要最小限守っていなかっ

たということなのです。ここを私はよく考えていた

だきたいし、当然、この委託はやめるべきだと思い

ますが、もう一度確認いたします。 

 名誉町民の年金給付制度の廃止の問題ですが、そ

れではお伺いいたしますが、これを審議にかけると

いう用意があるのかどうなのか、この制度そのもの

について。この名誉町民の、年金の部分にするかど

うかは別としても、きちっと審議にかけて、この制

度を見直すということもできないということです

か。そこもできないというのだったら、どうもおか

しいというふうに思います。これは本当に過度な、

やっぱり特権的な制度だと思うのです。やはり住民

にしてみたら、いろいろな形に表彰制度があるから、

そこで既にその人の功績というのは讃えられている

のではないかと。そのことを考えたときに、等しく

住民だってそれぞれの貢献をしているのだと。こう

いう特権的な制度を与えていいのかというのが住民

の感情なのです。このことを考えたときに、答えは

すぐ出てくるのです。町長、もう一度この点につい

て明確な答弁を求めます。 

○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） まず、観光行政の方から、

出店者会議のおくれ等々に対する指導監督の問題に

つきましては、これは御承知のとおり、私自身も認

識し、即にこの問題を承知したときから、助役にお

いて指導、注意をし、即対応しているところであり

まして、これにつきましては、基本的には一般職員、

係長等々は、管理職が指導監督をしていくというの

が基本であります。そういうような部分の問題点が

生じているということにつきましては十分反省をい

たしておりまして、この問題につきましては、助役

を通じて十分指導の徹底を図っているところであり

ますので、御理解を賜りたいと思います。 

 それから、２番目の西保育所の問題でありますが、

議員も御承知のとおり、私が初めて参加させていた

だいたときにも、父母の皆さん方に、行政としての

説明責任の不十分さについては深くおわびを申し上

げ、今後、父母の皆さん方の御理解を得るように、

最大の説明責任を果たしてまいりたいと。そういう

中にあって、今後、父母の皆さん方との説明をしな

がら、理解を得ていくように努めてまいりたいと。

その父母の皆さん方の理解の状況を見極めながら、

私としては最終的な判断をいたしてまいりたいとい

うことでお答えさせていただいておりましたことは

議員もお聞きのとおりでございまして、今も私とい

たしましては、父母の皆さん方の御理解をいただく

ことを大重点にし、行政としての説明責任を十二分

に果たしていくということを対応しながら、１５年

の４月１日に対応するのかどうか、これにつきまし

ては、私といたしましては最終決断をしなければな

らないというふうに思っております。ただ、この問

題につきましては、１５年まで待っておれない、基

本的には児童の保育所入所の募集をするのは１２月

から始まるわけでありますから、その以前に対応し

ていかなければならない。その時期に間に合うよう

なところで、私としては最終決断をしていきたいと

いうふうに思っております。議員のおっしゃるよう

に中止する考えはございませんということで御理解

をいただきたいと存じます。 

 それから、名誉町民の条例の問題でありますが、

私は先ほどお答えさせていただきましたように、現

在のところ、私自身としてはこれを見直す考えはご

ざいませんということで、御理解を賜りたいと思い

ます。このことは、一般の表彰制度とは違って、こ

の名誉町民につきましては、議員の皆様方の議決を

いただいて、そして対処しているということで、そ

れだけ重みのある、町に対する功績者に対する感謝

の気持ちと申しますか、そういう対応をさせていた

だいておるというようなことから、現状で、私自身

はこの問題に対して、町民の方々、各方面から問題

視をしていることを掌握しておりませんので、私と

しては、現在、見直す考えは持っていないというこ

とで、御理解を賜りたいと思います。 

○議長（平田喜臣君） 以上をもちまして、１２番

米沢義英君の一般質問を終了いたします。 

──────────────────                
◎散 会 宣 告           

○議長（平田喜臣君） 以上で、本日の日程は全部

終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 明日の予定につき、事務局長から報告いたさせま

す。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 御報告申し上げます。 

 明６月１９日は本定例会の２日目で、開会は午前

９時でございます。定刻までに御参集賜りますよう

お願い申し上げます。 

 以上であります。 

午後 ３時５３分 散会  
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午前 ９時００分 開議  

（出席議員 １９名） 

──────────────────                
◎開 議 宣 告           

○議長（平田喜臣君） 御出席、まことに御苦労に

存じます。 

 ただいまの出席議員は１９名であります。 

 これより、平成１４年第２回上富良野町議会定例

会第２日目を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

──────────────────                
◎諸 般 の 報 告           

○議長（平田喜臣君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 御報告申し上げます。 

 本日の一般質問は、さきに御案内の日割り表のと

おりでございます。 

 以上でございます。 

○議長（平田喜臣君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

──────────────────                
◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 

○議長（平田喜臣君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

    ８番 仲 島 康 行 君 

    ９番 岩 崎 治 男 君 

を指名いたします。 

──────────────────                
◎日程第２ 町の一般行政についての質問 

○議長（平田喜臣君） 日程第２ 昨日に引き続き、

町の一般行政について質問を行います。 

 まず、１７番小野忠君。 

○１７番（小野忠君） 私は、さきに通告いたしま

した１項目について町長にお尋ねをいたしたいと思

います。 

 まず、第１点は、工事入札制度の改善等について

お伺いをいたします。 

 公共工事については、各地で談合などの疑惑が指

摘されながら、うやむやに幕引きになる例が少なく

ありません。 

 まず、第１点は、入札は一般競争入札が原則であ

って、指名競争入札は例外が原則化していることは、

問題があると思います。 

 平成５年１０月１日に自治省から、地方自治体に

も条件つき一般競争入札を進めるように通達されて

いると思いますが、本町では指名競争入札を例外と

して、条件つき一般競争入札に改めるべきではない

かと思います。 

 次に、入札公開の問題ですが、近郊町村でも競争

入札の一般公開に踏み切った町村があると聞きま

す。入札結果も閲覧できるよう改善したところもあ

ると聞いております。 

 この３点は入札の透明性を確保するためにも大切

であり、本町においても入札を公開し、結果はいつ

でも閲覧できるよう改善することによって、よりよ

い入札制度になると思いますが、町長のお考えをお

伺いいたしまして質問を終わります。 

○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １７番小野議員の入札制度

の改善などについての御質問にお答えさせていただ

きたいと思います。 

 議員御指摘のように、地方公共団体の行う契約の

方法は、自治法第２３４条第２項の規定にあるよう

に、一般競争入札が原則とされております。ただ、

実態としては、明治３３年に一般競争入札の例外措

置として導入された指名競争入札が、我が国におけ

る運用上の基本としてこれまで広く活用されてきて

いるところであります。 

 しかし、近年の公共工事の入札契約をめぐるさま

ざまな問題が指摘される中、平成５年、中央建設審

議会は入札契約制度改革について建議を行い、それ

以降旧建設省、自治省等においては、より競争性、

透明性の高い入札制度への改善について指針などが

示されたところでございます。 

 このようなことから、本町においても、手続にか

なりの時間と人手を伴う一般競争入札は、経済効率

面からそぐわないとの判断から、指名競争入札をこ

れまで運用上の基本として採用してきております

が、手続の客観性、透明性、競争性の発揮がより以

上に期待される一般競争入札を初め、さまざまな形

態の指名競争入札について研究を進めていく必要が

あると考えております。 

 また、入札の公開についてでありますが、執行会

場の物理的な問題などがあるものの、公開すること

に何の危惧を持っているものでもありません。入札

は至って厳格に執行されており、公開のための準備

や事務手続を行ってまで、その必要があるものとは

受けとめておりません。 

 さらに入札結果の公表についてでありますが、昨

年施行されました公共工事の入札及び契約の適正化

の促進に関する法律の規定に基づき、入札結果に限

らず、入札契約に関するさまざまな情報を閲覧によ

り公表させていただいております。 



 

 

 加えて、本年１０月開設予定しております行政ホ

ームページでも、概要などを掲載したいと考えてい

るところでありますので、御理解を賜りたいと存じ

ます。 

○議長（平田喜臣君） 再質問があれば賜ります。 

 １７番小野議員。 

○１７番（小野忠君） 今町長の答弁をいただきま

したが、これ明治３３年といいますと、今から１０

２年前のこれは指名競争入札の執行される、これは

自治法でお決まり、自治法２３４条の２項で規定さ

れているというふうになっているのですが、これ明

治３３年と言いましたら１０２年前のことなので

す。これら何を考えになってこれ書いているのです

か。これちょっと、どのようにお考えになって書い

ているのか、まず教えていただきたい。 

 これに伴いまして、こういうような状態が、私は

平成５年のことを言っているのでありまして、この

中には全く、ただいま自治法から言われました条件

つき、これらを私は今回御説明を聞きたいので質問

をしたわけなのです。ところが、何かこれちょっと

ユーモアがあるのか、何かおもしろい議題だなと思

いますが、この点について、まずお考えをいただき

たいと思います。 

 まず、第１点に、この一般的契約から申し上げま

すならば、本町は指名競争入札で特定共同企業体に

よって甲と乙と二社によって指名して請負契約を締

結しているが、甲と乙の比率はどのような割合で決

められているのかをお伺いしたい。 

 それから、２点目は、随意契約はどのような基準

でもって契約されているのかも、これもお聞きした

い。 

 第３番目は、特定企業体によって甲、乙が共同連

体で請け負っているが、乙は工事に参加しているか

いないかお聞きいたします。 

 それから４番目は、契約書に特定共同企業体協定

書により、工事を共同連体として請け負いするもの

とあると契約があります。これは、町と企業体が請

負契約を結びました契約書、これらに基づいて守ら

れているのか、この点についてお尋ねをいたしたい

と思います。 

○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １７番小野議員の再質問に

お答えさせていただきます。 

 これは先ほども申し上げましたように、基本は議

員質問の平成５年の中央建設業審議会の答申につい

てのお話でありますが、指名競争入札制度というも

のが、明治３３年に一般競争入札の例外措置として

導入されたよということを報告させていただいてい

るところでございまして、特段大意はございません。 

 それから、特定共同企業体の関係につきましては、

通告されておりませんので、私の方では調査してお

りませんので、御答弁は避けさせていただきたいと

思います。 

 なお、今現在町といたしましては、この種の各種

のいろいろな課題があるということを十分認識して

おりますので、今後とも競争性、透明性の高い入札

制度を十分に考慮するとともに、一般競争入札とい

うことが、我が町にとって本当に適しているのかど

うか、そこらあたりも十分研究させていただきなが

ら、さまざまな形態の指名競争入札についての研究

を進めてまいりたいというふうに思っておりますの

で、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（平田喜臣君） この際、暫時休憩いたしま

す。 

──────────────────                
午前 ９時１１分 休憩 

午前 ９時３５分 再開 

──────────────────                
○議長（平田喜臣君） 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

 ただいま１７番小野議員の一般質問について審議

をしているところでありますが、先ほどの小野議員

の再質問の中で、指名競争入札の中における実態に

ついて個別的な質問がありました。 

 理事者側におかれましては、当町議会は通告制を

とっており、その通告のないものは答弁の要がない

というような基本的な考え方で、先ほどの町長の答

弁にあったというふうに理解しております。しかし、

内容を先ほど休憩中に議会運営委員会をお開きいた

だきまして精査させていただきました。結果、再質

問については、入札の制度の全般の具体的な事例と

いうようなことの考えを基本的に持ちまして、よっ

て理事者側の方から、この１７番小野議員の再質問

についての答弁をここで改めて求めて議事を進行し

てまいりたいというふうに考えておりますので、御

理解をいただきたいと思います。 

 それでは、答弁を求めます。 

 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １７番小野議員の再質問の

中で、ただいま議長から指示を受けました特定共同

企業体関連につきましては、助役の方から答弁いた

させます。 

○議長（平田喜臣君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 小野議員の再質問にお答え

申し上げたいと思います。 

 まず、一般競争入札の関係についての疑義な点が

議員の方からも御発言ございましたので、その点ま

ずお話を申し上げたいと思います。 



 

 

 明治３３年ということで、非常に古いわけでござ

いますが、自治法が施行されたのは、もう昭和２６

年でございます。そういう中で、過去の歴史的な状

況の中におきまして、この一般競争入札というのは

非常に幅広くやることで、業者数も相当数にのぼる。

そうしますと、それを一々審査してまいりますと時

間がかかるというようなことから、この自治法の施

行令の中に、一般競争入札を原則として指名競争入

札の特例措置を設けた経緯にございます。そういう

中から、この明治３３年からやっておりました指名

競争入札を制度の中に組み入れてやってきたという

のが実態でございます。 

 さきに申し上げましたとおり、非常にその一業者

ずつを審査していくとになりますと、相当の時間が

かかってしまいまして、いわゆる物理的に年に何１

０本もある工事ということになりますと、工期の設

定から非常に難しい状態があるというような中か

ら、この特例措置における指名入札制度を採用して

いるのが実態で、これは全国的にもこの指名競争入

札を採用しているのが大方でございます。その点の

ところをまず御理解を賜っておきたいというふうに

思います。 

 その中で、２番目にございました共同企業体の関

係でございますが、町におきましては、結成する場

合につきましては、一応ランクづけの構成をもって

共同企業体を構成することの基本的なことを定めて

ございます。それに従いまして企業体を結成してい

ただくわけでございますが、出資割合等につきまし

ては、町の方におきましては、７対３という上限を

定めまして、その範囲内で自主的にその企業体が御

判断をいただき、出資割合を決めていただくという

中に取り扱っているところでございます。 

 町の方からそういう基本的な事項だけを申し上げ

まして、あくまでも企業体が自主的にその辺の割合

を御判断いただくということで、私どもの方にその

企業体結成の書類を提出をいただくということにな

ってございます。したがいまして、その後にその出

資割合に沿った中で適正にやっていただくというこ

とが原則でございまして、そのとおりやっていると

いうふうに私どもは認識をいたしているところでご

ざいます。 

 また、議員が疑義を感じる点等につきましては、

指名競争入札の排除規定等設けてございますので、

そういう排除規定に合致する場合については、厳し

く措置をしていかなければならないというふうに考

えているところでございます。 

○議長（平田喜臣君） 再々質問があれば賜ります。 

 １７番小野議員。 

○１７番（小野忠君） これはございません。次の

議会において通告をいたして審議させていただきた

いと思いますので、今回はこれで終わらせていただ

きます。 

○議長（平田喜臣君） 以上をもちまして、１７番

小野忠君の一般質問を終了いたします。 

 次に、１番中村有秀君。 

○１番（中村有秀君） 私は、さきに通告いたしま

した３項目、６点について一般行政の質問をいたし

ます。 

 まず、富良野川堤防の遊歩道についてでございま

す。 

 コルコニウシベツ川にかかる金星橋から北２６号

橋を経て富良野川にかかるあすなろ歩道橋、５丁目

橋、上富良野橋、そして新栄橋に至る遊歩道が堤防

を利用されて幅員３メーター、延長４,１７５メータ

ーが平成１１年６月に完成し、多くの町民が健康づ

くりに、散策にと利用され、大変喜ばれております。 

 また、旭川土木現業所もあすなろ歩道橋の傍らに

水辺の楽校ということで、学が一般の学校ではなく

て、楽しむということの楽校という字の案内板もあ

って、河川に対する考え方が大きく変わってきてお

ります。堤防に上がる階段の設置、ベンチ、緑地等

のさまざまな河川環境整備が進められております。 

 整備された４,１７５メートルの遊歩道が明憲寺

境内の下で途切れになっております。遊歩道等は入

り口があって出口があり、本来周回路であるのが望

ましいのですが、利用されている町民の皆様は、仕

方なく折り返しのコースを利用しております。利用

している町民の皆様方から、明憲寺境内を通過し、

周回の遊歩道への要望が寄せられているので、町と

して、その諸施策をお伺いいたします。 

 次に、２番目のごみステーションの維持管理につ

いてでございます。 

 清潔で明るいまちづくりとして、各町内会で自主

的に鉄製のごみ置き場を設置し、ごみの散乱を防ぎ、

清潔なまちづくりに大きく寄与されているが、現状

を見ると次の諸問題があるので、町としてクリーン

推進員の活用を図るなどの対策を要すると考える

が、観光の町、花と緑の町にふさわしい環境美化に

ついて、その対策を伺いたい。 

 まず、第１点は、上富良野ごみステーションの設

置状況でございます。収集別に見ますと、市街地収

集コースは青コースで１０３カ所、赤コースで１０

０カ所、緑コースは１３４カ所で、市街地では３３

７カ所があります。農村収集コースは東コース３４

カ所、西コース２５カ所、日新１カ所、清富３カ所

で、農村コースは６３カ所、町全体では合計４００

カ所のごみステーションが設置をされています。 

 町民から排出されたごみ収集と、ごみステーショ



 

 

ンの環境美化に協力され、清潔で明るいまちづくり

に寄与されている関係者に、心から感謝を申し上げ

たいと思います。 

 このたびごみステーションに家電等の不法投棄が

あるとの町民の連絡があったので、その確認も含め

て、それぞれの地域のごみステーションを見てまい

りました。その結果、ごみステーションの管理が行

き届いているところ、周囲に雑草が茂り、まさにご

み置き場の状況のところもありました。 

 また、収集者に聞きますと、冬期の除雪が不十分

なところもあるとのことですので、清潔で明るいま

ちづくりをともにつくろうの考え方で、町内会長、

クリーン推進員、そして町民の皆さん方に協力を要

請すべきと考えるが、この所信お伺いいたします。 

 次に、第２点目でございます。第１点のごみステ

ーションの設置状況で申し上げましたが、町内のご

みステーションが市街地３３７カ所、農村部６３カ

所の合計４００カ所設置されています。４００カ所

のごみステーションのうち、鉄製ごみ置き場は市街

地３３７カ所中２６９カ所あり、鉄製ごみ置き場の

設置率は７９.８％です。農村部では６３カ所中５１

カ所が設置され、その設置率は８１％であります。

トータルしますと、全町４００カ所の中の３２０カ

所に設置され、その設置率は８０％の多きに達して

おります。それぞれの町内地域に住む町民の皆さん

が、みずからの負担で清潔で明るいまちづくりに積

極的に寄与されています。 

 しかし、鉄製ごみ置き箱も設置年度によってはさ

び化が進行し、見苦しい箇所が数多く見受けられま

す。したがって、町としてその現状に対する見解を

伺うとともに、鉄製ごみ箱のさび化の現状から、塗

料等のあっせんを町としては考えていかがか、見解

を伺います。 

 それから第３点目は、ごみステーションの家電等

の不法投棄がされている状況と、その取り扱いです。 

 先般町民から寄せられた箇所に行って確認をして

まいりましたら、洗濯機、テレビ等がそのまま放置

をされてありました。しかし、町としてはバツ印の

ついた収集できないものであるということの表示を

されておりますけれども、これらの取り扱いを今後

どうするのかということでお尋ねを申し上げたいと

思います。約１カ月半ほどそのまま放置をされてお

ります。 

 それから、次に３項目め、ＪＲ上富良野駅周辺の

環境整備でございます。 

 「四季彩のまち・かみふらの～ふれあい大地の創

造」は、そんなまちづくりを目指す私たち上富良野

町民の大きなテーマであります。その観光の町、花

と緑の上富良野町の玄関口が国道であり、ＪＲ上富

良野駅であります。駅前はすばらしい花壇が設置さ

れ、観光客やＪＲを利用する人々の心を和ませてく

れて、大変好評であります。 

 しかし、駅両側は雑草が茂り、またラベンダーを

植えてありますけれども、ラベンダーの周りはラベ

ンダー以上に雑草が生い茂った状態でございました

けれども、四、五日前、何か草刈りをやったように

見受けられます。そういうことで、現状のままであ

れば、花と緑で観光客をもてなすという雰囲気では

ございません。ついては、それらの現状から、次の

点を町長にお伺いをいたしたいと思います。 

 ＪＲ駅周辺の雑草、枯れ木等を含め、環境美化に

ついてどのように考え、またその措置をどうしてい

るかという点。 

 それから２点目は、すばらしい花壇が上富良野町

のまちづくり委員会の浜本会長以下、５月２２日だ

ろうと思いますが、私も見てまいりましたけれども、

花壇ができました。しかし駐車場が狭隘になってい

る関係で、駐車場の拡大についてどのように考えて

いるか。 

 以上の点、特にＪＲ駅周辺については、平成１２

年の９月定例でも似たような質問をしております。

したがいまして、前進ある答弁をお願いいたしたい

と思います。 

 終わります。 

○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １番中村議員の御質問にお

答えさせていただきたいと思います。 

 まず、１番目の富良野川堤防の遊歩道についてで

ありますが、近年河川環境への関心が高まり、河川

は安らぎや憩いを求める場、スポーツやレクリエー

ションの場として町民に利用されているところであ

ります。御指摘の場所につきましては、河岸ががけ

状になっていることから、加えて河川境界からすぐ

に民地になっておりまして、遊歩道の確保がとれな

い場所であることから行きどまりとなっているとこ

ろであります。 

 ここから先の明憲寺境内を通過することにつきま

しては、お寺の方では不特定の方や挙動不審者もあ

ることなどから、境内の敷地の通行を御遠慮願いた

いと言っているところであります。したがいまして、

これらの実情を理解いただき、現状のコースの中で

の利用をお願いいたしたいと思うところでありま

す。 

 ２番目のごみステーションに関する御質問にお答

えさせていただきます。 

 議員御発言のとおり、ごみステーションの鉄製置

き場につきましては、地域環境の保全の上から、各

町内会で自主設置、管理をいただいているところで



 

 

あり、感謝を申し上げているところであります。 

 ごみの処理に関しましては、地域の相互協力と行

政がともに協力して取り組まなければ解決のできな

い事柄でありますから、排出から処分に至ります行

程で、それぞれ役割区分されておりますことは、既

に御承知のとおりであります。 

 御家庭などから排出されますごみにつきまして

は、分別を含め町が指定いたします集積場所への搬

出と、その管理までは排出者の皆様に役割を分担し

ていただき、排出管理されましたものを収集、運搬、

処理に至る行程は、町の管理課で行うことでの役割

を明確にさせていただいているところであります。 

 御質問のステーション周辺の整備に関しまして

は、それぞれ御利用の皆様に御協力をいただきます

よう、町内会会長並びにクリーン推進員の皆様に再

度お願いを申し上げたいと思っております。 

 ２点目の鉄製ごみ置き箱のさび化に塗料等のあっ

せんしてはとの御質問でありますが、これまでも各

町内会などさまざまな工夫を凝らしお取り組みをい

ただいておりますことや、役割の明確化の観点から、

今後も設置者での管理をお願いいたしたいと思って

おります。 

 また、家電などの不法投棄につきましては、主と

して粗大ごみ収集時に数カ所で排出されていたもの

があり、収集できないものであることを表示し、お

持ち帰りを願っているところでありますが、残念な

ことに、まだ放置されたままなものもございます。 

 町といたしましても、この対処に大変困っている

のが現状であります。どこまでもモラルによるもの

ですので、町民の皆様の協力を求めていきたいと考

えております。 

 御質問の点につきましても、いずれ各町内会等の

御協力を賜りながら解決していかなければならない

課題でありますことから、議員御発言のとおり、各

町内会などにおられますクリーン推進員の皆様方

に、地域体制を含めた御協力をお願いしてまいりた

いと考えております。 

 なお、不法投棄に関しましては、法に触れる行為

でもありますので、それぞれ交番とも連携をとらさ

せていただいているところであります。 

 次に、ＪＲ上富良野駅周辺の環境整備についてで

ありますが、現在は都市計画マスタープランの策定

に携わっていただいておりましたまちづくり委員会

の皆様による駅前花壇の整備を初め、商工会女性部

の皆様方によるラベンダーの植栽や花プランターの

設置など、駅周辺の環境美化については、これら町

民の皆様の活動によって行われているところであり

ます。しかしながら、議員御指摘のとおり、駅舎の

両側には雑草が茂り、枯れた立木もあることから、

町の玄関口としての美観を損ねている状況にありま

す。このことにつきましては、例年町といたしまし

ても、当該敷地の所有者でありますＪＲ北海道に対

しまして、美化整備の要望を行っているところであ

りますが、なかなか酌み取っていただけないのが実

情でございます。 

 また、駅前花壇の整備に伴い、以前よりも駐車ス

ペースが狭くなったことから、駅を利用される町民

の皆様方に御不便をおかけしていることも認識いた

しております。 

 今後におきます駅舎周辺の環境美化の推進と、駐

車場の対処についてでありますが、ＪＲへの働きか

けだけでは、美化整備を進めていくことが困難であ

るとの認識に立たざるを得なく、また駐車スペース

の新たな確保についても、駅利用者の利便性を考え

た場合、ＪＲ敷地内にそれぞれが求めることが最適

と思われますので、駅舎周辺のＪＲ敷地の活用及び

使用につきまして、今後ＪＲ旭川支社と協議を行い、

駅舎周辺の環境整備を取り進めてまいりたいと考え

ているところでございます。 

○議長（平田喜臣君） 再質問があれば賜ります。 

 １番中村議員。 

○１番（中村有秀君） まず、富良野川の遊歩道の

関係なのですが、地権者に先般お聞きしましたとこ

ろ、当初旭川土木現業所は防災上の見地ということ

から、富良野川の幅員を６０メートルの幅にしたい

のだという点、それからもう一つは、あの境内の下

の富良野川が蛇行しております。その補強のために

も現在がけ状になっているのり面部分を防災上対策

として工事を進めたいというような申し出があった

と聞いております。しかし、現状はあそこで行きど

まりの形のままなっているということでございます

けれども、工事実施計画の段階で、旭川土木現業所、

それから上富良野町役場、地権者との間でどのよう

な協議が行われ、工事が施工されたか、その経過に

ついて、わかれば教えていただきたいと思います。 

 それから２点目は、現状を見ると行きどまりの箇

所から新たな遊歩道の設置は無理かなという状況判

断をされます。したがいまして、遊歩道が行きどま

りのため折り返す人、無断で境内を歩く人があるの

が現状であります。 

 また、地権者からの話によると、非常にマナーの

悪い方もいらっしゃる。目を合わせてもあいさつを

しないだとか、水を飲む前につばを吐くとか、いろ

いろなマナー上の問題もあって非常に地権者は、こ

のままの状況では勝手に通られては困るというよう

な話を聞いております。 

 そういうことで、地権者と町及び土木現業所が十

分な話し合いを行って、境内の通過に対して特段の



 

 

配慮をお願いする考えはあるか、お伺いをいたした

いと思います。 

 それから、次にごみステーションの関係なのです

が、まず１点目は、今後町内会長、クリーン推進員

等に協力要請をしていくということでございますけ

れども、今後ごみの分別収集、それから有料化等の

説明会が今後行われるだろうと判断をしておりま

す。そういうことで、それぞれの地域のごみステー

ションは、それぞれ皆さん方が協力して、清潔で明

るいまちづくりということで、御理解と御協力をい

ただくよう配慮をしていただきたいと思います。 

 それから、鉄製のごみ置き箱でございます。大体

１基標準の大きさで、約４万円程度するということ

なのですね。そうすると、設置年度によって価格等

も違いますけれども、３２０カ所現在設置をされて

ます。したがって単純計算でいけば、１,２８０万円

を地域住民の皆さん方が負担をして、町の生活環境

美化に寄与しているということが言えるのでないか

と思います。したがって、さび化防止、それから老

朽化が進んでいるところもあります。したがって、

これらについては塗料のあっせんということで、私

は無料にすれとは言いません。それぞれ受益者負担

ということでございますけれども、この塗料のあっ

せんん等に対して、先ほどの答弁では、役割明確化

の観点から、今後も設置者で管理をお願いしたいと

の答弁であります。しかしできれば、メーカーによ

っては色が違います。朱色のところとラベンダー色

とありますけれども、今後言うなれば花のある町、

それから緑の町ということで、観光客も、ああごみ

箱にもこんな配慮があるのかなというようなこと

で、できれば色の統一を順次進めていくというよう

な方法も含めて、この塗料のあっせんということで

考えてはいかがかなと。 

 それから、次にごみステーションの家電等のあれ

なのでございますけれども、これは青のナンバー１

１にナショナルの洗濯機、それから東芝のテレビ等

があります。これは１カ月半ほど。それから、その

ほかのごみステーションをずっと回ってみますと古

タイヤ、バッテリーがあるところもあります。 

 したがって、ことしの春ですか、町民と語ろうの

トークで、ごみの問題であったときに、あくまで地

域の人たちがこれらについて十分監視をしながら、

またそういうものを出さないようにということでご

ざいますけれども、現実に１カ月半以上そのまま放

置されているということをどのように判断するかと

いうことと、それから放置されてラベルを張ってい

きます。そうすると、その記録はいつ確認をしたの

かというようなことも含めて、そういう記録表的な

ものがつくっているかどうかということも含めて、

そのことがきっと今ひとつ、町内の以外の人が持っ

ているケースもあるのですね。ですから、僕は先ほ

ど申し上げた、テレビの裏側に旭川地方裁判所差し

押さえ執行目標というのがついているのもありまし

た。ですから、どこの人かなということは私はわか

りませんけれども、いずれにしても、逆に放置され

たものを１カ月くれば町で回収するということもま

た悪循環も出てくれば、またマイナスにもなります

けれども、それらを含め、それであれば張ったラベ

ルのやつをどのぐらい置くのかというようなこと、

それから、まだ撤去されなければ、それをどうする

かという点についてお伺いをいたしたいと思いま

す。 

 それから、次にＪＲの駅周辺の環境整備でござい

ます。先ほど上富のまちづくり委員会の浜本会長以

下の皆さん方が、商工観光まちづくり課の辻係長も

おいでになっておりまして、駅は花のあるまちづく

りの始発点という発想で、これらについてやってい

ただいているということに対して、深く敬意を表し

たいと思います。 

 ただ、私は平成１２年の９月の定例会で、この問

題をたまたま観光ボランティアで３カ月ほど駅前に

いた段階で非常に感じたということで質問を申し上

げました。そのときの町長の答弁は、私どももＪＲ

敷地内の問題につきましては、年に１度広域の中で

旭川ＪＲ支社に行って、いろいろと鉄道周辺の整備

等々について要望いたしておりますということでご

ざいました。しかし、富良野駅は管轄は違いますけ

れども、中富良野駅、美瑛駅周辺も見てまいりまし

た。非常に整備され、ああさすが観光客をもてなす

駅だな、入り口だなということを感じてまいりまし

た。そういうことで、できれば年に一度ということ

では、今回は出ておりませんけれども、できれば再

三再四やはり行っていただく。 

 それから、美瑛の状況、中富良野の状況も、言う

なれば町民のボランティアでやるのであれば、やる

方法、手段等も聞いてきたりというようなことで、

それらも含めて考えていただきたいということ。 

 それからもう１点は、駐車場のスペースの関係で

ございます。現実に今ノロッコ走っております。美

瑛で乗って上富良野でおりる人、上富良野で乗って

美瑛でおりる人、もしくは中富と、そういう行き帰

りで、大型バスがもう何台も来る時期があります。

したがって、あそこの駅前のバスの置き場のスペー

スは全然ありません。したがって、ＪＲが定期的に

通勤者が利用している車は、できればトイレの向こ

う側にＪＲにお願いをして、ＪＲ利用者の駐車場と

いうようなことで、きょうの答弁を聞きますと、１

２年９月の定例会で一歩前進した形で、旭川支社と



 

 

十分協議を行って、駅周辺の整備環境を進めるとい

うことでございますので、十分花の町、それから緑

の町、そして観光客を心からもてなすということで、

これらの駅周辺の整備にＪＲ旭川支社との協議を強

く進めていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １番中村議員の再質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、ごみの問題でありますけれども、分別等々

につきましては、議員も御心配いただいております

ように、私どもも町内会並びにクリーン推進員の皆

さん方の協力をいただきながら、今後それぞれの町

内会に入って十分な説明を話しつつ、分別の推進を

図っていきたいというように思っております。 

 また、ステーションの塗料の問題でありますが、

議員御意見のとおり、基本的には設置者の皆さん方

の管理の中で対応するわけでありますが、例えば製

造業者等々にお話を申し上げてあっせんしていくと

いうような、塗料のあっせんをするというようなこ

とも一つの方法かなというような部分も含めなが

ら、今後検討を加え、取り進めていきたいというよ

うに思います。 

 また、不法投棄の家電製品の問題でありますが、

これは先ほどもお答えさせていただきましたよう

に、警察との連携をとりながら対処させていただい

ております。ただ、その中で担当からのお話により

ますと、収集物でありませんよということであれし

たら、持って帰っていった方もいるということをお

聞きいたしておりますけれども、しかしすべてが持

って帰っているわけではない。今なお残っている部

分がある。しかし、ごみトークのときに町民の皆さ

ん方とお話ししましたように、あくまでもステーシ

ョン設置の周辺の皆さん方、町内会の皆さん方の責

任ですよというようなお話は、役割分担の中でお話

申し上げておりますが、最終的には町が処分せざる

を得ないというふうに思っております。 

 しからば、議員も御発言ありましたように、では

１カ月だったらいいのか、２カ月だったらいいのか、

出てきたからすぐ処理するということになれば、果

たしていかがかなというようなこともございますの

で、そういった期間というものがどうなのかという

ことも十分検討しながら、また、そこにあることに

よって地域の皆さん方に不便を感じさせる状況下と

いうような部分も、環境的にはいいわけでありませ

んけれども、他のごみの排出に支障を来すとか、い

ろいろな支障があるとするならば、そのならない時

点で町として処分をしていかざるを得ないのかなと

いうようなことも含めながら考えてまいりたいと思

います。 

 なお、その他の記録等々の対処につきましては、

担当課長の方からお答えさせていただきたいと思い

ます。 

 次に、ＪＲ上富良野駅周辺の美化の問題でありま

すが、地域の皆さん方、それぞれまちづくり委員会

あるいは商工会の女性部の皆さん方、多くの方々の

御協力で美化の推進を図っていただいております

が、駅周辺の雑草等々の対応につきましては、今な

おＪＲの方で対応していただけないというような状

況であります。このことにつきましては、前回にも

お答えさせていただきましたように、美瑛から南側

にあります富良野、占冠、南富の６市町村が毎年２

月にはＪＲの旭川支社に赴きまして、いろいろな要

望をさせていただいております。その中で、常に出

てくるのが沿線周辺の環境整備ということでありま

して、駅周辺ばかりでなく、農村の方におきまして

も、雑草が生えることによって病害虫の発生とかい

いろな部分で苦慮しているというようなことを含め

て、ＪＲの方にその申し出をいたしているところで

ありますが、残念ながら今なおそういった対応はで

き得ないというようなことで、他の地域ではボラン

ティア、あるいは地域がせざるを得ないというよう

な状況になっております。 

 特に上富良野駅の場合は、美瑛駅の委託で対応し

ているというようなこともありまして、議員から御

質問ありましたように、１年に１回支社へ行ってお

願いするだけでなくて、その対応ということは過般

も担当の方に、美瑛駅長の方に申し出るようにとい

うことで指示をいたしておりますが、なかなか難し

い課題もありますので、今後は地域がどうするかと

いうことも含めて考えていかなければならないなと

いうふうに認識いたしております。 

 それから、駐車場の問題でありますが、町民アン

ケート等々の中にも御意見が出されております。駅

の駐車場が狭いというようなことでお話があります

が、これらにつきましては、先ほどもお答えさせて

いただきましたように、駅周辺にまだＪＲ用地が残

っている部分がある。これらを整地し利用すること

によって、駐車場の拡幅ができるのかなというよう

なことも含めて、今後ＪＲとの交渉を進めてまいり

たいなというふうに思っておりますし、また、今町

が駅周辺整備についての対応構想が整いまして、そ

の対応を進めているところでありますが、これらの

ことも含めてＪＲとの調整をさせていただいており

ますので、これらとの関連をしながら、それらの対

応までの間の対処について、今後もＪＲと調整をさ

せていただきながら進めさせていただきたいなとい

うふうに思っているところであります。 



 

 

 一番先の遊歩道の件についてお答え漏れがありま

した。申しわけございません。 

 このことにつきましては、先ほどもお答えいたし

ましたように、地権者との問題もありまして、現在

のような対応で利用していただくというしか今のと

ころは方法はございません。ただ、このことにつき

ましては、以前にも一般質問でどなたか議員から御

質問がございました。そのときもお答えさせていた

だいておりますが、土木現業所と今後調整しながら、

例えばでありますが、あそこに階段をつけて橋の下

をくぐって、また階段をつけて橋の上に上がってく

ると、堤防に上がってくるというような手法がとれ

ないかというようなことも含めながら、土木現業所

と調整をさせていただこうかなというふうにも思っ

ております 

 なかなか難しい課題でありますが、今のところは

引き返してもらわなければなりませんが、議員おっ

しゃるように、あれだけの対応をした遊歩道施設で

ありますから、途中から引き返さなければならない

というようなことの解消ができるように努力してみ

なければというふうに思っております。 

 また、この問題につきましては、河川の拡幅に伴

います交渉につきましては、大分以前の話になりま

して、今も担当所管にちょっとそれぞれ聞いてみた

のですが、当時の用地の買収問題についてのことに

つきましては、ちょっと状況を認識している者がい

ないということでありますが、私は過去に１度、確

定的なことではございませんが、議員のおっしゃる

ようないろいろなことで町と土木現業所と地権者と

中に入って調整の交渉をした経緯があったけれど

も、拡幅買収が整わなかったという話を聞いた記憶

を持っております。そういうようなことから、拡幅

につきましては、でき得なかったのではないかなと

いうように認識いたしているところでありますの

で、御理解を賜りたいと思います。 

○議長（平田喜臣君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（米田未範君） １番中村議員さん

の再質問の中で、家電等の投棄の関連について記録

があるかということでございますが、私どもの知り

得る範囲でステーションのうち、何が置かれている

かということについては確保いたしてございますけ

れども、期日的な部分にまでは至ってございません。

おおむねの時期的な部分につきましては、先ほど御

答弁をさせていただきました粗大ごみの廃棄のとき

が主体的になっておりますので、その辺の状況で確

保いたしてございます。 

 以上であります。 

○議長（平田喜臣君） 再々質問があれば。 

 １番中村議員。 

○１番（中村有秀君） 再々質問でございますけれ

ども、富良野川の遊歩道の関係ですけれども、一応

行きどまりの標識も設置はされているのですね。し

かし、周回路による遊歩道の機能発揮という面だと

か、もう一つは境内の中を通る、山門を通るという

ような面、一つはそれぞれ個々人のマナーもありま

すけれども、信仰心の高揚という面も含めて、やは

り利用時間の制限、それから利用者のマナーを守る

ということも含めて、境内内の通過について地権者

と積極的な話し合いを望みたいと思いますが、その

見解を伺いたいと思います。 

 それから、今町長から再質問に対する答弁で、場

合によっては階段を設置をして、橋の下を通ってま

た上がるというようなことも一つの手法があるかと

も聞いて、今答弁伺ったのですが、これらもあわせ

て、旭川土木現業所に周回路の要望ということで進

めていただきたいと思います。 

 それから２点目、ごみステーションの関係なので

すが、一つは塗料のあっせんということで、できれ

ば町のカラーを出すというようなことを、できれば

クリーン推進員だとか町内会長会議でそれらを含め

て、統一したカラーを順次さび化防止のためにそれ

ぞれ進めていく、費用はそれぞれの地域の皆さん方

が負担をするというような方法を進めてはいかがか

なという感じがいたします。 

 それからもう１点、放置されたものの記録という

のがないということなのですけれども、できれば私

は報告、青番号、緑番号、赤番号で全部調べてきた

中で、そのままずっと放置されているものがあるの

ですね。一つはその地域の人たちに対する喚起とい

うことで、何か文書的なものを回すだとか、そうい

うようなことを含めて何かしていかないと、出した

ら出しっ放しで、先ほど町長も言いましたけれども、

１カ月すれば持っていかれるから、それでは置いて

おこうかというような形になっても困りますけれど

も、いずれにしても記録は記録としてとって、その

措置状況をやはりとどめていくべきではないかとい

うような感じがいたします。 

 それから、駅周辺の関係ですけれども、本当に駐

車場の関係等含めて、沿線の市町村と広域でという

のでなくて、町長の言う、何回でも美瑛、それから

旭川支社に足を運んで、それらを何とか実現する方

向。というのは、ぼくはあそこの石垣を一部とって、

それから枯れ木の大木を切って奥に行けば、砂利だ

けでもいいですけれども、そういうＪＲの敷地の中

で、ある程度の台数の駐車が確保できるのかなとい

う気がいたしますので、なお一層これらについて陳

情等を進めて、これらの緩和について御努力をいた

だきたいと思います。 



 

 

 以上でございます。 

○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １番中村議員の再々質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、遊歩道の問題につきましては、先ほども申

し上げましたように、今後そういう課題を抱えなが

らではありますが、前向きに取り進めてまいりたい

と。土現との話し合いも進めるとともに、地権者の

お話を私自身もお聞きしたことがありますが、やは

り利用する方々のマナーと、議員が御発言ありまし

たように、本人のお話によるといろいろと、そのす

べての人がといういう言い方ではないわけでありま

すが、一部の人のマナーの悪さということについて

御指摘もいただいておりますので、そういったこと

も含めながら、今後の利用の対応について検討させ

ていただきたいと思います。 

 それから、ごみステーションにつきましては、議

員の御発言にありましたように、塗料のあっせん

等々の中で、やはり上富良野町らしいカラーを出し

た対応でという御意見でありますが、これらにつき

ましても検討をし、対処していくように取り進めて

いきたいというふうに思います。 

 それから、家電の不法投棄、これにつきましては、

今担当からお話しありましたように、記録的なもの

はないということでありますが、これは収集車に、

担当している者にそういった記録をし対応するよう

指示しながら、いつそこに出てきたのかということ

で、またそういったものが出てきたとするならば、

そのごみステーションを利用している方々が出した

のか、そうでない方々が持ってきたのかわかりませ

んけれども、基本的にはごみステーションを利用し

ている方々に対して、そういったクリーン推進員あ

るいは町内会の会長さん等々を通じて、この不法投

棄に対する対処の方法も進めていきたいなというふ

うに思っております。 

 それから、駅周辺の問題でありますが、駐車場の

問題でありますが、これにつきましては、議員が御

意見にありましたように、トイレ側の方に駅の土地

がある。昔一時期、過去におきましてはあそこを整

備して自転車置き場に、こっち側に自転車、今駐輪

場つくりましたからいいわけですけれども、駐輪場

ができる前までは、あの周辺に自転車が散乱してい

たというようなことで、あっちの方に自転車置き場

を整備しようかというようなことで取り進めた経緯

もございますので、今後ＪＲと調整をさせていただ

きながら整備に向かって努力をしてまいりたいとい

うふうに思っております。 

○議長（平田喜臣君） 以上をもちまして、１番中

村有秀君の一般質問を終了いたします。 

 この際、暫時休憩いたします。 

──────────────────                
午前１０時２４分 休憩 

午前１０時４５分 再開 

──────────────────                
○議長（平田喜臣君） 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

 次に、３番福塚賢一君。 

○３番（福塚賢一君） 私は、さきに通告してあり

ます６項目につきまして、町長並びに教育長に一般

質問をさせていただきます。 

 初めに、町の危機管理意識についてであります。 

 去る４月２６日、午後８時４５分ごろ、いまだ経

験かつてしたことのない横揺れでなくして縦揺れで

あった、そんな地震であったかと思います。それが

２回にわたって起きたと。したがって、町民の不安

が一層募ったようであります。 

 震源地は上川南部の浅いところと報道され、多く

の町民は十勝岳爆発の前兆ではないかと不安で眠れ

ない長い夜であったようです。 

 このことについて、防災の町上富良野として広く

知られている本町のとった時点につきまして、どう

であったかということにつきましては、極めて遺憾

であったと言わざるを得ないかと思います。つきま

しては、その状況経過を、てんまつを関係機関と連

絡をとり、防災無線で町民に周知しなかったことは、

私はまことに尾岸町長らしくなく、残念であったと

思います。この点について、町長の所見を賜りたく

思っているところであります。 

 次に、新しい今造成しておりますパークゴルフ関

連についてお尋ねしたいと思います。 

 一つ目は、芝の植生と樹木の状態が良好であると

思われませんので、請負業者との契約では、その点

どうなっておりますか、お伺いをしておきたいと思

います。 

 二つ目は、整備委託事業として、４月から１０月

まで事業の発注をされたようでございますが、ここ

で考えている事業の内容はいかなるものか、また、

本件の公共工事の入札契約の適化法に基づき、具体

的に説明されたい。 

 答弁書の内容見ますと、関係ないと、適化法には

なじまないのだというような答弁書をいただいてい

るわけですけれども、私はそれに対しては少し違っ

た考え方持っておりますので、４月初旬に整備委託

事業として、これも仄聞でありますけれども、２０

０万円ぐらいの事業費で３社で入札したと。この辺

の考え方を承知したいのであります。 

 ３番目は、備品購入のため、６月初め芝刈り機ほ

か大小合わせて１５品目一括入札にかけたように聞



 

 

き及んでおりますが、答弁書を見ますというと、３

回ぐらいに分けたようでありますが、その経過につ

いて支給額子細承りたく思います。 

 特に草刈り機の関係で乗用、自動４台買ったとい

う答弁書、５台ですか、答弁もらっているわけです

けれども、まさしく今日的課題として、町民からの

行政需要の多い中で、なかなか予算化できないと言

って、日ごろ町長は頭悩まされているようですけれ

ども、５台の芝刈り機が本当に必要であったのかと

いう点について、これ何台購入したのかという内容

になってますけれども、その辺のところについて、

町長の考え方を尋ねたいと思っております。 

 ４番目は、継続事業で２カ年、本年が最終年度２

年目ということですけれども、管理棟、大型あずま

や、物置、駐車場が予定されていると思います。約

９,０００万円事業費。その分割発注した理由をお尋

ねしたいわけですよ。要するに、答弁書見ましたら、

大型あずまや、管理棟を分離発注したという答弁書

でうかがえるわけですけれども、自分が聞いている

のは、管理棟、大型これ発注したのかどうかわかり

ませんけれども、少なくとも２７号で立って見た限

りにあっては発注してない。物置、駐車場が後のも

のが先に発注されている。このような関係について、

どうして分割発注したのか、その理由をお尋ねした

いと思います。 

 先ほども触れましたけれども、４月の上旬に指名

委員会を開いてもらった資料に察するところ、４月

の中過ぎに入札にかけているわけですよね。どうも

理解しがたいので、御説明を賜っておきたいと思い

ます。 

 ５番目ですけれども、町の広報によりますと、９

月に供用開始させる考えであるかにうかがえます

が、今の芝の状況が極めて劣悪、悪いという状況の

中で、やはり将来を考えて、来年から供用されるこ

とが望ましいのではないかと思いますが、町長の意

見を賜りたく存じております。 

 最後のパーク関連ですけれども、町民の声として、

島津パークゴルフ場の南側の林間コース９ホールだ

けでも引き続きプレーできるようなことで考えてほ

しいという町民が少なからずおられます。この考え

方について、町長の見解を賜りたく存じているとこ

ろであります。 

 ３点目の国営土地改良受益者負担金についてであ

ますが、この件につきましては、３月の定例議会で

町長に一般質問させていただきましたが、その町長

の見解については理解しがたいのでありまして、わ

からなくなってきたのであります。したがって、今

定例会で一般質問させていただいているわけですけ

れども、本事業につきましては、三十数年以上もか

けて実施してきて、右肩上がりのいわゆるバブルの

全盛期の時代の中にあるのであればわかりますけれ

ども、今日農業を取り巻く環境が、これだけ町長御

案内のとおり厳しい時代に、農家に押しつけるよう

なことは歓迎できないのであります。いわゆる５％

の金利の関係ですね。農家は生活がかかっているの

でありまして、社会的にも農業事情が大きく変遷し

てきているのに、農水省の考えだけが、近代化と言

うよりも変化してないのが理解できないのでありま

す。 

 今、政府金融機関の固定金利は１.８５％だと思い

ます。１０年定期で約２％の超低金利時代であるの

に、なぜこのしろがね事業だけが三十数年前と同じ

なのか、全く理解できないのであります。 

 農家経済を国が考えるならば、省令の改正で対応

できるものと思っております。この点について、町

長の引き続きお考えを賜りたく存じているところで

あります。 

 また、町長の考えている一括償還することで金利

の１.５％から２％に軽減されるとのことのようで

すが、これは自分は及ばずながら評価できます。で

すけれども、議論の余地が山積していると思ってお

りますので、今後にあっては、会議を広く起こして

徹底的に議論すべきだと思っておりますが、この考

え方について、町長の考え方を尋ねておきたいと思

います。 

 同じく２番目ですけれども、土地改良法の９０条

の１、２について、そのものの受ける利益を限度と

して負担金を徴収することができるとありますが、

この点、この条文の意味合いを町長はどのように理

解しているか、大変失礼ですけれども、この点も承

っておきたいと思います。 

 ３番目に、町に本年度車両関係で、少なくとも私

の計算ですけれども、２,０００万円以上の物品、い

わゆる車両が貸与されていると思います。この貸与

に至った詳細御説明願いたいと思います。 

 自分がやはり心配しているのは、諸費として役場

に貸付受けたという理由が見当つかないわけです

よ。少なくとも諸費として、今後農家負担となるも

のではないかと考えますので、この辺御説明賜りた

いと思っております。 

 ４番目に、道道吹上線の街路事業についてであり

ます。 

 北海道の都市計画の基本方針を、この７月までに

マスタープランを作成して、２００４年５月までに

全道８１カ所の市町村の具体的な計画を定めたいと

いうことを新聞で拝見いたしました。つきましては、

私の１３年の４定、１２月ですね。同じく質問しま

したら、駅前再開発その他の懸案事項については、



 

 

計変をして町の都市計画審議会にかけて道に申請す

る意向であると、その旨町長は１２月に答弁してい

ただきました。私はそれを信じておりましたが、い

まだかつてその答弁に対する見きわめができません

ので、再度御質問させていただきたいと思っており

ます。 

 ５番目になりますが、離農跡地を分譲宅地化する

ことについてであります。 

 昭和４０年代高度経済成長が始まり、各般にわた

って資本投下により乱開発が行われてきました。そ

の状態が、虫食い状態の開発を防止するために、秩

序ある開発を進める目的で農振法、都市計法が施行

されたことは御案内のとおりだと思います。 

 国の施策として、厳しい土地に関する規制が徹底

され、市町村の区画整理、農村部でも優良農地の確

保がなされてきました。しかし、近代日本農業の将

来を考えるとき、各種の規制緩和時代を迎え、これ

以上の優良農地の確保が必要でないという傾向にあ

ると思います。この事実として、農地の宅地転用に

道が開かれ９８年施行の優良田園住宅建設促進法に

基づき、離農跡地を町が分譲地として造成し、広く

提供することにより、上富良野町の人口増と自主財

源の税収の確保に大きく期待するところが考えられ

ますので、この考え方について、町長の御所見を賜

りたく存じているところであります。 

 最後になりますが、学校５日制に教員退職者の雇

用についてということで、この４月から新学習指導

要領に基づき、詰め込み教育の反省からだと思いま

すが、ゆとりある教育ということで学校完全週５日

制が導入され、学習時間の減により、学力低下が父

母の間で話題になっております。町長もその点、教

育長も同じかと思っておりますが、一つの方法とし

て、退職された先生を学習や生活体験を主とした「土

曜の学舎」として希望者に開設したら効果的ではな

いかと思っている一人であります。 

 仄聞するところ、旭川の買い物公園へ行ってみま

すと、土曜日になるとたくさんの小中学生、いわゆ

る生徒がたむろしている状況は、将来の日本を思う

ときに、非常に不安であるという町民もおられまし

た。つきましては、退職先生の中には、教える力や

生活指導力を備えた人がおられます。この人たちの

力をかりて、心配している父母の学力低下や非行の

早期発見等にも極めて有効と思い、今後検討される

ことを期待いたすものであります。 

 以上で、私の一般質問を終わります。 

○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ３番福塚議員の御質問につ

きまして、まず第１点目の町の危機管理意識につい

てお答えさせていただきたいと思います。 

 平成１４年４月２６日、午後８時４６分と午後８

時５１分の２回有感地震が発生し、また旭川開発建

設部と旭川土木現業所が十勝岳地区に設置しており

ます２基の震度計も地震を感知しましたことから、

上川南部消防事務組合北消防署の通信指令から、午

後８時５０分ごろ連絡がありました。総務課防災担

当が出動し、状況把握等に努めたところであります。 

 町では、旭川気象台に火山性の地震であるのか、

また震源地はどこかの照会をいたしたところであり

ます。その回答では、十勝岳の火山性地震ではない

模様であるが、その時点では震源地の特定ができて

いないとの内容であったことから、札幌管区気象台、

旭川地方気象台へさらに震源地の情報を照会するこ

とについて担当に指示したところであります。最終

的に震源地は上川南部ということで回答を得ました

が、既に午後１０時近くになっていたことと、また

午後９時２０分ごろのテレビ地震情報で、震度２富

良野市、上富良野町という一般地震のテロップが報

道されたことから、町民に対して防災行政無線によ

る情報伝達をしないことに決定した経緯でありま

す。 

 議員が言われますように、不安を抱かれている町

民の方もいらっしゃるということも事実であります

ので、さらに適時適切な対応ができるよう、関係機

関などからの情報収集と町民に対する情報伝達に努

めてまいりたいと存じております。 

 次に、２番目の新パークゴルフ場関連の御質問に

ついてお答えさせていただきたいと思います。 

 まず、１点目の芝の植生と請負契約に関する御質

問でありますが、芝の植生につきましては、昨年の

造成工事において、火山灰に土壌改良剤と肥料をま

ぜ種子を吹きつけ順調に発芽し、検定を終え、請負

業者から受け渡しを１１月１９日に行ったところで

あります。しかし、秋の長雨と融雪による一部流さ

れた箇所がありましたので、本年度請負業者の責任

で根土の散布、種子まきを実施しているところであ

ります。 

 また、本工事により植栽した樹木の枯れたことに

つきましても、契約書の瑕疵担保の規定により、業

者の責任において順次植えかえるよう指示をいたし

ておりますので、御理解を賜りたいと思います。 

 次に、２点目の整備委託事業についてであります

が、この事業は国の緊急地域雇用創出対策として、

失業者の雇用促進を図る事業でありまして、町とい

しましては、この制度を活用してパークゴルフ場の

芝刈り、補植、散水、除草等の管理を町内３社によ

り指名競争入札し、発注したところであります。 

 当該契約は、施設の管理業務委託の契約であり、

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法



 

 

律には、直接関係するものではありませんが、入札

執行、契約締結等につきましては、公共工事同様、

透明、競争性の確保に努め実施したところでありま

す。 

 ３点目の備品購入についてでありますが、本年度

パークゴルフ場の芝の管理に必要な乗用芝刈り機２

台、自走式芝刈り機３台、集草袋１個、集草機１台、

リール研磨機１台、刈り払い機２台、動力噴霧器１

台、水タンク１台、高圧洗浄機１台の合計１１品目、

１３台について、６月５日に町内５業者による指名

競争入札を行って購入業者を決定し、売買代金４９

９万５,５８５円で契約を行ったところであります。 

 また、芝の養生のための散水装置につきましては、

６月１４日に４社にて入札を行い、売買代金１２７

万５,７５０円で契約を終えたところであります。 

 さらに、乗用根土散布機、肥料散布機などは使用

時期が８月下旬の予定でありますので、７月下旬に

入札を予定しているところでございます。 

 その他の備品につきましては、管理棟と大型あず

まやの完成にあわせて購入する計画であります。 

 ４点目の本年度の管理棟、大型あずまや、物置、

駐車場を分割発注した理由についての御質問にお答

えいたします。 

 平成１４年度の工事は、土木工事として入り口工

の駐車場舗装と建物の周辺にかかわる部分の造成工

事と物置設置をあわせて発注し、現在順調に工事が

進められております。 

 物置設置を土木工事にあわせて発注いたしました

理由でありますが、この物置には６月中に納品予定

の芝管理用備品を納入する倉庫でありまして、建築

工事とあわせて発注しますと、芝管理用機械の収納

に間に合わないということから、土木工事とあわせ

て発注したところであります。 

 物置につきましては、新築するものではなく、プ

レハブであります。 

 次に、建築工事として管理棟と大型あずまやを分

離し発注した理由でありますが、この建築工事は防

衛庁の調整交付金の補助を受けて実施する事業でご

ざいまして、防衛庁の補助金の交付決定を受けてか

ら工事に着手することになります。防衛庁の補助金

の交付決定通知が５月２９日付でなされ、入札の諸

条件を整えて、６月１０日に入札を行いまして工事

の発注をいたしたところであります。 

 管理棟と大型あずまやを分割いたしましたのは、

設計金額が変わらないことと、２業者に請け負って

いただくことによって工事の早期完成が図られるこ

とから、分割発注を選択したところであります。 

 ５点目の９月の使用開始予定を見合わせるべきで

はとの御質問でありますが、教育委員会では９月２

２日に住民対抗パークゴルフ大会を開催し、仮オー

プンのセレモニーとして町民に披露する計画を立て

ていますが、芝の養生には一番大事なときでもあり、

大会までまだまだ日数がございますので、もう少し

芝の状況を見きわめ、教育委員会でも専門家の意見

を聞いた上で、実施についての判断をしたいとのこ

とでありますので、御理解を賜りたいと思います。 

 次に、６点目の島津パークゴルフ場の一部存続に

ついての御質問でありますが、島津公園内のパーク

ゴルフ場は、都市公園の中に設置されており、小さ

い子供を連れた親子が遊んだりするときに、パーク

ゴルフのボールが飛んできて危険であるということ

で、新たにパークゴルフ場の造成をしている経緯も

ありますので、日の出の新パークゴルフ場が完成し

使用開始したときには、原則的に廃止する予定であ

ります。しかし、多くのパークゴルフ愛好者より、

公園利用者に支障のないところについては、町民の

健康増進とレクリエーション活動の場として残して

ほしいとの要望もありますので、まだその結論を出

していませんが、今後の課題として検討させていた

だきたいと思っておりますので、御理解を賜りたい

と思います。 

 次に、３番目の国営土地改良事業受益者負担金に

ついてお答えいたします。 

 まず、１点目の償還金利や制度上の御質問であり

ますが、国営土地改良事業については、畑地帯総合

土地改良事業として、３０年以上の歳月と９１３億

円の事業費をかけ、平成１４年度をもって完了の運

びとなります。この間、経済社会も変化し、また輸

入農産物の拡大等による農産物価格の下落など、農

業情勢も悪化しております。 

 現状の土地改良法施行令で定める償還金利５％

は、いかにも高く、現状の金利情勢を見ると、議員

御指摘のとおり、１.５％から２％程度と想定され、

償還金利については、議員と同様の考え方を持って

いるところであります。 

 このような状況を踏まえ、事業負担金の軽減、土

地改良法の改正による償還金利の軽減等について、

本町、美瑛町、連合期成会が一丸となって代議士、

農水省等に対し強く陳情、要請活動を行ってまいり

ましたが、残念ながら土地改良法の改正までには至

らなかった状況にございます。結果として、新たな

改良区の設立による一括償還をすることで金利の軽

減措置を図っていく考えであります。 

 今後については、農地流動化施策を中心とする施

策の拡充について、陳情、要請活動を積極的に行っ

ていく考えでありますので、御理解を願いたいと思

います。 

 ２点目の御質問の土地改良法第９０条の１項、第



 

 

２項につきましては、国営土地改良事業の負担金の

徴収手続についての規定で、国は国営事業の負担金

をまず地元都道府県から徴収し、その都道府県は市

町村、改良区を通じて受益者から負担金を徴収する

ものであること。 

 また、都道府県は、国営事業によって利益を受け

る市町村に対して負担をさせることができるという

法の規定であると私は理解いたしております。 

 次に、３点目の車両関係物品の貸与についてお答

えいたします。 

 国営土地改良事業により造成された施設の維持管

理を行っていくための管理用機械として、小型油圧

ショベル１台、ショベルを運ぶためのトラック１台

を旭川開発建設部より管理委託を受け導入しており

ますが、この管理用機械につきましては、平成１５

年４月以降、国より町に譲与されることになります。

農家負担にならないものと考えておりますので、御

理解をいただきたいと思います。 

 次に、４番目の質問の道道吹上線の街路事業につ

いでありますが、駅周辺整備への課題点も含め、こ

の件につきましては、昨年の第４回定例議会におい

て議員より御質問を賜ったところでございます。 

 この際、私といたしましては、関係機関の代表や

町民有志の方々からなるにぎわい隊の皆さんの策定

作業をいただいた駅周辺整備構造提言を受けた後、

都市計画審議会での審議を賜り、都市計画道路など

都市計画決定に向けた手続を進め、その採択に向け

て努力する旨の答弁をさせていただきました。さら

に、最終的には、都市計画決定がなされた段階で具

体の事業を進めていくともお答えさせていただいた

ところであります。 

 議員からは、なかなか先が見えてこないとの御指

摘でありますが、私といたしましては、第４次総合

計画期間の後半には、事業着手が図られるよう必要

な準備を進めてまいりたいと考えております。 

 先ほども触れましたが、にぎわい隊の皆さんによ

り駅周辺整備構想の策定作業が完了し、本年の３月

２９日、その構想の提言を受けましたので、この提

言をもとにして、事業の実施に必要な都市計画決定

の範囲や事業手法及び財源の検討について、本格的

な作業を始めたところであります。 

 また、都市計画の決定を初め、事業の実施に当た

っては、事業にかかわる地域の方々の理解と協力が

必須条件であり、一定の理解が得られなければ事業

実施はもちろん、都市計画の決定手続も進まないこ

とから、地域の方々への説明の機会を多く設け、信

頼関係を築く中から事業への理解をいただくよう、

今後早急に努めてまいります。 

 あわせまして、北海道など関係機関との子細な調

整も進めてまいりますが、議員がおっしゃったとお

り、２００４年５月を期限として、北海道では１０

３市町村を網羅する全道８１カ所の都市計画区域を

対象にした北海道都市計画マスタープランを現在策

定中であり、その中においても、周辺道路を含めた

駅前整備について、当町の重要施策としての位置づ

けを図ってきているところでございます。 

 この施策は、多額の費用を要することから、今後

の財政見通しとかかわることもありますので、慎重

に取り進めていく所存でありますので、御理解を賜

りたいと存じます。 

 次に、５番目の離農跡地の分譲地としてはどうか

との御意見でありますが、御質問のとおり、平成１

０年、自然豊かな地域でゆとりある生活を求めての

田園居住に対するニーズの高まりと、また地域活性

化と定住の促進などを目的として、優良田園住宅建

設促進法が施行されたところであります。 

 御承知のとおり、最近の農業を取り巻く状況は、

輸入農産物の増加などによる農畜産物の価格の低迷

や後継者問題などから離農者が増加することによ

り、ますます離農跡地がふえ、それに伴い農地の流

動化が停滞する状況にあります。 

 一方、少子化傾向により、このままでは人口の減

少が予測されるなど、大きな行政課題となっている

ところであります。 

 このような行政課題を解決するため、優良田園住

宅建設促進法に基づく分譲地を定め、販売を促進す

ることは、離農跡地の新たな活用の一方策として考

えられ、また定住も促進されるなど、有効な手段の

一つと考えております。 

 今後、上富良野町にとって地理的要件とか民間活

力での開発の可能性、そのほかニーズ把握に努める

とともに、近隣での取り組み状況等を参考にしなが

ら、前向きに研究を進めてまいりたいと考えており

ます。 

○議長（平田喜臣君） 次に、教育長答弁。 

○教育長（高橋英勝君） ３番福塚議員の６点目の

学校５日制に伴う教職員の退職者の雇用についての

御質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 私の本年度の教育行政執行方針でも述べさせてい

ただきましたが、本年４月より、小中学校ではゆと

りを中心とした新学習指導要領が本格的に実施さ

れ、また完全学校週５日制がスタートしたところで

ございます。 

 新しい学習指導要領は、児童生徒にゆとりの中で

豊かな人間性や社会性を育成することはもとより、

学習の面においても基礎・基本を確実に身につけさ

せ、みずから学び、みずから考える力などを育成す

ることをねらいとし、成果を得ようとするものであ



 

 

ります。 

 しかし、授業時間で１割、教育内容で３割減らす

といったこれまでの教育の枠組みを変える大幅な改

革でありまして、ゆとり教育が学力の低下を招くの

ではといった声があることも承知しているところで

ございます。 

 また、週５日制の取り組みについても、緊急の課

題として教育委員会と各関係機関、団体と連携を図

り、現在その具体的な推進計画の検討を進めている

ところでございます。 

 ゆとり教育と学力低下の課題につきましても、町

内の各学校の教育の専門家である校長先生と新学習

指導要領のねらいを達成するために、それぞれの学

校の実態や地域の実情に応じて学習意欲を高めるた

めの教育活動の展開や創意工夫を図り、真の学力を

身につけていただき、地域に信頼される学校となる

よう、今後もより一層努力してまいりたいと考えて

おります。 

 また、議員からの「土曜の学舎」の開放に伴う教

員退職者の雇用等についての貴重な御意見につきま

しては、今後の推進計画の中で十分検討し、前向き

に取り組んでまいりたいと考えておりますので、御

理解をいただきたいと思います。 

○議長（平田喜臣君） 再質問があれば賜ります。 

 ３番福塚議員。 

○３番（福塚賢一君） 再質問させていただきます

が、５番目の離農関係と６番目の学校５日制につき

ましては、自分の質問要旨が評価されたと考えまし

て、今後の事業展開を期待し、再質問は省略をさせ

ていただき、残余の問題について再質問をさせてい

ただきたいと思っております。 

 １点目の町の危機管理についてでありますが、町

長、町民は怯え震えていたということを聞きまして、

テレビで震度、震源地出たから、１０時だから放送

しない、それも考え方でしょう。ですけれども、町

長という公の町を代表されている町長の考え方とし

て、余りにも短絡的であると私は言いたいわけです

よ。町民の生命、財産を守る、消防の場合にあって

は管理者である。いわゆるテレビでは、みんな見て

ないかもしれないのです、町長。無線であれば、い

やが応でも耳の遠い方でも聞こえるわけですよ。そ

の辺をやはり有効性というものを考えてみるとき

に、町長としての考え方極めて甘いと。この辺は大

変恐れ入りますが、指摘をさせていただきたいと思

います。 

 町長の七つの政策の中に、これ町長私は大事に持

っているのですよ。６年間持っている。この中で、

町長七つの政策の中に、安心できる安らぎと思いや

りのあるまちづくりと書かれているのですよ。思い

やりないのですよ。 

 このたびの、一口で言えば行政配慮が欠如してい

ると言わざるを得ません。まことに残念に思います。 

 １０時という町長のお考えが一つあったわけです

けれども、火災は夜中でもただいまの火事はどこで

すと放送しているのですよ。１０時にこだわったと

いうことも理解しがたいのですよ。このことは、町

長の七つの政策は、何をもってプリントされている

るのか、理解しがたいのであります。大変重ねてお

尋ねして恐縮ですけれども、町長のこの点について

の考えの表明を賜りたいと思います。 

 ２点目の新パークゴルフ場の関係でありますが、

これも大変恐縮ですが、入札工事担当課長の方にあ

りましては、答弁漏れを回避するために、この際メ

モをとってくださることをお願いしておきたいと思

います。 

 私は、この本工事の発注は、極めて尋常でないと

思っております。特に、２点目の整備委託事業であ

りますが、町内３社により指名競争入札を発注した

とありますが、造成工事の請負業者、去年Ａ社が、

手直ししないうちにＡ社が落札しているのですね。

４月初旬指名委員会開かれ、その後いつかわかりま

せんけれども、去年落札した業者が整備委託工事を

落札していると。 

 この事業費に間違いないとれすば、ランク的には

指名されることにはならないのではないかと考える

からであります。指名した、町内落札したＡ社以外

２社はどこになるのか。 

 また、自分が賜っております工事金額の２００万

円というものに対して、落札価格はどうであったの

か。したがって、そういう観点からＡ社を指名した

理由についてお尋ねしたいと思うのであります。 

 答弁書によりますと、委託業務であり、適化法に

は関係ないと、極めて簡潔明瞭に断言されているわ

けですけれども、私はかえって私の疑問を大きくす

るところであります。透明性、競争性を確保したと。

では、どのようにしてこれらを確保したのか、その

辺も具体的に御説明いただきたいと思います。 

 ３点目の備品購入でありますが、３月予算議会に

あっては、予算の内訳まで尋ねることが本議会では

なかったこと、反省しているわけですけれども、少

なくともこの辺については、備品約９,０００万円ぐ

らいですか、その予算に対してこういうものを買う

のだと、そういう説明をなぜしないのか。急行列車

なのですよ、超特急、なぜ途中下車して逐一、こう

いう大きなものでいいですから、こういう備品をこ

れだけ買うのだと、そういう説明を配慮が足りなか

ったことに対しては、どのように感じておられるか、

この点もこの機会にお尋ねしておきたいと思いま



 

 

す。 

 それから、乗用芝刈り機２台、自走芝刈り機３台、

４町のあのグラウンドでですね、本当に５台をフル

回転すると、もうぶつかって走れない。これ極端な

例ですけれどもね、要するに買い過ぎでないですか。

お金ないのだから、我慢するところはみんなで我慢

していると思うのですよ。少なくとも尾岸町長にな

ってから、行財政改革で自分の決算では６億円ぐら

いカットしてきていると思うのですよ。金のなる木

持っているわけでないですからね、私はここでは余

りにもこのお金の計上の仕方、ものの買い方は、芝

刈りについては５台必要だというその考え方、聞い

ておきたいと思います。 

 きょうも６月５日町内５社で入札したとあります

が、これに対しても、内容、経過を、１番札がどこ

で２番札がどこで、こういう説明はこちら側から聞

かなくても、従来は事務方の方から、行政側の方か

ら、執行機関の方から話があったのですよ。まして、

最近は広報に出ないわけでしょう。請負業者、公共

事業の関係に対しては、議会では一覧で配付してく

れますけれども、そういう関係から、ぜひこの機会、

御説明をしていただきたいと思っております。 

 それから、４点目の本年度工事の関係であります

が、これまた指名委員会４月９日、入札執行が４月

２６日、きのうもらった資料ですけれども、駐車場、

物置約４,０００万円の事業費ですね。これに対して

も、駐車場、物置は、僕は何でオープンことしする

わけでないのに、何で芝刈り機を５台も入れる格納

庫を使わなければならないのか、後でちょっとまた

触れますけれども、４月に駐車場、物置約４,０００

万円のことで発注されたようですけれども、２番札

はどこだったのか、その点もお尋ねしたいと思いま

す。 

 それから、駐車場の地盤はでき上がっているわけ

ですよね。私の見た限りでは、駐車場の土木工事は、

土工事は終わっているはずなのです。あと舗装かけ

るだけだと思うのですよ。それが舗装工事だけなの

に、建設業法で許可を持っていないＡ社を指名し落

札させたということはどうなっているのか、理解で

きないので、その点も説明していただきたいと思い

ます。 

 それから、物置がプレハブであるからして云々と

ありました。プレハブで舗装だけで４,０００万円は

高いという判断をして、正直言ってしてます。芝刈

り機の収納に倉庫が必要だから早々に発注したとあ

りますが、これも無神経であって、大変失礼ですけ

れども、説得力には欠けている。春先見ても芝の状

況が悪いということですね。ことし使いものになら

ないということはわかるのにから、何で急いで物置、

芝刈り機、そういうものを、後のを何で先に行くの

か、これが全然理解できないのですよ。判断に大き

な過ちがあるのでないかということで、御意見を賜

りたいと思います。 

 それから、交付決定が来ないから、いわゆるあず

まや、大型管理棟分けたと。その考え方は、やはり

盤石なもののとらえ方からしていけばそうでしょ

う。しかし、これはもう去年から始まっているので

すよ。ことしは２年目なのですよ。防衛の補助金が

確定が来なかったら発注しないということは、それ

石橋をたたく思い、そうでしょう。しかし内示いた

だいているわけですから、そうであっても、その辺

のところが全然バランス感覚を失っていると言わせ

ていただきたいのであります。 

 それから、さらにここまで質問させていただいた

わけですけれども、さらにこういうことですよね。

管理棟、大型あずまや分割発注したとありますけれ

ども、これも５,０００万円以上になると思うのです

よ。一遍にやれば、分割しないで。これを二つに分

けたということは、大変失礼ですけれども、５,００

０万円以上になったら議決が要るから、それぞれの

建物の目的を分割したのでないかと、こういうふう

に理解、受けとめさせられているわけですよ。そう

いうもう少し右左見ないで真っすぐ、たまに後ろ振

り返ることも必要かと思いますけれども、私は少な

くとも大型あずまや、管理棟、物置、駐車場、駐車

場一番最後と、こういうぐあいに理解していたもの

が、全く逆転しているので、この辺説明を賜ってお

きたいと思います。 

 それから、５点目の供用開始することにあっては、

専門家の意見を聞いてと町長が答弁してくださいま

した。町長は行政の最高責任者であるということは、

もう大変失礼ですけれども、おわかりになっている

ことで、失礼ですけれども。芝に対しては、素人か

もしれません。自分も素人です。ですけれども、判

断する能力は、長年のキャリアで判断できると思う

のですよ。 

 私は、東山と留辺蘂のパークゴルフを昨年見たと

きに、うちと全く同じ状況でありました。ことし行

ってみますと、それが本当に１８０度変わって、一

冬過ぎたらすばらしいグリーンになって、本当に心

が和みました。状態を、町長の考え方聞いた上で実

施についての判断をしたい、これは行政責任の町長

が発注した工事であるのにもかかわらず、日ごろ地

方分権の精神を唱えられますけれども、町長には神

経が通っているのかな、通ってないのかと思わざる

を得ないのですよ。自主自立の判断をしないで、他

にゆだねるということは、尾岸町長らしくないと思

うのですよね。この点、沈着冷静に早晩結論を出さ



 

 

れることをお願いして、この辺の町長の考え方を賜

っておきたいと思います。 

 それから、国営土地改良区事業でありますけれど

も、１点目の町長の答弁の中で、結果として新たな

土地改良区を設立することにより一括償還するのだ

と、したがって金利の軽減を図ることができるのだ

と、このお考え、これは全く違うと思うのですよ。

違ってない、１００％違ってないと思いますけれど

も、まあ３分の１違っていると思うのですよ。その

３０％という根拠聞かれてもお答えできないのです

けれども、お答えできないことを町長に対して間違

っている、理解できないと言ったことは大変申しわ

けないと思ってますが、この事業に対するいわゆる

土地改良というものは、一時償還するしないにかか

わらず、ダムの管理、水管理ですね。基幹施設の管

理があるわけですから、軽減と全く関係ないのでな

いかと思うのであります。この点、町長のお考え方

を、大変失礼ですけれども、お聞かせいただきたい

と思います。 

 それから、一番大事なのは町長、新改良区が償還

するために借り入れすることになった、担保能力な

い土地改良区ができると思うのですよ。そうしまし

たら、町が債務保証しなければならない。この点は

町長も御存じのようですけれども、そこで償還が始

まって、順調に受益農家が負担金納めてくれればい

いですけれども、納めてくれない農家が１戸でもあ

ったら、それが初年度払えなかったら、今の農業事

情では２年、３年全部滞貨、滞ってたまっていくわ

けですよ。そうしたらまじめに、本当にまじめに納

めている受益農家の方と、ずるをしてとは思いませ

んけれども、本当になくて払えない、いろいろなス

タイルがあると思うのですけれども、そこで税金を

使って立てかえ払いして、もしそれが滞って不良債

権になった場合には、行政は継続性がありますから、

これはあくまでも時の首長の責任になると思ってい

るのですよ。その辺の町長の御意見を、お考えを賜

っておきたいと思います。 

 ２点目の法９０条２項を注目しているわけであり

ますが、道は政令の定めるところに条例で国営土地

改良事業によって利益を受ける者、上富良野町利益

なんて受けてないのですよ。債務まで保証しなけれ

ばならないわけですから。そのものの受ける利益を

限度とした負担金の全部または一部を徴収すること

ができる、この条文は私も確認とっていないのです

けれども、利益を受けるというのは、あくまでも受

益者だと私は思うのですよ。その負担金の、事業を

やって受けた利益を限度として負担金の全部または

一部を徴収することができると、この条文をよく研

さんを積まれていただきたいと思うのであります。

ついては農林省、そこに確認をとっていただきたい

と思っております。 

 次に、３点目の造成された施設の管理維持であれ

ば、町に譲与される根拠があるとは考えられません。

流れから考えても、新土地改良区が財産の移譲され

ることになると考えますが、いずれ線と面の負担の

割合が説明される今後機会があると思います。その

とき、諸費の内訳について確認したいと思っており

ますが、非常に信頼したくても信頼できない点があ

るわけですね。 

 今回の議会の１１議案にあると思いますけれど

も、基幹施設の負担割合は美瑛町と上富良野町の中

で４.３といったものが、４であるというふうに書い

てある。ダムで考えても２００億円かかっているの

ですよ。３％違ったら６億円違うのですよ。この辺

の違いをどのように受けとめているのか。軽々にこ

の間議員協議会で課長は４割とおっしゃってくださ

いましたけれども、これも私は非常に心配しており

ます。したがって、この辺の押さえは不動のものに

していただきたい。この辺の考え方について、御意

見を賜りたいと思います。 

 それから、最後になりますが、吹上の駅前の街路

事業についてであります。これは１２月の定例の議

事録持ってきてますので、これによりますと、要す

るに町長は３月までにやりますよと、計変を道の都

市計画課が今あるかどうかわかりませんけれども、

計画課に申請しますよ。したがって、採択してもら

うために道にお願いしていくということがこの１２

月のこの議事録の内容なのですよ。今回質問させて

もらったら、町長の考え方全くもう６年前に戻って

いるのですよ。前の町長のつくった、１,５００万円

かけてつくった都市マス、これに対しては住民の合

意が得られない、町長選終わってからつくられた。

幾らお金かかっているのかわかりませんけれども、

恐らく１,０００万円以上かけたと思います。それが

できているのに、それが基調となって行政展開して

いけるものが、今になって町長言っていることは、

住民の意見を聞いて、にぎわい地区、これ余り自分

は歓迎してないのです。にぎわい地区、周辺の住民

と相談してと。どこをどのように町長信頼させてく

れるのか、この辺も極めて希薄なのですよ。少なく

とも１３年４定例で町長が答弁した、その考え方に

立脚することで今後、道ですからね、上富良野町は

潤沢には、お金はいつもつくらなければないのであ

って、道に街路事業をやってもらうわけですから、

上富良野町は街路事業やったら、街路事業一番道路

事案でお金かかるわけですから、その辺はしっかり

と道の方にアプローチをとっていただきたいと。 

 以上の点をお尋ねをすることで、再質問を終わり



 

 

ます。 

○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ３番福塚議員の再質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、町の危機管理の件でありますが、これにつ

きましては、私自身もいろいろと問題意識を抱えて

おります。当日も判断に迷ったところでありますけ

れども、既に放送されているのに、再び危機感をあ

おるような防災無線の情報伝達が好ましいのかどう

かというようなことにつきまして、私自身も議員の

おっしゃるように判断に迷いました。しかし最終的

には防災無線の使用を決断しなかったわけでありま

す。 

 十勝岳噴火のいろいろな課題につきまして、気象

台から情報を提供いただいている。これらにつきま

しても、最近やっと町報で十勝岳の状況について、

気象台からの情報を伝達するようになって、地域住

民の皆さん方の意識を、危機感を極端にあおること

なく対応でき得るような状況下になってきたのかな

というふうに思っておりますし、先ほどもお答えさ

せていただきましたように、この問題につきまして

は、住民に危機感を極端にあおるようなことのない、

情報伝達のふだんからの対応について十分配慮して

いかなければならないものというふうに考えなが

ら、今後も適時適切なる対応を図るよう、議員の御

指摘のとおり対処していまいらなければならないと

いうふうに思っておりますので、ひとつ御理解を賜

りたいと思います。 

 次に、パークゴルフ場関連の各関連事案でありま

すが、これらについては担当課長の方から、担当者

の方からそれぞれ答弁させていただきますが、まず

私といたしましては、議員御心配のような部分につ

きましては、まず一つには芝の生育状況等々を見き

わめながら、今後の状況を見きわめて、今計画して

おります今年度の住民会対抗のパークゴルフ大会と

いうものを、このまま実施するのかしないのかとい

うことについては、芝の生育が最も重要であるとい

うふうに認識しておりますので、これにつきまして

は議員もおっしゃるように、私自身も専門家であり

ません。ですから、専門家の意見を聞きながら最終

的には判断したいというふうに思っておりますの

で、御理解をいただきたいと思います。 

 それから、さきにまた戻ってしまいますが、本年

度の工事の請負、管理棟と大型あずまやとの分割で

ありますが、決して議員の御質問のようなことで分

割をしているということではなくて、やはり私とい

たしましても、数多くの業者に数多くの対応をさせ

たいというのが一つの考え方の中で分割発注をして

きているということでありますので、そういった部

分も含めて、御理解を賜りたいなというふうに思っ

ております。 

 それから、補助金等の対応につきましては、交付

決定通知が参ってから町としては事業を発注をして

いるという基本でおりますので、この点につきまし

ては、内定の段階で事業発注をしない、確定通知を

いただいた段階で発注をしているということで、ひ

とつ御理解を賜りたいというふうに思います。 

 それから、次のしろがね地区の国営土地改良区の

問題でありますが、議員おっしゃるとおり、答弁の

中ではあたかも償還のために土地改良区を設立する

ように受けとめられたとすると、言葉足らずでまこ

とに申しわけございませんが、基本的にいつも申し

上げておりますように、今後の維持管理、これが協

議会組織で対応するのか、土地改良区で対応するの

か、大きな相違がございます。そういう中で、今後

の維持管理を中心とした中で土地改良区の設立とい

うことでとり進んでいると、これが大きな基本であ

ります。そして、それに加えて現在の一括償還を含

めた対応の中で、その対処をしていきたいというこ

とであります。 

 その一括償還をする上におきましても、議員御指

摘のとおり、債務保証等の対応を図らなければ、当

然でき得ないわけでありまして、これらの部分につ

きましては、議会の議決を経ながらとり進めさせて

いただき、議員の皆さん方の御理解を賜るように努

めていかなければならないというふうに思っており

ます。 

 現在、このままでまいりますと、基本的には農家

の皆様方が支払えない部分につきましては、町が立

てかえて払わなければいけないという基本がござい

ます。そういう基本の中で、いかにしてそういう農

家が出てきた場合、議員心配されておりますように、

そういう農家に対してどう対処していくかというこ

とにつきましては、町としても今後意欲ある農家の

方々の意欲を喪失することのないような対応を今後

検討しながら、今担当所管に指示をいたしておりま

して、これらの対応の細部につきましては、所管委

員会と十分調整を図りながら方向を定めていきたい

なというふうに思っております。 

 ただ、基本的には農家が払えなかった、農家から

回収ができなかった部分については、町が立かえて

払わなければいけないという原則の中で、現状の中

で今考えているということで、ひとつ御理解を賜り

たいものだなというふうに思っておりますし、また

９０条の件でありますけれども、議員のお考えでは、

町は利益をこうむってないのでないかということで

ありますが、町は２７億円という償還を抱えている

ということで、道路、河川、いろいろな部分でこの



 

 

事業に関与しているというようなことでありますの

で、そういったことを含めながら、町は利益を受け

ているということで御理解を賜りたいなというふう

に思っております。 

 それからもう１点、駅周辺整備に伴います街路事

業の問題でありますけれども、これは今道とは既に、

前回議員にお答えさせていだいたときと同様に道と

の調整のパイプ、それからＪＲとの調整、これらは

並行しながら取り進めさせていただいております

が、道といたしましては、基本的には街路事業だけ

ということについては、なかなか前向きに考えても

らえないというようなことから、周辺整備というこ

とも含めた中で、街路事業の採択を今取り進めてい

く中で、前向きな調整を今進めているところであり

ます。ただ、先ほども議員から御質問ありました前

年度４回目の定例議会のお答えと、いささか時期が

おくれてきているのでないかという部分につきまし

ては、先ほどもお答えさせていただきましたように、

駅周辺の構想が今３月２９日に構想ができ上がって

受け取ったというようなことから、都市計画の変更

手続等々につきましては、おくれを来してきている

という状況下にありますが、今後この都市計画の計

変につきましても、地域の皆さん方の承諾を得なけ

ればならない部分もありますので、両面でその対応

を図りながら、今後その方向を定めて都市計画審議

会の方に答申をしてまいりたいというふうに思って

おりますので、御理解をいただきたいと思います。 

 他の部分につきましては、担当所管の方からお答

えさせていただきます。 

○議長（平田喜臣君） 社会教育課長、答弁。 

○社会教育課長（尾崎茂雄君） ３番福塚議員の再

質問にお答えを申し上げます。 

 まず、１点目の緊急雇用による町内３社でありま

すけれども、なぜ３社なのかということの質問に対

してお答えを申し上げます。 

 この委託事業につきましては、国の緊急雇用創出

対策ということでございまして、北海道からの１０

０％の補助を受けまして町が実施すると、委託する

という事業でございまして、まずこれにつきまして

は、五つの条件を満たすということでございます。 

 まず、１点目につきましては、市町村が企画した

新しい事業であること、２点は雇用、就業機会の創

出事業であること、３点目は新規雇用する労働者の

募集は、公共職業安定所の求人申し込みを行うこと、

それから新規雇用する労働者の雇用期間につきまし

ては６カ月未満であること、新規雇用する労働者は

失業者であること、これらの条件を満たすためにパ

ークゴルフ場の整備委託業務ができる町内業者とし

て、また芝管理のノウハウを持ちまして、さらに事

業遂行能力等ができる業者ということで、昨年の新

設工事の指名業者より３社を選考したところでござ

います。 

 その指名した業者につきましては、アラタ工業、

高橋建設、小渡工務店でございます。 

 入札価格につきましては、アラタ工業が２５０万

円で落札をいたしているところでございます。 

 ２点目の備品の購入の内訳でございますが、この

備品につきましては、先ほども申し上げましたよう

に、１１品目、１３台の備品を購入いたしておりま

す。これらにつきましては、防衛施設局の防衛の補

助でもございます。 

 この備品の購入につきましては、当初各５社から

当初見積もりをとりまして、その最低価格をうちの

予定価格としたところであります。 

 品目につきましては、まず乗用芝刈り機、リール

式、それから同じくローターリー式で２台でござい

ます。それから自走式芝刈り機、これが２台でござ

います。それからグラスキャッチャーが１台でござ

います。それから吸引スイーパーが１台、ラッピン

グマシーン１台、それから刈り払い機２台、動力噴

霧器１台、水タンク１台、高圧洗浄機１台でござい

ます。これにつきましては、５社により入札を実施

いたしまして、結果につきましては、契約額としま

して４９９万５,５８５円で長沼物産が落札してご

ざいます。 

 ちなみに、２番札につきましては、守田商会でご

ざいまして、４８３万５,０００円でございます。 

 次の３点目でございますけれども、これ備品につ

きまして乗用２台、自走３台の必要性でございます

けれども、これにつきましては芝刈りに要するもの

でございまして、週のうち３日間は本格的に刈り取

らなければならないと。 

 また、雨の多いときには、さらに刈らなければな

らないということでございまして、フェアウエーと

ラフまたはグリーンと、それから木の周りのところ

といろいろ使い分ける必要性がありまして、導入を

図ったものでございます。これらにつきましては、

他のパークゴルフ場を視察いたしまして、実際に刈

られている方の御意見等を伺いまして買ったもので

ございます。 

 次の４点目でございます。今年度の工事の件でご

ざいますけれども、駐車場と物置を本工事として入

札を行っております。これらにつきましては、５社

を指名しまして、１番札がアラタ工業でございます。

金額につきましては、３,７８０万円でございます。

２番札につきましては、高橋建設で３,７９０万円

で、いずれも税抜きでございますけれども、という

ことでございます。 



 

 

 それから、次の物置のプレハブの件でございます

けれども、これにつきましては、駐車場と造成と含

めて物置も導入を図ったところでございますけれど

も、これにつきましては、芝管理の機械を納入する

ためのものでございまして、早急に物置をあわせて

一緒に入札を図ったところでございます。 

 物置につきましては、４連のプレハブでございま

す。約３００万円程度ということで思っております。

これにつきましては、造成、駐車場もあわせて入札

を図ったところでございまして、プレハブは３００

万円程度ということでございます。 

 それから、防衛の補助金の内示をもらっても、す

ぐできるはずだということの質問でございますけれ

ども、これにつきましては、内示は早くいただいて

おりますけれども、これにつきましては交付決定を

いただかなくては入札はできないということで認識

しているところでございます。 

 それから、大型あずまやと管理棟の分割した理由

でございますけれども、これにつきましては、議決

要る要らないにかかわらず、先ほども町長が申し上

げましたように、分離して発注した方が早くできる

ということからの理由で別々に発注したところでご

ざいます。 

 以上、お答えいたしましたが、漏れているところ

ありましたらお詫びいたしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（平田喜臣君） 再々質問があれば賜ります。 

 ３番議員に申し上げます。長くなりそうですか。

もしあれでしたらお昼からということで。 

 ３番福塚議員。 

○３番（福塚賢一君） しろがねの話とパークゴル

フでお尋ねしたいと思います。再々させていただき

たいと思います。 

 今、僕入札は町長の補助者管理課長、それぞれの

課長が補助者になって入札やっているわけでないで

しょう。それはまあ承知したいところですけれども。

要する物置３５０万円ですね、プレハブの。それで、

Ａ社と契約したの３,７００万円ですね。ちょっとお

金足りないのだけれども、では３５０万円の物置で

あれば、３,７００万円といったら３,３５０万円が

駐車場なのですよ。地盤ができているのですよ。上

ものだけで建設業の許可のないＡ社が３,３５０万

円もあの駐車場の面積で、舗装だけでかかるのでし

ょうかね。まあかかるのでしょう。その辺非常に懐

疑心を深めたところであります。 

 いわゆる３社の小渡、Ａ社、高橋、これはいいの

ですよ、町内業者育成という観点が、町長に行政配

慮があったのでしょう。ですけれども、まだ４月の

段階では、整備委託は後受けで施行する責任がある

はずなのですよ。それが去年やった業者含めて、去

年業者に落ちるということ自体、４月に融雪終わっ

たばっかりで、その辺を踏まえて、あと終わったと。

それで整備、それもね、それならいいですけれども、

２００万円かと思ったら２５０万円と言いました

ね。この整備委託費２５０万円ですよね、Ａ社と契

約しているのは。この事業費で、このＡ社が参加で

きる事業なのですかとお尋ねしたはずですよ。２５

０万円のお金であれば、町内に去年Ａがやって、後

受け補償でやってもらって、その後で芝なんてぬか

って入れないと思うのですよ、６月に格納したって。

まあ夏になれば乾くから入れるかもしれませんけれ

ども、それからでもいいのでないですか。町内業者

に２５０万円だったら、幾らでも機械は貸してくれ

るのですから。運転技術さえあればできるわけでし

ょう。それ何でその一連の流れの中で、一連の業者

と一蓮托生でいくのか、その辺が極めて僕は理不尽

だと思うのですよ。業者それは言われれば、行政下

で仕事やるでしょう。しかし、行政というものは幅

広く、やはりその事業の内容を見て事業発注してい

るのですよ。あるときは、おまえ資格ないからだめ

だ、入れません。あんたＢだ、Ｃだ、Ｄだ。全部上

富ではトップクラスの企業でないですか。いつまで

も零細と言ったらまたこれ失礼ですけれども、小規

模な事業者は仕事、成長もしないし育成しないから、

そういうやっぱり行政というものは、フル回転して

いかなければならないと思うのですよ、考え方が。

その辺が極めて残念だと思います。 

 このぐらいで終わると議長に言ったので終わらせ

なければならないと思っております。 

 ついては、芝の状態の劣悪な原因として、２７号

道路よりも、また旭日道路よりも、水田よりも低い

のですよね、グラウンドが。盛り土は設計どおり地

盤高になっているのかいないのか、検定時設計書ど

おりであったのかどうか、また暗渠は入っているの

かどうか、これをお尋ねしたいと思います。 

 それから、これも理解しがたいのですけれども、

いろいろ五つの条件あって、緊急雇用創出特別交付

金事業で、全額国費で、こんなことわかっているの

ですよ。ですけれどもなぜこの、どうして広報に請

け負った業者の営業者の名前載せるのですか。これ

まで載せなければならない根拠はどこにあるのです

か。極めてこれも無神経だと思うのですよ。こうで

あっても。 

 それから、しろがねに入ります。最後です。５％

の利率は省令で明記されている部分でありますが、

低金利時代の昨今、３５年前のそのままの利率では、

国民のための国家ではないと思うのですよ。国民の

弱いものいじめであるとしか思えないのですよ。 



 

 

 そこで、省令の改正は閣議で了承すればよいと思

っておりますが、地元農政部会長、代議士、農林大

臣、北海道の判断をぜひあおいでいただきたいと思

うのであります、町長の政治力をもって。 

 たまたま６月１３日の新聞によりますと、政府の

骨太の方針第２段で、各省庁や自治体、市町村の意

見を聞いて政省令の一部改正の実現を目指すと、こ

ういうビックニュースがありますので、今後、先ほ

ども申し述べさせてもらいましたけれども、尾岸町

長の全能力、全英知結集して政治力を加えて、この

苦難な農家の心情をぜひとも解消していただきた

い。 

 以上の点で再々を終わります。 

○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ３番福塚議員の再々質問に

お答えさせていただきます。 

 パークゴルフ場関係につきましては、担当の方か

ら説明させます。 

 これは委託業務でございまして、指名委員会を通

っていないということもございますので、教育委員

会の方の担当で説明させていただきます。 

 また、広報の件につきましては、担当の方から答

弁させます。 

 それでしろがね問題につきましては、議員おっし

ゃるように、土地改良法施行令の改正によって対応

できるわけでありますが、さきにもお答えさせてい

ただきましたように、この件につきましては、私就

任と同時に美瑛町の水上町長、元の町長水上町長と

ともに、また期成会の皆さん方との中で、当時の北

海道開発局、開発庁並びに農水省の方に何度も要望、

陳情を重ねて農家負担軽減、２６.２％の軽減策を含

めて償還金利の軽減、これを取り進めてきたところ

であります。なかなか思うようにいかないというよ

うなことから、国営しろがねだけの地域で話しして

は足りないのかというようなことから、斜里町ある

いは小清水町、あの周辺で今も行っております。あ

そこも近々償還が始まるわけでありますが、その周

辺の上富良野と同じ畑総でやっている地域でござい

ますが、そこの３町長とも同行して陳情要望を重ね

てまいりました。しかし、残念ながら議員のおっし

ゃるとおり、私もそう思うわけでありますが、この

５％という土地改良法施行令の改正を取り組むこと

ができ得なかったということは、農水省、国は旧態

依然のものの考え方と、過般５月３０、３１日も農

水、自治省、総務庁、今の総務庁ですか、北海道局

等々に赴いて要望を美瑛町長と行ってまいりまし

た。しかし、非常に厳しい反応でありまして、なか

なかその対応が難しいわけでありますが、今最も課

題となっております農業者の営農を継続させるため

の手法としての施策の展開についての要望と、それ

からもう一つは農地の流動化対策、これについて国

の施策を取り組んでいただくように要望をいたして

まいりました。 

 この点については、ある程度の前進回答をいただ

いておりますので、これらについて何らかの手法が

出てくるのかな、いただきたいものだなと期待をい

たしております。しかし、償還のこの部分について

は、全く厳しい反応でありまして、町長さんそう簡

単に甘えるなとある局長からお叱りを受けて帰って

きたというような状況もございます。 

 我々としては、残念でありますが、何としてもこ

れらの改正がとり進めれなかったということで御理

解を賜りたいと思います。 

○議長（平田喜臣君） 次に、商工観光まちづくり

課長、答弁。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） ３番福

塚議員のパークゴルフ場の施工に関します御質問で

ございますけれども、コースの整備に関しましての

御質問だったと思いますけれども、設計どおりの施

工ということで確認をいたしております。 

 もう１点、同じく施工に関して暗渠排水の有無で

ございますけれども、暗渠排水はあるということで

ございます。 

 以上であります。 

○議長（平田喜臣君） 次に、教育長答弁。 

○教育長（高橋英勝君） ３番福塚議員のパークゴ

ルフに関連するいろいろな御質問いただきました。

さすが昔プロをやっている専門家だから、私たちが

やっていることすごく目につくのだろうなというこ

とでお聞きしておりしましたし、また私たちもこの

ゴルフ場の施工に当たりましては、透明性の確保、

公正な競争の促進、適切な施工というようなことで

意を用いてやっておりますので、今言われた本当に

シビアな部分まで、設計の部分まで全部議員さんに

周知して、ことしはこういうことでやるのですよと

いうことであればよかったのですけれども、たまた

ま議員協議会では、私たちが計画している概要につ

いての内容しか御報告しておりませんので、その中

身については、今福塚議員から言われたいろいろな

御指摘もありますし、懸念されていることもありま

すし、そういうことのないように三つの原則を適正

にきちっと意を用いて立派なゴルフ場にするように

努力してまいりたいと思いますので、そういうこと

で御理解をいただければと思っております。 

○議長（平田喜臣君） 企画調整課長、答弁。 

○企画調整課長（中澤良隆君） 広報への掲載の関

係でありますが、この事業につきましては、緊急雇

用対策特別事業というようなことから、その条件と



 

 

して、雇用先等が確定した場合においては、広報等

に周知するということが一つの条件としてなってご

ざいます。そのようなことから、掲載をいたしたと

ころでございます。 

 以上です。 

○議長（平田喜臣君） 答弁漏れがございましたの

で、お答えいたします。 

 教育長、答弁。 

○教育長（高橋英勝君） 今のプロの質問ですから、

私も一々細かくということでなくて、大ざっぱに説

明して申しわけございません。 

 特に議員が言われております物置と駐車場の管理

について、約４,０００万円のお金で発注しているわ

けですけれども、この中にはプレハブが約３５０万

円、それから側溝だとか備品だとか、施設内の備品

も入っておりますので、そういうことで約４,０００

万円ということで御理解いただきたいと思います

し、また業者の三つの選定につきましては、先ほど

課長から御答弁申し上げておりますように、要する

に責任施工ができて、そして芝の管理の機械をもっ

ているといういろいろ条件を満たす業者ということ

で、３社を指名したところでございます。そういう

ことで、十分御理解いただいていると思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（平田喜臣君） 以上をちまして、３番福塚

賢一君の一般質問を終了いたします。 

──────────────────                
◎散 会 宣 告           

○議長（平田喜臣君） 以上で、本日の日程は、全

部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 明日の予定につき、事務局長から報告いたさせま

す。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 報告申し上げます。 

 明６月２０日は、本定例会の３日目で、開会は９

時でございます。定刻までに御参集賜りますようお

願い申し上げます。 

 以上であります。 

午後 ０時１６分 散会 
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午前 ９時００分 開議  

（出席議員 ２０名） 

──────────────────                
◎開 議 宣 告           

○議長（平田喜臣君） 御出席、まことに御苦労に

存じます。 

 ただいまの出席議員は２０名であります。 

 これより、平成１４年第２回上富良野町議会定例

会第３日目を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

──────────────────                
◎諸 般 の 報 告           

○議長（平田喜臣君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 御報告申し上げます。 

 議会運営委員長並びに各常任委員長より閉会中の

継続調査として配付のとおり申し出がございました。 

 以上でございます。 

○議長（平田喜臣君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

──────────────────                
◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 

○議長（平田喜臣君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

    １０番 佐 藤 政 幸 君 

    １１番 梨 澤 節 三 君 

を指名いたします。 

──────────────────                
◎日程第２ 議案第１号 

○議長（平田喜臣君） 日程第２ 議案第１号平成

１４年度上富良野町一般会計補正予算（第１号）の

件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（田浦孝道君） ただいま上程いただき

ました議案第１号平成１４年度上富良野町一般会計

補正予算（第１号）につきまして、先にその主な概

要の御説明を申し上げます。 

 １点目は、平成１３年度の各会計決算を迎え、一

般会計決算剰余金について、所定のルールに基づき、

繰り越し手続を行うための予算措置を行ってござい

ます。なお、一般会計からルールに基づき繰り出し

を行っている特別会計の決算剰余金につきましては、

一定額を一般会計に繰り入れしていただく措置を行

っております。 

 ２点目は、既定の事務事業につきまして、予定し

てございました補助メニューの変更や事業費の増減

額が伴いましたことから、所要の予算更正を行って

おります。 

 ３点目は、本年４月からの法令改正によりまして、

精神障害者への居宅支援事業につきましては、町が

行うこととなったため、一部財源を国及び道から受

け、新たにグループホーム運営費に対する助成を講

じてございます。 

 ４点目は、歳入における前年度繰越金など１億４,

０００万円余りの余剰となる一般財源のうち、公共

施設整備基金へは、当初予算時点で支消してござい

ました３,０００万円を全額積み戻しし、ほかは次年

度以降の財源需要に備えるため、国営土地改良事業

負担基金へ５,０００万円、また減債基金へ３,５０

０万円をそれぞれ積み立てすべく予算措置を行った

ところでございます。 

 以上、申し上げましたことを主な内容としまして、

既決予算額の補正を行っております。 

 以下、議案を朗読しながら、その要点につきまし

て御説明してまいります。 

 議案第１号平成１４年度上富良野町一般会計補正

予算（第１号）。 

 平成１４年度上富良野町の一般会計の補正予算

（第１号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１億５,３４２万２,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ８０億４４２万２,０

００円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 債務負担行為の補正。 

 第２条、債務負担行為の変更は、「第２表 債務負

担行為補正」による。 

 地方債の補正。 

 第３条、地方債の追加及び変更は、「第３表 地方

債補正」による。 

 １枚おはぐりいただきまして、１ページに入りま

する。 

 第１表、歳入歳出予算補正の内訳につきまして、

御説明申し上げますが、既に御高覧いただいており

ますので、各款ごとの補正額のみ申し上げます。 

 最初に、１、歳入を申し上げます。 

 １２款国庫支出金２９５万円。 

 １３款道支出金３２４万２,０００円。 

 １６款繰入金５,４４１万７,０００円。 



 

 

 １７款繰越金８,９９３万９,０００円。 

 １８款諸収入２３７万４,０００円。 

 １９款町債５０万円。 

 歳入合計は１億５,３４２万２,０００円となりま

す。 

 ２ページの２、歳出を申し上げます。 

 ２款総務費３,０２０万円。 

 ３款民生費２２８万円。 

 ４款衛生費１万１,０００円。 

 ６款農林業費５,０００万円。 

 ８款土木費６１６万７,０００円。 

 ９款消防費２８８万８,０００円の減。 

 １０款教育費１４６万４,０００円の減。 

 １２款公債費３,５００万円。 

 １５款予備費３,４１１万６,０００円。 

 歳出合計は１億５,３４２万２,０００円となりま

す。 

 次に、３ページの第２表、債務負担行為補正につ

いて申し上げます。 

 ここに記載の２件につきましては、それぞれ事業

費が増額となったことから限度額を変更するもので

ございます。 

 次に、第３表、地方債補正についてでございます。 

 ここで、追加する項目の東５線道路局部改良事業

につきましては、既に当初予算におきまして、それ

ぞれ整備を予定していたところでございますが、今

般補助メニューが凍雪害防止事業等から交付金事業

に変更となり、採択される見通しとなりましたこと

にあわせまして補正を行うものでございます。した

がいまして、当初予算措置をしてございました事業

名におきます限度額につきましては、変更欄でゼロ

といたすものでございます。また、変更の欄の翁道

路につきましては、事業費の増額によりまして変更

を行うものでございます。 

 次、４ページから５ページ、６ページ、７ページ

にわたります事項別明細書の説明については、省略

をさせていただきます。 

 次に、８ページに歳入に入ります。 

 ここからは、各款の項ごとに補正の額とその主な

内容につきまして申し上げます。 

 １２款国庫支出金、２項国庫補助金１５万円の減、

説明欄にございますように、翁道路につきましては、

事業費の増額に伴うものでございます。東５線道路

につきましては、町債でも申し上げました補助メニ

ューの変更等による増減を行うものでございます。 

 次に、３項委託金３１０万円、旭野川及び多田沢

川の障害防止事業につきましては、事業費総体の増

額によりまして、今回計上いたすものでございます。 

 次に、１０ページに入ります。 

 １３款道支出金、２項道補助金３１７万３,０００

円、まず１点目の精神障害者の関係につきましては、

法令の改正に伴いまして、居宅生活支援事業としま

して町が行うこととなりましたことから、直接今般

費用に対する４分の３の補助を受けることになりま

すので、その相当額を計上いたすものでございます。 

 ６目土木費の関係につきましては、東５線道路で

ございますが、冒頭申し上げましたように、補助メ

ニューの変更に伴うものでございます。 

 ７目の教育費の関係につきましては、今回、子育

て支援事業に対します補助を受けることになりまし

たことから、所要額を計上いたすものでございます。 

 次に、３項委託金６万９,０００円、これにつきま

しては、樋門、樋管の管理にかかわる委託金の増額

によりまして今般計上するものであります。 

 次に、１２ページに入ります。 

 １６款繰入金、１項特別会計繰入金、ここに書い

てございます４特別会計につきまして、冒頭申し上

げました１３年度の決算を迎えましたことから、そ

の余剰金をそれぞれルールに基づきまして、一般会

計で受け入れするものでございます。 

 次に、１４ページに入ります。 

 １７款繰越金、１項繰越金８,９９３万９,０００

円、この１３年度の一般会計の決算によりまして、

剰余金１億３,９２２万７,０００円ございますが、

このうち繰越明許費に伴います繰り越しすべき一般

財源１,４２８万８,０００円を控除した残り、１億

２,４９３万９,０００円が実質の繰越金となりまし

て、その額を平成１４年度会計に繰り入れするもの

でございます。当初予算におきましては、３,５００

万円計上してますので、その差の額として予算計上

するものであります。 

 次に、１６ページに入ります。 

 １８款諸収入、３項貸付金元利収入６０万円、こ

こに書いてございます上富良野高等学校卒業者の修

学資金につきまして、今般１名の方が予定期間中途

で任意退学したことから、その返還金として受け入

れするものでございます。 

 次に、４項雑入１７７万４,０００円、まず１点目

につきましては、国民年金の印紙の売りさばきの関

係でありますが、御案内のとおりこの４月から国直

轄事務となりましたことから、結果としまして不用

となる代金収入、これは歳出におきましても同額で

ありますが、今般減額いたすものであります。それ

にあわせまして、売捌手数料につきましても同様に

見込みがなくなることで減額をするものであります。

２点目の国民年金の印紙の雑入におきます買戻金で

ありますが、これにつきましては今まで保管してご

ざいました印紙、すべてにつきまして買い戻しを受



 

 

けましたことから、その所要額を今回計上いたすも

のであります。 

 次に、１８ページの１９款町債につきましては、

地方債の補正で申し上げました要素をもちましてて、

今回予算計上しましたので、内容については省略を

させていただきます。 

 次に、２０ページの３、歳出に入ります。ここか

らも歳入で申し上げましたような要領で御説明をさ

せていただきます。 

 ２款総務費、１項総務管理費３,０００万円、まず

１点目につきましては、公共施設整備基金へ３,００

０万円積み立てするものであります。これにつきま

しては、冒頭申し上げましたように、当初予算時点

で財源を不足することから、公共施設整備基金から

３,０００万円の支消をして会計に繰り入れてござ

いましたが、今回の余剰財源の状況から、その３,

０００万円全額を積み戻しすべく、基金に積み立て

をするものであります。このことによりまして、同

基金の残高見込みにつきましては３億７７０万円余

りとなるところでございます。２点目につきまして

は、納税貯蓄組合連合会に対します負担金２０万円

でありますが、これにつきましては本年度北海道納

税貯蓄組合連合会の持ち回り開催地として、富良野

沿線の富良野市におきまして開催されることから、

この沿線市町村それぞれで拠出する経費をというこ

とで、本町の分として２０万円計上したものでござ

います。 

 次に、２２ページに入ります。 

 ３款民生費、１項社会福祉２２８万円、まず１点

目につきましては、印紙の購入費１００万円減であ

りますが、歳入で申し上げましたように、国直轄事

務となったことから不用となることで減額をいたす

ものでございます。２点目の地域福祉推進事業補助

の関係でありますが、これにつきましては当初予算

で予定してございました地区数６カ所予定してござ

いましたが、結果としまして１０カ所となる見込み

から、不足する分につきまして１０万円今回増額計

上いたすものでございます。３点目の精神障害者居

宅生活支援事業補助につきましては、冒頭も申し上

げましたように、今回、町内のグループホーム運営

費の助成するため、新たに助成策を講ずるものであ

ります。これにつきましては、従前は道で補助をし

ていたところでございますが、この４月から権限移

譲によりまして、町において助成を講ずるというこ

とになったところでございます。 

 次に、２４ページの４款衛生費に入ります。 

 １項保健衛生費１万１,０００円、この関係につき

ましては、この説明欄に記載のとおり、３歳児健診

にかかわる事務補助の精算事務に伴いまして、国、

道からの負担金の返還をするものでございます。 

 次に、３項上下水道整備費につきましては、節の

組み替え、予算の組み替えを行うものでございます。 

 次に、２６ページに入ります。 

 ６款農林業費、３項耕地費５,０００万円、説明欄

に書いてございますように、１５年度以降予定され

ます国営土地改良事業の負担金の財源とすべく、今

般歳入での余剰財源の一部として、道基金に積み立

てを図るものでございます。このことによりまして、

道基金の残高見込みにつきましては２億１,５００

万円ほどとなるところでございます。 

 次に、２８ページに入ります。 

 ８款土木費、２項道路橋梁費２９９万８,０００円、

この１３節、１５節、２２節にわたりまして書いて

ございますそれぞれの道路事案につきまして、事業

費の増減が伴うことから、それぞれ額の調整を行う

ものでございます。 

 次に、３項河川費３１６万９,０００円、まず１点

目につきましては、樋門、樋管の委託費用が増額に

なりましたことによりまして、所要の調整を行うも

のでございます。２点目につきましては、ここに書

いてございます山加川、多田沢川、旭野川のそれぞ

れの障害防止事業の事業費の増等に伴います計上を

いたしたものでございます。 

 次に、５項住宅費、ここでは必要に応じ節の組み

替えを行ってございます。 

 次に、３０ページに入ります。 

 ９款消防費、１項消防費２８８万８,０００円の減、

上川南部消防事務組合会計の１３年度決算を迎えま

して、上富良野分担分としまして、余剰となる部分

３１３万８,０００円ございますが、今回それと別に

同組合の北署におきまして、自動通話録音装置が老

朽化からふぐあいがあるということで、その修繕費

２５万円を新たに必要となりましたことから、それ

ら相殺しまして、今般既定額から２８８万８,０００

円減額するものでございます。 

 次に、３２ページに入ります。 

 １０款教育費、１項教育総務費３６０万円の減、

これにつきましては、上富良野高等学校の卒業者に

対します修学資金の貸付関係でありますが、本年度

新規卒業者の予定者を含めまして、延べ１２名とし

て予定していたところでございますが、結果としま

して延べ６名と確定しましたことから、その余剰と

なる分につきまして、今回減額をいたすものでござ

います。 

 次に、２項小学校費５８万２,０００円、これにつ

きましては江幌小学校の特認校に対します児童の登

下校に伴います車の借り上げ費用の増額をお願いす

るものであります。当初、市街地から３名同校に通



 

 

学を予定してございましたが、この４月から新たに

里仁地区からの通学者１名が生じたことから、その

不足する相当分を今回増額をお願いするものでござ

います。 

 次に、５項社会教育費７８万８,０００円、歳入で

も申し上げましたように、子育て支援事業としまし

て、同費の補助採択の見通しとなりましたことによ

りまして、不足する費用、今回計上してお願いを申

し上げるところでございます。 

 次に、６項保健体育費７６万６,０００円、まず１

点目につきましては、２目にございます修繕費４１

万１,０００円でありますが、これにつきましては日

の出スキーリフトの設備の一部にふぐあいが生じて

いるということであります。運行上支障ございます

ので、今回早急に修繕すべく予算のお願いをすると

ころでございます。２点目につきましては、給食セ

ンターの食材等の搬入に使用する開口部のところに

電動シャッターがございますが、そのモーターにつ

きましても大変老朽化してございまして、開閉に支

障があるということで、今回モーターを取りかえす

る費用等を３５万５,０００円お願いをするもので

あります。 

 次に、３４ページに入ります。 

 １２款公債費、１項公債費３,５００万円、この減

債基金への積み立てを図るものでございます。今後

の長期債の償還財源とするべく歳入予算で余剰とな

ります財源のうち、３,５００万円を減債基金に積み

立てしようとするものでございます。この積み立て

をすることによりまして、基金の残高見込みにつき

ましては３億８,８００万円余りとなる見込みでご

ざいます。 

 次に、３６ページに入ります。 

 １４款給与費、ここにおきましては、歳入財源が

増減があったことによりまして、財源の組み替えを

行うものでございます。 

 次に、３８ページに入ります。 

 １５款予備費、１項予備費３,４１１万６,０００

円、これにつきましては、本年度末に向けまして、

特に夏場の集中豪雨災害を初め、当初予算で予定外

の財政需要に備えるべく、今回同額を予算計上する

ものでございます。 

 次に、４０ページに入ります。 

 ４０ページの表につきましては、債務負担行為に

関する調書でございますが、冒頭申し上げました債

務負担行為の補正、この表に掲げてございます２件

の事業費に増額が伴いましたことから、変更後の状

況を記載してございます。 

 次に、４１ページには地方債に関する調書でござ

います。ここでは、前年度末の状況につきまして、

これにつきましては３月２９日付で予算の専決処分

を行いました結果の状況を記載してございます。ま

た、当該年度の関係につきましては、冒頭申し上げ

ましたように、記載の借入予定額５０万円、今回増

額になりますことから、調整をしたところでござい

ます。このことによりまして、１４年度末の額につ

きましては９２億３,９２８万３,０００円となる見

込みでございます。 

 次に、４２ページから４３ページにわたりまして

は、このたびの補正を行う事業ごとのその内容、さ

らには金額を記した主要事業調書として掲載をして

ございます。これにつきましても、審議の参考とし

ていただきたいと思います。 

 以上が、議案第１号の内容でございます。御審議

賜りまして原案お認めいただきますようよろしくお

願い申し上げます。 

○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 １２番米沢議員。 

○１２番（米沢義英君） 今回、１３年度決算とい

う形の中で余剰金等が生まれました。これは、いわ

ゆる住民に対する必要な行政の政策手だてをとった

後の財源だというふうに思われますが、こういった

意味で十分な施策の展開がなされたかどうかという

ところが、この余剰財源の一つの勘どころだという

ふうに思っています。そういう意味では、各種のサ

ービスが若干低下する部分、あるいは乳幼児医療費

のいわゆる国の条例に従って条例の改正が行われて、

乳幼児の施策が後退したという状況もあります。そ

ういう意味では、この余剰財源そのものをずっと見

ましたら、そういう部分が一方では、やはり若干阻

害されたといったら失礼かもしれませんが、そうい

う上での余剰財源ということになれば、本来の行政

が行う住民の福祉の向上に努めると、いわゆる健康

の向上にひとしくだれでもが、やっぱりこの町に住

んでよかったと言えるような、そういう施策を万全

にするということは難しいにしても、やっぱりこう

いうところにやはり予算をつけずに、こういう余剰

財源が余ったということになれば、やはり問題では

ないかというところが見受けられますが、町長はこ

の点を含めて、十分な政策展開がなされた上での、

この余剰財源というふうに受けとめておられるかど

うか、この点について改めてお伺いしたいというふ

うに思います。 

 さらに、もう一点伺いしたいのは、今雇用という

形でひとしくやはり仕事を求める方がふえてきてお

ります。そういう意味で、確かに余剰財源という形

で各種の基金等における、いわゆる積み戻しや財源



 

 

の将来の見通しの上で確保するという点では大切な

ことだというふうに思いますが、一方で、こういう

雇用対策の面でのやはりきちっとした将来の展望に

立った政策の展開も、やはり今回のこの補正予算の

中ではなされていないかというふうに思いますが、

当初予算でその部分について組んだといえば、そう

でありますが、しかしまだまだ足りない部分がある

のではないかと。こう見ましたら、仕事を求める方

もおりますし、そういう意味で十分な雇用のやっぱ

り確保を求めるという形の政策展開もあっていいの

ではないかというふうに思いますが、こういった点

について町長はどのようにお考えなのか、この点に

ついてお伺いしたいと思います。 

○議長（平田喜臣君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 米沢議員の御質問にお答え

申し上げたいと思います。 

 今般、余剰財源ということで繰越明許費の財源残

しまして、ここに提案してございますとおり、１億

２,４９３万９,０００円ということで、剰余が出た

わけでございます。基本的には、私どもこの行政執

行の中での執行率の関係からいたしますと、大体７,

０００万円ぐらいを予定しているところでございま

す。そういう面からいきまして、多くなっている状

況ということで１３年の状況がこうなってございま

す。この中におきましては、白銀荘等の関係におき

まして２,１００万円が入ってきてございます。そう

いう面で、これらにつきましては、当初から見込み

を立てれるものでもないということでございますの

で、それらがふえている状況にございます。あと残

り３,０００万円の話になろうかと思いますけれど

も、これらにつきましては、今行政改革の中で、当

初予算組んだ中でもできるだけ効率、効果上げるよ

うな形の中で、それぞれの所管に執行の効率化を図

るような指示をしてございます。そういう面から、

この点が３,０００万円の中でかなりの部分出てき

ているものもございます。 

 議員が御意見あるとおり、当初予算における事業

展開の中で、やはり当初に年度の計画を定めて、こ

の予算の中で計上していくという中の方針の中でや

っておりますことについては、計画どおり執行され

ているというふうに私ども理解してございます。た

またま小さい面では多少はあろうかと思いますけれ

ども、基本的にはそのような中で取り進めてきてい

る状況にございます。また、雇用対策等につきまし

ても、当初の中での執行を図ってきたところでござ

います。また、国の緊急雇用対策等に基づきました

事業等につきましても、その計画どおり執行をして

いる状況にございます。 

 ただ、議員の御意見もありますとおり、新たな展

開での内容等につきましては、これはその住民の状

況の中で、行政として適切なものがあるかどうかと

いうことを判断した中で考えていかなければならな

い問題というふうに思っております。そういう面に

おきましては、１３年度におきましてはそういう適

切なものがなかったということでございますので、

また行政としてそういうものが出てくれば、対応す

べきものが出てくれば、この点につきましては柔軟

に対処していくという考え方は持ってございますの

で、この点、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（平田喜臣君） よろしゅうございますか。 

 １２番米沢議員。 

○１２番（米沢義英君） おおむね良好の政策した

上での結果だというふうに押さえられているかとい

うふうに思います。今農業等に至っても、暮らしに

至っても、商業に至っても大変な状況であります。

そういう意味からすれば、やはりそういう部分での

きちんとした対策、農産物に至っては価格が低迷す

る、いわゆるＢＳＥ対策等においても、早急に対応

しなければならないというような状況もあります。

そういう意味では、まだまだやはりそういった部分

も含めて当然不十分さもあったというふうな評価も

その中に入っているのかというふうに思いますが、

そう意味では、もう一歩二歩きちっとした政策の見

直しというものも当然視野に入れて進めるべき余地

も、私はあったのではないかというふうに思います

が、この点について改めてお伺いいたします。 

○議長（平田喜臣君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 米沢議員の御質問にお答え

申し上げます。 

 基本的に新しい施策の展開、そして時代背景に沿

った中で新たなものが出てくるということに対しま

しては、私ども単に効率化だけでお金を余すという

ことではなくて、それらに対応した中で行政として

対応すべきものにつきましては、対応していくとい

う考え方を持ってございます。この１３年度におき

ましても、そういう中で対応すべきものにつきまし

ては補正予算を組みながら対応してきたことでござ

いますので、また１４年度に当たりましても、今御

意見ありましたようにＢＳＥの問題等にもあります

とおり、やはり時代背景を受けた中で行政として対

応すべきものは対応していかなければいけないとい

うような考え方は持ってございますので、その点議

員の御趣旨等を踏まえまして対応していく考えでご

ざいますので、御理解いただきたいと思います。 

○議長（平田喜臣君） よろしいですか。 

 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質



 

 

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────                
◎日程第３ 議案第２号 

○議長（平田喜臣君） 日程第３ 議案第２号平成

１４年度上富良野町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長 

○町民生活課長（米田末範君） ただいま上程され

ました議案第２号平成１４年度上富良野町国民健康

保険特別会計補正予算（第１号）につきまして、提

案の要旨を御説明申し上げます。 

 その概要の第１点目は、平成１３年度会計にかか

わります歳入歳出の精算によりまして、平成１４年

度への繰越額６,８３４万３,０００円と確定したこ

とでございます。 

 第２点目は、医療給付のうち医療給付費支払いに

つきまして、これまで４月から３月の支払い期とな

っておりましたが、老人保健及び介護保険において

は、３月から２月の支払い期であり、これらとの整

合性を図るため制度改正が行われ、３月から２月の

支払い期と定められましたことから、平成１４年度

に限りまして、４月から２月までの十一月の支払い

となったため、関連歳出の減額補正をお願いしよう

とするものであります。 

 第３点目は、老人保健拠出金及び介護保険納付金

の本年度の納付額が示されたことによる補正であり

ます。 

 ４点目は、当初予算計上におきまして不足する財

源を財政調整基金より４,４００万円支消し、これに

充てるべく議決を賜っておりましたが、繰り越し財

源及び療養給付費等の減などを精査し、支消を行わ

ずに歳入歳出を整えさせていただこうとするもので

あります。 

 ６点目といたしまして、医療費適正化特別対策事

業にかかわりまして、これまでレセプト点検につき

ましては、手作業によりまして点検事務を行ってま

いりましたが、医療の高度化、複雑化も加わりまし

て、点検事務の効率化を図り、医療費縮減に努めて

いくことから、コンピューターシステムの導入を図

ろうとするものであります。 

 失礼いたしました。５点目といたしましては、医

療費縮減をねらいまして、国保連合会より保健事業

推進補助金の交付が決定いたしましたので、これに

対応いたしまして、保健福祉課と連携をとりまして、

生活習慣病予防や健康日本２１上富良野計画策定を

行おうとするものであります。 

 以下、議案を朗読しながら御説明いたします。 

 議案第２号平成１４年度上富良野町国民健康保険

特別会計補正予算（第１号）。 

 平成１４年度上富良野町の国民健康保険特別会計

の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞ

れ３,６２０万３,０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１０億２,３４０万３,０

００円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページ、２ページをお開きください。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 補正額のみを申し上げます。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金３３０万８,００

０円。 

 ３款療養給付費交付金、１項療養給付費交付金５

５９万７,０００円。 

 ６款連合会支出金、１項連合会補助金２９５万５,

０００円。 

 ８款繰入金、２項基金繰入金４,４００万円の減。 

 ９款繰越金、１項繰越金６,８３４万３,０００円。 

 歳入補正の合計が３,６２０万３,０００円であり

ます。 

 次に、２、歳出。 

 １款総務費、５項医療費適正化特別対策事業費７

５万５,０００円。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費４,５１５万９,０

００円の減。 

 ３款老人保健拠出金、１項老人保健拠出金５,６３

３万８,０００円。 

 ４款介護納付金、１項介護納付金４７３万８,００

０円の減。 

 ６款保健事業費、１項保健事業費２９５万５,００

０円。 

 ９款諸支出金、１項償還金及び還付加算金３２８

万６,０００円。 

 １０款予備費、１項予備費２,２７６万６,０００

円。 

 歳出の補正合計３,６２０万３,０００円でありま

す。 

 ３ページ、４ページの歳入歳出予算事項別明細書、



 

 

１、総括につきましては、説明を省略させていただ

きます。 

 ５ページ、６ページをお開きください。 

 ２、歳入。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、２目医療給付

費道負担金、これにつきましては、国庫負担の平成

１４年度分のそれぞれの説明欄に記載されておりま

す内容につきまして確定がありましたので、それに

よりまして計上させていただいたものであります。 

 ３款療養給付費交付金、１項療養給付費交付金、

１目療養給付費交付金５５９万７,０００円、これに

つきましても、１４年度分の確定によるものであり

ます。過年度分にかかわりましては、これは精算に

よります交付によるものでございます。 

 ６款連合会支出金、１項連合会補助金、１目保健

事業等推進交付金２９５万５,０００円、これにつき

ましては、医療費資金対策事業費といたしまして、

連合会より交付が決定したものであります。 

 ８款繰入金、２項基金繰入金、１目財政調整基金

繰入金４,４００万円の減、これにつきましては、先

ほど御説明申し上げましたとおり、基金の支消を行

わずに対応しようとするものであります。 

 ９款繰越金、１項繰越金、２目その他繰越金６,

８３４万３,０００円、これにつきましては、平成１

３年度の確定によります繰越金であります。 

 ７ページ、８ページをお開きください。 

 ３、歳出。 

 １款総務費、５項医療費適正化特別対策事業費、

１目医療費適正化特別対策事業費７５万５,０００

円、これにつきましては、先ほど申し上げましたと

おり、レセプト点検にかかわりまして、その効率を

上げるために、点検システムの導入を図ろうとする

ものでございます。あわせまして、医療事務技能検

定の有資格者によります実質点検を行っていただい

ているわけでございますが、現在その勤務対応の中

から、お１人分当初予定より少なく勤務の状態にな

りましたので、その分について減額するものでござ

います。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険

者療養給付費３,５９６万円の減でございます。これ

につきましては、平成１４年度に限りまして、十一

月の支払いになるための減額でございます。２目退

職被保険者等療養給付費９１９万９,０００円、これ

につきましても同様の内容であります。３目一般被

保険者療養費、これにつきましては財源の組み替え

であります。 

 ２款保険給付費、２項高額療養費、１目一般被保

険者高額療養費、これにつきましても財源の組み替

えでございます。 

 ９ページ、１０ページをお開きください。 

 ３款老人保健拠出金、１項老人保健拠出金、１目

老人保健医療費拠出金５,６４４万６,０００円、１

４年度分の額が示されましたことによりまして、こ

れに対応しようとするものであります。あわせまし

て財源の一部組み替えであります。２目老人保健事

務費拠出金１０万８,０００円の減、これにつきまし

ては、同じく額の示されたことによるものでありま

す。 

 ４款介護納付金、１項介護納付金、１目介護納付

金４７３万８,０００円の減、これにつきましても、

１４年度分の額が示されたことによりまして減額す

るものであります。また、財源の一部を組み替える

ものであります。 

 ６款保健事業費、１項保健事業費、１目健康づく

り推進費２９５万５,０００円、これにつきましては、

先ほど冒頭申し上げましたとおり、医療費の低減を

ねらい、健康日本２１上富良野計画策定と生活習慣

病予防の対策につきまして、その推進をしようとす

るものであります。 

 次に、１１ページ、１２ページをお開きください。 

 ９款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３目

償還金３２８万６,０００円、これにつきましては、

１３年度分にかかります精算分の返還であります。 

 １０款予備費、１項予備費、１目予備費２,２７６

万６,０００円、これにつきましては、収支の差額を

計上したものであります。 

 以上で、説明といたします。御審議賜りましてお

認めいただきますようお願い申し上げます。 

○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 ３番福塚議員。 

○３番（福塚賢一君） 大変恐れ入りますが、最近

どうも職員の緊張感、問題意識について嫌な予感が

いたしますので、この際、いわゆる理事者の指導性

にいささか懐疑心を感じさせられておりますので、

この機会に質問させていただきたいと思っておりま

す。 

 ついては、９ページの保健事業関連でお尋ねした

いと思っておるところであります。 

 さきの所管委員会のその他で同僚議員から、保険

証の更新の折、時計を被保険者に渡した者は、町内

の業者から調達しないで旭川の業者から購入し、こ

れについてはおかしいのではないかと、町の商工振

興の意味合いからいっても、なぜ町内業者から調達

しないのだ。旭川から求めるのかという質問に対し

て、町長は、そこで、私は全然知らないと、決裁し

ておりませんと、こう言われました。そのことにつ



 

 

いて、お尋ねをしたいと思います。 

 私は、旭川の業者から買うことは要するに問題意

識、緊張感ということを先ほど言わさせてもらいま

したけれども、欠如している。１００年記念のとき

の反省が全く問題意識として持っていない。これは

指摘させていただいても間違ってはいないのではな

いかと思うのです。したがって、調達するに当たっ

ては、町内業者を含めた、いわゆる旭川の業者との

調整の段階でどうであったのかよくわかりませんけ

れども、旭川の業者はこの値段で入ると。町内の業

者おるわけですから、どうですか、この値段で納入

していただけますかという見積もり合わせをしたの

かどうかよくわかりませんけれども、要するに１０

０個買うものであれば、３軒であれば、旭川含めて

３分の１ずつ納入してくれないかということは考え

られるのではないかと思うのです。したがって、ど

うして旭川の業者に決定したのか、見積もり合わせ

等をしたのかどうか、支出負担行為の決定額はどの

ぐらいだったのか、支出科目は何科目をもって、恐

らくこの保健事業関連だと思いますけれども、それ

らについて、経過についてお尋ねしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（平田喜臣君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（米田末範君） ただいまの御質問

でございますが、冒頭大変担当の担当課長としての

判断に大変な軽率な部分がございました。これに尽

きるわけでございまして、心からおわびを申し上げ

たいと思います。 

 経過といたしましては、当初、健康づくり器材と

いうことで選定をしながら進めてまいったわけでご

ざいまして、そのところの判断が非常に誤ってござ

いました。いずれも見積もりによりまして業者を選

定したわけでございまして、金額的には正確には今

手元に持ってございませんが、６８万円程度だった

というふうに記憶はいたしてございます。いずれに

いたしましても、すべての事務の中でその整理をし

なければいけない担当者として、まことに軽率であ

ったということでおわびを申し上げたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（平田喜臣君） ３番福塚議員。 

○３番（福塚賢一君） 軽々に誤りでありました、

申しわけありませんという課長の心境だと思います

けれども、要するに町長の行政方針を展開していく

ために職員が存在しているということは、私が言う

までもないと思います。要するに、町長の考え方は

こういう考え方で町民の行政サービスに当たるのだ

と。全然町長の考え方を踏まえていないということ

になるのです。問題意識を持っていないということ、

間違っていました、済みません、これで終わる問題

でないと思うのです。公僕であって全体の奉仕者と

いうことで、さきのいつかの時点でも言わさせても

らいましたけれども、要するに問題意識を持ってい

ないということなのです。町長は、本当に飾りもの

だとしか思っていないと思うのです。あとみんなマ

イペースなのです。 

 そこで、町長にお尋ねします。 

 ６８万円のお金が使われているのです。ついては、

町長は決裁していないし、知らないと言っているわ

けです。それについては、提案ですけれども、予算

執行の専決規定をこれを機会に見直す必要が、私は

あると思っています。これについて、見直す考え方

が今後考えられるか考えられないか、町長の所信を

賜りたいと思います。 

 以上です。 

○議長（平田喜臣君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） ３番福塚議員の御質問にお

答え申し上げたいと思います。 

 議員の御指摘のとおり、私ども何を言っても弁解

ということになります。この点、私どもの不手際と

いうことにつきましては、本当に申しわけないなと

思っております。町長としても、基本的には地域振

興策として地元からのいわゆる供給というものを十

分配慮した中で、日ごろの中で職員の方へは周知を

図っているところでございます。たまたま今回この

件につきましては、町長の決裁が通らない中での話

なものですから、後ほど住民の方からの御指摘もあ

って、その辺、後から担当課長の方から報告受けま

して、不手際があったということでございます。こ

の点、本当に中身を十分に点検しないまま、たまた

ま健康保険の中で毎年保険証の切りかえ時に、保健

器具をというような中でやっていたと。極めて議員

の御指摘のとおり、なれ合い的にやっていたという

のは否めない事実でございます。そういう点、管理

監督に当たる者として、やはり適切に目を通してい

くようなことで今後対応していくということで、い

ま一つ厳しく戒めていくということで指導してまい

りたいというふうに思っておりますので、御理解を

いただきたいと思います。 

 現行の専決規定等につきましては、こういう中で

の面は運用上の話になりますので、この点現行のこ

の専決規定を変えるということは、今のところは考

えてございません。趣旨の話について、やはり職員

に徹底していくということが大きなことだというふ

うに思っておりますので、その点御理解をいただき

たいと思います。 

○議長（平田喜臣君） ３番福塚議員。 

○３番（福塚賢一君） ただいまの助役の専決規定

を見直す考え方があるかないかということにつきま



 

 

して、ないというふうに自分はとらえているわけで

ありますが、だとするならば、町長、職員は全然町

長の方を向いていないのです。町長の足を引っ張っ

ているとしか僕は思えないのです。そうでないです

か。だとするならば、墓地だってあんな端的なミス

を、町長２期目になってどれだけみずから自分の行

政罰を自分自身否めているか。これは決して町長の

今後のいわゆる存在については、決して陽動的に展

開していく結果にならないと思うのです。そういう

ことを考えた場合に、職員が足を引っ張っているの

です。行政効果が高まっていないのです。ついては、

専決規定を見直さないのであれば、こういう行政ミ

ス、町長の方針に沿っていない、いわゆる事務の執

行しない職員に対しては、町長みずからその職員に

対して少なくとも勤勉に忠実に勤務されることを職

員にリーダーシップのトップとして、行政責任は町

長に帰属するわけですから、帰ってくるわけですか

らね。それは見直さないわ、注意はしないわ、職員

のための上富良野町は存在しているわけではないと

思うのです。町のための職員であって、町長がそこ

でかじをとっていると思うのです。だから、その点

に対しては、町長のこの件に対して知らないから、

悪いことでないから、そういうことであっては僕は

ならないと思うのです。この際、この件について、

町長の判断をお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ３番福塚議員の御質問にお

答えさせていただきますが、決して議員のおっしゃ

るように職員は私の足を引っ張ろうとか、私の方か

らまるっきり離れていっているというような実態は

私は認識いたしておりません。ただ、言えることは、

職員の意識改革、職員の認識、ここらあたりが少し

議員の皆さん方の御指摘があるように、ちょっと緩

みがあるのではないかなということは、私自身も認

識いたして職員の指導に当たっているところであり

ますが、そういう意味から、私は今それぞれの課の

係長以上の職員との対話を継続しながら、取り進め

ていろんな問題についてそれぞれの課ごとの会議と

申しますか、対話の機会をつくってきておるわけで

ありまして、こういった問題につきまして、職員が

やはりある程度いろんな御指摘の数多くの問題があ

るわけでありますが、それぞれに気が緩んでいると

いう部分については、御指摘のとおりそのような部

分があると。今後も、私といたしましては、十分に

指導と管理の徹底を図る。そして、管理職としての

職員の管理、指導の徹底を図らすように取り進めて

いきたいというふうに思っております。 

 この問題につきましても、報告を受けまして即対

処をした、注意をしたところでありますが、基本的

に、私は、やはり行政として地域からの物資の購入

等々につきましても、公正にして公明な対応を図り

ながら取り進めるようにということで、指示を何度

も繰り返して就任以来しておりますので、そういっ

た観点から今回再び１００年記念のときと同じよう

な過ちを犯した職員がいたということにつきまして

は、まことに残念でありますが、担当課長を通じ指

導をしたところでありますので、この点につきまし

ては、遺憾なことであったというふうに思っており

ます。 

○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第２号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────                
◎日程第４ 議案第３号 

○議長（平田喜臣君） 日程第４ 議案第３号平成

１４年度上富良野町老人保健特別会計補正予算（第

１号）の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（米田末範君） ただいま上程され

ました議案第３号平成１４年度上富良野町老人保健

特別会計補正予算（第１号）につきまして、提案の

要旨を御説明申し上げます。 

 １点目は、本特別会計の平成１３年度精算により

まして、１４年度への繰越額が３,３０９万８,００

０円となりましたことから、所要の補正計上しよう

とするものであります。 

 第２点目といたしまして、平成１３年度分にかか

わります支払基金、国、道、町の支出額が確定され

ましたことによりまして、それぞれ歳入償還等につ

きまして補正計上をしようとするものであります。 

 以下、議案を朗読しながら御説明申し上げます。 

 議案第３号平成１４年度上富良野町老人保健特別

会計補正予算（第１号）。 

 平成１４年度上富良野町の老人保健特別会計の補

正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

４,６２６万１,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１５億３８６万１,０００

円とする。 



 

 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページ、２ページをお開きいただきたいと存じ

ます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 補正額のみ申し上げます。 

 １款支払基金交付金、１項支払基金交付金１３万

５,０００円。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金８５５万９,００

０円。 

 ３款道支出金、１項道負担金４４７万円。 

 ５款繰越金、１項繰越金３,３０９万７,０００円。 

 補正の合計４,６２６万１,０００円であります。 

 次に、歳出。 

 ３款諸支出金４,６２６万１,０００円、１項償還

金７００万１,０００円、２項繰出金３,９２６万円、

補正の合計４,６２６万１,０００円であります。 

 ３ページ、４ページの歳入歳出予算事項別明細書

につきましては、１、総括は説明を省略させていた

だきます。 

 ５ページ、６ページをお開きいただきたいと存じ

ます。 

 ２、歳入。 

 １款支払基金交付金、１項支払基金交付金、２目

審査支払手数料交付金１３万５,０００円、これにつ

きましては、平成１３年度の精算によるものでござ

います。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目医療費負

担金８５５万９,０００円、同じく１３年度にかかり

ます精算分であります。 

 ３款道支出金、１項道負担金、１目道負担金４４

７万円、これにつきましても、平成１３年度の医療

費の精算分であります。 

 ５款繰越金、１項繰越金、１目繰越金３,３０９万

７,０００円、これにつきましては、平成１３年度の

当会計の確定によるものであります。 

 ７ページ、８ページ目をお開きいただきたいと存

じます。 

 ３、歳出。 

 ３款諸支出金、１項償還金、１目償還金７００万

１,０００円、平成１３年度支払基金交付金への精算

分として繰り戻しをするものであります。 

 ３款諸支出金、２項繰出金、１目一般会計繰出金

３,９２６万円、これにつきましては、平成１３年度

一般会計から精算いたしまして、これらにつきまし

て医療費事務費にかかわりました分につきまして、

一般会計に繰り戻しをしようとするものでございま

す。 

 以上、説明といたします。御審議賜りましてお認

めくださいますようお願い申し上げます。 

○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第３号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────                
◎日程第５ 議案第４号 

○議長（平田喜臣君） 日程第５ 議案第４号平成

１４年度上富良野町介護保険特別会計補正予算（第

１号）の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） ただいま上程いた

だきました議案第４号上富良野町介護保険特別会計

補正予算（第１号）につきまして、提案理由を申し

上げます。 

 補正の要旨でございますが、１点目といたしまし

て、平成１３年度の介護保険特別会計の決算におき

まして繰越額が確定しましたことから、この繰越金

をもって財源といたしまして、介護保険事業の円滑

な運営に備えるための基金への積み立てを行うもの

であります。 

 ２点目といたしましては、１３年度の介護給付費

の確定に伴います国庫負担金、道負担金並びに社会

保険診療報酬、支払基金負担金の超過交付分につい

てそれぞれ返還金を計上するものでございます。 

 ３点目といたしまして、１３年度の一般会計から

の繰入金にかかわる介護給付費負担金の超過交付分

と、特別給付費、事務費等の精算額を一般会計へ繰

出金として計上いたすところであります。 

 以下、議案を朗読しながら御説明を申し上げます。 

 議案第４号平成１４年度上富良野町介護保険特別

会計補正予算（第１号）。 

 平成１４年度上富良野町の介護保険特別会計の補

正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

２,２４２万７,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ５億５,５６２万７,０００



 

 

円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開き願います。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 以下、補正額のみを申し上げます。 

 １、歳入。 

 ７款繰越金、１項繰越金２,２４２万７,０００円。 

 補正の合計２,２４２万７,０００円。 

 次に、２、歳出。 

 ５款基金積立金、１項基金積立金１,５００万円。 

 ６款諸支出金５８０万９,０００円、１項償還金及

び還付加算金１６２万１,０００円、３項繰出金４１

８万８,０００円。 

 ７款予備費、１項予備費１６１万８,０００円、補

正額の合計２,２４２万７,０００円でございます。 

 次に、３ページ、４ページの歳入歳出予算事項別

明細書総括については、省略させていただきまして、

５ページからお願いいたします。 

 ２、歳入。 

 ７款繰越金、１項繰越金２,２４２万７,０００円、

これにつきましては、平成１３年度会計の決算にお

きまして確定しました繰越額でございます。 

 次に、７ページをお開き願いたいと思います。 

 ３、歳出。 

 ５款基金積立金、１項基金積立金１,５００万円、

これにつきましては、繰越金の一部を介護保険事業

の円滑な運営に備えるための基金に積み立てをする

ものでございます。 

 ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金１６２

万１,０００円につきましては、平成１３年度の介護

サービス費給付費及び事務費の確定に伴いまして、

１３年度受領済みの国庫負担金、道負担金社会保険

診療基金負担金の超過交付の返還金でございます。 

 ６款諸支出金、３項繰出金、これにつきましても、

平成１３年度の介護給付費、特別給付費、事務費等

費用の確定、精算によりまして、受領済みの一般会

計繰入金にかかわる超過交付分の返還金であります。 

 ７款予備費、１項予備費でありますが、今後の財

政需要に備えるための補正措置で、１６１万８,００

０円でございます。 

 以上が補正の内容であります。御審議いただきま

してお認めくださいますようお願い申し上げます。 

○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第４号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────                
◎日程第６ 議案第５号 

○議長（平田喜臣君） 日程第６ 議案第５号平成

１４年度上富良野町簡易水道事業特別会計補正予算

（第１号）の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（早川俊博君） ただいま上程いた

だきました議案第５号平成１４年度上富良野町簡易

水道事業特別会計補正予算（第１号）につきまして、

補正の要旨といたしまして、平成１３年度会計の繰

越金の計上でございます。 

 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた

だきます。 

 議案第５号平成１４年度上富良野町簡易水道事業

特別会計補正予算（第１号）。 

 平成１４年度上富良野町簡易水道事業特別会計の

補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

２２０万２,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ６,７６０万２,０００円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 次のページをお開き願いたいと思います。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 補正額のみを申し上げます。 

 １、歳入。 

 ３款繰越金、１項繰越金２２０万２,０００円でご

ざいます。 

 ２、歳出。 

 ３款繰出金、１項繰出金２２０万２,０００円でご

ざいます。 

 次のページの２ページ、３ページの歳入歳出予算

事項別明細書につきましては、説明を省略させてい

ただきます。 

 ４ページをお開き願いたいと思います。 

 ２、歳入。 

 ３款繰越金、１目繰越金２２０万２,０００円につ

きましては、平成１３年度会計の確定によります収

支の差額をこの会計に繰越金として受け入れしよう



 

 

とするものでございます。 

 ３、歳出。 

 ３款繰出金、１目一般会計繰出金２２０万２,００

０円につきましては、歳入のところで申し上げまし

た収支の差額を計上いたしたいとするものでござい

ます。 

 以上で、補正予算の内容の説明といたします。御

審議をいただきまして、議決くださいますようお願

い申し上げます。 

○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第５号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────                
◎日程第７ 議案第６号 

○議長（平田喜臣君） 日程第７ 議案第６号平成

１４年度上富良野町公共下水道事業特別会計補正予

算（第１号）の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（早川俊博君） ただいま上程いた

だきました議案第６号平成１４年度上富良野町公共

下水道事業特別会計補正予算（第１号）につきまし

て、補正の要旨といたしまして、平成１３年度会計

の繰越金の計上でございます。 

 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた

だきます。 

 議案第６号平成１４年度上富良野町公共下水道事

業特別会計補正予算（第１号）。 

 平成１４年度上富良野町の公共下水道事業特別会

計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１,７３９万４,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ９億４６９万４,０００円

とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 次のページをお開き願いたいと思います。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 補正額につき申し上げます。 

 １、歳入。 

 ５款繰越金、１項繰越金１,７３９万４,０００円

でございます。 

 ２、歳出。 

 ３款予備費、１項予備費１,７３９万４,０００円

でございます。 

 次の３ページ、４ページをお開き願いたいと思い

ます。 

 歳入歳出予算事項別明細書につきましては、中ほ

どの歳入のところから入らせていただきます。 

 ２、歳入。 

 ５款繰越金、１目繰越金１,７３９万４,０００円

につきましては、平成１３年度会計の確定によりま

す差額をこの会計に繰越金として受け入れしようと

するものでございます。 

 ３、歳出。 

 ３款予備費、１目予備費１,７３９万４,０００円

につきましては、歳入のところで申し上げました収

支の差額を計上いたしたいとするものでございます。 

 以上で、補正予算の内容の説明といたします。御

審議をいただきまして、議決くださいますようよろ

しくお願い申し上げます。 

○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第６号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────                
◎日程第８ 議案第７号 

○議長（平田喜臣君） 日程第８ 議案第７号平成

１４年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計

補正予算（第１号）の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 特別養護老人ホーム所長。 

○特別養護老人ホーム所長（林下和義君） ただい

ま上程いただきました議案第７号平成１４年度上富

良野町ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算（第

１号）につきまして、提案の要旨を御説明申し上げ

ます。 

 第１点といたしまして、一般町民から施設充実の



 

 

ためにと御寄附の申し出がありましたので、所要の

経費を計上いたしております。 

 第２点目といたしまして、平成１３年度のラベン

ダーハイツ事業特別会計の決算におきまして、繰越

金１,８７６万６,０００円が確定いたしましたので、

一つとして１,０００万円を予備費に計上し、今後の

ラベンダーハイツ事業における不足する財源需要に

備えようとするものでございます。二つとして、８

７６万６,０００円を一般会計繰出金として諸支出

金に計上し、平成１３年度一般会計よりの事業費分

繰入金を繰り出し補正しようとするものでございま

す。 

 以下、議案を朗読しながら、御説明申し上げます。 

 議案第７号平成１４年度上富良野町ラベンダーハ

イツ事業特別会計補正予算（第１号）。 

 平成１４年度上富良野町のラベンダーハイツ事業

特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１,８８６万６,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ３億１,８６６万６,０００

円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きいただきたいと思います。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 補正額のみ申し上げたいと思います。 

 歳入。 

 ３款寄附金、１項寄附金１０万円。 

 ５款繰越金、１項繰越金１,８７６万６,０００円。 

 歳入合計１,８８６万６,０００円。歳入の補正額

の合計は、１,８８６万６,０００円でございます。

歳入の総額は、３億１,８６６万６,０００円となり

ます。 

 ２、歳出。 

 ２款サービス事業費、２項施設介護サービス事業

費１０万円。 

 ５款予備費、１項予備費１,０００万円。 

 ６款諸支出金、１項繰出金８７６万６,０００円。 

 歳出合計１,８８６万６,０００円。歳出の補正額

の合計は、１,８８６万６,０００円でございます。 

 次に、３ページ、４ページでございます。 

 ３ページ、４ページの歳入歳出予算の事項別明細

書は、省略させていただきたいと思います。 

 次に、５ページ、６ページをお開きいただきたい

と思います。 

 ２、歳入。 

 ３款寄附金、１項寄附金、補正額のみ申し上げた

いと思います。１目一般寄附金１０万円、これは町

内の方より施設充実にとの寄附の申し出があったも

のでございます。 

 ５款繰越金、１項繰越金、１目繰越金１,８７６万

６,０００円、これは平成１３年度の繰越金でござい

ます。 

 ３、歳出。 

 ２款サービス事業費、２項施設介護サービス事業

費、１目施設介護サービス事業費１０万円、これは

寄附していただいた分でございます。 

 ５款予備費、１項予備費、１目予備費１,０００万

円、今後のラベンダーハイツ事業における不足する

財源事情に備えようとするものでございます。 

 ６款諸支出金、１項繰出金、１目一般会計繰出金、

これは平成１３年度の一般会計繰出金を繰り出しし

ようとするものでございます。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。御審議

をいただきましてお認めいただきますようよろしく

お願い申し上げます。 

○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第７号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決いたしました。 

 この際、暫時休憩いたします。 

──────────────────                
午前１０時３０分 休憩 

午前１０時５０分 再開 

──────────────────                
○議長（平田喜臣君） 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

 大分議場内も暑くなっておりますので、暑い方は

上着を脱いでの御審議でよろしいかと思います。 

──────────────────                
◎日程第９ 議案第８号 

○議長（平田喜臣君） 次に、日程第９ 議案第８

号専決処分の承認を求める件（平成１３年度上富良

野町一般会計補正予算〔第６号〕）を議題といたしま

す。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 



 

 

○総務課長（田浦孝道君） ただいま上程いただき

ました議案第８号専決処分の承認を求める件につき

まして、順次、朗読しながら御説明を申し上げます。 

 議案第８号専決処分の承認を求める件。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記

事項について別紙のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定により報告し、議会の承認を求める。 

 記。 

 処分事項、平成１３年度上富良野町一般会計補正

予算（第６号）。 

 次をお開き願います。 

 専決処分書。 

 平成１３年度上富良野町一般会計補正予算（第６

号）を地方自治法第１７９条第１項の規定により、

別紙のとおり専決処分する。 

 平成１４年３月２９日、上富良野町長尾岸孝雄。 

 次に、補正予算の内容につきまして、申し上げて

いきたいと思います。 

 まず最初に、専決処分を行いました平成１３年度

上富良野町一般会計補正予算（第６号）の主な概要

につきまして申し上げます。 

 １点目は、町税初め、地方交付税や各種の交付金

の交付額が総体的に増額で確定しましたことなどに

よりまして、所要額を歳入に計上いたしました。 

 ２点目は、本年度２５事業項目につきまして、地

方債の借り入れを予定しておりましたが、このうち

４事業項目につきまして、最終充当予定額に増減の

変更が生じましたことから、既決限度額を変更いた

しました。 

 ３点目は、町が出資しています株式会社上富良野

振興公社を初め、複数の町民の方々から御寄附をち

ょうだいいたしましたので、趣旨に沿って基金へ積

み立てすることで予算化を行ってございます。 

 ４点目は、さきに繰越明許費を設定しておりまし

た富原橋架換事業の事業費が確定しましたので、設

定額を減額変更いたしております。 

 ５点目におきましては、歳入におきまして余剰と

なる一般財源につきまして、次年度以降の財源需要

に備えるため、財政調整基金及び減債基金に所要の

額を積み立てするための予算化を行ったところであ

ります。 

 ただいま申し上げましたようなことを主な内容と

しまして、予算専決処分を行ったところでございま

す。 

 それでは、予算書の説明に入らせていただきます。 

 平成１３年度上富良野町一般会計補正予算（第６

号）。 

 平成１３年度上富良野町の一般会計の補正予算

（第６号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

８,４２７万５,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ８３億５,５２８万６,００

０円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 繰越明許費の補正。 

 第２条、繰越明許費の変更は、「第２表 繰越明許

費補正」による。 

 地方債の補正。 

 第３条、地方債の変更は、「第３表 地方債補正」

による。 

 １枚はぐっていただきたいと思います。 

 第１表、歳入歳出予算補正の内容につきまして御

説明申し上げますが、既に御高覧いただいておりま

すので、各款ごとの補正額のみ申し上げていきたい

と思います。 

 最初に、歳入について申し上げます。 

 １款町税１,９４８万２,０００円。 

 ２款地方譲与税２０７万円。 

 ３款利子割交付金１,４４８万７,０００円。 

 ４款地方消費税交付金４２９万４,０００円の減

であります。 

 ５款国有提供施設等所在市町村助成交付金５６４

万３,０００円の減。 

 ６款自動車取得税交付金２２４万５,０００円。 

 ８款地方交付税４,３９４万９,０００円。 

 ９款交通安全対策特別交付金１３万３,０００円。 

 １２款国庫支出金５３万４,０００円の減。 

 １５款寄附金２,２０８万円。 

 ２ページに移ります。 

 １９款町債９７０万円の減、歳入合計では８,４２

７万５,０００円となります。 

 次に、２、歳出について申し上げます。 

 ２款総務費３,０００万円。 

 ３款民生費１０８万円。 

 ８款土木費５３万４,０００円の減であります。 

 １２款公債費７,０００万円。 

 １５款予備費１,６２７万１,０００円の減となり

まして、歳出合計につきましては８,４２７万５,０

００円となるところでございます。 

 次に、３ページに移ります。 

 第２表 繰越明許費の補正について御説明申し上

げます。 

 この記載してございます富原橋架換事業につきま

してでございますが、全額防衛施設庁から補助を受

けて取り進める予定の事業でございます。冒頭申し



 

 

上げましたように、既決限度額の減額になったこと

から、その所要額を減額して補正するものでござい

ます。 

 次に、第３表、地方債補正について申し上げます。 

 この表の起債の目的欄に掲げてございます４件の

項目につきましてであります。冒頭申し上げました

ように、最終的な譲渡予定額が定まりましたことか

ら、それに沿いまして既決限度額を変更いたすもの

でございます。 

 次、４ページから５ページ、６ページ、７ページ

にわたりまして事項別明細書の総括分を掲げてござ

いますが、説明については省略をさせていただきた

いと思います。 

 ８ページの２、歳入に入らせていただきます。 

 ここでは、科目の款及び項ごとの補正額とその主

な内容につきまして申し上げてまいります。 

 １款町税、１項町民税１,２５０万円、ここで説明

欄に記載のとおり、個人町民税及び法人町民税につ

きまして、収納見込み額に増となることから、所要

額を増額計上いたしたところでございます。 

 次に、２項固定資産税１００万円、ここでも土地

及び家屋に対する固定資産税につきまして、収納見

込み額の増によるものでございます。４項たばこ税

３５０万円、これにつきましても、課税客体の増に

よるものでございます。５項特別土地保有税３３万

２,０００円、これにつきましても、課税客体の増で

あります。６項入湯税２１５万円、ここでも宿泊、

日帰り等の入り込み客数の増によるものでございま

す。 

 次、１０ページに移ります。 

 ２款地方譲与税でありますが、１項の自動車重量

譲与税及び２項の地方道路譲与税につきましても、

それぞれ本年度の交付額が確定したことによりまし

て、補正を行ったところであります。 

 次に、１２ページの３款利子割交付金であります

が、１項利子割交付金１,４４８万７,０００円、こ

れにつきましても本年度の交付額の確定によるもの

であります。 

 次に、１４ページに入ります。 

 ４款地方消費税交付金、１項地方消費税交付金４

２９万４,０００円の減であります。これも同じく本

年度の交付額の確定によりまして、所要額を減額い

たしたものであります。 

 １６ページであります。 

 ５款国有提供施設等所在市町村助成交付金、１項

同じく国有提供施設等所在市町村助成交付金５６４

万３,０００円の減であります。これも同じく本年度

の交付額が確定したことにより、減額をいたしたも

のであります。 

 １８ページに移ります。 

 ６款自動車取得税交付金、１項自動車取得税交付

金２２４万５,０００円、これも同様本年度の額の確

定に伴うものであります。 

 次に、２０ページに入ります。 

 ８款地方交付税、１項地方交付税４,３９４万９,

０００円であります。ここでは、説明欄に記載のと

おり、特別交付税の総額が確定したことによりまし

て、所要の額を増額計上いたしたものでございます。 

 次に、２２ページに移ります。 

 ９款交通安全対策特別交付金、１項交通安全対策

特別交付金１３万３,０００円、これも同様、本年度

の額の確定に伴いまして、更正を行ったものであり

ます。 

 ２４ページの１２款国庫支出金、１項国庫補助金

であります。５３万４,０００円の減でありますが、

この関係につきましては、繰越明許費でも申し上げ

ましたように、富原橋架換事業費の確定によりまし

て今回減額をいたしたものでございます。 

 ２６ページに入ります。 

 １５款寄附金、１項寄附金２,２０８万円、まず１

点目は、冒頭申し上げましたように、町が出資して

ございます株式会社上富良野振興公社から２,１０

０万円一般寄附として受けたことによるものでござ

います。２点目につきましては、町内の３人の個人

の方々から保健福祉施設整備資金にということで、

延べ１０８万円を御寄附くださいましたので、合わ

せまして予算を計上したところでございます。特に、

指定寄附となります１０８万円につきましては、趣

旨に沿うべく、歳出におきまして保健福祉施設整備

基金へ積み立てるための予算措置を行ってございま

す。 

 次に、２８ページの１９款町債につきましては、

冒頭も申し上げましたような内容でございますので、

説明は省略をさせていただきたいと思います。 

 次に、３０ページの３、歳出に入ります。 

 ここからも歳入と同様の説明を申し上げます。 

 ２款総務費、１項総務管理費３,０００万円であり

ます。歳入予算で余剰となりました財源を財政調整

基金に積み立てをし、今後の財源需要に備えるもの

でございます。なお、１３年当初予算におきまして

は、財源不足から道基金より１億円の支消をしてご

ざいましたが、その後の財政状況によりまして、既

に７,０００万円を予算措置したところであります。

今回の３,０００万円加えまして、合計１億円となり

まして、当初予算におきます支消額全額を積み戻す

ことができることとなったところであります。 

 次に、３２ページに移ります。 

 ３款民生費、１項社会福祉費１０８万円、歳入の



 

 

寄附金でも申し上げましたように、町民の方からの

御寄附の趣旨に沿いまして、保健福祉施設整備基金

に１０８万円同額積み立てをするものでございます。 

 次に、３４ページに移ります。 

 ６款農林業費、３項耕地費、ここでは耕地関係事

業におきまして、地方債の減額補正を行いましたの

で、関連しまして財源の組み替えを行うものでござ

います。 

 次に、３６ページに移ります。 

 ８款土木費、２項道路橋梁費５３万４,０００円の

減であります。歳入予算でも申し上げました富原橋

架換事業の関係でありますが、今般減額で事業費の

確定によりまして、同額歳出におきましての減額調

整を行ったところでございます。 

 ３８ページに移ります。 

 １２款公債費、１項公債費７,０００万円、ここで

は、歳入の余剰財源となります財源の状況を判断し

まして、１４年度以降の地方債の償還財源とするた

めに減債基金への積み立てを行うこととしたところ

でございます。 

 次に、４０ページに移ります。 

 １５款予備費、１項予備費１,６２７万１,０００

円の減であります。ここでは、ただいま歳出で申し

上げました対応の中で、なお不足する財源を予備費

から減額して充当を行うものであります。 

 次、４２ページの最後のページでありますが、こ

の表につきましては、地方債の現在高に関する調書

でございます。このたびの地方債の借り入れ見込み

額４７０万円の減額に伴いまして、調書をつけたと

ころでございます。このことによりまして、当該年

度末の現在高につきましては、９２億８,４５４万８,

０００円となる見込みとなってございます。 

 以上、予算専決処分につきましての御説明といた

します。御審議いただきまして御承認賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 １５番村上議員。 

○１５番（村上和子君） 第１表の歳入の１ページ

でございますけれども、この５款の国有提供施設等

所在市町村助成交付金の件でございますけれども、

ここで９,５００万円の予算に対しまして、５６４万

３,０００円、約６０％減額になっているわけござい

ますけれども、何か今課長の説明によりますと、国

の確定による交付金だと、こういうことでございま

すが、こういう金額というのは余り変わるものでは

ないのではないでしょうか。自衛隊の官舎とか建物

とか宿舎とか、そういうものを有する、それに対し

てだと思うのですけれども、その建物の減価償却と

かはあるのでしょうか。それとも、これ初めて９,

０００万円以下の予算になってきているわけでござ

いますけれども、今後の見通しといたしまして、国

の方でこういうふうにだんだん交付金が下がってく

るものなのでしょうか。そこのところちょっと尋ね

したいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（平田喜臣君） 企画調整課長、答弁。 

○企画調整課長（中澤良隆君） １５番村上議員の

御質問にお答えをさせていただきます。 

 ただいまこの件につきましては、基地交付金とい

うことで、一般的にいう固定資産税に相当する性格

を有するものであります。その中で、今下がってき

たところでありますが、この部分につきましては、

５年ごとに見直しが行われるというようなことで、

昨年見直しが行われたところであります。そのよう

なことで、今御質問の趣旨にもありましたが、これ

につきましては、国有資産の台帳の改定が行われま

して、その中で建物の減価償却費、これにつきまし

ては５年ごとですから、経年というか、年数を経る

ことによって減価償却費が減になってくると。もう

１点は、東町官舎が、今、実際には使われていない

というようなことで、そこら辺の見直しがあって、

減額要素になっているということで承知をしている

ところであります。 

○議長（平田喜臣君） よろしゅうございますか。 

 他にございませんか。 

 １１番梨澤議員。 

○１１番（梨澤節三君） 所管のときにちょっと聞

き忘れまして、お尋ねしたいのですが、しろがねの

は２７億円で５％の利息をこれを１.５から２％の

一括返還によってというようなお話で聞いておりま

したけれども、この我が町の約９２億円、９３億円、

これの利息はどのくらいの利息になっているのか、

これをまずお尋ねしたいと思います。ページは一番

最後のページで、地方債。 

○議長（平田喜臣君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田浦孝道君） １１番梨澤議員の御質

問にお答えします。 

 一般会計の起債の残高に対します利息の予定総額

の御質問かと思います。これにつきましては、今現

在承知している段階では、一般会計におきまして、

１０億２,０００万円程度でございます。ちょっと確

定的なことは申し上げられませんが、今将来を予測

している中で、把握している数字でございますので、

１２億２,０００万円程度ということで承知してい

るところでございます。 

○議長（平田喜臣君） １１番梨澤議員。 

○１１番（梨澤節三君） 利率のパーセント大体ど



 

 

れくらいなの。 

○議長（平田喜臣君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田浦孝道君） それで、利息につきま

しては、御案内のとおり政府資金につきましても、

非常に今低利でございますが、１０年程度前ごろに

は非常に高金利時代でございまして、その時代もま

だ残ってございます。中には、７％を超える程度の

利率もございます。現在は１％を少し超えるような

状況で推移してございますが、そのような幅で今後

約定に基づく償還となるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（平田喜臣君） １１番梨澤議員。 

○１１番（梨澤節三君） 急に出ないのかもしれま

せんけれども、大体平均の利息、今７％から１％と

言いましたけれども、その辺のところお聞きしたい

と思います。 

○議長（平田喜臣君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 梨澤議員の御質問にお答え

申し上げたいと思いますが、今、総務課長が言いま

したように、元金で今ここに出ているわけでござい

ます。利率の関係につきましては、今申し上げまし

たとおり、７.８％から２％台になってございます。

これを部分的に平均するとどういうふうになるかと

いったら、今度期間の関係や何かもありまして、そ

の辺のところをどうやってやるかという点、ひとつ

計算の方法がどうやって平均出したらいいかという

のを、私どもそういう試算したことちょっとござい

ません。それで、毎年決算のときでもそうですが、

元金とそれから利息を含めた額ということで御提示

させていただいております。今申し上げましたとお

り、元金が９３億円ございまして、その利息がその

分約１５億円ぐらいある状況にございます。 

 そんなことで、細かくはちょっと平均的にはどう

いう計算でやるかというと、私どもちょっと試算し

たことございませんので、そういう額の押さえの中

で私ども見ているところでございます。 

○議長（平田喜臣君） よろしいですか。 

 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第８号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり承認することに御異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり承認されました。 

──────────────────                
◎日程第１０ 議案第９号 

○議長（平田喜臣君） 次に、日程第１０ 議案第

９号財産取得（緊急通報システム購入）の件を議題

といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） ただいま上程いた

だきました議案第９号財産取得の件につきまして、

提案理由の要旨を御説明申し上げます。 

 本件は、ひとり暮らしの高齢者等で身体虚弱な方

や障害を持つ方などを対象に、火災や救急、事故等

の緊急時の連絡体制を確立し、日常生活上の不安の

解消と人命の安全確保、福祉の増進を図ることを目

的といたしまして設置する緊急通報システムの購入

であります。 

 現在、設置しております緊急通報システムにつき

ましては、平成４年度整備をしてから１０年余り経

過し、老朽化が進んでいるため、北消防署に設置す

るセンター装置一式と高齢者宅に設置する端末機器

２３０台を特定防衛施設周辺整備調整交付金を受け

まして購入しようとするものであります。この取得

に関しましては、緊急通報システムの機器として、

実績と信用を有するメーカー機器を取り扱う３社を

指名いたしまして、６月１４日に入札をいたしまし

た結果、２回目で東日本電信電話株式会社旭川支店

が２,７５０万円で落札し、消費税を含めまして、本

議案の２,８８７万５,０００円となったところでご

ざいます。なお、２番札は都築電気株式会社の２,

８６５万円であります。 

 以下、議案を朗読いたしまして、提案理由の説明

といたします。 

 議案第９号財産取得の件。 

 緊急通報システムを次により取得するため、議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分関す

る条例第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 記。 

 １、取得の目的、要援護高齢者及び障害者用緊急

通報システム。 

 ２、取得の方法、指名競争入札による。 

 ３、取得金額、２,８８７万５,０００円。 

 ４、取得の相手方、旭川市１０条１０丁目、東日

本電信電話株式会社旭川支店、支店長羽生秀美。 

 ５、納期、平成１４年１１月３０日。 

 以上でございます。御審議いただきまして議決賜

りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 １５番村上議員。 

○１５番（村上和子君） 私、前に一般質問いたし



 

 

まして、２３０台、このほかにも欲しい人がいるの

だと申し上げましたら、町長の御答弁で、そういう

人がいれば申し出てほしいと、それによって検討し

てみるということでございましたが、もはや機種の

取りかえと、こういうことでして、もう絶対だめな

のでしょうか。この１０年、これは捨ててしまうの

でしょうか。もう使いものにならないから取りかえ

るということでございますか。もし、これでも何と

か我慢すれば使えるのだというのであれば、欲しい

人に、財政的に今どうとかという話もありましたの

で、そこら辺はどうなのでしょうか、ちょっとお尋

ねしたいと思います。どうしても、もう、これ１０

年ごとぐらいですか、消耗、そこら辺どうなのでし

ょうか。よろしくお願いします。 

○議長（平田喜臣君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） １５番村上議員の

御質問にお答えします。 

 今、更新しようとする機器につきましては、平成

４年に購入したものでございますけれども、これの

調整交付金を受けましてやることで、機器について

は当然老朽しているということの更新の理由でござ

いますので、これにつきましては耐用年数を過ぎて

いるということで、廃棄をさせてもらって、新しい

ものをつけるということでございます。ただし、平

成９年から１１年に設置してございます３０台ござ

いますが、これにつきましては、まだ当然新しいも

のでございますので、これについては今回導入いた

しますセンター装置の接続可能な装置でございます

ので、これらについて対応させてもらうということ

になっておりますので、あわせまして２６０台の、

今現在ある３０台と新しく購入する２３０台合わせ

まして２６０台になるところでございまして、これ

らについての待機者の対応が図れるのではないかな

というふうに認識してございます。 

○議長（平田喜臣君） よろしいですか。 

 ６番西村議員。 

○６番（西村昭教君） ちょっとわからないので、

お聞きするのですけれども、まずこの機械の能力と

いうことでお聞きしたいのですが、今近年購入した

ものについて合わせて２６０台ということですけれ

ども、これから高齢化社会を迎えていくと、数はふ

えても減ることはないと思うのです。そういう部分

では非常にこの緊急システムの要望も高まってくる

という部分で、その部分の対応ができるのかどうか

ということをひとつお聞きしたいと思います。 

 それから、どの基準でこういうものをお渡しして

いるのか、そこのところも説明をいただきたいと思

います。 

 以上、２点お願いいたします。 

○議長（平田喜臣君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） ６番西村議員の２

点の御質問でございます。 

 まず、この今回導入しようとします機器の機能の

御質問でございますけれども、これは部屋にそれぞ

れの利用者宅に置きます端末機器につきましては、

煙とか熱、ガスや何かを即座に異常が発生したとき

に感知するようなシステムで、さらにそれぞれの利

用者宅には個人で電話機を設置していただいており

ますので、それらとの端末機との接続によって、身

体の不調やなにかの場合は、このシステムでもって

消防等に通報されるというような仕組みになってご

ざいます。 

 それと、２点目のどういう人方が基準にしている

のかという御質問でございますが、１点目は火災や

体の虚弱等で恒常的に通報が困難なような方につい

ての体のとにかく弱っている方で、この緊急通報シ

ステムによって即座に１１９番に通報できるような、

そういう必要な方をまず一番優先的な考え方であり

ます。それから、身体障害者の１級、２級、３級等

で、そういう障害者の方も優先基準にとらえている

ところでございます。それから、ひとり暮らしでは

ございませんけれども、年寄りだけの世帯等につい

ても、家族が一緒に同居していても日常的に高齢者

お一人が、一人で家にいなければならないというよ

うな人で、そういうような異常が起きたときに通報

できないような、体の障害や何かで通報できないよ

うな方も対象にした基準にしてございます。 

 性能でありますけれども、これは最大で２万人ま

では、このセンター装置で端末機を設置できるよう

な、取りつけて連絡がとれるような容量となってご

ざいます。 

○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。 

 ３番福塚議員。 

○３番（福塚賢一君） 町長に端的にお尋ねします。 

 この種の関連事業についてお尋ねしたいと思って

いるのですけれども、私は社会悪だと思っていませ

んので、町長にお尋ねしたいと思いますけれども、

商工振興の意味合いというものは非常に大きい。し

たがって、町内業者でお手伝いできる分野があると

するならば、町内のもっている業者の能力を発揮す

るいい機会だと思うのです。ついては、お手伝いを

する部分があれば行政配慮するということについて

の考え方、いかがかお伺いしたいと思います。 

○議長（平田喜臣君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） ３番福塚議員の御質問にお

答え申し上げたいと思います。 

 今御意見ありましたとおり、請負先については町

外というようなことになる場合がございます。そう



 

 

いった面で、地域振興策としての町内でのいわゆる

下請でお手伝いできるような場合につきましては、

当然、この請負業者に対しまして、町としてはそう

いう要望というか指導、町の趣旨を踏まえまして、

対応していただくことを要請をしているところでご

ざいます。そういう中で、この件につきましても、

そのような対応をしていきたいというふうに考えて

ございます。 

○議長（平田喜臣君） よろしいですか。 

 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第９号の件を起立により採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者多数） 

○議長（平田喜臣君） 起立多数であります。 

 よって、議案第９号の件は、原案のとおり可決さ

れました。 

──────────────────                
◎日程第１１ 議案第１０号 

○議長（平田喜臣君） 日程第１１ 議案第１０号

上富良野町財政調整基金の設置、管理及び処分に関

する条例等の一部を改正する条例を議題といたしま

す。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（田浦孝道君） ただいま議案第１０号

を上程いただきましたが、本議案の一部に不備がご

ざいまして、本日一部追加させていただいたところ

であります。このような不手際に対しまして、心か

ら深くおわびを申し上げます。 

 それでは、本議案の御説明を申し上げます。 

 このたび、預金保険法が改正され、本年４月から

預金の元金とその利息の全額が保護されるいわゆる

ペイオフが解禁となりましたことから、万が一公金

を預金している金融機関が破綻した場合は、地方公

共団体の預金も一般預金者と同じように取り扱われ

ることとなるところであります。保護される金額は、

元金の１,０００万円とその利息となるところであ

ります。この預金保護の仕組みは、来年の４月以降

普通預金にも及ぶなどの背景から、町としましても

万が一の場合の公金の保全対策の一環としまして、

同一の金融機関における町が預け入れしている基金

の預金債券と借り入れしている債務とを相殺できる

よう既定の繰り替え運用条文に、それぞれの基金の

現金をその属する会計の歳入に繰り入れまして、運

用することができる旨の条文を追加するものでござ

います。 

 この関係につきましては、一般会計に属する基金

としましては、財政調整基金、減債基金、地域福祉

基金、科学技術奨励賞基金、公共施設整備基金、保

健福祉施設整備基金、国内外交流推進基金、農業振

興基金、野菜価格安定基金、国営土地改良事業負担

基金、十勝岳地区開発事業基金、土地開発基金の延

べ１２基金と、あわせまして国民健康保険特別会計

に属する国民健康保険財政調整基金並びに介護保険

特別会計に属します介護保険事業基金のすべてを合

わせまして、延べ１４基金のそれぞれすべての繰り

替え運用条文を一括して改正手続を行うものでござ

います。 

 この一部改正条例につきましては、ただいま申し

上げましたような延べ１４基金のそれぞれの基金条

例を第１条から第１４条にわたり、それぞれ条ごと

に位置づけをし、各基金の既定条文であります歳計

現金への繰り替え運用条文に、さらにただいま申し

上げましたように会計の歳入歳出予算の定めるとこ

ろにより、歳入に繰り入れまして運用することがで

きる旨の条文を加える内容としてございます。 

 以上、簡単でございますが、議案第１０号の説明

といたします。御審議賜りまして原案お認めくださ

いますようお願い申し上げます。 

○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１０号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────                
◎日程第１２ 議案第１１号 

○議長（平田喜臣君） 日程第１２ 議案第１１号

基幹水利施設管理事業の実施の件を議題といたしま

す。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 農業振興課長。 

○農業振興課長（小澤誠一君） ただいま上程いた

だきました議案第１１号基幹水利施設管理事業の実

施の件につきまして提案理由を申し上げます。 

 国営しろがね土地改良事業につきましては、平成

１４年度をもちまして完成の運びとなりますが、事



 

 

業によって造成されました土地改良財産、ここで申

し上げます財産でありますけれども、ダム１カ所、

頭首工１カ所、それから流域変更工、しろがね導水

路でありますが、この土地改良財産につきましては、

土地改良法に基づき地元市町村において管理するこ

とになります。 

 市町村におきましては、土地改良事業を行う場合、

土地改良法に基づき、北海道知事の許可を受けると

ともに、許可申請におきましては、あらかじめ議会

の議決を受けることになります。今回北海道知事の

許可を受けるに当たりまして、上富良野町、美瑛町、

中富良野町の３町協同で許可申請を行うことになり

ます。これにおきまして、議会の議決をお願いする

ものでございます。 

 以下、議案を朗読し、説明といたします。 

 議案第１１号基幹水利施設管理事業の実施の件。 

 次の事業について北海道知事より許可を受けたい

ので、土地改良法第９６条の２第２項の規定により、

議会の議決を求める。 

 記。 

 事業名、基幹水利施設管理事業。 

 地区名、しろがね地区。 

 場所、美瑛町字白金。 

 事業概要、ダム１カ所、総貯水量６８０万立方メ

ートル。頭首工１カ所、取水量毎秒７.２７９立方メ

ートル。流域変更工３,６００メートル。しろがね導

水路４,２００メートル。 

 以上で、説明を終わります。御審議をいただきま

して議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 １２番米沢議員。 

○１２番（米沢義英君） この基幹水利施設の管理

事業に伴って、いわゆる管理する側、受け入れる側

があるかというふうに思いますが、こういう体制は

現状でどのようになっておられるのか。これは上富

良野も関係する自治体との協議、あるいは受益者が

管理するというような話になっているかと思います

が、当然そういったところのいわゆる了解も含めた

中での管理業務という形にもなるかと思います。そ

れとあわせて、これにかかわる維持管理の費用等が

当然含まれているかというふうに思いますが、そう

いう意味でもそこのいわゆる合意形成が当然なけれ

ばならないかと思いますが、現状ではどのようにな

っているのか。それと同時に、ここにかかわる維持

管理の経費等についてもあわせてお伺いしたいと思

います。 

○議長（平田喜臣君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（小澤誠一君） 米沢議員の御質問

にお答えをいたします。 

 この基幹水利を含めまして、しろがね事業全体の

施設の維持管理というようなことになりますけれど

も、まず受け入れ側の関係でありますけれども、前

提として土地改良区の立ち上げというようなことを

今考えてございまして、その中で、この基幹水利も

含めた中で管理委託をするという考えでございます。

しかし、今回このものにつきましては、土地改良事

業の開始というようなことの議決でございまして、

これから土地改良区を立ち上げた中で進めるものだ

というふうに考えてございます。 

 しかし、維持管理費用につきましては、いずれに

しましても、美瑛町、本町、それから中富良野町含

めました中で、維持管理費用、こういったものを当

然土地改良区の中で決定され、決められることだと

いうことに考えておりますけれども、これからまず

合意をいただく作業をしてから土地改良区を立ち上

げるというように考えてございます。（発言する者あ

り） 

 その経費でありますけれども、ここに示します基

幹水利関係の経費でありますけれども、総体的には

今試算でありますけれども、２,４００万円程度と考

えてございます。そのうち、人件費を除く６０％、

国が３０％、それから北海道が３０％、その残りの

４０％につきましては、３町で、美瑛町、上富良野

町、中富良野町の３町におきまして、負担協定に基

づきまして負担するという形になります。 

○議長（平田喜臣君） よろしいですか。 

 １２番米沢議員。 

○１２番（米沢義英君） これを進めるための必要

最小限の許可を得るということのお話でありますが、

当然、担当の課長もおっしゃいましたように、当然

これ合意がなければ動かない話の状況でありまして、

その点についてもこれからという状況であります。

一番心配されるのは、やはり合意形成と長引く価格

低迷という状況の中で、これが見切り発車という形

になっても当然困りますし、ただ、事業との兼ね合

いもありますから、こういう手順を踏まなければな

らないということもよく理解はできるところであり

ますが、いずれにしても、その財政的な裏づけ、あ

るいはその合意というものが当然裏打ちされた中で

こういう形の条件整備が前に出てくるという形にな

るかというふうに思います。当然、これにかかわる

負担割合については、いわゆる受益面積あるいは戸

数割等によって、決定されるものというふうに思わ

れますが、この点と、それとこういう話については、

当然協議会等においても十分いわゆる話し合われた

中で、何らかの形でこういう方向になりますよとい



 

 

うような話も当然されているかというふうに思いま

すが、そういう地元の理解というのは、一定のめど

が立つ方向での協議等が十分されているのかどうな

のかという点を、あわせてお伺いしたいというふう

に思います。 

○議長（平田喜臣君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（小澤誠一君） 米沢議員の御質問

にお答えをいたします。 

 まず、地域の受益者の合意がとられるかというこ

とでありますけれども、これらにつきましては、し

ろがね地区、美瑛町、それから本町、それから中富

良野町入りますけれども、これらの受益者のまず３

分の２以上のひとつ同意をいただかなければならな

いということになります。それで、まずそのめどで

ありますけれども、今本町も同様でありますけれど

も、美瑛町におきましてもあわせてこれらの同意を

得るための作業を今進めておりまして、本町におき

ましては来週から説明会を再度開催をし、同意をい

ただくようなことで進めてございます。当然、そこ

に入っていくまでに話し合いがあったわけですが、

期成会におきましても賛成の意向を得られておりま

すので、来週から地区に入っていきたいというふう

に考えてございます。 

○議長（平田喜臣君） 今の答弁でよろしいですか。 

 次に、３番福塚議員。 

○３番（福塚賢一君） お尋ねをします。 

 法の９６条の根拠に基づいて議決をしていただき

たいということは理解できますが、この議決したこ

とによってどういう行政責任を果たすかということ

に対しては、子細承知しかねるわけです。ただいま

の提案趣旨説明にあっては、行政が管理すると。し

たがって、議決を求めると、端的に言ったらこうい

う提案の理由ですよね。それではわからないのです。

これらの受益は、３町にわたっているわけですから、

３町にわたって具体的にどのようなことになるのか、

その展開が全然説明ない。まして、ダム、基幹施設

ができ上がった。それは行政で管理する。３町どう

やって管理するのか。話し合いでできないことはな

いと思いますけれども、では新しくできるとする土

地改良区の仕事は何をするのか。全く具体的に説明

が欠いているわけです。基幹施設の費用負担は行政

が持つと、受益者は持たないと、こういうことはも

う原則だと思っているのです。 

 そこで、しつこいと言われるかもしれませんけれ

ども、この間の現地での立ってお伺いしたところ、

その後の議員協議会でも上富良野町が４割、基幹施

設の費用負担、美瑛町が６割という考え方が不動の

ものだと理解していますけれども、それらの費用を

負担することに当たっての議決ということであるの

ではないかと思っておるわけですけれども、大きな

違いがあるのかないのか。基幹施設の行政費用負担

については、四分六の線で間違いないのか、この点

確認をとっておきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（平田喜臣君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（小澤誠一君） 福塚議員の御質問

にお答えをいたします。 

 この基幹水利に当たりましての行政責任というよ

うなことでありますけれども、一つは私どもは土地

改良区設立を今前提にしておりますけれども、たと

え土地改良区でなくても、どのような方法であろう

と、この基幹水利につきましては維持管理をしてい

かなければならないというのが、ひとつ前提にあり

ます。そこで、土地改良区が立ち上がった場合には、

そこへ管理委託をするというようなことになります

けれども、今はまだ立ち上がっておりませんので、

行政として費用負担もしながら、これら事業の開始

をするというように考えてございます。 

 それから、負担割合の件でありますけれども、こ

れらについては御指摘のように、私も従来より美瑛

町と上富良野町における負担割は４割６割と思って

おりますけれども、ここの協定につきましては、今

後負担割合を協議し、協定後においてはっきりさせ

るというように考えてございます。基本的には、中

富良野町も入っておりますので、若干の狂いはある

かと思いますけれども、上富良野町４割、美瑛町６

割という線ではいきたいというふうには考えてござ

います。 

○議長（平田喜臣君） ３番福塚議員。 

○３番（福塚賢一君） 後段の方から再質問させて

もらいますけれども、いきたいでは困るのです、こ

の時期に来て。そういう話し合いが確立されている

という答弁をいただかなければ自分としては満足で

きない。 

 それから、いわゆる土地改良区が何か一時償還す

るための土地改良区の立ち上げに感じるわけですけ

れども、少なくても地方自治体、行政が農業ダムを

維持管理するということは、その能力があればいい

ですけれども、これは総合ダムでないから国がやら

ないことは地方もやりたくないと思うのです。つく

った後、受益の関係市町で維持管理せということに

ついては、やはり既成の事実で流れてきているわけ

です。だから、そのように課長があるいは行政が考

えているのであれば、この議案の中にも改良区を想

定していないという考え方ですから、美瑛はこうい

うことで管理に関係します。上富良野町はこういう

関係でタッチします。そういうはっきりした領域を

この表の中でもいいからそれぞれの役割を説明して



 

 

もらわなければ、ただこれだけでダムの貯水量が６,

８００トン、頭首工１カ所、毎秒何ぼ、流域、こん

なボリュームだけで議決とろうということ自体では

自分は同意できませんので、その辺の考え方をもう

一度説明していただきたいと思います。 

○議長（平田喜臣君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（小澤誠一君） 福塚議員の御質問

にお答えします。 

 まず、負担割合でありますけれども、これはまだ

議員の御指摘のように、不動のものというか、決定

はされておりません。今後、３町におきまして、協

議をし、協定をしたいと。基本的には、私先ほど申

し上げましたように、上富良野町４０％、それから

美瑛町６０％、中富良野町入ってきますけれども、

そこらで若干動きがありますけれども、そういうよ

うな考え方でおります。 

 それから、今この許可申請を受ける段階、さらに

もう一度負担協定のことが再度もう一度出てきます

ので、それまでにはきちっとしたいと。個々の事業

の内容につきましても、詳しく負担協定の議決を得

るまでにきちっとしたいというように考えてござい

ます。 

○議長（平田喜臣君） ３番福塚議員。 

○３番（福塚賢一君） ９６の精神は、このような

議案ではないと思うのです。もう少し、それぞれの

機能、役割、領域をはっきりした議案で議会の同意

を求めなさいという、法の精神になっていると思う

のです。極めて配慮が足りないということで、自分

は終わります。 

○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。 

 １１番梨澤議員。 

○１１番（梨澤節三君） お尋ねします。 

 土地改良区を立ち上げる。何でかなと。富良野土

地改良、それから美瑛土地改良、それぞれの分担に

従ってやったらどうなのかなと、素直に考えたら、

そういう考えもあるのではないかと思います。それ

で、なぜ立ち上がるのかといったときに、一括返還

というのがここに行くのかと、これが絡んでいるの

ではないのかなと。そこらあたりはいかがか。市町

村合併が来ていると。その辺のところも絡んでいる。

では、こっちはこっちで借金でやりましょう。富良

野の空知川右岸の恐らく右岸の工事のこれも入って

くると、もし合併になったとすれば。そういうよう

なところも考えなければならないのではないのかな

と。立ち上げるというのは、一見よさそうに見える

のですけれども、今非常に変化の時代にもある中で、

その辺はどのようにお考えになっているのかなと、

そういうことなのかなということでお聞きします。 

○議長（平田喜臣君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（小澤誠一君） ここで、私申し上

げたいのは、土地改良区を立ち上げるということも

ひとつありますけれども、ここで求めておりますの

は、いわゆる土地改良事業を開始するに当たりまし

て、議会の議決を得なければならないというように、

法の解釈に基づきましてひとつお願いするものであ

りますけれども、その後、管理の仕方は、先ほど私

申し上げましたように、協議会方式でやるのか、そ

れから土地改良区が行うのか、こういう方法になっ

ていきますけれども、そこにまた今議員おっしゃる

ように、償還の問題、こういったものが入ってきま

す。ここは、あくまでも施設の土地改良事業の開始

というようなことで御理解をいただきたいと思いま

す。 

○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） 補足して、ちょっと説明さ

せていただきますと、この基幹水利施設の管理事業

の実施の件につきましては、これは既にしろがね畑

総の実施をする段階で、国の方にこれらの基幹水利

につきましては、３町が責任を持って維持管理をし

ますということで、議会の議決も賜って、そしてし

ろがね事業が開始されております。そして、今しろ

がね事業が１４年度をもって終了すると。終了する

段階で、今法的手続として、基幹水利施設管理事業

を当初の国等の調整同様に、この３町が責任を持っ

て維持管理をしますよということに対するスタート

の申請でありまして、これは中富良野町、美瑛町、

上富良野町も同じような、これと同じような形の中

で議会の議決を賜って対処していくと。そして、今

後これらの部分につきましては、維持管理について

は３町でやるわけでありますが、３町で何らかの形

でやるのかどうするのかということについては、今

現在の計画では新たに立ち上げしておるしろがね土

地改良区に委託をして、この維持管理をしたよ。そ

れから、維持管理のこれらの経費の負担につきまし

ては、先ほども言ったように、国、道の補助金があ

ると。残りの部分ついては、３町がそれぞれのしろ

がね地区のこの基幹水利の施設状況によって分担金

を負担すると。 

 ただ、私といたしましては、これは常に申し上げ

ているところでありますが、ダムそのものというの

はしろがね地区にあると。しろがね地区では、この

ダムを利用した観光事業も展開する予定であるとい

うことを考えると、このダムの管理については、応

分の美瑛町の御負担をいただかなければいけないと

いう部分も含めながら、今後、この負担割合につい

ては調整をしていく。国が今終わるから、この基幹

管理水利の施設の管理の実施を３町が対応するよと

いうことの議会の議決を求めるということでありま



 

 

すので、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（平田喜臣君） よろしゅうございますか。 

 ３回の質問が終了しておりますので、申しわけあ

りませんが。 

 他にございませんか。 

 ６番西村議員。 

○６番（西村昭教君） ちょっと、確認したいので

すけれども、この土地改良法でこれを出すというこ

とは理解できるのですけれども、その後の維持管理

の問題ですが、ここに載っている流域とかしろがね

導水路とかあるのですけれども、具体的にどういう

管理をするかというのはこれからの問題だと、協議

し合ってやるという理解でいいのですね。 

 それからもう一つ、負担についても先ほど４対６

とかという数字も出てましたですけれども、これも

線引きについては、どういう負担割合になるかとい

うのは、はっきり打ち出せていないと思うのです。

当然、その面積とかそれから戸数割とか、戸数だと

か、それからいわゆる行路の距離の問題もあると思

うのです、支線やなんかの。そういうものについて

も、これから話し合った中で大体四分六になるかと

いう数字だということで理解してもいいのですか。

そこら辺ちょっと確認したいと思います。 

○議長（平田喜臣君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（小澤誠一君） 西村議員の御質問

にお答えします。 

 具体的な管理でありますけれども、これらにつき

ましても、ダムを含めたこういった４カ所の施設が

ございますので、具体的にどのような管理をするか

と、これらについても３町で協議をし、そして管理

したいというように考えています。 

 それから、負担割合につきましても、先ほど私申

し上げましたように、まだ確定はしてございません

けれども、おおよそ上富良野町４０％程度、そして

美瑛町６０％程度、これらにつきましても３町協議

し、協定を交わした中で負担割合を決めたいという

ように考えています。 

○議長（平田喜臣君） ６番西村議員。 

○６番（西村昭教君） 先に今負担割合で４０％、

６０％と出るからちょっとこんがらがってくるので

あって、いわゆる今僕確認したいと申し上げたとお

り、面積とか受益者の戸数だとか、それからいわゆ

る導水路とかなんか以外の、いわゆるかかったとい

うか、行路もあると思うのです。そういった部分の

負担というのは、それは受益者の負担の維持管理の

ための分もあると思うのですけれども、そういう部

分も含めて考えると、４対６になるということであ

って、最初から４０％に持っていきたいということ

には、僕はなり切らない部分があるのかなという気

はするのですけれども、そこら辺を僕は確認したい

のです。 

○議長（平田喜臣君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（小澤誠一君） 西村議員の御質問

にお答えします。 

 御指摘のように、面積割を含めた中でひとつ計算

されると思いますけれども、負担割合については、

先にありきではありません。結果で協議の中で決め

まして、結果的にそういうことになるかもしれませ

んけれども、今の状況ではそういうことではありま

せん。 

○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１１号の件を起立により採決い

たします。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者多数） 

○議長（平田喜臣君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１１号の件は、原案のとおり可決

いたしました。 

 この際、昼食休憩といたします。 

──────────────────                
午前１１時５９分 休憩 

午後 １時００分 再開 

──────────────────                
○議長（平田喜臣君） 昼食休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

──────────────────                
◎日程第１３ 平成１４年第１回定例会付託 

○議長（平田喜臣君） 日程第１３ 平成１４年第

１回定例会で教育民生常任委員会に付託、継続審査

の議案第２４号上富良野町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例の件を議題といたします。 

 本件に関し、教育民生常任委員長から報告を求め

ます。 

 教育民生常任委員長清水茂雄君。 

○教育民生常任委員長（清水茂雄君） 平成１４年

第１回定例会において教育民生常任委員会に付託さ

れました議案２４号上富良野町廃棄物の処理及び清

掃に関する条例の件につきまして、議案を朗読して

報告、説明とさせていただきます。 

 議案第２４号上富良野町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例の件。 

 平成１４年第１回定例会において閉会中の継続審

査に付された議案第２４号上富良野町廃棄物の処理

及び清掃に関する条例の件に関し、別紙の報告書に



 

 

より報告させていただきます。 

 教育民生常任委員会審査報告書。 

 平成１４年第１回定例会付託、議案第２４号上富

良野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の件。 

 本委員会は、平成１４年第１回定例議会において、

閉会中の継続審査に付された上記議案を審査した結

果、原案の一部を修正し、可決すべきと決定したの

で、会議規則第７７条の規定により報告する。 

 審査の経過。 

 本委員会は、平成１４年４月２２日、５月１５日、

５月２８日、６月６日の４日間委員会をいずれも公

開として開会した。 

 初日には説明員の出席を求め、補足説明を受ける

とともに、今後の審議日程を定めた。その結果、原

案に基づき、逐次審議を了した後、結論を求めるこ

とといたしました。審議経過の中で、第９条、第１

３条、第１５条、第１６条、第１７条、第１８条を

中心に７点の課題が抽出され、慎重に審議を行った。

特に、第９条中、処理手数料の額の設定について、

第１５条中手数料の減免の範囲について、また条例

外ではあるが、資源容器（袋）の販売方法等につい

て、相当の検討がなされた。 

 なお、本条例提案に関し、提案者の基本的姿勢に

年々増嵩する廃棄物処理経費に対する負担を一部受

益者に求めることにより、財政の健全化を図るとと

もに、分別、減量化、資源化の推進を図る姿勢がう

かがえ、委員会としても受益者の負担の公平性、減

量化、資源化の推進などの観点から、有料化につい

て必要であると判断をし、以下の決定といたしまし

た。 

 審議経過の詳細については、別紙のとおりであり

ます。 

 ２、決定。 

 慎重に審議した結果、原案第９条関係、上富良野

町手数料条例（上富良野町条例第２号）別表中３５

の項を次のとおり修正するべきと決定いたしました。 

 上段については、理事者側の提案原案でございま

う。下段が修正案でございます。 

 内容について概略を説明させていただきます。 

 可燃ごみについては、１４０円を９０円に、４５

リットル袋です。３０リットル袋につきましては、

９５円を６０円に、不燃ごみにつきましては、１４

０円を９０円に、３０リットル１袋につき９５円を

６０円、粗大ごみにつきましては、品目ごとに定め

た区分により、１個４００円を３００円に、８００

円を６００円に、１,２００円を９００円に。 

 なお、個人が処理場まで持ち込む場合は、町が収

集運搬する場合の２分の１の額となっております。 

 なお、可燃ごみにつきましては、１８０円が１２

０円、それから不燃ごみにつきましては、１８０円

が同じく１２０円、それからし尿手数料につきまし

ては、広域の関係もありまして１０４円がそのまま

ということになっております。 

 なお、修正するに至った理由として、処理手数料

の設定に当たっては、原案では有料化対象費用（収

集、運搬、処理費用）に対して、２分の１相当額を

受益者負担として処理手数料を設定したとの提案で

あったが、有料化導入時であることから、受益者に

対する負担を低減することにより、円滑な制度導入

が図られるとの観点から、対象費用の３分１相当額

に設定することで、処理手数料を修正いたしました。

また、条例外ではありますが、執行に当たっては次

の事項について意見をつけ、報告することといたし

ました。 

 １、生活保護世帯に対しては、町の福祉施策とし

て十分配慮をされたい。 

 ２、有料化導入に伴い、不法投棄等が予想される

ため、その対策に配慮されたい。 

 ３、排出方法、分別方法については、十分に住民

周知を徹底されたい。 

 ４、資源化物の容器（袋）については、販売方法

等を十分配慮されたい。 

 なお、審議の経過等については、御高覧いただい

たものとして、省略させていただきます。 

 以上であります。 

○議長（平田喜臣君） これをもって、報告を終わ

ります。 

 これより、質疑に入ります。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これより討論を行います。 

 なお、この討論はまず原案賛成者、次に原案反対

者、次に修正案賛成者の順に行います。 

 まず、原案に賛成者の発言を許します。ありませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） 次に、原案に反対者の発言

を許します。 

 １２番米沢議員。 

○１２番（米沢義英君） 私、原案について反対の

立場から討論させいただきます。 

 今、各地では家庭ごみの有料化が進められていま

す。ところが、家庭ごみの収集料金を有料化した自

治体では、実際にごみの減量化が進められているか

どうかということになれば、多くの課題や問題点が

あります。一部では、有料化して数年間はごみの量

が減ったという報告がありますが、しかし数年後に



 

 

はまた増加に転ずるという状況になってきています。

結論からいえば、こういう状況の中で必ずしも、有

料化がごみの減量化に結びつくような決め手ではな

いということが、明らかではないでしょうか。 

 結局のところ、この有料化の原因というのは、国

が進めている地方の行政改革、これに名を打って自

治体もごみの減量化とあわせてリサイクルも進める

という立場から、そしてごみの有料化を推進しよう

としていますが、この根本原因というのは、住民に

負担を押しつけ、そして行政改革という名のもとで、

一方で財源の確保をねらった住民負担を求めるもの

であります。今回、この原案の中にも示されている

この有料化についていえば、もう既に住民は税とい

う形の中で税の負担を行っており、この立場からも

いえば税金の二重取りであり、また同時にこれは将

来的に安易に税率手数料を引き上げ、税の確保をね

らう一つの消費税的な手段とも受け取られます。私

は、改めてごみの減量化をそう進めるということで

あれば、住民と一体となった意識を変えて、そこに

こそ住民の協力があって初めて減量化の一歩が出る

ものと考えています。 

 こういうことを隅々まで行き渡った手の届くよう

な体制を組んでこそ、初めてごみの減量化が前へ進

むものと考えています。 

 また、一方で、解決しなければならない問題とし

て訴えておきたい点は、いわゆる過剰包装と同時に

製造元の責任というのが相変わらずあいまいである

ということであります。この部分を、解消しない限

りは、減量化、住民の協力を求めたとしても、部分

的には解決があっても他方では生産量がふえ、過剰

包装がふえるという現状でありますから、リサイク

ルがそれを当然上回るような手法でなければ減量化

が進まないということは明らかであります。 

 私は、この点を考えたときに、原案に至っても、

いわゆる処理手数料の半分という根拠についても納

得できるものでもありません。 

 私は、以上を述べさせていただきまして、原案に

対する反対の立場から意見を述べさせていただきま

す。 

 また、財源等についてはどうするのかという問題

では、保健センターの建設等を行い、きちっと財源

の確保をする、こういう立場から財源の確保をして

住民に行き届いた行政の水準の向上を行うというこ

と、これが大切であるということを述べて、原案に

対する反対の討論を終わります。 

○議長（平田喜臣君） 次に、修正案に賛成者の発

言を許します。 

 １８番向山議員。 

○１８番（向山富夫君） 私は、上富良野町廃棄物

の処理及び清掃に関する条例の教育民生常任委員会

の審査報告に対しまして、修正案賛成の立場から意

見を申し述べさせていただきます。 

 生活様式の変化が急速に進む中、それに伴い日常

生活におけるごみの排出量は、さまざまな分野で工

夫がなされているにもかかわらず、その排出量は

年々増大しております。従来より、ごみの処理につ

いては、行政サービスとして行われていることから、

ごみ収集運搬処理に対し、年々財政負担を増してき

ていることと、加えて、分別収集の一層の細分化が

図られる状況から、今後、さらに大きな財政負担が

生じてくることが予想されるものであります。 

 このような状況のもと、本町においてますます高

まる行政サービスニーズに対応する中から、このた

びごみ処理の一部有料化が示され、所管委員会にお

いて審査が行われ、原案の一部を修正の上、可決す

べきとの報告がなされました。 

 現下の厳しい経済状況は、個々人の家庭はもとよ

り、地方自治体の財政状況も例外ではなく、一段と

厳しい実態であることは御案内のとおりであると思

われます。こうした環境下にありまして、行政サー

ビスに対する一部受益者負担は避けがたいものと理

解でき、税による間接負担か、あるいは手数料によ

る直接負担かの選択が考えられ、ごみ処理一部有料

化にあっても、受益者負担の導入もやむを得ない対

応かと理解するものであります。 

 しかし、その負担のあり方については、円滑な制

度導入を図ることとあわせて、町民の方々にごみの

減量化に向けた認識を高めていただく有効な機会と

するため、先ほど委員長より報告がなされました上

富良野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の件に

対し、修正案に賛成するとともに、審査報告を最大

限に尊重し、制度導入が図られるべきものと判断し、

私の賛成意見とさせていただきます。 

○議長（平田喜臣君） 次に、原案に反対者の発言

を許します。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） 次に、修正案に賛成者の発

言を許します。 

 １５番村上議員。 

○１５番（村上和子君） 私も女性の立場でごみと

は毎日対面しておりますが、有料化に踏み切る前に、

行政指導によるごみの減量化をしっかり図ってから

ということを申し上げまして、またこの町から提案

されました金額につきましては、少し高いのではな

いかと、こういうように申し上げまして、教育民生

常任委員会の方に付託をいたしまして、４日間、こ

れを審議いただきました結果、修正の案で出てまい

りまして、やっぱり今何でもかんでももう無料とい



 

 

うことにはならないのではないでしょうか。町民も

それは安いにこしたことはございませんが、やっぱ

り幾らかでも仕方ないのではないかと、こういうふ

うにとらえていると考えるものでございます。 

 一昨日いただきました１３年度の建設工事発注事

業等も見ましても、国の直轄事業も減ってきており、

それから町の特別交付税も４％減、あるいは地方総

合事業債が廃止、こういう町の非常に厳しい財政の

中にありまして、私は受益者負担、これも御審議い

ただきましたこの金額、この修正案に賛成をさせて

いただきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（平田喜臣君） 他に御意見ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって討

論を終了いたします。 

 これより、議案第２４号を採決いたします。 

 この採決は、初めに委員長報告について採決いた

します。次に、原案について採決いたします。 

 本件の委員長報告は、修正であります。 

 まず、委員長報告のとおり、決することに賛成の

諸君の起立を求めます。 

（賛成者多数） 

○議長（平田喜臣君） 起立多数であります。 

 よって、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、修正案を除く原案に対し、採決をいたしま

す。修正案を除く原案のとおり決することに賛成の

諸君の起立を求めます。 

（賛成者少数） 

○議長（平田喜臣君） 起立少数であります。 

 よって、修正案を除く原案は、否決されました。 

 この際、暫時休憩いたします。 

──────────────────                
午後 １時２１分 休憩 

午後 １時３８分 再開 

──────────────────                
○議長（平田喜臣君） 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

──────────────────                
◎日 程 追 加 の 議 決           

○議長（平田喜臣君）  お諮りいたします。 

 農業委員の推薦の件を日程に追加し、議題とする

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 

 よって、農業委員の推薦の件を日程に追加し、議

題とすることに決しました。 

──────────────────                
◎追加日程第１ 農業委員の推薦の件 

○議長（平田喜臣君） 追加日程第１ 農業委員の

推薦の件を議題といたします。 

（「動議」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） １０番佐藤政幸君。 

○１０番（佐藤政幸君） 議長、動議を提出いたし

ます。 

 ただいま、農業委員の推薦の件につきまして、議

会推薦の農業委員は２名とし、瀬戸勇三君、平吹俊

一君を推薦することを望みます。 

（「賛成」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） ただいま、１０番佐藤政幸

議員より、議会推薦の農業委員としては２名とし、

瀬戸勇三君、平吹俊一君を推薦するとの動議が提出

されました。この動議は、所定の賛成者があります

ので、成立いたしました。 

 農業委員の推薦動議を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本件は、動議のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議会推薦の農業委員については、２名と

し、瀬戸勇三君、平吹俊一君を推薦することと決し

ました。 

──────────────────                
◎日程第１４ 発議案第１号 

○議長（平田喜臣君） 日程第１４ 発議案第１号

上富良野町議会会議規則の一部を改正する規則の件

を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 ２番中川一男君。 

○２番（中川一男君） 発議案１号は、朗読をもっ

て提案理由といたします。 

 発議案第１号上富良野町議会会議規則の一部を改

正する規則。 

 上記議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第２

項の規定により提出いたします。 

 提出者、上富良野町議会議員中川一男。賛成者、

上富良野町議会議員清水茂雄、上富良野町議会議員

西村昭教。 

 上富良野町議会会議規則の一部を改正する規則。 

 上富良野町議会会議規則（昭和６２年議会規則第

１号）の一部を次のとおり改正する。 

 目次中「第１５章 補則（第１２１条）」を「第１

５章 議員の派遣（第１２１条）」「第１６章 補則

（第１２２条）」に改める。 

 第１５章を第１６章とし、第１４章の次に次の１

章を加え、第１２１条を第１２２条とし、第１２０

条の次に次の１条を加える。 



 

 

 第１５章 議員の派遣。 

 （議員の派遣） 

 第１２１条 法第１００条第１２項の規定により

議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれ

を決定する。 

 ただし、緊急を要する場合は、議長において議員

の派遣を決定することができる 

 ２、前項の規定により、議員の派遣を決定するに

当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な

事項を明らかにしなければならない。 

 附則。この規則は、公布の日から施行する。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、発議案第１号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────                
◎日程第１５ 発議案第２号 

○議長（平田喜臣君） 日程第１５ 発議案第２号

議員派遣の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 ２番中川一男君。 

○２番（中川一男君） 発議案第２号も、朗読をも

って提案理由といたします。 

 発議案第２号議員派遣の件。 

 上記の議案を次のとおり、会議規則第１４条第２

項の規定により提出します。 

 提出者、上富良野町議会議員中川一男。賛成者、

上富良野町議会議員清水茂雄、同じく上富良野町議

会議員西村昭教。 

 議員派遣の件。 

 次のとおり議員を派遣する。 

 １、北海道町村議会議長会主催の議員研修会及び

先進市町村調査。 

 （１）目的、分権時代に対応した議会の活性化に

資するため。 

 （２）派遣場所、札幌市、由仁町。 

 （３）期間、７月９日から７月１０日、２日間。 

（４）派遣議員、全議員２０名。 

 ２、北海道町村議会議長会主催の議会広報研修会

及び議会広報特別委員会先進市町村調査。 

 （１）目的、議会広報の向上発展に資するため。 

 （２）派遣場所、札幌市、道央方面。 

 （３）期間、８月中旬の３日間。 

 （４）派遣議員、議会広報特別委員６名。 

 ３、富良野沿線市町村議会議長会主催の議員研修

会。 

 （１）目的、分権時代に対応した議会の活性化に

資するため。 

 （２）派遣場所、中富良野町でございます。 

 （３）期間、８月２８日、１日間。 

 （４）派遣議員、全議員の２０名でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、発議案第２号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

（「動議」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） １１番梨澤議員。 

○１１番（梨澤節三君） ただいま上富良野町廃棄

物の処理及びこの清掃に関する件について採決が行

われましたが、採決結果の宣告がなされておりませ

ん。ここのところはっきりとしていただきたいと。 

 以上でございます。 

○議長（平田喜臣君） ただいま１１番梨澤議員か

らの日程第１３番で審議されました委員長報告につ

いて採決をしまして、修正案を除く原案に対する起

立採決を求めまして、起立少数ということで修正案

を除く原案は否決されましたというふうに御報告申

し上げたと思いますが。 

○議長（平田喜臣君） ３番福塚議員。 

○３番（福塚賢一君） 議会開会中に不手際だとは

思いませんけれども、同僚議員から動議が出されて、

議長は議会運営委員の方にお集まり願ったわけです

よね。その結果の報告がなくして、次の議題に入っ

たということは、いささか遺漏があったと感じられ

ますので、その点に触れてお答えいただきたいと思

います。 

○議長（平田喜臣君） ただいま３番福塚議員の方

から発言のありました件につきましては、若干の報

告漏れあったかと思いますが、その内容等につきま

しては、別の機会で改めて御報告をしたいと思いま



 

 

す。 

 ３番福塚議員。 

○３番（福塚賢一君） 別の機会とは、本議会の開

会中に問題が提起されているわけですから、別な機

会ということは何か理由があるのか、その点お尋ね

したいと思います。 

○議長（平田喜臣君） 暫時休憩したいと思います。 

──────────────────                
午後 １時４９分 休憩 

午後 １時５３分 再開 

──────────────────                
○議長（平田喜臣君） 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

──────────────────                
◎日程第１６ 閉会中の継続調査申し出の件 

○議長（平田喜臣君） 日程第１６ 閉会中の継続

調査申し出の件を議題といたします。 

 議会運営委員長並びに各常任委員長から目下委員

会において調査中の別紙配付申出書の事件につき、

会議規則第７５条の規定により、閉会中も引き続き

調査したい旨の申し出があります。 

 お諮りいたします。 

 各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査

に付することに御異議ありませんか。 

 １１番梨澤議員。 

○１１番（梨澤節三君） 特に、異議があるわけで

はございませんが、ちょっと参考にしていただきた

いということで、発言させていただきます。 

 この閉会中の継続調査申出書ということで、継続

して調査を要する。そして、なお十分な精査を要す

るためと、このようにありまして、それでもってま

ことに言いづらいのですが、言わせていただきます

が、教育民生常任委員会は子育て支援対策というこ

とについて件名として上げております。これについ

て、一般質問を見てみますと、委員長みずからの質

問があったり、それから子育てについて副委員長が、

これは差しかえということにはなりましたけれども、

あれは保育所の民間委託について推薦議員になって、

先頭に立って反対と、これはよろしいのです。反対

しても発言してもよろしいのですが、この委員長、

副委員長という立場からすると、方向づけをしてし

まうのではないかという、私はうちの委員であれば

委員長それはおかしいのではないのと言うのですけ

れども、そんなのを思ったものですから、こうしろ

ということは言いません。この件名について、もし

くは委員長、副委員長という役職について、委員会

でもって御検討していただきたいというように思い

ますが、以上でございます。 

○議長（平田喜臣君） 他に御意見ございませんか。 

 １２番米沢議員。 

○１２番（米沢義英君） 一般質問ですから、行政

全般にわたってどういう立場で、いわゆるいい方向

で持っていきたいということでただすわけですから、

委員長であろうが、副委員長であろうが、議会と議

員ということであれば、ひとしく権利を与えられて

いるということはきっちりうたわれているわけです

から、そのことを考えたときに、今同僚の議員がお

っしゃった内容というのは、その趣旨からいっても

ちょっと合わないというふうに思いますので、この

点御了解お願いいたします。 

○議長（平田喜臣君） １１番梨澤議員。 

○１１番（梨澤節三君） 実は、これはおっしゃる

とおりかもしれませんけれども、議会というものの

その先例ということがあると思います。それから、

中富良野の議員の状況を見ますと、委員長になられ

た方が、私は委員長を辞退しますと。そして一議員

として動きやすいようにしていただきたいというこ

とでもって委員長辞任をしております。役職につく

というからには、それなりの重みがあると思います。

例えば、議長は幾ら発言を一般質問やりたくても、

これはそういうことはできない。監査の方も同じか

と思います。だから、その委員会でもって長と副と

いうような立場についたならば、その委員会をまと

めていく立場にあるのではないかと思うのです。で

すから、自分の意見を先に言って片づけてしまうと

いうことではちょっとどうかなと。これはこうしろ

ということではありません。いかがかなということ

で検討されてはいかがでしょうかということでござ

います。 

○議長（平田喜臣君） ３番福塚議員。 

○３番（福塚賢一君） 梨澤議員と自分とは、所属

も違いますし、心情的には同じ流れの中で来ている

傾向にありますが、よく勇気を持って言ってくれた

と思います。自分、今日及ばずながら所管教育民生

委員ですけれども、委員長、副委員長が所管にかか

わる事項で、やはり議員活動をやってきている中で

委員会開かれる。その中で自由に討議できるかとい

ったら、その自主性がなくなるのです、私の場合は。

梨澤議員と何も示し合わせて僕はあおり立てて言っ

てもらったと皆さん思っていないと思うけれども、

その辺で今後やはり委員会が自由に闊達に議論でき

るという雰囲気ではないことは自分所属していてそ

の感じを梨澤議員の発言に対して、よく勇気を持っ

てくれたと、全くその感じを持っていますので、議

長参考にしていただきたいと思います。 

○議長（平田喜臣君） お諮りいたします。 

 ただいまの３番、１１番、１２番、各議員の御発

言の要旨をよくわきまえて、今後各常任委員会の委



 

 

員長から申し出が現在出ておりますこの閉会中の継

続調査を各委員会に付託するということで、御異議

ございませんか。 

 １２番米沢議員。 

○１２番（米沢義英君） 厳密に、それではお伺い

いたしますが、議長のそういう表現になりますと、

実質委員会の中では委員長、副委員長であったとし

ても、その者は質問できないというような、勘違い

でしたら勘違いだと言ってほしいのですが、とらえ

方になります。地方自治法でもこの問題については、

委員としての権利がきちっと明記されておりますし、

行政全般にわたっては、委員長であろうが、委員で

あろうが、ひとしくそれについては質問できるとい

うことがきちっと明記されているわけですから、そ

のことをやはり過去をさかのぼっても、ずっとそう

いうことでやられていますし、現在もそれは正しい

ということですから、そういうことをきちんとわき

まえたことを私は少なくても言っていると思います

ので、その点きっちり押さえておいていただきたい

と思います。 

○議長（平田喜臣君） 今、１２番の米沢議員の御

発言でありますが、私は各議員として今３方の議員

からお話があったことを十分にそれぞれの各議員が

御検討した中で、所管の委員会でそれぞれに御意見

というか、意見の調整をしていただきたいと。これ

は私の方からそれぞれの所管に対して、ああしろ、

こうしろというような立場には私はないと思います

し、あくまでも議員としてのモラルといいますか、

常識を持った中での対応をしていただきたいという

一般論的な形で申し上げましたので、誤解のないよ

うにお願いしたいと思います。 

 ３番福塚議員。 

○３番（福塚賢一君） では、議員は自由に議論し

てもいいと及ばずながら思いますよ。ですけれども、

常識の問題だと思うのです。では、具体例で言いま

すけれども、西保育所の合併や民間委託の場合、こ

れは自分なりの考え方持っていると思うのです。西

保育所の父母の方と会うまでは、会ってその日まで

の経過を見ましたら、議員がもう加わっているので

す。方向づけ中で決められているのです。そういう

中で、僕は是々非々で臨むということを西保育所の

父母と会ったときは言ってきましたけれども、それ

から所管でやっても、もうしゃべることに対しては、

たまたま今梨澤議員言ってくれましたけれども、や

はりどうしても自分の思っていることは十分述べら

れないのです。そういう点があるということで、委

員長、副委員長としての良識を持ってやはりかかわ

りを持っていっていただいたいと、こうお願いした

いと思います。 

○議長（平田喜臣君） 今、閉会中の各委員会から

の申し出の件を議題としておりまして、個別につき

ましては、先ほど申し上げましたように、各所管の

中での常識ある対応を望みたいと思います。 

 よろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） よって、各委員長から申し

出のとおり、閉会中の継続調査に付することに決し

ました。 

──────────────────                
◎閉 会 宣 告           

○議長（平田喜臣君） 以上をもって、本定例会に

付議された案件の審議は、すべて終了いたしました。 

 これにて平成１４年度第２回上富良野町議会定例

会を閉会いたします。 

午後 ２時０３分 閉会  
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